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本報告書の構成と表記

本報告書は、「章」、「節」、「項」、「目」という考え方に準拠して構成されており、目の表記は、

「第 ．」、「第 」…として表記している。

．端数処理

報告書の数値は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、表中の総額が内

訳の合計と一致しない場合がある。公表されている資料等を使用している場合には、原則としてそ

の数値をそのまま使用している。そのため端数処理が不明確な場合もある。

．報告書の数値等の出所

報告書の数値等は、原則として青森県が公表している資料、あるいは監査対象とした組織から

入手した資料を用いている。一方、報告書の数値等のうち、青森県以外が公表している資料ある

いは監査対象とした組織から入手した資料以外の数値等を用いたもの、あるいは他の地方公共団

体等の数値等を表示したものについては、その出所を明示している。また、監査人が作成したもの

についてもその旨明示している。

．用語について

「青森」、「青森県」という用語については、文中での判別が困難になる場合などを除いて、原則

として記載しないこととする。また、報告書において「県」と記載している場合は、原則として「青森県」

をいう。

元号の表記

一部の元号については、以下のとおり略称を使用している。

略称 元号 凡例

平成 ＝平成 年度

令和 ＝令和 年度

＝令和 年度

＝令和 年度

．監査の結果及び意見

本報告書では、監査の結論を（（監監査査のの結結果果））として（（指指摘摘事事項項））と（（意意見見））に分けて記載している。

（（指指摘摘事事項項））は、主として合規性に関する違反事項（法令、条例、規則、規程、要綱等に抵触する

事項）となるが、一部、社会通念上著しく適正性を欠いていると判断される場合についても同様に、

（指摘事項）として記載している。また、（（意意見見））は、（指摘事項）には該当しないが、経済性・効率

本報告書における記載内容等に関する注意事項
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性・有効性の視点から、施策や事業の運営合理化のために、包括外部監査人として改善を要望す

るものであり、いずれも、県において、何らかの対応を行うことを期待するものである。
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第 章 監査の概要

第 節 監査の種類
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病院局に係る事業管理及び財務事務の執行について
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県民の意識に関する調査」において、「病気のときに適切な診断や治療が受けられること」が最も

重要度が高い項目となるなど、県民の健康に対する意識は確実に高まってきていること。

．「青森県基本計画 ‐ 」においては、政策・施策体系として①産業・雇用分野、②安

全・安心、健康分野、③環境分野、④教育・人づくり分野の 分野に分けて政策・施策が設定さ

れ、取組が進められており、「安全・安心、健康分野」の政策・施策の中で病院局が中枢的組織とし

て機能しなければならない政策・施策が取り上げられている。これらの政策・施策を抽出すると以下
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（施策 ）

ヘルスリテラシー（健やか力）の向上による生

活習慣の改善

（施策 ）

社会で取り組むこころの健康づくり

（政策 ）

県民ががんと知り、がんの克服をめざす対策

の充実

（施策 ）

科学的根拠に基づくがん対策の推進

（施策 ）

がんになっても、適切な治療を受け、安心して

暮らせる体制の充実

（政策 ）

質の高い地域医療サービスの提供

（施策 ）

医師等の医療従事者の育成と県内定着
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（施策 ）

医療連携体制の強化

．総務省は令和 年 月 日に「持続可能な地域医療体制を確保するための公立病院経営

強化ガイドライン」を発出しており、この中で病院事業を設置する地方公共団体は「公立病院経営

強化プラン」について地域医療構想と整合性を持って令和 年度又は令和 年度中に策定する

ものとしている。

これは以下に記載した公立病院経営強化の必要性の認識の下に発出されたものとされている。

公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直し等に取り組んできているが、医

師・看護師不足等、人口減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として持続可能

な経営を確保しきれない病院も多いのが実態であること。また、新型コロナ感染対策対応に公立病

院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改

めて認識されるとともに、病院間の役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保などの取

組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなったこと。今後、医師の時間外労働規制への対応も

迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれること。持続可能な地域医療提供体制を確保するた

め、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点を最も

重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点を持って公立病院の経営を強化していくこ

とが重要であること。

．病院局は平成 年度から地方公営企業法（昭和 年法律第 号）の全部適用が行わ

れている。

予備調査のヒアリングの結果、病院ごとの損益状況、給与費比率、材料費比率等の分析や医業

未収金管理、診療報酬請求業務、医薬品及び診療材料管理、固定資産管理等の問題点の有無

について監査する重要性を強く認識した。

．青森県立中央病院と青森市民病院は、青森地域保健医療圏において急性期医療、政策医

療の基幹的役割を担っているが、人口減少や高齢化に加え、医療従事者不足、新型コロナウイル

ス感染症後の新興感染症への対応など地域医療を取り巻く課題に対応し、将来的に持続可能な

医療提供体制を構築するために両病院の統合化に向けた有識者会議での議論が進められている

ことについて県民が大きな関心を持って注視していること。

以上のような理由により「病院局に係る事業管理及び財務事務の執行について」合規性・効率

性・経済性・有効性・公平性の視点から監査を行うことは有意義であると判断し、特定の事件（監査

テーマ）として選定した。
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第 節 監査の対象期間

原則として令和 年度（令和 年 月 日から令和 年 月 日まで）。ただし、必要に応じ

て令和 年度以前及び令和 年度の執行分を含んでいる。

第 節 監査の実施期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

第 節 監査従事者の資格及び氏名

包括外部監査人 公認会計士 髙橋 政嗣

監査補助者 公認会計士 小林 太郎

監査補助者 公認会計士 齊藤 貴彰

監査補助者 公認会計士 鈴木 崇大

監査補助者 公認会計士 千田 泰士

監査補助者 公認会計士 石動 龍

第 節 利害関係

外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び監査補助者は自治法第 条の

の規定により記載すべき利害関係はない。
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第 章 監査の方針

第 節．監査の基本方針

第 項 包括外部監査の目的

地方公共団体の包括外部監査は、いわゆる官官接待、食糧費支出、カラ出張、談合工事な

どに社会的な批判の目が向けられたことを契機として、平成 年 月に地方自治法が改正さ

れ、事務事業に対するチェック機能の強化を図るために導入された。そのため、包括外部監査

人は、財務に関する事務の執行が予算や法令等に従って適正に処理されているかどうかにつ

いて、主として合規性の視点から独立した第三者として監査することとされている。同時に当該

事務の執行の経済性、効率性、有効性の視点から意見を提出することができるとされている。 
また、「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答

申」（第 次地方制度調査会 平成 年 月 日）において人口減少社会においても行

政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくため地方行政体制を確立す

ることが必要とされている。 
病院局事業は地方公営企業法が全部適用であり、内部統制制度の導入は任意であるが不

適切な事務処理があった場合の内部統制上の問題点についても検証を実施した。 
 

第 項 監査の着眼点

監査の着眼点

① 病院局の事業管理は経営計画に基づいて適切に運営・管理・遂行されているか。
② 病院局の事業管理は、医療法、厚生労働省の指針・通知等に準拠して行われているか。

③ 青森県並びに青森医療圏域の人口動態の下に適切な医療計画が策定されているか。
④ 適切な医療を提供するために医師・看護師等の対応に問題がないか。
⑤ 最新の医療を提供するための医療機器受入・維持管理は適切であるか。
⑥ 青森医療圏域と他の医療機関との連携は適切か。
⑦ 県民に対して適時適切に病院局の情報を開示しているか。
⑧ 財務事務が法令等に準拠して行われているか。
⑨ 財務事務は経済性、効率性、有効性、公平性、透明性の視点から、合理性があるか。
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第 節 外部監査の対象

第 項 外部監査の部門

病院局運営部に属する経営企画室、総務課、経理課、管理課、医事第一課、情報管理課、県

立つくしが丘病院運営室（庶務・管理課、医事第二課）を監査対象部門とした。

併せて、県立中央病院と青森市民病院の共同経営に伴う統合新病院の計画が推進されているこ

とから地域医療室を監査対象部門に加えた。

なお、第 章「病院局の事業概要」において、病院局の組織機構、分掌業務について記載して

いる。

第 項 外部監査の対象業務

外部監査の対象業務は、病院局に所属する県立中央病院と県立つくしが丘病院に係る事業管

理、病院事業会計、個別業務（下記参照）及び県立中央病院と青森市民病院の共同経営による

統合新病院の推進業務とした。

選定した個別業務と選定理由は、下表のとおりである。

個別業務 選定理由

診療報酬請求業務 医業収益の基幹業務であり、極めて重要な業務であること。

未収金（患者自己負担分未収金） 債権管理において重要であること。

医薬品及び診療材料等管理 医業費用のうち約 ％を占め、在庫管理は重要な管理であ

ること。

固定資産管理 高額医療機器や維持管理において重要であること。

業務委託 多くの業務について委託となっていること。

人件費・労務管理 医業費用のうち ％以上を占め、かつ労務管理の重要性が

あること。

病院原価計算 利益管理の視点から整備状況の監査が必要であること。

出納管理 出納管理は、基本となる重要な業務であること。

管理 業務の効率性、即時性、セキュリティ管理等、基本的に重要

であること。

医療安全対策 医療の安全性の視点を重視したもの。

治験 医療の特殊性に着目して監査するもの。

内部統制 内部統制の整備・運用状況は、基本であること。
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第 項 監査要点と実施した監査手続

本監査の主要な監査要点と実施した監査手続は、以下のとおりである。

【図表 監査要点と監査手続】

監査要点 実施した監査手続

（１）全般

【病院局の事業管理の要諦につい

て確認する。】

【病院局の課題と解決の方向性に

ついて確認する。】

【経営計画の策定と推進の遂行は

十分機能しているか。】

【経営策定に基づく設備・人事組

織体制の整備状況は問題がない

かどうか。】

〇主な事業管理資料の検討と疑問点、不明点に関する質問

による監査を実施する。

〇理念・ビジョンや強みを踏まえた実現性の高い経営方針を

策定しているか経営計画策定プロセスと経営計画書を監査

する。

〇病院局の経営、患者、地域社会、将来の方向性について最

適な経営方針を策定しているかどうかについて経営計画書

を監査する。

〇疾患別の動向や病棟別、診療別の視点をもって経営計画

が作成されているかどうかを監査する。

〇現場の実態を反映した経営方針、経営戦略の策定となって

いるかどうか、実現性の高い経営計画となっているかどうか

を監査する。

〇経営計画の策定状況の監査と実績把握に基づく評価、

サイクルの推進状況について吟味する。

（ ）病院事業会計

【決算書は適正に作成されている

か。】

〇経理システムについて担当責任者から説明を受け、関連書

類の質問を実施する。

〇決算書の推移分析、関連資料の閲覧を実施し、財務の信頼

性を検証する。

（ ）個別業務管理

【診療報酬業務は適切に処理され

ているか。】

〇委託業務契約書の契約内容及び委託業務仕様書の記載

内容を確認する。

〇令和 年 月の診療報酬改訂に基づき施設基準を見直し

て東北厚生局に届け出るとともに医事会計システムに登録

処理していることを確かめる。

〇任意に電子カルテを抽出して、医事会計システムの請求明

細データとして記載されていることを確認する。

〇保留分レセプトの管理簿の内容を検討する。

保留分レセプトの売上処理について確認する。

【医療未収入金管理が適切に実施

されているか。】

〇未収金の回収業務、残高管理は適切であるか。

〇滞納未収入金に対する貸倒引当金の計上は適切である

か。

〇滞納未収入金に対する法的措置、不納欠損処理等は適切

であるか。

〇損害遅延金の算定は、適切であるか。

【棚卸資産（医薬品、診療材料等）

管理が適切に実施されているか。】

〇医薬品、診療材料等の受入、払出の確認は適切に行われ

ているか。

〇医薬品、診療材料等のデータ入力処理は適切に行われて

いるか。

〇医薬品、診療材料等の廃棄処理は適切に行われているか。
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第 項 監査要点と実施した監査手続

本監査の主要な監査要点と実施した監査手続は、以下のとおりである。
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〇任意に電子カルテを抽出して、医事会計システムの請求明
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〇保留分レセプトの管理簿の内容を検討する。
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されているか。】

〇未収金の回収業務、残高管理は適切であるか。

〇滞納未収入金に対する貸倒引当金の計上は適切である

か。
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監査要点 実施した監査手続

〇実地棚卸が適時適切に行われているか。

〇材料費の削減に関する検討を行っているか。

【固定資産の取得・廃棄・管理が適

切に実施されているか。】

〇固定資産の購入、除却等に関する承認手続きは、適切に行

われているか。

〇固定資産の購入、除却等に関するデータは、適切に固定資

産台帳に登録されているか。

〇固定資産台帳と現物との照合が行われているか。

〇固定資産の除却手続は適切であるか。

〇減価償却費は適切に計算されているか。

〇高額医療機器の利用状況は適切であるか。

〇遊休資産はないか。

【委託契約が適切に実施されてい

るか。】

〇委託業務契約書の契約内容及び委託業務仕様書の記載

内容を査閲し、運用状況の適切性を監査する。

【医師・看護師等の人事・労務管理

が適切に実施されているか。】

〇源泉徴収事務が所得税の規定に基づき処理されているか。

〇退職支給手続きが適切に処理されているか。

〇通勤手当支給額が妥当であるか。

〇時間外労働の処理手続きが適切であるか。

〇労働基準法及び 協定を遵守しているか。

〇賞与引当金繰入額が適切に計算されているか。

【診療部門ごとの損益が把握され

ているか。】

〇病院原価計算が利益管理に役立てられているか。

【出納業務・管理が適切に行われ

ているか。】

〇出納管理体制は適切か確かめる。

〇出納業務処理は適切か確かめる。

【 管理が適切に実施されている

か。】

〇 に関する規程は、適切に整備しているか。

〇セキュリティ管理は、適切に行われているか。

〇 、パスワードの管理は、適切に行われているか。

〇バックアップに関する管理は、適切に行われているか。

〇システム関連費用を削減する方策を検討しているか。

【医療安全対策は適切か。】 〇医療安全対策の概要について聴取し、関連書類を閲覧し

て、確認する。

〇具体的な医療安全対策の取組について、関連資料を閲覧

して妥当性を検討する。

【治験の事務手続きは適切に行わ

れているか。】

〇治験の概要をヒアリングし、関連資料について査閲、質問

し、治験に係る総勘定元帳査閲する。

〇治験契約及び関連する治験受託契約書を査閲する。

〇治験に係る会計処理について経理責任者に質問し、併せ

て総勘定元帳を査閲する。

【病院事業に関する内部統制の整

備状況は適切か。】

〇現状における内部統制の整備状況について意見聴取する

とともに関連資料を査閲する。

（注）個別業務管理の主な監査手続きについては上掲したが、その他の補足的・追加的監査手続

については、個別業務管理の監査部分に記載した。
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第 項 監査結果の構成

監査結果については、第６章 包括外部監査の結果（総論）に続いて、第８章 事業管理に係る

監査結果、第１０章 病院事業会計に係る監査結果、第１３章 共同経営による統合新病院に係る

監査結果、第１４章 個別業務管理に係る監査結果の中では、診療報酬業務、医業未収金管理

（患者自己負担分未収金）、医薬品及び診療材料等管理、固定資産管理、業務委託、人件費・労

務管理、病院原価計算、出納管理、 管理、医療安全対策、治験、内部統制の各業務ごとに監

査結果を記載している。
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第 章 青森県地域医療構想の概要

県では、人口減少や高齢化が進展する中、いわゆる団塊の世代が 歳以上となる

（令和 ）年を見据え、地域の実情や患者のニーズに応じて資源の効果的かつ効率的な配

置を促し、高度急性期、急性期、回復期、慢性期、在宅医療・介護に至るまで、一連のサー

ビスが切れ目なく、過不足なく提供される体制を確保することを目的に、平成 年 月に改

正医療法に基づき「青森県保健医療計画」（平成 年 月）の別冊として「青森県地域医療構

想」を発出している。

この中から、病院局に関連する部分について抜粋してまとめたものが以下の資料である。

第 節 青森県保健医療計画の概要

厚生労働省は医療法に基づく医療計画の作成について、基本方針を作成し、都道府県に対し

て技術的助言を行い、都道府県は医療法に基づいて、保健医療計画を作成しなければならないと

するもので、この要旨は、以下のとおりである。

厚生労働省 厚生労働省による医療計画の指針 青森県保健医療計画

基本方針

（医療法３０条の ）

医療計画作成指針

（医療法３０条の ）

疾病・事業及び在宅医療に係る医

療体制構築に係る指針

（医療法３０条の ）

医療計画

（地域の実情に応じて医療計画を

定める。）

〇基本的な考え方

〇地域の現状

〇疾病・事業ごとの医療体制

・がん

・脳卒中

・心筋梗塞等の心血管疾患

・糖尿病

・精神疾患

・救急医療

・災害時における医療

・新興感染症発生・まん延時に

おける医療

・へき地の医療

・周産期医療

・小児医療（小児救急を含む。）

・在宅医療

・その他特に必要と認める医療

〇地域医療構想

〇地域医療構想を達成する施策

〇病床機能の情報提供の推進

〇外来医療に係る医療提供体制

の確保

〇医師の確保

〇計画の基本的な考え方

〇地域医療構想

〇外来医療計画

〇保健医療圏の設定と基準病床

数

〇医療連携体制の構築

〔 疾病・ 事業及び在宅医療〕

・がん対策

・脳卒中対策

・心筋梗塞等の心血管疾患対策

・糖尿病対策

・精神疾患対策

・救急医療対策

・災害医療対策

・新興感染症発生・まん延時に

における医療対策

・へき地医療対策

・周産期医療対策

・小児医療対策（小児救急医療

を含む）

・在宅医療対策

〔その他〕

・歯科対策

・その他の保健医療対策

・多様な役割分担・連携の推進

〇人材の養成確保と資質の向上

・医師確保計画
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厚生労働省 厚生労働省による医療計画の指針 青森県保健医療計画

〇医療従事者（医師を除く。）の確

保

〇医療提供施設の整備目標

〇基準病床数

〇その他医療提供体制の確保に

必要な事項

〇事業の評価・見直し

・医師以外の保健医療従事者

〇医療安全や健康危機管理体制

等の充実

〇保健・医療の総合的な取組

【補足：計画の基本理念】

（出所： 第 次 青森県保健医療計画 令和 年 月 青森県）

（注）二重線は監査人による。

（（11））地地域域医医療療構構想想のの推推進進
・ 病床の機能分化・連携の推進

・ 効率的かつ質の高い地域医療サービスの確保

・ 高度急性期から在宅医療・介護に至るまで切れ目なく一体的な医療

提供体制の構築

（（22））医医療療連連携携体体制制のの構構築築
・ 生活の質の向上を実現するため、患者の増加の状況も踏まえつつ、

5疾病に対応した医療提供体制の構築

・ 地域医療の確保において重要な課題となる6事業及び在宅医療に

対応した医療提供体制の構築

（（33））人人材材のの養養成成確確保保とと資資質質のの向向上上
・ 将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、適正な供給数を確保

・ 地域間偏在や診療科間等における偏在への対応

（（44））医医療療連連携携体体制制のの構構築築
・ 医療安全対策の取組
・ 健康危機の未然防止と発生した場合の迅速かつ的確な体制づくり

・ 情報提供・共有の推進及び情報通信技術の活用

（（55））医医療療連連携携体体制制のの構構築築
・ 県民のヘルスリテラシーの向上

・ ライフステージに応じた生活習慣等の改造

・ 県民の健康を支え、守るための社会環境の整備

保保
健健
・・
医医
療療
提提
供供
体体
制制
のの
構構
築築
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第 節 地域医療構想策定の基本事項

地域医療構想の内容

〇構想区域

〇構想区域における病床の機能区分ごとの （令和７）年の病床と必要量

〇構想区域における （令和７）年の居宅等における医療（在宅医療等）の必要量

〇地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項（実現するための施策）
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〇地域医療構想調整会議では、病床機能報告の内容等の情報提供により、地域の医療提供体制の現状

や将来の目指すべき姿について、関係者間で認識を共有し、地域医療構想の実現に向けた協議を行

う。

〇議事等により、地域や参加者の限定あるいは広域での開催等、地域の実情に応じ柔軟かつ効果的に運

用を図る。

③医療法の規定に基づく対応

〇改正医療法等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向けて以下の対応が可能とされている。

【都道府県知事が講ずることができる措置】

（１）病院・有床診療所の開設・増床等への対応

・開設等の許可の際に、不足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。

（ ）既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応

・理由等を記載した書面の提出（医療法第 条の － ）

・地域医療構想調整会議への産科要請（医療法第 条の － ）

・都道府県医療審議会で理由の説明を求める（医療法第 条の － ）

・当該理由がやむを得ないものと認められないときは、転換の中止を要請（公的医療機関等には命令）すること

ができる。（医療法第 条の － 、 － ）

（ ）協議が調わず、自主的な取組だけでは不足している機能の充足が進まない場合の対応

・都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足している医療機能に係る医療を提供すること等を要請公的医療

機関等には命令）することができる。

（ ）稼働していない病床への対応

・病床過剰地域において、正当な理由がなく病床を稼働していないときは、当該病床の削減を要請（公的医療

機関等には命令）することができる。（医療法第 条の －１）要請又は命令・指示に従わない場合の対応

について（医療法第 条の －１、第 条、第 条の ）

進行管理

〇ＰＤＣＡサイクルの手法により、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を定期的に実施し、必要に

応じて施策の見直しを行う。

〇県医療審議会への報告を行うとともに、評価結果等は県民へ公表する。

（出所：青森県地域医療構想 平成 年 月 青森県）
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第 節 青森県地域医療構想における医療状況

１．人口等の将来推計

人口

〇総人口は、平成 （ ）年から 年間で 万人減少することが見込まれている。

〇一方、 歳以上人口は、同じく 年間で 万人の増加が見込まれている。

〇本県の高齢化率の全国順位は、 年の 位から、 年は 位、 年は 位と急激に高齢

化が進行することが見込まれている。

区分 年 年 年 年 年 年

歳以上

～ 歳

～ 歳

０～ 歳

合計

歳以上の割合 ％ ％ ％ ％ ％ ％

歳以上の割合 ％ ％ ％ ％ ％ ％

世帯

〇高齢者単身世帯数（ 歳以上の者 人のみの世帯）及び高齢夫婦世帯数（夫 歳以上、妻 歳以

上の夫婦一組の世帯）は、年々増加することが見込まれる。

入院・外来患者数

〇高齢者人口の増加に伴い、入院患者数の推計は増加した後、減少に転じる見込みである。

〇入院患者数のピークは地域により異なり、西北五地域は令和 （ ）年をピークに減少が始まることが

見込まれている。津軽及び青森地域のピークは令和 （ ）年、八戸、上十三、下北地域は令和

（ ）年となる見込みである。

〇外来患者数は、すでに減少傾向にあると見込まれる。

年齢階層別・医療機能別の医療需要

〇 歳未満の医療需要は、高度急性期及び急性期が全体の約 割を占めている。

〇 歳以上では、回復期及び慢性期が全体の約 割を占めており、高度急性期及び急性期の医療需

要は約 割となる。

区分 高度急性期（※ ） 急性期（※ ） 回復期（※ ） 慢性期（※ ）

全年齢 ％ ％ ％ ％

歳未満 ％ ％ ％ ％

～ 歳 ％ ％ ％ ％

歳以上 ％ ％ ％ ％

歳以上 ％ ％ ％ ％

高度急性期（※ ）機能：

・急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能。

急性期（※ ）機能：

・ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能。

回復期（※ ）機能：

・ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
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・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を

目的とした リハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期（※ ）機能：

・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。

・長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は

難病患者等を入院させる機能。

疾患別入院患者数

〇主な疾患別入院患者数の推計をみると、高齢者に多い脳卒中、成人肺炎、大腿骨頸部骨折の入院患

者が増加し、令和 （ ）年、から令和 （ ）年にピークになることが見込まれる。

医療提供体制

医療施設

〇病院数（人口 万対）は で、全国の を上回っており、開設者別にみると、市町村立病院の比

率が高い（全国 ％、青森県 ％）のが特徴となっている。

〇一般診療所数（人口 万対）は で、全国の を下回っている。

〇有床診療所数（人口 万対）は で、全国の を大きく上回っている。

病床数

〇病床数（人口 万対）は、病院 、一般診療所 で、いずれも全国（病院 ，一般診

療所 ）を上回っている。

〇医療計画上の基準病床数に対する既存病床数は、八戸圏以外は上回っている。

病床利用率

〇病院の病床利用率は ％で、全国の ％をやや下回っている。

病院の病床利用率

区分 全病床
内訳

一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床

青森県

青森圏域＊

全国

＊青森圏域以外は省略。

平均在院日数

〇一般病床の平均在院日数は 日で、全国の 日をやや上回っている。

〇療養病床の平均在院日数は 日で、全国の 日を下回っている。

区分 全病床
内訳

一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床

青森県

青森圏域

全国

稼働・非稼働別病床数

〇平成 年度病床機能報告において、各医療機関から報告があった非稼働の許可病床数は、

床となっている。

病床利用率：病床がどの程度、効率的に稼働しているかを示す指標。より高い値が望ましい。

平均在院日数：入院患者が平均して何日間入院しているかを示す指標。
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稼働・非稼働別の許可病床数

区分
病院 有床診療所 合計

稼働 非稼働 稼働 非稼働 稼働 非稼働

青森圏域

＊

一般病床

療養病床

計

合計 一般病床

療養病床

計

＊青森圏域以外は省略。

医療従事者の状況

医療従事者数

〇保健師、看護師、准看護師、作業療法士、管理栄養士・栄養士、診療放射線技師、歯科技工士の人

口 万対は、全国を上回っている。

〇医師、歯科医師、薬剤師、助産師、理学療法士、言語聴覚士、臨床（衛生）検査技師、臨床工学技士、

歯科衛生士は、全国を下回っている。

〇医療施設従事医師数は、全国ワースト 位、薬局・医療施設従事者薬剤師は、全国ワースト 位とな

っているほか、地域偏在がみられる。

主な保健医療従事者の状況

区分
青森県 青森圏域 全国

実数 人口 万対 実数 人口 万対 人口 万対

医師

歯科医師

薬剤師

保健師

助産師

看護師

准看護士

理学療養士

作業療養士

言語聴覚士

管理栄養士・栄養士

診療放射線（ 線）技師

臨床（衛生）検査技師

臨床工学技士

歯科衛生士

歯科技工士

年齢構成

〇 歳以上の医師は 人（ ％）で、全国平均（ ％）を上回っている。

〇 歳以上の医師の割合は ％で、全国で 番目に高い比率である。

医師の年齢構成

区分
総数

うち 歳以上
うち 歳以上

（再掲）計 男 女

青森県

（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

全国

（ ％） （ ％） （ ％） （ ％）
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拠点病院等の状況

拠点病院の指定等

圏域 病院名

がん診療

連携拠点

病院

救命救急

センター

災害拠点

病院

周産期母

子医療セ

ンター

へき地医

療拠点病

院

臨床研修

病院

津軽 弘前大学医学部

付属病院
〇 ◎高度 ◎基幹 〇 〇

弘前市立病院 〇 〇

国立病院機構弘

前病院
〇 〇

健生病院 〇

黒石病院 △推進 〇

八戸 八戸市立市民病院 〇 〇 〇 〇 〇

八戸赤十字病院 〇

青森労災病院 △推進 〇

三戸中央病院 〇

青森 県立中央病院 ◎県拠点 〇 ◎基幹 ◎総合 〇

青森市民病院 △推進 〇 〇 〇

外ヶ浜中央病院 〇

西北五 つがる総合病院 〇 〇

鯵ヶ沢病院 〇

上十三 十和田市立中央病

院
〇 〇 〇

三沢市立三沢病院 〇 〇

公立野辺地病院 〇

下北 むつ総合病院 〇 〇 〇 〇 〇

大間病院 〇

自治体病院の状況
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害医療の拠点として、地域の医療に貢献したところであるが、医師不足や経営等の課題がある。

計
内訳

一般 療養 精神 感染症
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在宅医療の状況
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県 計

介護療養型医療施設

青 森 △

県 計 △

介護保険施設計

青 森

県 計

認知症対応型共同生活介護

青 森

県 計

特定施設入居者生活介護

青 森

県 計

居住系サービス計

青 森

県 計

施設・居住系サービス合計

青 森

県 計

患者の受療動向

平成 （ ）年の医療需要（患者の流出入）

区分
青森地域

患者受療数（人 日） 患者住所地のち受療する人口割合

患

者

住

所

地

県

内

津軽地域 ％

八戸地域 ％

青森地域 ％

西北五地域 ％

上十三地域 ％

下北地域 ％

（監査人の所見）

患者住所地である西北五地域、下北地域から青森地域へ ％を超える割合の患者が受療している。

（出所：青森県地域医療構想 平成 年 月 青森県）

（注）下線は監査人による。
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第 節 令和 （ ）年における医療機能ごとの病床数の必要量

構想区域 医療機能
年

医療需要（人 日） 病床の必要量（床）

青森県

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

津軽地域

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

八戸地域

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

青森地域

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

西北五地域

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

上十三地域

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

下北地域

高 度 急 性 期

急 性 期

回 復 期

慢 性 期

計

（出所：青森県地域医療構想 平成 年 月 青森県）

参考：県における急性期病院一覧

津軽地域 八戸地域 青森地域 西北五地域 上十三地域

鳴海病院

津軽保健生活協同組

合健生病院

黒石市国民健康保険

黒石病院

独立行政法人 国立

病院機構 弘前総合

医療センター

弘前大学医学部付属

病院

独立行政法人 労働

者健康福祉機構 青

森労災病院

八戸赤十字病院

八戸平和病院

八戸市立市民病院

青森市民病院

社団法人 慈恵会青

森慈恵会病院

青森県立中央病院

村上新町病院

あおもり協立病院

つがる西北五広域連

合つがる総合病院

十和田市立中央病院

（出所：病院情報局）

（注）下線は監査人による。
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計
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回 復 期

慢 性 期

計
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森労災病院

八戸赤十字病院

八戸平和病院

八戸市立市民病院

青森市民病院

社団法人 慈恵会青

森慈恵会病院
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（出所：病院情報局）

（注）下線は監査人による。
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第 節 青森地域構想区域の状況

「青森県地域医療構想」では、各構想区域の状況について説明をしているが、ここでは病院局

の設置場所である青森地域構想区域のみ掲示するものとする。

青森地域

人口推計 〇平成 （ ）年から令和 （ ）年までに、約 万人減少し、 歳以上人口の

割合は約 ％に達する見込み。

推計人口（人）
平成 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

令和 年

（ 年）

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

総数

歳以上割合 ％ ％ ％

歳以上割合 ％ ％ ％

入院患者数 〇令和 （ ）年をピークに減少に転じることが見込まれる。

医療提供体

制

〇一般診療所数（人口 万対）は全国平均をやや下回るが、病院及び有床診療所数、病床

数（人口 万対）は、いずれも全国平均を上回っている。

区分
青森地域 青森県 全国

人口 万対 人口 万対 人口 万対

医療

施設

数

病院

（再掲） 精神

一般診療所

（再掲 ）有床診療所

歯科診療所

病床

数

病院

一般診療所

〇医療施設従事医師数（人口 万対）は、県平均をやや上回っているが、全国平均を下回

る。

主な保健医療従事者
青森地域 青森県 全国

人口 万対 人口 万対 人口 万対

医師

歯科医師

薬剤師

保健師

助産師

看護師

准看護師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

管理栄養士・栄養士

診療放射線技師

臨床（衛生）検査技師
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病院 〇県内唯一の県立総合病院として県立中央病院があり、県全域を対象とした高度急性期医

療、政策医療を担っている。また、ドクターヘリの基地病院となっている。

地域医療構

想を実現する

ための施策

【現状・課題】

〇 ～ 床の病院が併存（ １）しており、医師配置の減などにより、医療機能の低下、休床

が生じているほか、一部自治体病院の病床利用率の低迷（＊ ）など、再編・ネットワーク化

の検討が必要である。

（ １）県立中央病院（ 床）、青森市民病院（ 床）

（ ）平成 年度病床利用率（一般病床）：青森市民病院（ ％）、浪岡病院（ ％）、

平内中央病院（ ％）、外ヶ浜中央病院（ ％）

〇県立中央病院は、唯一の県立総合病院として、県全域を対象とした高度医療、専門医療、

政策医療（＊ ）を担っており、今後も全国レベルの高度・専門医療を確保していく必要があ

る。

（＊ ）救命救急センター、都道府県がん診療連携拠点病院、総合周産期母子医療センタ

ー、第一種感染症指定医療機関、難病医療拠点病院、基幹災害拠点病院、原子力災害拠

点病院

〇津軽半島北部地域は、人口減少の中でへき地等医療提供体制の整備を図る必要がある。

【施策の方向】

〇自治体病院等の機能再編成による機能分化・連携を推進する。

（自治体病院等の機能分化・連携の方向性）

（青森県立中央病院）

高度医療の提供、専門医療の提供、政策医療の提供、医師の育成、地域医療の推進

（青森市民病院）

救急医療体制の確保、回復期機能の充実・強化、医療機能、医療需要に見合う病床規模

の検討

（その他の自治体病院）

割愛。

（将来の検討の方向性）

圏域における高度急性期、急性期機能の更なる集約を視野に入れた検討。
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第 章 病院局の事業概要

第 節 病院局事業の沿革

第 項 県立中央病院の沿革

県立中央病院は、昭和 年 月診療科 科、病床数 床の規模で開院したが、県内の人

口増、医療技術の進歩などによる医療需要の増大と変化により、建物の機能悪化、老朽化、狭溢

化、立地環境の変化及び経営の悪化等の諸問題を抱えることとなったため、昭和 年 月に「県

立中央病院経営改善委員会」を設置し、昭和 年 月に「他の場所に移転新築し、医療施設の

近代化と患者サービスの向上を図るべきである。」との報告がなされた。

これを受けて、昭和 年 月に移転新築にかかわる「県立中央病院建設委員会」が設置さ

れ、同月、環境保健部に「県立中央病院建設準備室」が発足し、昭和 年 月の「県立中央病

院移転新築にかかわる建設基本構想」報告、昭和 年度末の基本設計、昭和 年度末の実施

設計を経て、昭和 年 月に建設工事着手、昭和 年 月には現在の県立中央病院が完成

し、同年 月 日に旧病院から入院患者を移送するとともに、同月 日には外来診療を開始し

た。

その後、診療報酬は伸び率の鈍化から引き下げに転じ、給与改定等による人件費の大幅な増加

といった制度的要因に加え、入院・外来患者数が減少傾向となるなど経営状況が悪化したため、

昭和 年度後、平成 年度、平成 年度及び平成 年度を計画初年度とした経営改善計画

を策定し、一般会計からの財政措置強化を図るとともに、電子計算機の導入、業務委託拡大によ
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「第二種感染症指定医療機関」に指定され、平成 年 月に「 」を平成 年 月に「ハ

イブリッド手術室」を稼働させた。

平成 年度には、令和元年度から令和 年度までを計画期間とする「県立病院チャレンジ（挑

戦）プラン 」を策定し、高度・専門・政策医療の提供、良質で安全な医療サービス、地域医療

支援と連携強化、人材確保及び経営基盤強化を つの柱に位置付け、平成 年 月には医療

連携部内に「療養と連携センター」を設置している。

（出所：青森県立病院 年報）

第 項 県立つくしが丘病院の沿革

青森県立中央病院の精神科病棟（八重田病棟）が老朽化したことに伴い、また、民間の精神科

病院では処遇が困難な精神疾患の患者さんにも適切に対応していくため、昭和 年に精神保健

福祉法第 条の （旧精神衛生法第 条）の規定に基づく県立精神科病院として開設された。

病院の建物については、昭和 年の石油オイルショックの影響により工事費が著しく高騰したた

め、建設工事を第一期工事（本館及び一般病棟 床）と第二期工事（老人病棟 床及び一般

病床 床、計 床）とに分割して施工した。

第一期工事は昭和 年 月に完成し、同年 月 日の開院とともに、県立中央病院精神科病

棟から入院患者 人が移管された。また、第二期工事は昭和 年 月に完成し、同年 月

日に使用開始。これにより病院全体で 床となった。

その後、阪神・淡路大震災を契機として行われた平成 年度の耐震診断によって、第一期工事

の建物（本館及び 床）の耐震補強工事の必要性が指摘され、その一方で県立の精神科病院

のあり方や診療機能についての検討がなされた。

このため、県立つくしが丘病院は、精神科急性期医療に重点を置き、さらに児童青年期精神医

療への取り組みや民間では対応困難な患者さんへの対応など、従前以上に県立精神科病院とし

ての役割を果たすとともに、患者さんの療養環境の改善を図るため、個室割合を大幅に増やし、病

床数を全体で 床（個室割合約 割）として建物を改築・改修することとした。

改築・改修工事は、平成 年度に実施設計を終え、平成 年度に着工し、改築棟（本館及び

床）は平成 年 月に完成、同月に使用開始し、改修棟（ 床）は同年 月に完成し、同年

月に使用開始した。また、平成 年度には旧病院敷地を外構工事等によって整備し、平成

年 月から駐車場として使用開始した。これにより、病院の改築・改修に係る一連の工事が完了

した。

（出所：青森県立病院 年報）
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第 項 主要な施設等の変遷の概要

〔県立中央病院〕

昭和 年 月

昭和 年 月

昭和 年 月

昭和 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

平成 年 月

令和 年 月

令和 年 月

令和 年 月

病院開設。診療科 科（内科・外科・小児科・産婦人科・皮膚泌尿器科・放射線

科）、基準看護、基準給食

経営改善計画（第 次）を実施

県立中央病院本体工事完成（現在地）

経営改善計画（第 次）を実施、経営合理化に着手

新経営改善計画（第 次）を実施

総合周産期母子医療センターを開設

地方公営企業法全部適用

がん診療センター、循環器センター及び脳神経センターを本格稼働

糖尿病センターを稼働

新救命救急センターを稼働

県立中央病院と青森市民病院のあり方検討協議会設置

県立中央病院と青森市民病院のあり方について、知事と市長が「青森県と青森

市の共同経営による統合病院を新築整備する」ことを基本方針とすることを発表

県立病院第 期チャレンジプランの策定

（出所：令和 年度 青森県立病院 年報より主要項目を抜粋）

〔県立つくしが丘病院〕

昭和 年 月

昭和 年 月

昭和 年 月

昭和 年 月

平成 年 月

平成 月 月

平成 年 月

平成 年 月

開院（ 床）

床増床、 床使用開始

第二期工事完成

床増床、 床使用開始

地方公営企業法全部適用

改築棟完成、改築棟の病棟のみ使用開始（ 床）

改修棟完成

外構（駐車場等）工事完了

（出所：令和 年度 青森県立病院 年報より 主要項目を抜粋）
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第 節 県立中央病院の概要

病院名 青森県立中央病院 
種別 総合病院 
所在地 〒030-8553 青森県青森市東造道 2 丁目 1 番 1 号 
開設年月日 昭和 56 年 9 月 25 日 
病院の特徴 県の基幹病院として、「県民の健康をささえ、安全で高度な医療を提供し、

患者中心の心あたたかな病院を目指す」ことを理念としている。多数の診療科

を有し、高度の医療を提供している。日本医療機能評価機構認定病院 で

ある。 
県立病院としての使命を果たすため、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、

糖尿病の４疾病に対する拠点として、がん診療センター、脳神経センタ

ー、循環器センター、糖尿病センターを設置し、従来の縦割りの診療体

制から疾患特異的な体制（センター化）へ転換することで、最適な医療

サービスや治療を行っている。 
また、救命救急、母子医療、小児医療、へき地医療、災害医療の 5 事

業にも重点的に取組み、救命救急センター（ドクターヘリの運行あり）

や総合周産期母子医療4センター（県内唯一）等を有している。 
診療科目 呼吸器科、循環器科、消化器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、

リウマチ膠原病内科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳

神経外科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、泌尿器科、皮膚科、整形外科、眼

科、小児科、産婦人科、産科、新生児科、成育科、腫瘍放射線科、麻酔

科、救急科、メンタルヘルス科、放射線科、臨床検査、輸血・細胞治療

部、神経血管内治療部、リハビリテーション科、病理、緩和ケア 
病
床
数 

一 般 679 床 
感染症 5 床 
計 684 床 

看
護 

看護配置5 7 対 1 
急性期看護補助体制
6 

25 対 1 

救急指定 3 次救急7 
病床数 684 床 
医師数 176 名 
外来患者 一日平均 1,291 名 
入院患者 一日平均 570 名 
救急車搬送患者 一日平均 9 名 
救急外来患者 一日平均 38 名 
心臓停止状態搬送患者 年 179 名 
指定医療機関の状況 健康保険法に基づく保険医療機関、生活保護法に基づく指定医療機関、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

機能評価認定病院：病院機能評価とは、国が適切で質の高い医療を安心して受けられるために、評価調査者（病

院管理業務経験等を有している者）が医療機関を中立的・科学的・専門的な見地から評価するもので、第三者機

関である公益財団法人日本医療機能評価機構が審査・評価を行っている。

総合周産期医療：母体・胎児集中治療管理室（ ）を含む産科病棟及び新生児集中管理室（ ）を備え

た医療機関である。

看護配置：入院患者に対する看護師の配置がされている看護体制。

急性期看護補助体制：地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護師の負担軽減及び処遇の改善に

資する体制を確保することを目的として看護業務を補助する看護補助者を配置している体制。

次救急：一次救急や二次救急では対応が難しい生命に関わる重症患者に対応する救急医療である。
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指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療・精神医療）、母子保健法

に基づく指定養育機関、 
主な設備 ハイブリッド手術室、PET－CT3 台、ダヴィンチ Si サージカルシステ

ム、MRI 装置 3 台、ライナックシステム 2 台、アフターローディングシ

ステム、心カテ装置、血管連続撮影装置、マンモグラフィー2 台、シン

チレーションカメラ 3 台、色素レーザー、人工心肺装置、脳外科手術顕

微鏡装置、脳外科手術用ナビゲーションシステム、デジタルラジオグラ

フィー、脳脊髄誘発電位検査装置、電子顕微鏡、光線力学療法用半導体

レーザー、高気圧酸素装置、無菌室、人工透析室、LDR3 室 他 
関連大学 弘前大学、岩手医科大学、東北大学、自治医科大学 
敷地面積（㎡） 54,716.69 ㎡ 
建
物
面
積 

本棟 55,673.77 ㎡ （地下 1 階 地上 10 階建） 
救命救急センター 2,819.10 ㎡ （地上 3 階建） 
MRI 棟 638.12 ㎡   （地上 2 階建） 
計 59,130.99 ㎡ 

（出所：令和 年 月 日現在の情報であり、関連資料を基に監査人が作成。）
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第 節 県立つくしが丘病院の概要

病院名 青森県立つくしが丘病院 
種別 精神科病院 
所在地 〒038-0031 青森県青森市大字三内字沢部 353 番地 92 
開設年月日 昭和 51 年 6 月 1 日 
病院の特徴 県内唯一の県立精神科病院として県の精神科医療の中枢を担ってお

り、求められる専門性の高い精神科医療、特に治療が困難な事例を積

極的に受け入れ、より集中的かつ専門的な医療の実践に取り組んでい

る。

診療科目 精神科、神経科 

病 床 数 精神 230 床 
計 230 床 

 
看護 

看護配置8 15 対 1 
急性期看護補助体制9 30 対 1 

救急指定 指定なし 
病床数 230 床 
医師数 6 名 
外来患者 一日平均 124 名 
入院患者 一日平均 96 名 
救急車搬送患者 一日平均 0.1 名 
救急外来患者 一日平均 0.3 名 
指定医療機関の状況 保険医療機関、生活保護法指定医療機関、指定自立支援医療機関 
主な設備 特記する設備はない 
関連大学 弘前大学 
敷地面積（㎡） 175,925.33 ㎡ 
建物面積 病院棟 11,058 ㎡ 
（出所：令和 年 月 日現在の情報であり、関連資料を基に監査人が作成。）

看護配置：入院患者に対する看護師の配置がされている看護体制。

急性期看護補助体制：地域の急性期医療を担う保険医療機関において、看護師の負担軽減及び処遇の改善に

資する体制を確保することを目的として看護業務を補助する看護補助者を配置している体制。
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第 節 病院局の組織機構

（別掲）

次ページ①へ 次ページ②へ

庶 務 ・ 管 理 課
医 事 第 二 課

消 火 器 内 科
血 液 内 科

臨 床 検 査 部
輸 血 ・ 細 胞 治 療 部
神 経 血 管 内 治 療
手 術 部
臨 床 工 学 部
栄 養 管 理 部

放 射 線 科
内 視 鏡 部
病 理 部

・ 職 員 サ ポ ー ト 担 当 ）

循 環 器 内 科

緩 和 ケ ア セ ン
タ ー

内 分 泌 内 科
皮 膚 科
眼 科

中 央 診 療 部 門

中 央 病 院

中 央 病 院 長

病 院 局 長

病 院 事 業 管 理 者

運 営 部

情 報 管 理 課

つくしが丘病院運営室

運 営 部 長

経 営 企 画 室
総 務 課
経 理 課
管 理 課
医 事 第 一 課

耳鼻咽喉科・頭頸部外
腫 瘍 放 射 線 科
歯 科 口 腔 外 科

がん診療センター

地 域 医 療 室
職 員 健 康 支 援 課

副 院 長

副 院 長

副 院 長

（入院診療・患者サービス
教育 ・ 医 療情報担当 ）

呼 吸 器 内 科
腫 瘍 内 科
呼 吸 器 内 科
外 科

形 成 ・ 再 建 外 科

緩 和 医 療 科
腫 瘍 心 療 科

肝 胆 膵 外 科
乳 腺 外 科
泌 尿 器 化 科（ 外 来 診 療 ・ 医 療

連 携 ・ 倫 理 担 当 ）

（中央診療・医療安全推進

循環器 セ ン タ ー

高 度 治 療 部

脳 卒 中 診 察 部

脳 神 経 内 科
脳 神 経 外 科

「 医 療 の 質 」
総 合 管 理 セ ン タ ー

脳 卒 中 診 療 部

産 科
新 生 児 科
成 育 科

リ ウ マ チ膠原病内科
メ ン タ ル へ ル ス

脳 神経 セ ン タ ー

糖尿病 セ ン タ ー

総 合 周 産 期
母子医療センター

特 定 診 療 部 門

心 臓 血 管 内 科

総 合 診 療 部

小 児 科

産 婦 人 科
麻 酔 科

救命救急センター

中 央 材 料 部
薬 剤 部
臨 床 心 理 支 援 部

リハビ リテーシ ョン科
臨 床 遺 伝 科

整 形 外 科

【 災 害 医 療 管 理 監 】
救 急 部

集 中 診 療 部

27



28 
 

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び変更点はヒアリングによる）

前ページ①より 前ページ②より

（別掲）

医 療 安 全 管 理 室

病 棟 看 護 班

中 央 診 療 室

外 来 看 護 班

つ く し が 丘 病 院

診 療 部
急 性 期 ・ 救 急 診 療 科

児 童 ・ 青 年 期 診 療 科

外来 ・社会復帰診療科

医 療 連 携 室

看 護 部

つ く し が 丘 病 院 長

副 院 長

病 棟 看 護 班

医 療 連 携 推 進 監

地 域 医 療 情 報 推 進 監

病 棟 看 護 班

治 験 管 理 室

健 康 推 進 室

九 階 西 病 棟 看 護 班

七 階 東 病 棟 看 護 班
七 階 西 病 棟 看 護 班
八 階 東 病 棟 看 護 班
八 階 西 病 棟 看 護 班
九 階 東 病 棟 看 護 班

四 階 西 病 棟 看 護 班
五 階 東 病 棟 看 護 班
五 階 西 病 棟 看 護 班

手 術 看 護 班
集 中 治 療 看 護 班
中 央 材 料 看 護 班
四 階 南 病 棟 看 護 班
四 階 東 病 棟 看 護 班

医療安全管理室

看 護 部

医 療 連 携 部

医 療 情 報 部

地域医療支援部

病 院 局 長

【 医 療 管理監 （ が ん 対策担当 ） 】

血 液 浄 化 療 法 部

看 護 企 画 班
外 来 看 護 班
救命救急センター看護

感 染 管 理 室

六 階 東 病 棟 看 護 班
六 階 西 病 棟 看 護 班
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（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び変更点はヒアリングによる）

前ページ①より 前ページ②より
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医療安全管理室

看 護 部

医 療 連 携 部

医 療 情 報 部

地域医療支援部

病 院 局 長
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救命救急センター看護
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第 節 病院局の分掌業務

第 項 県立中央病院の分掌業務

所属部門 分掌業務

運営部

（第 条）

経営企画室

（ 項 号）

イ 病院事業の総合的な企画、立案及び調整に関すること 地域医療課

の分掌に係る事務を除く。 。

ロ 病院事業の経営の合理化に関すること。

ハ 広報に関すること。

総務課

（ 項 号）

イ 総務に関すること。

ロ 組織及び職務権限に関すること。

ハ 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及び

その他の身分取扱いに関すること。

ニ 労働協約に関すること。

ホ 条例及び病院事業管理規程の管理に関すること。

ヘ 医療紛争に関すること。

ト 運営部の他の室又は課に属しない事務に関すること。

経理課

（ 項 号）

イ 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。

ロ 予算、決算その他の財務に関すること。

ハ 収入及び支出の会計事務に関すること。

管理課

（ 項 号）

イ 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

ロ 院内の取締り及び清掃に関すること。

ハ 電話の管理運営に関すること。

ニ 電気、医療ガス、冷暖房等の設備の保守に関すること。

ホ 営繕に関すること。

ヘ 寝具類に関すること。

ト 物品の購入及び処分に関すること。

チ 被服等の貸与及び管理に関すること。

医事第一課

（ 項 号）

イ 患者の受付、入院、退院及び転室に関すること。

ロ 診療報酬の請求事務に関すること。

ハ 診療記録の整備及び保管に関すること。

ニ 診療に伴う諸証明事務に関すること。

ホ 医事統計に関すること。

ヘ 診療料金の未収整理及び減免に関すること。

情報管理課

（ 項 号）

イ 業務の 化の推進に関すること。

ロ 電子カルテその他の医療情報システムの運用管理・改善、契約に

関すること。

ハ がんの診療情報に係る管理及び医療機関等との連絡に関するこ

と。

ニ その他の診療情報の管理に関すること。

地域医療室

（ 項 号）

病院事業の総合的な企画、立案及び調整に関すること 病院の統合及

び再編並びに県内自治体病院等との連携に関する事務に限る。 とす

る。

職員健康支援

課（ 項 号）

イ 職員の健康管理に関すること。

ロ ハラスメント対策に関すること。

各センターの科

及び部並びに各

診療部門の科及

び部等

（第 条）

医療の質総合

管理センター

（ 項 号）

イ 医療の質の向上の推進及び総合的管理に関すること。

ロ 医療の質 医療の質指標・患者満足度調査・職員満足度調査等 の

測定、分析及び公表に関すること。

ハ その他医療の質の継続的な改善活動及び組織横断的な活動に係

る支援に関すること。

各センター及び

特定診療部門

イ 診療に関すること。

ロ 医療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。
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所属部門 分掌業務

の各科及び各

部並びに中央

診療部門の手

術部（ 項

号）

ハ 医療用器械器具類の管理に関すること。

ニ 診療室、処置室、手術室、検査室及び病室に関すること。

ホ 臨床研修及び臨床教育に関すること。

緩和ケアセンタ

ー（ 項 号）

イ 専門的緩和ケアの提供に係る事務の統括に関すること。

放射線部

（ 項 号）

イ 放射線等による検査、診断に関すること 神経血管内治療部の分掌

に係る事務を除く。 。

ロ 中央病院及びつくしが丘病院の放射線等による検査診断業務の調

整に関すること。

内視鏡部

（ 項 号）

イ 内視鏡検査に関すること。

病理部

（ 項 号）

イ 病理の医学的検査に関すること。

ロ イの検査に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

ハ イの検査用の器械器具類の管理に関すること。

ニ イの検査に係る検査室に関すること。

臨床検査部

（ 項 号）

イ 細菌、血液学及び生化学の医学的検査に関すること。

ロ 生理学的検査に関すること。

ハ その他診療上必要な検査に関すること 病理部、輸血・細胞治療部

及びゲノム医療部の分掌に係る事務を除く。 。

ニ 医療及びイからハまでの検査に関する文書、統計及び諸記録に関

すること。

ホ 医療用及びイからハまでの検査用の器械器具類の管理に関するこ

と。

ヘ イからハまでの検査に係る検査室に関すること。

ト 中央病院及びつくしが丘病院の臨床検査業務の調整に関すること。

輸血・細胞治療

部（ 項

号）

イ 血液製剤の需給、管理及び検査に関すること。

ロ 細胞治療に関すること。

ハ 医療並びにイ及びロの検査に関する文書、統計及び諸記録に関す

ること。

ニ 医療用並びにイ及びロの検査用の器械器具類の管理に関するこ

と。

ホ イ及びロの検査に係る検査室に関すること。

中央採血部

（ 項 号）

イ 採血に関すること。

神経血管内治

療部（ 項

号）

イ 神経血管に係る放射線による検査、診断及び治療に関すること。

血液浄化療法

部（ 項

号）

イ 血液浄化療法に関すること。

臨床工学部（

項 号）

イ 生命維持管理装置等の操作及び管理に関すること。

栄養管理部（

項 号）

イ 患者の栄養の指導及び調査に関すること。

ロ 献立、調理及び配ぜんに関すること。

ハ 給食材料の保管に関すること。

ニ 給食用器具類の管理に関すること。

中央材料部（

項 号）

イ 医療用器械器具類 周産期医療用に係るものを除く。 及び衛生材

料に関すること。

薬剤部

（ 項 号）

イ 調剤及び製剤に関すること。

ロ 医薬品の管理及び補給に関すること。

ハ 医薬品の検査に関すること。

ニ 処方せんの整理及び保管に関すること。
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所属部門 分掌業務

の各科及び各

部並びに中央

診療部門の手

術部（ 項

号）

ハ 医療用器械器具類の管理に関すること。

ニ 診療室、処置室、手術室、検査室及び病室に関すること。

ホ 臨床研修及び臨床教育に関すること。

緩和ケアセンタ

ー（ 項 号）

イ 専門的緩和ケアの提供に係る事務の統括に関すること。

放射線部

（ 項 号）

イ 放射線等による検査、診断に関すること 神経血管内治療部の分掌

に係る事務を除く。 。

ロ 中央病院及びつくしが丘病院の放射線等による検査診断業務の調

整に関すること。

内視鏡部

（ 項 号）

イ 内視鏡検査に関すること。

病理部

（ 項 号）

イ 病理の医学的検査に関すること。

ロ イの検査に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

ハ イの検査用の器械器具類の管理に関すること。

ニ イの検査に係る検査室に関すること。

臨床検査部

（ 項 号）

イ 細菌、血液学及び生化学の医学的検査に関すること。

ロ 生理学的検査に関すること。

ハ その他診療上必要な検査に関すること 病理部、輸血・細胞治療部

及びゲノム医療部の分掌に係る事務を除く。 。

ニ 医療及びイからハまでの検査に関する文書、統計及び諸記録に関

すること。

ホ 医療用及びイからハまでの検査用の器械器具類の管理に関するこ

と。

ヘ イからハまでの検査に係る検査室に関すること。

ト 中央病院及びつくしが丘病院の臨床検査業務の調整に関すること。

輸血・細胞治療

部（ 項

号）

イ 血液製剤の需給、管理及び検査に関すること。

ロ 細胞治療に関すること。

ハ 医療並びにイ及びロの検査に関する文書、統計及び諸記録に関す

ること。

ニ 医療用並びにイ及びロの検査用の器械器具類の管理に関するこ

と。

ホ イ及びロの検査に係る検査室に関すること。

中央採血部

（ 項 号）

イ 採血に関すること。

神経血管内治

療部（ 項

号）

イ 神経血管に係る放射線による検査、診断及び治療に関すること。

血液浄化療法

部（ 項

号）

イ 血液浄化療法に関すること。

臨床工学部（

項 号）

イ 生命維持管理装置等の操作及び管理に関すること。

栄養管理部（

項 号）

イ 患者の栄養の指導及び調査に関すること。

ロ 献立、調理及び配ぜんに関すること。

ハ 給食材料の保管に関すること。

ニ 給食用器具類の管理に関すること。

中央材料部（

項 号）

イ 医療用器械器具類 周産期医療用に係るものを除く。 及び衛生材

料に関すること。

薬剤部

（ 項 号）

イ 調剤及び製剤に関すること。

ロ 医薬品の管理及び補給に関すること。

ハ 医薬品の検査に関すること。

ニ 処方せんの整理及び保管に関すること。
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所属部門 分掌業務

ホ 調剤製剤用器械器具類の管理に関すること。

ヘ 薬事に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

ト その他薬事に関すること。

チ 調剤室、製剤室及び薬品貯蔵所に関すること。

リ 中央病院及びつくしが丘病院の薬剤業務の調整に関すること。

臨床心理支援

部（ 項

号）

イ 心理検査に関すること。

ロ 心理面接に関すること。

ハ 心理支援に関すること。

ゲノム医療部

（ 項）

一 ゲノム医療に関すること。

看護部

（ 項）

一 患者の看護及び診療の補助に関すること。

二 病室等の管理及び清掃に関すること。

三 医療用器械器具類の消毒、整備及び補給に関すること。

四 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。

五 看護に係る企画、立案及び調整に関すること。

項 看護部の各班の分掌事務は、中央病院の院長が指定する事項

に係る前項各号に掲げる事務とする。

医療連携部

（ 項）

一 医療機関との連携に関すること。

二 診療予約に関すること。

三 看護相談に関すること。

四 医療相談に関すること。

地域医療支援

部（ 項）

一 地域医療の支援に関すること。

医療情報部

（ 項）

一 院内業務の 化の推進に関すること。

二 院内の電子カルテその他の医療情報システムの運用管理・改善、

契約に関すること。

三 院内のがんの診療情報に係る管理及び医療機関等との連絡に関

すること。

四 その他の院内の診療情報の管理に関すること。

医療安全管理

室（ 項）

一 医療に係る安全管理に関すること。

二 医療に係る安全の確保を目的とした改善方策に関すること。

三 医療紛争に関すること。

感染管理室

（ 項）

一 感染管理に関すること。

治験管理室

項

一 治験の管理に関すること。

健康推進室

（ 項）

一 健康増進に関すること。

患者・家族支援

室（ 項）

一 看護相談の総括に関すること。

二 医療相談の総括に関すること。

（出所：令和 年 月 日現在における青森県病院局の組織等に関する規程）
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第 項 県立つくしが丘病院の分掌業務

所属部門 分掌業務

診療部（第 条） 各科

（ 項 号）

イ 診療に関すること。

ロ 医療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

ハ 医療用器械器具類の管理に関すること。

ニ 診療室、処置室、手術室及び病室に関すること。

中央診療室

（ 項 号）

イ 細菌、病理及び生化学の医学的検査その他診療上必要な検査に

関すること。

ロ 生活療法に関すること。

ハ 調剤、医薬品の検査その他薬事に関すること。

ニ 医薬品及び衛生材料の管理及び補給に関すること。

ホ 血液の需給に関すること。

ヘ 医療社会事業に関すること。

ト 検査、生活療法及び薬事に関する文書、統計及び諸記録に関する

こと。

チ 検査用、生活療法用及び調剤用の器械器具類の管理に関するこ

と。

リ 診療室、検査室及び調剤室に関すること。

ヌ 患者の栄養の指導及び調査に関すること。

ル 献立、調理及び配ぜんに関すること。

ヲ 給食材料の保管に関すること。

医療連携室

（ 項 号）

イ 医療機関との連携に関すること。

ロ 看護相談に関すること。

ハ 医療相談に関すること。

ニ 訪問看護に関すること。

看護部

（ 項）

一 患者の看護及び診療の補助に関すること。

二 病室等の管理及び清掃に関すること。

三 医療用器械器具類の消毒、整備及び補給に関すること。

四 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。

医療安全管理

室（ 項）

一 医療に係る安全管理に関すること。

二 医療に係る安全の確保を目的とした改善方策に関すること。

三 感染管理に関すること。

つくしが丘病院運

営室

（第 条 号）

イ 庶務・管理

課

庶務に関すること。

予算、決算その他の財務に関すること。

経営実績資料その他諸統計の調製に関すること。

収入及び支出の会計事務に関すること。

固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

院内の取締り及び清掃に関すること。

自動車、電話等の管理運営に関すること。

電気、医療ガス、冷暖房等の設備の保守に関すること。

寝具類に関すること。

物品の購入及び処分に関すること。

被服等の貸与及び管理に関すること。

ロ 医事第二課 患者の受付、入院、退院及び転室に関すること。

診療報酬の請求事務に関すること。

診療記録の整備及び保管に関すること。

診療に伴う諸証明事務に関すること。

医事統計に関すること。

診療料金の未収整理及び減免に関すること。

（出所：青森県病院局の組織等に関する規程）
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第 項 県立つくしが丘病院の分掌業務

所属部門 分掌業務

診療部（第 条） 各科

（ 項 号）

イ 診療に関すること。

ロ 医療に関する文書、統計及び諸記録に関すること。

ハ 医療用器械器具類の管理に関すること。

ニ 診療室、処置室、手術室及び病室に関すること。

中央診療室

（ 項 号）

イ 細菌、病理及び生化学の医学的検査その他診療上必要な検査に

関すること。

ロ 生活療法に関すること。

ハ 調剤、医薬品の検査その他薬事に関すること。

ニ 医薬品及び衛生材料の管理及び補給に関すること。

ホ 血液の需給に関すること。

ヘ 医療社会事業に関すること。

ト 検査、生活療法及び薬事に関する文書、統計及び諸記録に関する

こと。

チ 検査用、生活療法用及び調剤用の器械器具類の管理に関するこ

と。

リ 診療室、検査室及び調剤室に関すること。

ヌ 患者の栄養の指導及び調査に関すること。

ル 献立、調理及び配ぜんに関すること。

ヲ 給食材料の保管に関すること。

医療連携室

（ 項 号）

イ 医療機関との連携に関すること。

ロ 看護相談に関すること。

ハ 医療相談に関すること。

ニ 訪問看護に関すること。

看護部

（ 項）

一 患者の看護及び診療の補助に関すること。

二 病室等の管理及び清掃に関すること。

三 医療用器械器具類の消毒、整備及び補給に関すること。

四 看護学生及び生徒の実地修練に関すること。

医療安全管理

室（ 項）

一 医療に係る安全管理に関すること。

二 医療に係る安全の確保を目的とした改善方策に関すること。

三 感染管理に関すること。

つくしが丘病院運

営室

（第 条 号）

イ 庶務・管理

課

庶務に関すること。

予算、決算その他の財務に関すること。

経営実績資料その他諸統計の調製に関すること。

収入及び支出の会計事務に関すること。

固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

院内の取締り及び清掃に関すること。

自動車、電話等の管理運営に関すること。

電気、医療ガス、冷暖房等の設備の保守に関すること。

寝具類に関すること。

物品の購入及び処分に関すること。

被服等の貸与及び管理に関すること。

ロ 医事第二課 患者の受付、入院、退院及び転室に関すること。

診療報酬の請求事務に関すること。

診療記録の整備及び保管に関すること。

診療に伴う諸証明事務に関すること。

医事統計に関すること。

診療料金の未収整理及び減免に関すること。

（出所：青森県病院局の組織等に関する規程）
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第 節 病院局の職員状況

病院局（県立中央病院、県立つくしが丘病院）の職員状況について、「令和 年度 青森県立病

院年報」及び令和 年度分については所管課の資料により作成したものが以下の資料となる。

第 項 県立中央病院の職員状況

第 ．部門別職員数

（単位：人、％）

部 門 別
令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比

医 師

看
護
部
門

看 護 師

准看護師

看護助手

計

薬 剤 部 門

放 射 線 部 門

検 査 部 門
その他医療技術部門

給 食 部 門

管
理

事務部門

そ の 他

計

合 計

（注）小数点以下の表示になっているのは、常勤職員換算を行っているためである。

第 ．病床 床当たり職員数

（単位：人、床）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 部 門

薬 剤 部 門

放 射 線 部 門

検 査 部 門

給 食 部 門

事 務 部 門
そ の 他 の 部 門

合 計

年度末病床数
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第 ．職種別平均給与月額

（単位：円）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師

事 務 職 員

医 療 技 術 員

そ の 他

全 職 員

令和元年度を とした場合の指数の推移

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師

事 務 職 員

医 療 技 術 員
そ の 他

全 職 員

第 ．職種別平均年齢

（単位：歳）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師 ― ― ― ― ―

事 務 職 員

医 療 技 術 員
そ の 他

全 職 員

（注）常勤職員のみを対象としている。
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第 ．職種別平均給与月額

（単位：円）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師

事 務 職 員

医 療 技 術 員

そ の 他

全 職 員

令和元年度を とした場合の指数の推移

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師

事 務 職 員

医 療 技 術 員
そ の 他

全 職 員

第 ．職種別平均年齢

（単位：歳）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師 ― ― ― ― ―

事 務 職 員

医 療 技 術 員
そ の 他

全 職 員

（注）常勤職員のみを対象としている。
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第 項 県立つくしが丘病院の職員状況

第 ．部門別職員数

（各年度末現在）（単位：人、％）

部 門 別
令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比

医 師

看
護
部
門

看 護 師

准看護師

看護助手

計

薬 剤 部 門

放 射 線 部 門

検 査 部 門

その他医療技術

部 門

給 食 部 門

管
理

事務部門

そ の 他

計

計

（注）人数が小数点以下の表示になっているのは、常勤職員換算を行っているためである。

第 ．病床 床当たり職員数

（各年度末現在）（単位：人）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 部 門

薬 剤 部 門

放 射 線 部 門

検 査 部 門

給 食 部 門

事 務 部 門

そ の 他 の 部 門

合 計

病 床 数

第 ．職種別平均給与月額

（単位：円）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師

事 務 職 員

全 職 員
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令和元年度を とした場合の指数の推移

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師  
准 看 護 師

事 務 職 員

全 職 員

第 ．職種別平均年齢

（単位：歳）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師 ― ― ― ―

事 務 職 員

全 職 員

（注）常勤職員のみ対象としている。
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令和元年度を とした場合の指数の推移

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師  
准 看 護 師

事 務 職 員

全 職 員

第 ．職種別平均年齢

（単位：歳）

部 門 別 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 師

看 護 師

准 看 護 師 ― ― ― ―

事 務 職 員

全 職 員

（注）常勤職員のみ対象としている。
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第 節 施設の概要

第 項 県立中央病院の施設の概要

土地、建物及び付属建物等（令和 年 月３ 日現在）

区分 敷地面積

（㎡）

建物構造 建築延面積

（㎡）

備考

本 棟 鉄骨鉄筋コンクリート造

（一部鉄筋コンクリート造）

地下 階地上 階建

立体駐車場

（Ｈ ． ．

～）最大 台

収容

内
訳

管 理 部 門

診 療 部 門

病 棟 部 門

棟 鉄筋コンクリート造 階建

救命救急センター 鉄筋コンクリート造 階建 病床

医師独身寮（善知寮） 鉄筋コンクリート造 階建 収容定員 名

看護師宿舎（青々寮） 鉄筋コンクリート造 階建 収容定員 名

院 内 保 育 所 鉄筋コンクリート造平屋建 （ 再開）

車 庫 ・ カ ル テ 庫 鉄筋コンクリート造平屋建

医

師

公

舎

東 公 舎 鉄筋コンクリート造 階建（ 棟

戸）

棟 戸

南 公 舎 鉄筋コンクリート造 階建（ 棟

戸）

棟 戸

西 ・沢田公舎 コンクリートブロック造 階建（

棟 戸）

ヘ リ ポ ー ト

（県有地）

コンクリート・アスファルト舗装

ドクターヘリ格納庫 鉄骨造平屋建

病院増改築及び設備改良工事等 （単位：円）

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

執 行 額

財

源

内

訳

負 担 金

国庫支出金

企 業 債

そ の 他

（注）令和 年度 負担金の増加理由：ドクターヘリの格納庫、電気改良工事について、一般会計

から繰り入れたもの。

医療器械等整備 （単位：円）

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

執 行 額

財

源

内

訳

負 担 金

国庫支出金

企 業 債

諸 収 入

そ の 他
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リース資産整備 （単位：円）

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

執 行 額

財

源

内

訳

負 担 金

国庫支出金

企 業 債

リース債務

第 項 県立つくしが丘病院の施設の概要

土地、建物及び附属建物

区分 敷地面積 建物構造 建物面積 備考

病 院 ㎡ ㎡

改 築 棟 鉄筋コンクリート造 階建 ㎡

改 修 棟 鉄筋コンクリート造 階建 ㎡

建設改良費

ア 病院増改築工事及び医療器械整備事業等 （単位：円）

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

執
行
額

増 改 築 工 事 費

医療器械等整備費

計

財
源
内
訳

負 担 金

国 庫 支 出 金

企 業 債

そ の 他
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リース資産整備 （単位：円）

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

執 行 額

財

源

内

訳

負 担 金

国庫支出金

企 業 債

リース債務

第 項 県立つくしが丘病院の施設の概要

土地、建物及び附属建物

区分 敷地面積 建物構造 建物面積 備考

病 院 ㎡ ㎡

改 築 棟 鉄筋コンクリート造 階建 ㎡

改 修 棟 鉄筋コンクリート造 階建 ㎡

建設改良費

ア 病院増改築工事及び医療器械整備事業等 （単位：円）

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

執
行
額

増 改 築 工 事 費

医療器械等整備費

計

財
源
内
訳

負 担 金

国 庫 支 出 金

企 業 債

そ の 他
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第 節 県立病院の主な医療設備

第 項 県立中央病院の主な医療設備

医療設備 医療設備の説明

ハイブリッド手術室 血管造影撮影装置が入っている手術室のこと。従来、手

術室は手術台のみ、X 線撮影装置はカテーテル室と別々

の箇所に分かれていたが、両者を統合することでカテー

テルを使用した手術が可能になった。(切開手術だけでな

く、カテーテルを血管等に挿入した施術が可能になっ

た。) 
装置 強い磁石と電磁波によって臓器の断面を画像化する装

置。CT よりも鮮明な画像を得られる。 
アフターローディングシステム シリンダーを使用して患者の体内から放射線を照射して

治療を行う装置。(内部照射) 
マンモグラフィー 乳房用の X 線撮影装置。乳房を板で圧迫した状態で X 線

撮影を行う。 
人工心肺装置 血液ポンプと人工肺を利用して、心臓と肺の動きを代用

する装置。心臓血管の血流を止めて手術を行う必要があ

るとき、擬似的な心臓と肺を動かすことで体内の血液循

環を止めずに手術ができる。 
デジタルラジオグラフィー フィルムではなくデジタル画像を用いて X 線検査ができ

る装置。
高気圧酸素装置 患者を気密したタンク中に入れ、タンク内を高圧の酸素

で満たすことで、患者体内の血中の酸素量を増やし、低

酸素症状を緩和するための装置。 
室 陣痛室、分娩室、回復室が一体になった部屋。陣痛から

産後まで、部屋の移動なしで過ごすことができる。

放射性薬剤を体内投与したうえで検査を行う断層撮影装

置(CT)のこと。CT は X 線によって臓器の断面を画像化で

き、放射性薬剤は癌のある箇所に密集するため、撮影し

た画像から癌を早期発見することに役立つ。
装置 X 線によって臓器の断面を画像化する装置。体内に金属

が入っていても撮影が可能。 
心カテ装置 心臓の血管にカテーテルを挿入し、造影剤を用いて X 線

撮影を行うことで患者の血管病変を診断することができ

る装置。 
シンチレーションカメラ 放射性医薬品を体内に注射し、体内での放射線の分布を

画像化する装置。臓器が正常に動いているかを確認する

ことができる。 
脳外科手術顕微鏡装置 脳の微細な血管まで見ることのできる、高解像度な顕微

鏡。

脳脊髄発電位検査装置 手術中に神経の状態を観察するための装置。頭に電極を

つけて、電気刺激を与えた際に神経が正常に動いている

かどうかを確認できる。神経まひが起こっていないかど

うかがわかる。 
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医療設備 医療設備の説明

無菌室 高性能なフィルターなどを用いて、空気中の微粒子や微

生物を可能な限り排除した病室。抵抗力が著しく低い患

者を対象としている。 
ダヴィンチ サージカルシステム 手術支援ロボット。患者に触れずに、医師が遠隔操作で

ロボットのアームを動かすことで手術を行う。 
患者や医師に負担をかけずに手術することが可能とな

る。

ライナックシステム 患者の病変部位を放射線で治療する装置。機器内部で放

射線を密集させることで、ピンポイントに病変部位に対

して治療ができる。(外部照射) 
血管連続撮影装置 造影剤を血管に注入しながら連続で X 線撮影を行うこと

で、患者の血管病変を診断することができる装置。 
色素レーザー レーザーによりニキビ跡や血管腫などの赤みの治療がで

きる装置。

脳外科手術用ナビゲーションシステム 手術中に患者の体内をリアルタイムで 3D 画像化するシス

テム。手術器具の位置を正確に判断することができる。 
光線力学療法用半導体レーザー 腫瘍に薬剤を投与し、そこにレーザー光を当てることで

腫瘍組織を治療することのできる装置。 
人工透析室 腎臓機能が著しく低い患者を対象に人工透析を行う部

屋。

（出所：主な設備→青森県立中央病院ホームページ、医療設備の説明→病院局からの資料）

第 項 県立つくしが丘病院の主な医療設備

装置以外に特記すべき主な医療設備はない。
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第 節 県立病院の役割及び医療機能

県立病院は自治体病院の中で、固有の役割・機能を有している。この県立病院の基幹病院とし

ての役割・機能について、沖縄県病院事業局、埼玉県県立病院在り方検討委員会、千葉県病院

局の資料を参考にして取りまとめたものが以下の図表である。

民間医療機関で対応の困難な

医療の提供

高高度度医医療療

〇高度な医療技術、多くの専門的スタッフ及び高度な医療機器

を用いて行う医療、三次救命救急医療、周産期医療、がん治

療、高度な循環器系及び呼吸器系疾患の治療を行う。

特特殊殊医医療療

〇一般の医療機関では対応が困難な特殊医療、精神科身体合

併症医療、難病医療等。

不不採採算算医医療療

〇採算性の面から他の医療機関では対応が困難な医療、小児

医療、へき地医療について担う。

地域特性、医療機能を踏まえ

た医療の提供

地地域域医医療療のの確確保保

〇県立病院は全県一区の高度・専門・不採算医療を担う医療機

関としての役割だけではなく、地域の中核的医療機関としての

役割を担っている。

公的医療機関として担う必要が

ある医療等の提供

法法令令等等のの位位置置づづけけががああるる医医療療

〇法令上又は歴史的経過から、行政の積極的な関与が期待さ

れ、行政が主体となって担うべき医療、結核・感染症医療、精

神科救急医療、災害時医療等。

先先導導的的医医療療

〇新たな医療課題に対して、先導的に取り組む必要がある医

療、小児精神科医療、臓器移植医療等。

その他

教教育育・・研研修修機機能能、、保保健健行行政政的的医医療療のの支支援援

〇県立病院の有する様々な資源を活用した卒後臨床研修やレ

ジデント研修を通じて、全人的で科学的根拠に基づいた医療

を実践する多くの優秀な医師の育成を担う。

〇専門的医療に関する医療関係者に対する研修の実施や研究

等を通じて県全体の医療の質の向上に努めること。

高度医療：薬事法の承認等が得られていない医薬品・医療機器の使用を伴う先進的な医療技術。

41



42 
 

第 節 病院局に関する規程

青森県例規全集（令和 年 月 日現在）より病院局に関する規程を示すと、以下のとおりとな

る。

第 章 病院事業

第 節 通則 青森県病院事業条例

青森県病院局の組織等に関する規程

青森県病院事業文書規程

公印の印影を印刷することができる文書

青森県病院事業施設管理規程

第 節 職員 青森県病院事業管理者の職務を代理する上席の職員を指定する規程

青森県病院局非常勤職員の任用に関する規程

青森県病院局臨時的任用職員の任用に関する規程

青森県病院局職員就業規程

青森県病院局職員倫理規程

青森県病院局職員安全衛生管理規程

青森県病院局の給与に関する規程

青森県病院局の旅費に関する規程

青森県病院局被服貸与規程

第 節 財務 青森県病院事業財務規程

青森県病院事業行政財産使用料徴収規程
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第 節 病院局に関する規程
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第 章 病院局に係る統計資料

第 節 患者の状況及び病床利用状況

【延べ患者数】 （単位；人）

県立中央病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入 院

内訳 一 般

感 染 症

外 来

合計

県立つくしが丘病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

入 院

内訳 精 神

外 来

合計

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）

【１日平均患者数及び病床稼働率】

県立中央病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

一日平均

患者数（人）

入院（一般）
入院（感染症）

外 来
病床稼働率

（％）
入院（一般）
入院（感染症）

県立つくしが丘病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

一日平均

患者数（人）

入 院

外 来

病床稼働率

（％）
入 院

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）
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【平均在院日数及び病床回転率】

県立中央病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

平均在院日数

（日）

一 般

感染症

病床回転率（％）
一 般

感染症

県立つくしが丘病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

平均在院日数

（日）

一 般

病床回転率（％） 一 般

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）

第 節 診療収益状況

県立中央病院

区分 単位
令和元

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

入 院 診 療 収 益 百万円

日 人当た

り診療収益

一 般 円

感 染 症 円

入院合計 円

外 来 診 療 収 益 百万円

日 人当たり外来診療収益 円

県立つくしが丘病院

区分 単位
令和元

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

診療収益 入 院 百万円

外 来 百万円

日 人当た

り診療収益

入 院 円

外 来 円

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）
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【平均在院日数及び病床回転率】

県立中央病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

平均在院日数

（日）

一 般

感染症

病床回転率（％）
一 般

感染症

県立つくしが丘病院

区分 令和元年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

平均在院日数

（日）

一 般

病床回転率（％） 一 般

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）

第 節 診療収益状況

県立中央病院

区分 単位
令和元

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

入 院 診 療 収 益 百万円

日 人当た

り診療収益

一 般 円

感 染 症 円

入院合計 円

外 来 診 療 収 益 百万円

日 人当たり外来診療収益 円

県立つくしが丘病院

区分 単位
令和元

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

診療収益 入 院 百万円

外 来 百万円

日 人当た

り診療収益

入 院 円

外 来 円

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）
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第 節 診療の状況

県立中央病院

区分 単位
令和元

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

手術件数 件

放射線撮影件数 件

放射線治療件数 件

ＩＣＵ利用患者数 人

救命救急センター利用患者数 人

臨床検査件数 件

内視鏡検査等件数 件

リハビリテーション実施件数 件

人工透析件数 件

輸血件数 件

分娩件数 件

外来化学療法件数 件

医療材料使用状況
使用高 百万円

単価 円

院内外処方箋枚数及

び院外処方箋率

院内 枚

院外 枚
院内処方率 ％

給食の状況（食事療養費算定件数） 食数

栄養食事指導の実施

状況（診療報酬算定件

数）

外来個別 件

入院個別 件
入院集団 件

県立つくしが丘病院

区分 単位
令和元

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

放射線撮影件数 件

臨床検査件数 件

精神科作業療法

実施状況

延べ人数 人

活動日数 日

医療相談件数 件

心理検査件数

発達及び

知能検査
件

人格検査 件

認知機能

検査他
件

訪問看護件数 件

ショートケア実施状況

延べ利用者数 人
日平均利

用者数
人

登録者実数 人

（出所：令和 年度 青森県立病院年報及び令和 年度分は所管課からの資料）
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第 章 包括外部 監査の結果（総論）

第 節 外部監査の結果に関する総括

監査の結果、検出した指摘事項又は意見について、属性に応じて分類・整理し、総括したもの

が以下の内容である。

いずれも病院事業管理や病院事業の事務執行にあたって重要な内容を含んでおり、改善措置

や検討を要するものと認められた。

病病院院局局ににおおけけるる事事業業管管理理（（第第８８章章、、第第１１４４章章 第第９９節節関関連連））

サイクルとは、 （計画）、 （実行）、 （測定・評価）、 （対策・改善）の仮

説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念と言われている。

病院局における事業管理の総括的な監査結果について、この サイクルを大括りにして対

応させ記載している。

（ ）全般

理念・基本方針に関する再考について（意見 ）

県立病院には他の公立病院と比較して固有の役割・機能を持っている。この県立病院の特徴

を理念の中に埋め込んでいなければ事業を推進するにあたってブレが生じることになる。キーワ

ードとしては、基幹病院、地域の中核病院、救急医療、周産期医療、地域医療等である。

「公立病院経営改革事例集」について（意見 ）

平成 年 月に総務省自治財務局準公営企業室から公表されている「公立病院経営改革事

例集」について、今後の病院局の経営改革の参考資料として一部を紹介したものである。

（ ） （計画）

「医療の質」と「経営の質」の両輪を軸とした経営計画ではない（指摘 ）

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年」の中期経営計画

の内容は、「経営の質」のウェイトが低く、病院事業は「医療の質」と「経営の質」の両輪を軸にバ

ランスよく推進させ、運営していかなければならないが、「医療の質」にかなりの重点が置かれた

経営計画となっている。

収支計画の見直しについて（指摘 ）

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年」の中で経営計画

を推進する数値目標としての収支計画表が記載されているが、令和 （ ）年度の金額、病院
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第 章 包括外部 監査の結果（総論）

第 節 外部監査の結果に関する総括

監査の結果、検出した指摘事項又は意見について、属性に応じて分類・整理し、総括したもの

が以下の内容である。

いずれも病院事業管理や病院事業の事務執行にあたって重要な内容を含んでおり、改善措置

や検討を要するものと認められた。

病病院院局局ににおおけけるる事事業業管管理理（（第第８８章章、、第第１１４４章章 第第９９節節関関連連））

サイクルとは、 （計画）、 （実行）、 （測定・評価）、 （対策・改善）の仮

説・検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念と言われている。

病院局における事業管理の総括的な監査結果について、この サイクルを大括りにして対

応させ記載している。

（ ）全般

理念・基本方針に関する再考について（意見 ）

県立病院には他の公立病院と比較して固有の役割・機能を持っている。この県立病院の特徴

を理念の中に埋め込んでいなければ事業を推進するにあたってブレが生じることになる。キーワ

ードとしては、基幹病院、地域の中核病院、救急医療、周産期医療、地域医療等である。

「公立病院経営改革事例集」について（意見 ）

平成 年 月に総務省自治財務局準公営企業室から公表されている「公立病院経営改革事

例集」について、今後の病院局の経営改革の参考資料として一部を紹介したものである。

（ ） （計画）

「医療の質」と「経営の質」の両輪を軸とした経営計画ではない（指摘 ）

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年」の中期経営計画

の内容は、「経営の質」のウェイトが低く、病院事業は「医療の質」と「経営の質」の両輪を軸にバ

ランスよく推進させ、運営していかなければならないが、「医療の質」にかなりの重点が置かれた

経営計画となっている。

収支計画の見直しについて（指摘 ）

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年」の中で経営計画

を推進する数値目標としての収支計画表が記載されているが、令和 （ ）年度の金額、病院
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事業費用の項目のうち、主な項目を表示することによって収支予実管理に資する方式について

指摘した。

情報システム化計画あるいは 計画が作成されていない 管理 （指摘 ）

経営管理についてＰＤＣＡサイクルがあるように、ＤＸについてもＰＤＣＡサイクルに対応してＤＸ

計画あるいは情報システム化計画を作成して運営しなければならない。

特に、近時においては への期待が注がれており、県庁においても「青森県 推進プラン

の策定及び推進について」はホームページで公開されていることから、限られた財源の中で効

果的な を推進していくためには欠くことができない。

（ ） （実行）

経営改革の実践の推進について（指摘 ）

利益管理体制を構築して事業を運営していくために経営改革の重要性を力説している。

その経営改革のポイントは、以下のとおりである。

➢ 内外の経営環境に対応していくためには、戦略的な経営思考の考え方を導入する必要が

ある。

➢ 事業管理責任者の強力なリーダーシップの発揮が求められる。

➢ 事業管理責任者を支援する参謀型リーダーの育成、中間管理層による事業管理責任者と

全職員との橋渡し機能を遂行する。

➢ 医療部門と事務部門との対等なコミュニケーションの維持を図る。

➢ 経営改革の基盤となる事務部門による強力な推進力に期待する。

➢ 人事異動によって事務部門の知見の蓄積が消失しないように留意をする。

➢ 病院原価計算の導入は必須である。

血液が心臓→大動脈→動脈→毛細血管→静脈→大静脈→心臓を循環するように事業管理

者の経営方針や考え方が参謀型リーダー、中間管理者層を通じて末端の職員まで伝達されな

ければならないし、経営目標に向かって全職員のベクトルが同一方向に突き進んでいくことが

難題を抱えている病院事業運営の鍵と考える。

（ ） （測定・評価）

経営計画の進行管理について（指摘 ）

経営計画の進行管理について、外部有識者による点検・評価のタイミング、ホームページにお

ける「経営状況」の情報公開について、詳説している。

数値目標等の一覧について（指摘 ）

①主要重要指標の推移と計画期間との連続性について、②計画値として追加公表すべき指標

について、③計算式、指標の意味、指標の判断基準についての記載、④「県立病院 第 期チ
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ャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年」に病床機能報告との関連について詳説

している。

（ ） （対策・改善）

単年度事業計画が作成されていない（指摘 ）

中期経営計画の策定はあるが、単年度に落とし込んだ単年度事業計画は公表されていない。

サイクルの中で重要なファクターとなっている単年度事業計画は中期経営計画と単年度

実績とをリンクさせ、中期経営計画を目標に向けて推進させるための重要なツールである。

実績把握と単年度事業計画への反映について（指摘 ）

上記とも関連するが、計画と実績との差異分析から単年度事業計画へ反映させる具体的な連

携の考え方と現状における差異分析のスケジュールについて提案をしている。

（ ）その他の事項

県庁ホームページにおける病院局の取扱いについて（指摘 ）

県庁ホームページにおいては病院局の情報が開示されていない。

➢ 病院局全体の組織図が示されていない。

➢ 事業管理者、病院局長の位置づけが分からない。

➢ 病院局事業に関する中期経営計画が示されていない。

➢ 病院局事業に関する予算・決算が明らかにされていない。

➢ 病院局の概要、病院局事業責任者のメッセージがない。

➢ 病院局の分掌事務の記載がない。

➢ 青森市民病院との共同・統合に関する記載がない。

➢ 病院局に関する新着情報がない。

病院事業管理者の就任に伴う経営方針の開示について（意見 ）

令和 年 月から着任した病院事業管理者の就任に伴う経営方針の開示がない。

今後において発表する予定があるかもしれないが、早晩、来年度に突入する時期になるため

時期を失しない対応が必要であった。

経営計画の見直しによる早期策定の必要性について（意見 ）

新任の病院事業管理者が「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令

和 年」の中期経営計画をどのようにして引き継いでいくのか、計画第 年度において計画内容

が大きく変更となっていることや青森市民病院との共同・統合新病院との案件を考えた場合には、

早期に経営計画の見直しをしなければならないと考えるが、令和 年 月末時点で何ら変更が

ないので中期経営計画を有効な計画にするために見直しを提案したものである。

【【補補足足】】本本報報告告書書のの内内容容をを正正ししくく理理解解ししてていいたただだくくたためめにに
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ャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年」に病床機能報告との関連について詳説

している。

（ ） （対策・改善）

単年度事業計画が作成されていない（指摘 ）

中期経営計画の策定はあるが、単年度に落とし込んだ単年度事業計画は公表されていない。

サイクルの中で重要なファクターとなっている単年度事業計画は中期経営計画と単年度

実績とをリンクさせ、中期経営計画を目標に向けて推進させるための重要なツールである。

実績把握と単年度事業計画への反映について（指摘 ）

上記とも関連するが、計画と実績との差異分析から単年度事業計画へ反映させる具体的な連

携の考え方と現状における差異分析のスケジュールについて提案をしている。

（ ）その他の事項

県庁ホームページにおける病院局の取扱いについて（指摘 ）

県庁ホームページにおいては病院局の情報が開示されていない。

➢ 病院局全体の組織図が示されていない。

➢ 事業管理者、病院局長の位置づけが分からない。

➢ 病院局事業に関する中期経営計画が示されていない。

➢ 病院局事業に関する予算・決算が明らかにされていない。

➢ 病院局の概要、病院局事業責任者のメッセージがない。

➢ 病院局の分掌事務の記載がない。

➢ 青森市民病院との共同・統合に関する記載がない。

➢ 病院局に関する新着情報がない。

病院事業管理者の就任に伴う経営方針の開示について（意見 ）

令和 年 月から着任した病院事業管理者の就任に伴う経営方針の開示がない。

今後において発表する予定があるかもしれないが、早晩、来年度に突入する時期になるため

時期を失しない対応が必要であった。

経営計画の見直しによる早期策定の必要性について（意見 ）

新任の病院事業管理者が「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令

和 年」の中期経営計画をどのようにして引き継いでいくのか、計画第 年度において計画内容

が大きく変更となっていることや青森市民病院との共同・統合新病院との案件を考えた場合には、

早期に経営計画の見直しをしなければならないと考えるが、令和 年 月末時点で何ら変更が

ないので中期経営計画を有効な計画にするために見直しを提案したものである。

【【補補足足】】本本報報告告書書のの内内容容をを正正ししくく理理解解ししてていいたただだくくたためめにに
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「病院局全体の経営レベル」として指摘事項又は意見を記載しているが、この事務処理部門は所

管部門である経営企画室である。指摘した事項又は意見は、経営企画室が原因で問題点を引き

起こしているのではなく、病院局全体のマネジメントを見直すことや経営計画の推進について、こ

れまでのギアを一段と上げて運営されること等について提言をしたものである。

本報告書の読者が報告書の内容を正しく理解されるように以下の事項について申し添えたい。

経営企画室からの聴取では、主に病院局の組織構造は令和 年 月 日からの病院事業管
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病病院院局局ににおおけけるる病病院院事事業業会会計計（（第第 章章関関連連））

病院事業会計には、主として「意見」として財務の信頼性を担保するための外部監査制度の導入

検討と決算書における表示（「意見」と「指摘事項」）について記載している。

財務の信頼性を付与する外部監査の導入について（意見 ）

外部監査制度の導入検討は、現状において法令等により義務付けられていないため外部監査

は行われていないが、病院局が公的な機関であることや国、県から多額の補助金・交付金等を受

領していること等を考えると任意による病院局の外部監査の導入は、公表される財務諸表に監査
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報告書が添付されることにより財務の信頼性が付与された財務諸表となり、病院局の利害関係者

並びに県民にとっても有益な財務諸表となることを提案している。

決算書における表示について

決算書における表示は、病院事業報告書の概況・総括事項の記載方法について（意見 ）と損

益計算書に関する表示として、長期前受金戻入の表示（意見 ）、雑損失に含まれている医業収

益（診療報酬減額査定分）の前期分修正について（意見 ）と消費税の損益計算書における表示

について（意見 ）を記載している。

会計に関する注記について（意見 ）

会計に関する注記は、財務諸表の作成基準を注記すること、重要な会計方針には、運営負担金

収益、運営交付金収益の追加記載と貸倒引当金の計上基準の記載内容の見直しについて提案

している。提案内容は、いずれも財務諸表の読者を意識したもので、多くの自治体では最低限の

財務情報を公開すればよいというスタンスの中で病院局の財務情報の公開が「簡潔で、分かりや

すい」という印象を与えるために極めて限られた項目ではあるが提案したものである。

共共同同経経営営・・統統合合新新病病院院のの推推進進（（第第１１ 章章関関連連））

共同経営による統合新病院を成功裏に導くために（病院局全体）（意見 ）

共同経営による統合新病院のプロジェクト案件は、統合新病院の整備予定地が令和 年 月

に決定された。経営等に関する事項については令和 年度中に地域医療連携推進法人を設立

するとともにプロジェクト全体の基本計画を公表するとされている。

このような状況において、共同経営による統合新病院を令和 年 月（目途）の開院に向けて

成功裏に導くために以下の つのことを提案している。

①プロジェクトの推進母体であり、核というべき「共同経営・統合新病院整備調整会議」による強

力なリーダーシップの発揮と力強い運営の実行を期待するもの。

②令和 年度中に策定する基本計画において経営形態や大工程表（イメージ図）を示す予定と

のことだが、共同経営による統合新病院に関する全体の方向性を示すとともにプロジェクトの

実行部隊による情報の発信とプロジェクトの実行を力強く推進することを期待するもの。

法法令令・・規規定定等等違違反反（（第第１１ 章章関関連連））

人件費・労務費においては、以下の法令違反や規定違反が検出された。

期末手当に対する所得税の源泉徴収漏れについて（所得税法違反）（県立中央病院）（指摘 ）

令和 年 月分の期末手当支給額について、特例計算によって別途支給する支給額に対す

る所得税の源泉徴収が計算されずに源泉徴収漏れがあった。
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また、青森県病院局臨床研修員給与取扱要領第 条の （ ）の規定に基づき、令和 年

月 年目の臨床研修員特別手当を一人当たり 万円支給しているが、源泉徴収がなされてい

なかった。

いずれも年末調整手続きにおいて調整されるとの見解であるが、源泉徴収事務は月ごと又は

日ごとに行うのが所得税法の取扱いであることから所得税法違反となる。

宿日直手当に対する源泉徴収漏れについて（所得税法違反）（県立中央病院）（指摘 ）

地域医療支援部の医師（自治医研修医無休派遣）に係る宿日直手当について源泉徴収が行

われていなかった。所得税法基本通達 、所得税法第 条 項 号イの規定により、源

泉徴収をしなければならない。

退職金支給関連書類の不備について（所得税法違反）（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共

通）（指摘 ）

「退職所得の受給に関する報告書」は所得税法第 条第 項において、退職手当の支払

いを受ける退職者に提出が求められているものであり、当該申告書の提出がない場合は、その

退職手当等の金額につき ％の税率による源泉徴収が行われる。

退職手当の監査対象サンプルを抽出して退職関連資料を監査したところ、 「退職所得の受

給に関する報告書」の必要事項の記載が漏れていた。

労働基準法及び 協定からの逸脱について（労働基準法及び 協定違反）（県立中央病院）

（指摘 ）

労働基準法第 条第 項において、１年につき労働時間を延長して労働させる時間が１ヶ

月当たり 時間を超えることができる月数を カ月以内に限る旨の規定がされている。医業に

従事する医師については令和 年 月 日までの間、そのうち病院勤務の医師については

当分の間、労働基準法第 条第 項を適用しない旨の規定がされている。

県立中央病院は、時間外労働に関する協定書（ 協定）において、１年につき労働時間を

延長して労働させる時間が１ヶ月当たり 時間を超えることができる月数を カ月以内に限

る旨の協定を職員代表者と締結している。

令和５年度の法定外労働時間発生状況を確認したところ、医師以外の職員 名と医師

名について 協定から逸脱して、月 時間超の勤務が年 回を超える状況が発生してい

た。

医師以外の職員 名については、労働基準法及び 協定違反、医師 名については

協定違反となる。

業業務務処処理理基基準準のの違違反反（（第第１１ 章章関関連連））

個別業務管理の監査において、以下の業務処理違反が検出された。

（ ） 医業未収金管理（患者自己負担分未収金）
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未納患者整理台帳の未作成について（県立つくしが丘病院）（指摘 ）

県立つくしが丘病院未収金取扱要領第 に「医事第二課職員は、未納者のうち納入通知書

発行日から起算して か月を経過した未納者ごとに未納患者整理台帳を作成し、未収金に係る

収入及び交渉等の状況を記載しなければならない。」と規定されている。

令和 年度に滞納が発生した債権のうちから任意に 件を抽出し、「未納患者整理台帳」が

作成されているかの確認を行ったが未納患者整理台帳が作成されていたのは 件に留まり、

件は作成されていなかった。未収金の適切な管理と回収の促進にあたっては、未納患者整理台

帳の作成は必須であり、規定どおりに未納患者整理台帳の作成を徹底する必要がある。

訪問徴収の未実施について（県立つくしが丘病院）（意見 ）

滞納者への訪問徴収については、県立つくしが丘病院未収金取扱要領に定められているが、

実施されていない。この理由は、訪問徴収に当たっては２名以上人員が必要なことや精神疾患

を抱えている患者も多く、訪問徴収の実施には、職員と患者の双方が相俟った課題となってい

る。このような実態に即して、訪問徴収の取扱いについて再検討すべきである。

「医薬品及び診療材料等管理」

実地棚卸について 県立中央病院・県立つくしが丘病院）（意見 ，意見 ）

医薬品及び診療材料等管理に関する基本的な業務としての実地棚卸について、県立中央病

院では、 実地棚卸の立会、 ）棚卸実施時の見取り図の活用、 棚卸カウント結果の記載方

法、 ）実地棚卸要領の作成、県立つくしが丘病院では、 棚卸マニュアルの作成、 ）棚卸差

異、 実地棚卸品の対象範囲、 ）棚卸カウント結果の記載方法について改善点について記載

している。

（ ）業務委託

受託者からの実支出額の報告を求める現状の運用について（県立中央病院）（指摘 ）

青森県病院局院内保育所運営業務委託契約書では、受託者に対して、経費精算書として

毎月の経費実支出額の報告を求めているが、実際の報告では『年間予算額÷ 月』の額が

実支出額の欄に毎月同額で記載されており、契約書が要求する月次の実支出額は病院局に

対して報告されていない。

仕様書記載の業務内容と実際の業務内容の齟齬について （県立中央病院）（指摘 ）

「経費圧縮等に関するアドバイザリー業務委託」の仕様書の業務内容は、以下の ～（ ）

である。

（１） 医薬品、医療材料の購買、管理に関する指導、助言
（２） 導入後の業務・データの分析及び原価管理に関する指導、助言（※）

（３） 医療機器の購入、保守、修繕等に関する契約及び見積内容の評価、助言
（４） 医事業務、物流業務等の委託業務の契約及び見積内容の評価、助言（※）
（５） 医療情報システムの改善・管理に関する助言、調査（※）
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（６） 化の推進に関する助言、調査（※）

（７） 病院経営に関するセミナー等の企画立案・開催に関する助言、実施（※）
（８） 精神科医療に関する指導、助言（※）
（９） 病院機能改善策の助言（※）

受託者が契約書に基づき病院局に提出した「令和 年度報告」では「 医薬品、医療材

料の購買、管理に関する指導、助言」「 医療機器の購入、保守、修繕等に関する契約及び

見積内容の評価、助言」のみについて業務内容が報告されており、このうち 項目（※）の業

務内容については一切の報告がなされていない。

（ ）固定資産管理

旧型電子体温計の除却漏れについて（県立つくしが丘病院）（指摘 ）

固定資産台帳から 点の旧型電子体温計を抽出して現物を確認したところ、１点のみ確認

できたが 点は確認できなかった。これは過去に廃棄されていたが固定資産台帳の除却処

理が漏れていたものであった。

処分決裁の頻度と財産処分の個別理由について（県立中央病院）（意見 ）

令和 年度末に 件の処分決裁を一括処理していた。原則は、その都度処分決裁しなけ

ればならないが、事務処理の煩雑さや効率性を考慮して毎月もしくは カ月に 回の処分決

裁を提案している。

また、処分に係る利用可能性の検討や処分の個別理由の記載については、年度末一括処

分決裁の方法では解決できないため改善提案をした。

業業務務処処理理基基準準のの不不備備（（第第１１ 章章関関連連））

個別業務管理の監査において、以下の各種の業務処理基準の不備が検出された。

（ ）医業未収金管理（患者自己負担分未収金）

督促規定と未収金回収フローの異なる督促状の発送時期について（県立中央病院）（指摘 ）

督促状の発送遅延を招く規定の不備について（県立つくしが丘病院）（指摘 ）

滞納債権に対する督促規定では、納入通知書発行日から起算して 週間を経過した未納者

に対し、文書による督促を行うことになっているが、医事第一課内で業務マニュアルとして使用

されている「未収金回収フロー」では、納入通知書発行から 週間を経過したものを「未収金」

として扱い、未収金として認識してから ヶ月～ ヶ月半経過後に督促状を発送するという規定

内容である。

督促規定に督促状の発送期限の明記がないことから、督促状の発送が遅れているため指摘

したものである。

電話催告の時期が大幅に遅れている（県立中央病院）（指摘 ）
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「未収金回収フロー」では督促状の郵送から 週間後に、電話による催告が規定されてお

り、県立中央病院未収金取扱要領においても電話催告を行うこととされているが、実施時期に

ついては規定がない。

滞納額が増加している滞納者に対する対応について（県立中央病院・県立つくしが丘病院）（意

見 ，意見 ）

未納患者交渉記録を通読したところ、滞納が継続している患者に医療サービスを継続して提

供していることにより、さらに滞納額が増加している事例があった。

財政安定の観点から滞納債権を抑制する必要があり、悪意のある滞納者に対する「対応ル

ール」策定の検討が必要である。

医薬品及び診療材料等管理

ラベル管理について（県立中央病院）（指摘 ）

ラベルは医薬品及び診療材料等の受払、在庫を管理する方法の中核をなすツールであり、

現品にラベルが貼付されていない返品、 ）ラベルの紛失については、棚卸差異の原因となる。

現品にラベルが貼付されていない返品は、本来は、ラベルを付けたまま返品する必要がある

が、診療科、病棟等の現場部門で在庫を受け取った後すぐにラベルをはがしてしまうことがあり、

返品時にはラベルが貼っていないケースとなる。

ラベルの紛失については、本来、使用時にラベルをはがし、そのラベルを 業者に渡し、

使用登録する必要があるが、はがしたラベルを紛失しているケースがある。開封時に誤ってラベ

ルも一緒に廃棄している可能性がある。

いずれにしても在庫管理におけるラベルの取扱いの重要性を再度認識し、職員全員に浸透

させる必要がある。

（ ）固定資産管理

固定資産管理規程の整備・運用について（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）

（指摘 ）

青森県病院事業財務規程には固定資産に関する条項があるが、以下の項目については記

載されていないので同規程とは別に固定資産管理に係る項目を網羅した規定を整備して運用

を図ることを提言した。

（主たる項目）

・資産管理責任者、資産管理者

・固定資産台帳の整備（固定資産台帳は作成されているが、規定として記載されていない）

・保険に関する取扱い

・資本的支出及び修繕費

・実査

定期的な棚卸・現物調査について（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（指摘 ）
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「未収金回収フロー」では督促状の郵送から 週間後に、電話による催告が規定されてお

り、県立中央病院未収金取扱要領においても電話催告を行うこととされているが、実施時期に

ついては規定がない。

滞納額が増加している滞納者に対する対応について（県立中央病院・県立つくしが丘病院）（意

見 ，意見 ）

未納患者交渉記録を通読したところ、滞納が継続している患者に医療サービスを継続して提

供していることにより、さらに滞納額が増加している事例があった。

財政安定の観点から滞納債権を抑制する必要があり、悪意のある滞納者に対する「対応ル

ール」策定の検討が必要である。

医薬品及び診療材料等管理

ラベル管理について（県立中央病院）（指摘 ）

ラベルは医薬品及び診療材料等の受払、在庫を管理する方法の中核をなすツールであり、

現品にラベルが貼付されていない返品、 ）ラベルの紛失については、棚卸差異の原因となる。

現品にラベルが貼付されていない返品は、本来は、ラベルを付けたまま返品する必要がある

が、診療科、病棟等の現場部門で在庫を受け取った後すぐにラベルをはがしてしまうことがあり、

返品時にはラベルが貼っていないケースとなる。

ラベルの紛失については、本来、使用時にラベルをはがし、そのラベルを 業者に渡し、

使用登録する必要があるが、はがしたラベルを紛失しているケースがある。開封時に誤ってラベ

ルも一緒に廃棄している可能性がある。

いずれにしても在庫管理におけるラベルの取扱いの重要性を再度認識し、職員全員に浸透

させる必要がある。

（ ）固定資産管理

固定資産管理規程の整備・運用について（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）

（指摘 ）

青森県病院事業財務規程には固定資産に関する条項があるが、以下の項目については記

載されていないので同規程とは別に固定資産管理に係る項目を網羅した規定を整備して運用

を図ることを提言した。

（主たる項目）

・資産管理責任者、資産管理者

・固定資産台帳の整備（固定資産台帳は作成されているが、規定として記載されていない）

・保険に関する取扱い

・資本的支出及び修繕費

・実査

定期的な棚卸・現物調査について（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（指摘 ）
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定期的な棚卸・現物調査に関する規定がないので、業務の中で行われていない。

リース取引の検討について（県立中央病院）（意見 ）

リース取引の区分について、検討する過程が明示されていない。前述した固定資産管理規

程の中にリース取引の区分に関する検討フローチャート（仮称）を取り込み、このフローチャー

トにより処理する方法に改善すべきである。

リース契約時におけるリース料率を加味した検討について（県立中央病院）（意見 ）

リース契約時においてリース料を加味して検討していないので、この事項について前述した

固定資産管理規程の中に明確に記載して、固定資産管理実務に役立てるべきである。

資本的支出と修繕費の区別について（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（意見 ）

資本的支出及び修繕費について、検討する過程が明示されていない。前述した固定資産

管理規程の中に資本的支出及び修繕費に関する検討フローチャート（仮称）を取り込み、この

フローチャートにより処理する方法に改善すべきである。

（ ） 管理

公営企業会計システム運用管理要綱が作成されていない

（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（指摘 ）

病院局医療情報システムについては、システム運用管理要綱が整備・運用されているが、

公営企業会計システムにおいては、運用管理要綱が作成されていないので運営部 情報

管理課のサポートを得ながら整備することを提言した。

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 版」の利用について

（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（意見 ）

厚生労働大臣官房から発出された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

第 版」の資料について、ネットワーク関連のセキュリティ対策、サイバー攻撃等の重大

性を考えて、必要該当項目についての取り込みを提言したもの。

会会計計処処理理のの見見直直しし（（第第 章章関関連連））

（ ）保留分レセプトの売上処理について

（第１節 「診療報酬請求業務」）（県立中央病院・県立つくしが丘病院）（指摘 、指摘 ）

診療報酬請求業務において、保留分レセプトに関する売上処理について県立中央病院・県

立つくしが丘病院ともに見直しを行う必要がある。

薬品値引きの会計処理について

（第 節 「医薬品及び診療材料等管理」）（県立中央病院・県立つくしが丘病院）

（意見 、意見 ）
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薬品について各業者から年 回の値引きを受けている。 月から 月分の値引きについて

は、年度末の単価に反映させてもすぐに 月からの新単価に置き換える必要が生じるため、実

務上の煩雑さを考慮し、単価の置き換えを実施せず、薬品費から控除して決算額としている。

つまり、決算額は正しい金額を表示していないことになる。

県立中央病院は金額を調整する余地があり、今後の推移を見ながら会計処理方針を決めな

ければならない。ただし、県立つくしが丘病院では影響度はほとんどない。

（ ）使用する勘定科目の判断について（第４節 「固定資産管理」）

（県立つくしが丘病院）（指摘 ）

『医薬品情報データベース』を購入した際に、Ｃ －ＲＯＭに着目して備品勘定として処理し

ていた。正しくは、ソフトウェアとして処理すべきであった。勘定科目の決定の際には利用実態

を確認して適正に処理することを求めたものである。

貸貸倒倒引引当当金金のの設設定定対対象象のの見見直直しし（（第第 章章第第 節節関関連連））

医業未収金管理（患者自己負担分未収金）において、以下の事実があった。県立中央病院・県

立つくしが丘病院とも同一の内容である。

貸倒引当金の設定対象について（指摘 、指摘 ）

①破産、相続放棄債権に対する貸倒引当金の積み増し

破産や相続人全員の相続放棄が予定される場合については、実質的に回収不能であると

考えられるため、貸倒懸念債権ではなく破産更生債権に分類し、債権残高に対し ％に代

えて ％の貸倒引当金を計算すべきである。

②分割納付債権・生活保護受給者滞留債権に対する貸倒引当金の積み増し

分割納付を行っている又は分割納付を交渉している債権や、生活保護受給者につき納付

余裕がなく滞納している債権については、支払遅延が生じており、債務者の資力が乏しいこと

も明らかであるから、一般債権ではなく貸倒懸念債権に区分し、債権残高に対し ％に代え

て ％の貸倒引当金を計算すべきである。

③支払意思のない債権・支払拒絶債権に対する貸倒引当金の積み増し

患者に支払能力はあるが支払意思がない債権や、患者が診療に不満を抱いて支払を拒否

している債権は、回収可能性が相当に難しいと考えられる。このうち、消滅時効の時効期間が

経過した債権は、時効援用が行われていないだけで、自主的な返済がなければ回収不能と

考えられる。少なくとも、消滅時効の時効期間が経過した部分については、破産更生債権に

分類し、残高 ％について貸倒引当金を計算すべきである。

④現年度医業未収金に対する貸倒引当金の設定

現年度に発生した医業未収金は貸倒引当金の計算対象外としているが、貸倒のリスクは現

年度債権についても生じているため、貸倒引当金の計算対象とすべきである。
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薬品について各業者から年 回の値引きを受けている。 月から 月分の値引きについて

は、年度末の単価に反映させてもすぐに 月からの新単価に置き換える必要が生じるため、実

務上の煩雑さを考慮し、単価の置き換えを実施せず、薬品費から控除して決算額としている。

つまり、決算額は正しい金額を表示していないことになる。

県立中央病院は金額を調整する余地があり、今後の推移を見ながら会計処理方針を決めな

ければならない。ただし、県立つくしが丘病院では影響度はほとんどない。

（ ）使用する勘定科目の判断について（第４節 「固定資産管理」）

（県立つくしが丘病院）（指摘 ）

『医薬品情報データベース』を購入した際に、Ｃ －ＲＯＭに着目して備品勘定として処理し

ていた。正しくは、ソフトウェアとして処理すべきであった。勘定科目の決定の際には利用実態

を確認して適正に処理することを求めたものである。

貸貸倒倒引引当当金金のの設設定定対対象象のの見見直直しし（（第第 章章第第 節節関関連連））

医業未収金管理（患者自己負担分未収金）において、以下の事実があった。県立中央病院・県

立つくしが丘病院とも同一の内容である。

貸倒引当金の設定対象について（指摘 、指摘 ）

①破産、相続放棄債権に対する貸倒引当金の積み増し

破産や相続人全員の相続放棄が予定される場合については、実質的に回収不能であると

考えられるため、貸倒懸念債権ではなく破産更生債権に分類し、債権残高に対し ％に代

えて ％の貸倒引当金を計算すべきである。

②分割納付債権・生活保護受給者滞留債権に対する貸倒引当金の積み増し

分割納付を行っている又は分割納付を交渉している債権や、生活保護受給者につき納付

余裕がなく滞納している債権については、支払遅延が生じており、債務者の資力が乏しいこと

も明らかであるから、一般債権ではなく貸倒懸念債権に区分し、債権残高に対し ％に代え

て ％の貸倒引当金を計算すべきである。

③支払意思のない債権・支払拒絶債権に対する貸倒引当金の積み増し

患者に支払能力はあるが支払意思がない債権や、患者が診療に不満を抱いて支払を拒否

している債権は、回収可能性が相当に難しいと考えられる。このうち、消滅時効の時効期間が

経過した債権は、時効援用が行われていないだけで、自主的な返済がなければ回収不能と

考えられる。少なくとも、消滅時効の時効期間が経過した部分については、破産更生債権に

分類し、残高 ％について貸倒引当金を計算すべきである。

④現年度医業未収金に対する貸倒引当金の設定

現年度に発生した医業未収金は貸倒引当金の計算対象外としているが、貸倒のリスクは現

年度債権についても生じているため、貸倒引当金の計算対象とすべきである。
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病病院院原原価価計計算算のの未未構構築築（（第第 章章第第 節節関関連連））

病院原価計算の導入に関する提言について（県立中央病院・県立つくしが丘 共通）（指摘 ）

病院原価計算は、医療サービス提供というアウトプットに対する経営資源のインプットを測定

し、その妥当性の検証をもとに経営改善につなげるツールとして位置づけられ、病院局事業の

利益管理の要諦の一つとなるものである。

医業収益の最小単位である患者別の収益に対応する原価の把握や医業の基本となる診療

科別の収益に対応する原価が把握できていなければ、患者別損益、診療科別損益が不明の手

探り状態で利益管理をすることになり、きめ細かな利益管理を追及することが不可能となる。
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上上掲掲以以外外
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（県立中央病院）（意見 ）
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のように明確な定義がない。明確な項目の設定もしくは当該項目の削除の適切な処置が必要で

ある。

②保留分レセプトの長期保留分の管理について（第 章 第 節 「診療報酬請求業務」）

（県立中央病院・県立つくしが丘病院）（指摘 、指摘 ）

県立中央病院においては、 年以上の入院医療の保留件数及び点数は 件、 点

（ 円）であるが、徹底した回収促進の形跡がなく、県立つくしが丘病院では回収促進す

るべき元資料としての保留分レセプトの一覧表が毎月末に作成されていなかった。

③落札率 ％の多さから判明した一般競争入札の見直しについて（第 章 第 節 「固定資

産」）（県立中央病院）（指摘 ）

購入対象物品は「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」に

該当する手術用顕微鏡であった。

この一般競争入札において、特殊用途の医療機器で売買契約の取扱業者が限定されている状

況の中で「参考見積」を１者から徴取し、この「参考見積」に基づいて予定価格を設定して応札し

た取引である。

入札業者は１者で「参考見積」を徴取した業者と同一、しかも「参考見積」と予定価格が同額で

あった。

競争原理を重視した視点から指摘事項としたものであり、一般競争入札の趣旨に基づいて複

数業者からの「参考見積」の徴取を求めたものである。

④事故報告について（第 章 第 節 「固定資産」）

（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（意見 ）

青森県病院事業財務規程第六十七条に規定する「損傷を受けた場合」の具体的な運用につい

て実務上の適正な対応を求めたものである。

⑤競争性が発揮される業者選定方法への変更について（第 章 第 節 「業務委託」）

（県立中央病院）（意見 ）

令和５年４月１日から開始している建物保守管理業務委託については、業者選定方法について

問題がある。その理由は、業務内容が多岐にわたっており、かつ、業務量が膨大であるにもかか

わらず、入札が業務開始日の僅か５日前である点である。

既存業者以外の業者が選定された場合、指名通知受領からわずか１２日、落札後からわずか

日という短期間で年約 百万円規模の新規業務を 名以上の人材を確保した上でスター

トさせることとなり、現実的に競争性を保った低価格にて応札することが困難であるからである。

選定業者の選定時期や保守業務の細分化による短期間で競争性を保った選定方法等、再検

討が必要である。
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⑥院内保育所の利用者に対するアンケートの実施について（第 章 第 節 「業務委託」）

（県立中央病院）（意見 ）

病院局は院内保育所利用者に対するアンケートを実施していないため、利用者満足度評価

ができていない状況である。

利用者に対してアンケート調査を実施することは、受託者（院内保育所の運営業者）を評価す

る際に有用な情報になるとともに、今後の運営方針や利用者満足度の向上に寄与するものと考

えられるので院内保育所の利用者に対するアンケート実施を提言したもの。

⑦公募型プロポーザルにおける財務評点について（第 章 第 節 「業務委託」）

（県立中央病院）（意見 ）

令和 年度において実施された青森県病院局院内保育所運営業務委託のプロポーザルに

おいて現業者が選定された。現状における採点基準は黒字決算を重視しているが、院内保育

所を安定的に運営できるという視点からみた安定運営に直接的に寄与すると考えられる財務健

全性に関する客観的な財務評点がない。採点基準の見直しが必要とされるところである。

⑧公募型プロポーザル方式による業者選定の採用について（第 章 第 節 「業務委託」）

（県立つくしが丘病院）（意見 ）

患者給食業務委託について一者随意契約により業者選定が行われているが、青森県内の大

規模病院では全て公募型プロポーザル又は一般競争入札により業者選定が行われており、競

争原理を重視した業者選定方法を具申したものである。

⑨通勤手当の支給額見直しについて（第 章 第 節 「人件費・労務管理」）

（県立中央病院）（意見 ）

職員に住所変更が生じた場合、変更後の異動届や更新した通勤届を適時に提出するように

求めているものの、徹底されず過年度の異動日のものが令和 年度の異動届簿に数件発見さ

れた。中には驚いたことに 年前の平成 年 月異動のものがあった。

通勤手当の過大支給又は過少支給となっており、厳密には精算事務が必要となり、在職者の

みならず退職者も含めて厄介な問題となっている。

通勤手当の変更申請者からの自己申告のみに依存することなく、職員名簿と源泉徴収票との

住所の突合せ等により少なくとも年１回の照合作業を検討すべきである。

⑩時間外労働の自己承認について（第 章 第 節 「人件費・労務管理」）

（県立中央病院）（意見 ）

時間外労働の自己承認についてサブリーダー等の設置等による相互承認手続の導入等を検

討して時間外労働に関する 段階承認制度の厳格化を図ることを提案した。
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⑪賞与引当金繰入額の支給割合計算について（第 章 第 節 「人件費・労務管理」）

（県立中央病院）（指摘 ）

令和６年３月末時点の賞与引当金の算定において、本来は令和５年１０月に人事課から配信

された人件費資料の期末勤勉手当の支給割合を使用すべきところ、従前の支給割合を用いて

算定計算しており、その結果「勤勉手当の賞与引当金繰入額」が 千円過大に計上されて

いた。

⑫応援医師勤務証明書の所属部長、確認者の押印漏れ 件について（第 章 第 節「出納
管理」） （県立中央病院）（意見 ）

想定するに所属長が資料提出日に不在のため押印できなかったものと考えられるが、事後に

おいて確認の上、押印をしてもらう対応が必要である。なぜならば、所属長の確認印をもって応

援医師の勤務日数が確定するからで安易に軽んじた処理には問題がある。所属長が不在であ

ってもメールに を添付して送信し、確認する方法もある訳で、機転のきいた対応が求めら

れる。

⑬病院局には の考え方が浸透されていない（第 章 第 節 「 管理」）

（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（意見 ）

県では、「青森県 推進本部設置要綱」、「青森県 推進プランの策定及び推進につい

て」がホームページにおいて公開されている。

このように県では、 に対する取り組みについて機運が高まっているが、病院局の所管課に

対するヒアリングや今後の取り組みに関するやり取りの中では、少なくとも の用語を掲げて浸

透させる空気感を受け取ることができなかった。現状の情報システムに関する取り組みで余裕が

ない状況の中、新たに について医療現場に浸透させるには大きなバリアがあるという印象を

受けた。

しかしながら、中長期的には、 は病院経営を支える強力な武器となる訳で現時点から基盤

固めの地道な活動を期待したい。

⑭運営部 情報管理課と医療情報部の分掌事務について（第 章 第 節 「 管理」）

（県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通）（意見 ）

運営部 情報管理課は、病院局の運営部の一つとして組織され、医療情報部は、県立中央

病院の中の一部門として組織化されている。それぞれの事務分掌は以下のとおりである。

運営部 情報管理課 医療情報部
イ 業務の 化の推進に関すること。

ロ 電子カルテその他の医療情報システムの運用管

理・改善、契約に関すること。

ハ がんの診療情報に係る管理及び医療機関等との

連絡に関すること。

一 院内業務の 化の推進に関すること。

二 院内の電子カルテその他の医療情報システムの

運用管理・改善、契約に関すること。

三 院内のがんの診療情報に係る管理及び医療機関

等との連絡に関すること。
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ニ その他の診療情報の管理に関すること。 四 その他の院内の診療情報の管理に関すること。

（注）下線は監査人による。

運営部 情報管理課の分掌と医療情報部の分掌の違いが分かりにくい。もっと明確に違いが

わかるように書き方を工夫する必要がある。運営部 情報管理課の職員は、ヒアリングによれば

医療情報部の分掌も担っているということなので、このことも含めて見直しが必要と思われる。

⑮医療安全推進委員会への出席状況について（第 章 第 節 「医療安全対策」）

（県立中央病院）（意見 ）

医療安全推進委員会は毎月 回開催されており、診療科部長、管理部門部長等で構成する

委員長他、委員を含めて 名からなっている。 年度の 月から 月までの出席状況につ

いて出欠名簿を閲覧したところ、出席率は毎回 ％以上であった。しかしながら、中には 回

の会議の出席率が ％以下の委員が 名含まれていた。 名のうち 名は出席率 ％の委員

がおり、業務の都合等で出席が出来なかったと思われるが、代理出席や 月以降 月までの

会議には出席する旨の通知を発行するなどの措置が必要と考える。

最最後後にに

上述した外部監査の結果に関する総括は、包括外部監査の視点である合規性、効率性、有効

性、経済性、公平性、透明性に照らして指摘事項、意見として記載したものである。

病院局の病院事業は、統合新病院の開院と開院後の永続的な事業継続に向けて「医療の質」と

「経営の質」を高めていかなければならない。本報告書の提言が、これからの病院事業経営に少し

でも役立てていただければ幸甚である。

また、 年 月に発刊となった「全 都道府県幸福度ランキング 版」（一般社団法人

日本総合研究所）において、青森県は総合 位と低迷しているが、統合新病院による病院事業

経営が全国の病院事業の範となることで、若干でも幸福度ランキングの押し上げに寄与することを

期待したい。
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第 節 監査結果の一覧

【監査結果の要約一覧表の項目の説明】

項目 説明

区分 監査項目の区分に相応した

事業管理、病院事業会計、共同経営による統合新病院、診療報酬請求業務、医

業未収金管理（患者自己負担分未収金）、医薬品及び診療材料等管理、固定

資産管理、業務委託、人件費・労務管理、病院原価計算、出納管理、 管理、

医療安全対策、内部統制

の区分を記載している。

結果 監査結果としての指摘事項又は意見。

表記としては、「指摘」、「意見」としている。

レベル 経営上層部の経営レベル、中間管理層の管理レベル、業務処理層の事務レベル

に区分した場合のレベルであり、表記として、「経営」、「管理」、「事務」として記載し

ている。経営、管理、事務の区分については、厳格に区分できないボーダー部分も

あるが、これについては監査人の判断により区分している。

対応 措置対応として病院局全体で対応するのか、個々の所管課で対応するのかという

ガイドラインを示している。表記としては、病院局全体を「局」、個別対応する所管課

を「課」として記載した。

頁 本報告書に記載した該当する最初の頁を指す。

【監査結果の要約一覧表】

区分 事業管理 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔病院局全体〕

指摘 経営改革の実践の推進について 経営 局

指摘 「医療の質」と「経営の質」の両輪を軸とした経営計画ではない 経営 局

意見 「公立病院経営改革事例集」について 経営 局

意見 理念・基本方針に関する再考について 経営 局

指摘 単年度事業計画が作成されていない 経営 局

指摘 数値目標等の一覧について 経営 局

指摘 経営計画の進行管理について 経営 局

指摘 県庁ホームページにおける病院局の取扱いについて 経営 局

指摘 収支計画の見直しについて 経営 局

指摘 実績把握と単年度事業計画への反映について 経営 局

意見 病院事業管理者の就任に伴う経営方針の開示について 経営 局

意見 経営計画の見直しによる早期策定の必要性について 経営 局

区分 病院事業会計 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔病院局全体〕

意見 病院事業報告書の概況・総括事項の記載方法について 経営 局

意見 会計に関する注記について 管理 局

意見 財務の信頼性を付与する外部監査の導入について 経営 局

意見 長期前受金戻入の表示について 管理 局

意見 雑損失に含まれている医業収益（診療報酬減額査定分）の前

年度分修正について

管理 局
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第 節 監査結果の一覧
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区分 病院事業会計 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁
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年度分修正について

管理 局
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意見 消費税の損益計算書における表示について 管理 局

区分 共同経営による統合新病院 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔病院局全体〕

意見 共同経営による統合新病院を成功裏に導くために 経営 局

区分 第 節 診療報酬請求業務 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

指摘 保留分レセプトに関する売上処理について 管理 局

指摘 保留分レセプトの長期保留分の管理について 管理 課

意見 減額調定額内訳の作成について 事務 課
〔県立つくしが丘病院〕

指摘 保留分レセプトに関する売上処理について 管理 局

指摘 保留分レセプトの長期保留分の管理について 管理 課

区分 第 節 医業未収金管理（患者自己負担分未収金） （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

指摘 督促規定と未収金回収フローの異なる督促状の発送時期に

ついて

管理 局

指摘 電話催告の時期が大幅に遅れている 管理 局

指摘 貸倒引当金の設定対象について 管理 局

意見 滞納額が増加している滞納者に対する対応について 管理 課
〔県立つくしが丘病院〕

指摘 督促状の発送遅延を招く規定の不備について 管理 課

指摘 未納患者整理台帳の未作成について 管理 課

指摘 貸倒引当金の設定対象について 管理 局

意見 滞納額が増加している滞納者に対する対応について 管理 課

意見 訪問徴収の未実施について 管理 課

区分 第 節 医薬品及び診療材料等管理 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

指摘 ラベル管理について 管理 局

意見 実地棚卸について 管理 局

意見 薬品値引きの会計処理について 管理 局
〔県立つくしが丘病院〕

意見 実地棚卸について 管理 局

意見 薬品値引きの会計処理について 管理 局

区分 第 節 固定資産管理 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

指摘 落札率 ％の多さから判明した一般競争入札の見直しにつ

いて

管理 局

意見 処分決裁の頻度と財産処分の個別理由について 管理 局
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意見 リース取引の検討について 管理 局

意見 リース契約時におけるリース料率を加味した検討について 管理 局

〔県立つくしが丘病院〕

指摘 使用する勘定科目の判断について 管理 課

指摘 旧型電子体温計の除却漏れについて 管理 課

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通〕

指摘 固定資産管理規程の整備・運用について 管理 局

意見 事故報告について 管理 課

意見 資本的支出と修繕費の区別について 管理 局

指摘 定期的な棚卸・現物調査について 管理 局

区分 第 節 業務委託 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

意見 競争性が発揮される業者選定方法への変更について 管理 局

指摘 受託者から実支出額の報告を求める現状の運用について 管理 課

意見 院内保育所の利用者アンケートの実施について 管理 局

意見 公募型プロポーザルにおける財務評点について 管理 局

指摘 仕様書記載の業務内容と実際の業務内容の齟齬について 管理 課

〔県立つくしが丘病院〕

意見 公募型プロポーザル方式による業者選定の採用について 管理 課

区分 第 節 人件費・労務管理 （第 章）

結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

指摘 期末手当に対する所得税の源泉徴収漏れについて 管理 局

指摘 宿日直手当に対する源泉徴収漏れについて 管理 局

意見 通勤手当の支給額見直しについて 管理 局

意見 時間外労働の自己承認について 管理 局

指摘 労働基準法及び 協定からの逸脱について 管理 局

指摘 賞与引当金繰入額の支給割合計算について 管理 局
〔県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通〕

指摘 退職金支給関連書類の不備について 管理 局

区分 第 節 病院原価計算（第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通〕

指摘 病院原価計算の導入に関する提言について 経営 局

区分 第 節 出納管理 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

意見 応援医師勤務証明書の所属部長、確認者の押印漏れ 件について 管理 課

区分 第 節 管理 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通〕

意見 病院局には の考え方が浸透されていない 管理 局
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区分 第 節 出納管理 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁
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意見 応援医師勤務証明書の所属部長、確認者の押印漏れ 件について 管理 課
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指摘 情報システム化計画あるいは 計画が作成されていない 経営 局

意見 運営部 情報管理課と医療情報部の分掌事務について 管理 課

指摘 公営企業会計システム運用管理要綱が作成されていない 管理 課

意見 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 版」の利用につ

いて
管理 局

区分 第 節 医療安全対策 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

意見 医療安全推進委員会への出席状況について 管理 局

区分 第 節 治験 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院〕

― 該当なし ― ― ―

区分 第 節 内部統制 （第 章）
結果 指摘事項又は意見の表題 レベル 対応 頁

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院 共通〕

意見 病院局固有の内部統制制度の確立について 経営 局

意見 内部統制チェックリストの作成による内部管理水準の向上について 管理 局

〔監査結果の集計〕

①監査対象分野別集計 （単位：項目数）

項目
県立中央病院 県立つくしが丘病院 共通 病院局全体

合計
指摘 意見 指摘 意見 指摘 意見 指摘 意見

事 業 管 理

病 院 事 業 会 計

共同経営による統合新病院

診療報酬請求業務

医 業 未 収 金 管 理
医薬品及び診療材料等管理
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第 章 病院局の中期経営計画

第 節 理念・基本方針

第 項 理念

理念について、青森県立中央病院のホームページ及び青森県立つくしが丘病院のホームペー

ジでは、以下のとおりに掲げている。

〔青森県立中央病院〕

県民の健康をささえ

安全で高度な医療を提供し

患者さん中心の心あたたかな病院を目指します
 

〔青森県立つくしが丘病院〕

人権を尊重し、利用者の立場に立った安全で良質な医療を提供します。

地域や各病院、関係諸機関との連携をすすめ、青森県の精神科中核病院とし

ての責務を果たします。

積極的に自己研鑽に努め、青森県の精神科医療水準の向上を図ります。

全職種が、相互尊重のもと一体となり、チーム医療を実践します。
 

第 項 基本方針

〔青森県立中央病院〕

基本方針について、青森県立中央病院のホームページでは、以下のとおりに掲げている。

□良質で安全な医療の提供

・チーム医療に基づく過不足のない医療の提供に努めます。

・患者さんの安全安心を第一に努めます。

□患者さんの権利の尊重

・インフォームドコンセント（説明と同意）に基づく信頼関係の構築に努めます。

・患者サービス、接遇の向上に努めます。

□保健・医療・福祉との連携

・県の基幹病院として関連する医療機関や団体との連携を深め、地域医療の充実に努めます。
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□臨床教育・研究の充実

・医師臨床研修の充実、質の高い医療従事者の育成に努めます。

・患者さんのため臨床研究を推進し、医療水準の向上に努めます。

□健全で効率的な病院経営

〔青森県立つくしが丘病院〕

青森県立つくしが丘病院の基本方針については、理念の中に統合されているとの理由でホー

ムページに記載がない。

第 節 青森県立中央病院の将来構想

病院局の中期経営計画策定指針として、青森県病院局が平成 年 月に「青森県立中央病

院将来構想」を策定している。この中から将来構想の核心部分についてまとめたものが以下の表

である。（二重線は監査人による。）

なお、県立つくしが丘病院の将来構想については、作成されていない。

地地域域医医療療構構想想をを踏踏ままええたた今今後後のの病病院院のの目目指指すす姿姿 目目指指すす姿姿実実現現にに向向けけてて
県全域を対象とした急性期医療、専門医療、政策医療の提供

．．急急性性期期医医療療、、専専門門医医療療、、政政策策

医医療療機機能能のの拠拠点点整整備備

・人口減少やこれに伴う医療従事

者不足が進行し、医療を取り巻く環

境の激変が見込まれる中、将来に

わたり必要な医療を提供していくた

めには、地域医療構想を基本軸と

して捉え、その推進が不可欠であ

る。

・地域医療構想に基づき、医療資

源の効果的かつ効率的な配置を

可能にし、地域における医療提供

体制の確保を図る上で、地域の医

療機関等との統合・再編も視野に

①各診療センター等における機能の充実・強化

がん診療センター

患者さんを含めた県民が、

がんを知り、がんを克服す

ることを目標に、“チーム県

病”として、安全かつ安心

で質の高いがん治療の提

供を目指す。

（考えられる取組）

・集学的治療の充実・強化

手術：鏡視下手術、ロボット手術な

どの低侵襲手術の充実

放射線：最新鋭の放射線治療の

提供

薬物療法：外来治療センターの

機能強化

・遺伝子医療、細胞移植医療など

の先端医療への参画

・腫瘍内科医の育成・確保

・きめ細かい緩和医療を行うため

のケア体制の充実

・がん相談、がん予防などの啓発

活動の拡大、がん教育の強化

循環器センター

地域の医療機関と連携を

深めながら、救急医療提供

体制や予防対策の充実を

図り、循環器疾患における

（考えられる取組）

・ハイブリッド手術室の効果的な運

用（ の取得）

・心臓カテーテル検査体制の充実

経カテーテル大動脈植え込み術（ ）の略であり、胸を開かずに心臓を止

めることなく、人工弁を患者さんの心臓に埋め込む治療である。
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全国レベルの高度専門医

療を実施する。

・循環器専門医の増員、救命救急

センターへの配置

・循環器パスの運用などによるかか

りつけ医との連携強化

・心臓リハビリテーションに関する

回復期病院との連携強化

・動脈硬化性心・血管疾患予防の

ための啓発・教育活動の展開

入れつつ、回復期や慢性期機能

の病院と連携した、急性期医療、

専門医療、政策医療に係る病院機

能の拠点整備を図ることが必要で

ある。

・青森県立中央病院の院舎は築

年を経過し、老年化が進み機能

的に限界となりつつあることに加

え、多職種のメディカルスタッフに

よる医療の提供や、医療技術の進

歩による医療機器の高度化・大型

化など建設当時に想定されていた

病院機能が大きく変化しており、急

性期医療等の拠点としての病院機

能を将来にわたって発揮すること

は現状のままでは難しい状況にあ

ると考えられる。

・これらのことから、地域医療構想

で求められる病院機能や医療ニー

ズに対応し、持続可能な医療を提

供していくため、建替等を含めた具

体的な対応策の検討を進めていく

必要がある。

・拠点となる病院機能を発揮する

上で必要な病床規模については、

地域医療構想で示された地域にお

ける医療需要や医療機関等との統

合・再編の方向性などを踏まえ、地

域医療構想調整会議を通じて関係

機関と具体的に検討していく。

持持続続可可能能なな病病院院経経営営体体制制のの構構

築築

・厳しい経営環境が予想される中

で、病院機能を充実していくため

には、経営基盤の強化とともに、病

院職員の経営意識向上を図ること

により、持続可能な病院経営体制

を確立していく必要がある。

このためには、収益性の向上や各

種費用の効率的な執行のほか、高

脳神経センター

脳卒中死亡率の低下、神

経難病診療の均てん化、

認知症早期発見・早期治

療体制の構築を重点的に

取り組み、脳神経疾患にお

ける高度専門医療を実施

する。

（考えられる取組）

・血管内治療をはじめとした脳卒

中急性期治療の充実

・脳神経急性期リハビリテーション

の充実、リハビリ専門医の確保

・脳卒中連携パスの活性化による

かかりつけ医との連携強化

・脳卒中予防のための啓発活動の

充実（血圧・脈拍測定の普及）

・認知症疾患医療センターの取得

・難病治療に関わる人材育成と関

係機関との協力体制の構築

糖尿病センター

教育体制の充実や合併症

患者への集学的治療など

の求められるニーズに対応

しながら、循環型の疾病・

病診連携システムの構築を

目指す。

（考えられる取組）

・新規発症糖尿病患者への教育

強化

・糖尿病腎症の重症化予防のため

の外来パスの運用

・透析予防指導、栄養管理指導の

充実

・網膜症、壊疽などを有する重篤

な合併症患者に対する治療体制

の強化

・地域連携パスによるかかりつけ医

との連携強化

・糖尿病に関する普及啓発を図る

ための介護施設との連携強化

救命救急センター

ドクターヘリを運航する県

の基幹病院として、地域の

医療機関と連携しながら、

時間 日迅速かつ高

度な救急医療を提供する。

（考えられる取組）

・ 、 などの活用による

夜間・休日における重症患者受入

体制の充実

・特殊感染症患者受入体制の確

保

・県内二次救急医療機関等との救

急医療連携体制の強化

・救急医療の人材確保・育成（県

内外の研修医等の実習受入れな

ど）

・看取りに関する体制作りに向けた

介護施設等との連携体制の構築

総合周産期母子医療センター

救急集中治療室（ ）の略で、気動・呼吸・循環・中枢神経に緊急性を要し、

かつ重症である患者に集学的治療を行なうもので、厚生労働省により集中治療病床として認定された病床である。

の略で高度治療室のことで、 と一般病棟の中間に位置されるとされている。
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多様化するハイリスク妊産

婦・新生児への診療体制を

確保し、関係機関と連携、

協力しながら、退院後のフ

ォローアップも含めた青森

県の周産期医療ネットワー

クの中心的な役割を担う。

（考えられる取組）

・ と の効果的な運

用

・ハイリスク妊産婦対策やメンタル

サポートが必要な母児等への育児

支援体制の充実

・産科麻酔科医や病棟専属のコメ

ディカル、退院支援コーディネータ

ーなどの産科医療スタッフの確

保、育成

・周産期医療における専門的教育

環境の充実・整備

・療育福祉、教育施設との連携

度な経営マネジメント能力を備えた

人材の確保など病院経営の安定

化に向けた取組を着実に進めてい

く必要がある。

．．連連携携・・ネネッットトワワーークク強強化化ののたためめのの

体体制制づづくくりり

・将来構想を進めていくためには、

地域の医療機関だけではなく、介
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つための治療室である。

：事業継続計画のことで、テロや災害、システム障害など危機的状況下に置かれた場合でも重要な業務が継

続できる方策を用意し、生き延びられるようにしておく計画である。
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高齢化の進展で増加が見込ま

れる身体・精神ともに治療が必

要とされる患者への救急・急性

期医療提供体制の充実を図

る。

（考えられる取組）

・精神・身体合併症患者に対応す

るための精神医療体制の整備

④連携情報管理部門の充実

地域完結型医療の構築を図る

ため、急性期医療と回復期医

療、高齢者医療、在宅医療と

のシームレスな連携及び連携

を支援するための情報管理体

制を整備する。

（考えられる取組）

・連携情報管理業務の集約化及び

関係機関との連携体制の強化

人材の確保・育成

医師のほか、看護師、医療技

術員など専門性の高い医療ス

タッフの確保を図るとともに、院

内だけではなく地域の病院職

員も含めた幅広い人材育成を

行い、地域における医療の質

の向上を目指す。

（考えられる取組）

・研修医や専攻医などの各種臨床

研修プログラムの充実などによる

幅広い専門医の育成

・認定・専門看護師 や特定行為

看護師 などの育成や、各種専門

資格の取得推進

・地域の看護師や医療技術員を対

象とした高度専門医療に関する研

修や実習等の受入れ

地域医療・へき地医療の支援

人口減少、過疎化が進む中、

医師をはじめとした医療資源が

乏しいへき地等への支援を行

い、地域医療を支えていく。

（考えられる取組）

・県内自治体病院等に対する医師

派遣の拡大や、専門性の高い看

護師や医療技術員の派遣

・総合診療医の育成等を図るため

の関係機関とのネットワーク構築

・ を活用した医療機関等との

連携ネットワークの構築

・看取り等に関する在宅・介護事業

者等との連携体制構築

良質で安全な医療サービスの提供

患者さんの視点に立ち、医療

ニーズ等に柔軟かつ的確に対

応し、より良い医療サービスの

提供に努める。

（考えられる取組）

・患者満足度調査などの指標を用

いた医療の質の管理・向上策の検

討

・医療安全、感染防止など安全管

理対策の強化

・プライバシー・アメニティに配慮し

た療養環境の向上

．経営基盤の強化

必要な医療機能の充実・強化

に対応しつつ、持続可能な病

院経営体制の確立を目指す。

（考えられる取組）

・各種加算の取得やベンチマーク

の活用などによる収益性の向上

・後発医薬品への切り替えや労働

生産性の向上による適正な人員管

専門看護師：看護師として 年以上の実践経験を持ち、看護系の大学院で修士課程を修了して必要な単位を

取得した後に、専門看護師認定審査に合格することで取得する資格。

特定行為看護師：あらかじめ受けていた包括指示に従い、医師や歯科医師の判断を待たずに、一定の診療補

助業務（特定行為）が実施できる看護師。
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理などによる各種費用の効率的な

執行

・病院マネジメント機能の強化（経

営担当職員の育成等）

（出所：青森県病院局 平成 年 月 「青森県立中央病院将来構想」）

第 節 中期経営計画のこれまでの取組と成果

病院局の中期経営計画のこれまでの取組と成果について、令和 年 月に病院局が発行した

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」から要約すると、以下のとおりとな

る。

表題 計画期間 県立中央病院 県立つくしが丘病院

県立病院改革プ

ラン

平成 年度～

平成 年度

・診療機能のセンター化によるチ

ーム医療の推進

・重症度の高い急性期患者に対

応する７対１看護の導入

・中毒性精神疾患、認知症疾患

医療センター等の機能に対応し

たハード面の整備

県立病院新成長

プラン

平成 年度～

平成 年度

・血液疾患ユニットやストロークケ

アユニットの整備

・ドクターヘリ運航体制の構築

・退院支援などの業務を一体的

に行う医療連携部の設置

・再入院防止と地域生活支援を

目的とした訪問介護の充実

県立病院第 期

新成長プラン

平成 年度～

平成 年度

・ ― やハイブリッド手術室

の整備

・医療の質の改善を担う

）セン

ターの設置

・病棟の集約等による効率化

県立病院チャレ

ンジ（挑戦）プラン

令和元年度～令

和 年度

・ロボット支援手術の拡大やハイ

ブリッド手術室の活用

・ゲノム医療部、小児在宅支援セ

ンター及び医療支援センターの

設置

・精神科救急入院科の取得

・訪問看護ステーションの設置
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第 節 中期経営計画の基本的な考え方

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」（中期経営計画）の基本的な考え

方を要約すると下表のとおりとなる。

項目 内容 
計画策定の趣旨 超高齢社会を見据え、「青森県地域医療構想」及び「青森県保健医療計画」で求

められる役割・機能に適切に提供していくための体制を強化するとともに、「青森県

型地域共生社会」の実現に向け、更なる成長とポストコロナ時代における持続可能

な地域医療提供体制を確保するための中期経営計画である。

計画の期間 令和 （ ）年度から令和 （ ）年度までの 年間

計画の位置づけ ①県立病院の経営計画

保健医療計画や地域医療構想をはじめとする県の医療施策において求められ

ている県立病院の役割・機能に基づき、今後 年間の県立病院の目指す姿と取

組を明確にする経営計画として位置づける。

②公立病院経営強化プラン

総務省は「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院強化ガイ

ドライン」（令和４年３月２９日付け総務省自治財政局長通知）を策定し、公立病

院に対して、「公立病院経営強化プラン」の策定と主体的な対策の実施を求めて

いる。

経営計画は、「公立病院経営強化プラン」としての位置づけも有している。

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～）
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第 節 公立病院経営強化の推進

総務省は「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院強化ガイドライン」（令和４

年３月２９日付け総務省自治財政局長通知）を策定し、公立病院に対して、「公立病院経営強化プ

ラン」の策定と主体的な対策の実施を求めている。この要点は、以下のとおりである。

第 公立病院経営強化の必要性

〇公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の

不足、人口減少・少子高齢化に伴う医療需要の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれな

い病院も多いのが実態。

〇また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす

役割の重要性が改めて認識されるとともに、病院間の役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の取組

を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。

〇今後、医師の時間外労働規制への対応もせまられるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。

〇持続可能な地域医療提供体制を確保するため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限

効率的に活用するという視点を最も重視し、新興感染症の感染拡大時等の対応という視点も持って、公立

病院の経営を強化していくことが重要。

第 ．地方公共団体における公立病院経営強化プランの策定

〇策定時期 令和 年度又は令和 年度中に策定

〇プランの期間 策定年度又はその次年度～令和９年度を標準

〇プランの内容 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域の実情を踏まえつつ、必要な経営

強化をしていくことが重要。

〔公立病院経営強化プランの内容〕

役割・機能の最適化と連携の強化

・地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能

・地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能

・機能分化・連携強化

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。

特に、地域において中核的医治療を行う基幹病院に急性期機能を集約して医師・看護師等を確

保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化す

るとともに連携を強化することが重要。

．医師・看護師等の確保と働き方改革

・医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）

・医師の働き方改革への対応

．経営形態の見直し

．新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

．施設・設備の最適化

・施設・設備の適正管理と整備費の抑制

・デジタル化への対応

．経営の効率化等

・経営指標に係る数値目標

第 都道府県の役割・責任の強化

〇都道府県が、市町村プラン策定や公立病院の施設の新設・建替等にあたり、地域医療構想との整合性等に
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が重要。

第 ．経営強化プランの策定・点検・評価・公表
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〇病院事業担当部局だけでなく、企画・財政担当部局や医療政策担当部局など関係部局が連携して策定。

関係者と丁寧に意見交換するとともに、策定段階から議会、住民に適切に説明。

〇概ね年 回以上点検・評価を行い、その結果を公表するとともに、必要に応じ、プランを改定。

第 財政措置

〇機能分化・連携強化に伴う施設整備等に係る病院事業債（特別分）や医師派遣に係る特別交付税措置を

拡充。

（出所：総務省 「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライ

ン」の概要を基に監査人が作成）
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第 節 経営計画の取組方針と取組方策

第 項 県立中央病院の取組方針と取組方策

県立中央病院の取組方針と取組方策について「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナ

に向けて～」を基に作成したものが以下の表である。

目指す姿

県立中央病院は、県全域を対象とした高度急性期病院として、より質の高い高度・専門・政策医療を県民に提

供していく。

具体的には、 疾病 ・ 事業 や新興感染症などの各種診療において、日々進歩する新たな医療技術を積

極的に導入し、医療の高度化と効率化を図るとともに、医療従事者を確保・育成し、安全・安心で質の高い医療

の提供を目指す。

また、県内唯一の県立総合病院として、県民が住み慣れた地域で安心して医療・介護サービスを受けられるよ

う、限られた医療資源を有効活用しつつ地域の医療機関等との連携を強化し、地域における切れ目のない医

療・介護の提供体制の構築に取り組んでいく。

１ 役割・機能の最適化と連携強化

項目 取組方針 取組方策

高度・専門・政策医

療の提供

地域医療構想で求められ

えている県全域を対象とし

た行動・専門・政策医療を

効果的に提供する。特に、

がん対策ではロボット支援

手術の充実・強化や遺伝

性腫瘍への対応、心血管

疾患対策では心臓血管外

科手術の拡大・低侵襲化、

救急医療対策では救急医

療専門医の人材育成など

各種診療の充実に取り組

む。

（ ）がん対策

①がん診療センターの充実・強化

②がん地域連携の充実

③がん治療に係る医療従事者の育成

④緩和ケア提供体制の充実・強化（新規）

⑤ロボット支援手術の充実・強化

⑥婦人科腫瘍心療の高度・専門化

⑦高精度放射線治療の充実・強化

⑧遺伝性腫瘍への対応（新規）

⑨正確なゲノム検査の提供

⑩がん患者のこころのケアの充実

（ ）心筋梗塞等の心血管疾病対策

①カテーテル治療等の低侵襲化等

②心臓血管外科手術の低侵襲化等

③心大血管リハビリテーション科の組織体制の強化

（新規）

（ ）脳神経疾患対策

①脳卒中急性期治療の充実

②脳神経内科診療の強化・医療連携体制の整備（新

規）

③神経血管内治療の充実

（ ）糖尿病対策

①職域を超えた糖尿病地域医療連携システムの確立

（ ）精神疾患対策

①メンタルヘルスケアの充実

②心理・福祉支援の充実

（ ）周産期医療対策

①産科医療体制の機能強化

②新生児医療体制の機能強化

疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患

事業：救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療 
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（ ）小児医療対策

①医療的ケア児支援体制の強化

②小児専門医療の提供体制の強化・専門医の育成

（ ）救急医療対策

①救急医療専門医の人材育成（新規）

② の遠隔 支援受入れの検討（新規）

③ を活用した救急医療体制の構築（新規）

（ ）災害医療対策

①災害医療の提供体制の強化

（ ）各種診療体制の強化

①呼吸器センター構想の推進

②嚥下機能障害の評価と対策

③骨再生医療の臨床実験

④形成・再建外科の機能強化

⑤血液診療における医療連携体制の構築（新規）

⑥高度な血液診療の提供（新規）

⑦腎臓内科医による診療拡大と人材育成（新規）

⑧斜視弱視診療及び網膜疾患の専門的検査・治療

の充実

⑨重症患者の受入れの効率化等

⑩集中治療部の体制整備（新規）

⑪大腿骨近位部骨折患者の早期手術実施（新規）

⑫高度な内視鏡心療体制の構築

⑬手術室機能の充実・強化

⑭人工透析管理システム導入よる施設・設備の最適

化（新規）

⑮「ロボット外科診療部」新設による機能強化（新規）

（１１）地域医療構想等の推進

①県と青森市の共同経営・統合新病院整備の推進

良質で安全な医療

サービスの提供

患者満足度の向上につな

がる安全で質の高い医療

サービスを提供するととも

に、多種多様な人材を活用

し、患者サービスの向上や

健康寿命延伸に向けた予

防・健康教育にも取り組

む。

（ ）医療の質と安全性の向上

①医療の質向上サイクルの定着

②クリニカルパスの拡充

③医療安全管理体制の機能・連携強化

④褥瘡対策の充実・強化

⑤医療被ばく・従事者被ばくの低減

⑥画像診断機能と管理体制の充実・強化

⑦医療機器の適正管理の強化

⑧治験管理体制の強化（新規）

（ ）健康教育（予防と健康づくり）の推進

①健康教育活動の推進

② 予防啓発の推進

③健康増進活動の普及啓発

（ ）患者サービスの向上

①相談支援体制の充実・強化

②病院ホスピタリティ

③患者・家族と医療従事者との対話推進（新規）

地域医療支援と医

療・介護との連携強化

保健医療計画や地域医療

構想で求められている病床

機能の分化・連携と青森県

型地域共生社会の実現に

向け、入院前から退院後の

療養生活を見据えた切れ

目のない支援を行うととも

に、患者を受け入れられる

地域の医療機関や在宅医

（ ）入退院支援

①療養支援機能の充実と効率化

（ ）地域医療支援

①膠原病・リュウマチ診療に関する医療連携体制の構

築

②運動器疾患の地域連携の強化

③地域医療の支援体制の充実

④ＤＩＣＯＭ画像の統合保管と運用

⑤地域医療・へき地医療の支援強化

⑥女性ヘルスケア診療の充実（新規）
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（ ）小児医療対策

①医療的ケア児支援体制の強化

②小児専門医療の提供体制の強化・専門医の育成

（ ）救急医療対策
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地域医療支援と医

療・介護との連携強化

保健医療計画や地域医療

構想で求められている病床

機能の分化・連携と青森県

型地域共生社会の実現に

向け、入院前から退院後の

療養生活を見据えた切れ

目のない支援を行うととも

に、患者を受け入れられる

地域の医療機関や在宅医

（ ）入退院支援

①療養支援機能の充実と効率化

（ ）地域医療支援
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⑤地域医療・へき地医療の支援強化

⑥女性ヘルスケア診療の充実（新規）
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療・介護との連携・協力体

制を強化する。

また、本県の地域医療・へ

き地医療を維持するため、

医師・看護師等を適切に確

保した上で、県全域を対象

とした医師等の派遣を強化

するとともに、自治体病院

等との連携強化に取り組

む。

（ ）在宅医療・介護との連携

①あおもり療養検索システム『どこさねっと』

②地域包括ケア支援体制

③ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の推進

（ ）自治体病院等との連携

①自治体病院等との連携強化（新規）

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革

項目 取組方針 取組方策

Ｄ 良質な人材の確

保・育成と専門能力発

揮に向けた体制構築

質の高い医療サービスを安

定的に提供するため、医

師、看護師、医療技術員な

どの医療従事者を確保す

るとともに、各種専門資格

の取得など専門性の高い

人材を育成し、多職種連携

によるチーム医療を推進す

る。また、業務の効率化・集

約化やタスクシフト シェア

の推進などにより医師の時

間外勤務の縮減を図るな

ど、働き方改革に適切に対

応する。

（ ）医療従事者の確保・育成と看護・コメディカル部門

の充実・強化

①人材の確保・育成

②リハビリテーション組織体制の強化

③病理診断機能の効率化・強化

④細胞治療に関する幹細胞の管理体制の充実・強化

⑤薬剤業務の機能強化

⑥栄養管理業務の充実・強化

⑦看護体制の強化

⑧労働環境向上への取組（新規）

⑨診療看護師育成と活動拠点の整備（新規）

⑩臨床工学部の機能強化（新規）

（ ）業務の負担軽減・効率化と働き方改革

①医師の時間外労働に係る上限規制への対応（新

規）

②職員の負担軽減と健康支援

③中央材料部の機能充実・強化

④検体採取の効率化・適正化

⑤外来予約センターの設置（新規）

⑥臨床検査部によるタスクシフト シェアへの対応（新

規）

３ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

項目 取組方針 取組方策

Ｅ 新興感染症への対

応

新興感染症の感染拡大時

等における医療を適切に

提供するため、感染症に対

応するための専門人材の

確保。育成、感染拡大時に

機動的に対応できる組織

体制の検討及び感染予

防・感染防止対策等に係る

地域支援に取り組む。

①新規感染症対策への取組（新規）

４ 施設・設備の最適化

項目 取組方針 取組方策

Ｆ 施設・設備の適正

管理及びデジタル化へ

の対応

県と青森市の共同経営・統

合新病院整備を見据え、

病院施設や改修や設備の

更新等を計画的に行うこと

により、財政負担の軽減・

平準化を図るとともに、施

設・設備の適正管理と整備

費の抑制に取り組む。

①施設・設備の適正管理と整備費の抑制

②ＩＣＴを活用した作業の効率化

③情報セキュリティの強化（新規）

④ＰＨＲの活用（新規）

⑤医療情報管理体制の強化（新規）
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また、電子カルテ、 （パ

ーソナル・ヘルス・レコード）

等の各種情報システムの活

用を図るとともに、更なるデ

ジタル化に向け、 （ロボ

テック・プロセス・オートメー

ション）の導入や情報セキ

ュリティの強化に取り組む。

５ 経営の効率化等

項目 取組方針 取組方策

Ｇ 経営基盤の強化 安定した病院経営を継続

するため、経営マネジメント

の充実・強化や材料費等の

節減に取り組み、病院運営

を支える経営基盤を強化

する。

①経営マネジメントの充実・強化

②未収金対策の強化

③材料費縮減に向けた取組の強化

④中央病院とつくしが丘病院の運営業務の一体的処

理の拡大

⑤広報・情報発信の充実・強化

（出所：「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」）
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また、電子カルテ、 （パ

ーソナル・ヘルス・レコード）

等の各種情報システムの活

用を図るとともに、更なるデ

ジタル化に向け、 （ロボ

テック・プロセス・オートメー

ション）の導入や情報セキ

ュリティの強化に取り組む。

５ 経営の効率化等

項目 取組方針 取組方策

Ｇ 経営基盤の強化 安定した病院経営を継続

するため、経営マネジメント

の充実・強化や材料費等の

節減に取り組み、病院運営

を支える経営基盤を強化

する。

①経営マネジメントの充実・強化

②未収金対策の強化

③材料費縮減に向けた取組の強化

④中央病院とつくしが丘病院の運営業務の一体的処

理の拡大

⑤広報・情報発信の充実・強化

（出所：「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」）
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第 項 県立つくしが丘病院の取組方針と取組方策

県立つくしが丘病院の取組方針と取組方策について「県立病院第 期チャレンジプラン～ポス

トコロナに向けて～」から抜粋し編集したものが以下の表である。

役割・機能の最適化と連携の強化

項目 取組方針 取組方策

多職種による質の

高い入院医療の提供

多職種によるチーム医療を

推進し、患者の社会復帰の

促進を図るとともに、急性

期精神疾患患者の受入体

制を強化する。

①医療安全管理体制の強化

②計画的退院支援の強化

③多職種チーム医療の推進

④精神科救急急性期医療入院料等の算定

⑤中央病院放射線部との業務提携（新規）

多職種・施設間連携

による外来医療と訪問

支援の展開

訪問看護等の在宅支援の

充実・強化、ショートケアや

外来作業療法の充実、認

知リハビリテーションの実施

体制の強化などにより、患

者の社会復帰の促進を図

る。

①在宅支援の強化

②多様な精神疾患患者への対応

③患者及びその家族との情報共有の推進

④包括的支援の推進

⑤認知リハビリテーション実施体制の強化（新規）

医師・看護師等の確保と働き方改革

項目 取組方針 取組方策

人材の確保・育成と

働き方改革

県立精神科病院として求め

られる機能を発揮し、良質

な医療を提供できる体制を

構築するため、専門性の高

い医療従事者を確保・育成

するとともに、タスクシフト

シェアによる医療従事者の

負担軽減を図る。

①医療スタッフの充実

②専門性の高い医療従事者の育成

③看護師業務のタスクシフト（新規）

新興感染症の感染拡大等に備えた平時からの取組

項目 取組方針 取組方策

新興感染症への対

応

新興感染症の感染拡大時

等に備え、院内の感染管

理体制を強化する。

①感染管理体制の強化（新規）

施設・設備の最適化

項目 取組方針 取組方策

施設・設備の適正管

理及びデジタル化への

対応

病院施設の長寿命化や設

備の更新等を計画的に行う

ことにより、財政負担の軽

減・平準化を図るとともに、

施設・設備の適正管理と整

備費の抑制に取り組む。

また、電子カルテの導入に

取り組む。

①施設・設備の計画的管理

経営の効率化等

項目 取組方針 取組方策

健全経営の推進 各種加算の取得等による

収益の増加と後発医薬品

の活用、薬品費等の経費

節減に取り組む。

①医業収益の確保

②費用の節減

（出所：「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」）
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第 節 人材計画

医療の現場を支えているのは、医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、理学

療法士、管理栄養士その他医療技師員など、多種多様な医療スタッフである。

県立病院では、医療機能の強化等に必要となる優秀な人材の確保と専門性の高い人材の育成

に取り組む。

人人材材確確保保

医療機能の充実・強化や収益を確保する観点から、計画期間である 年間で、正職員 名の増員を計画し

ている。

また、採用方法の多様化、積極的な広報活動等の取組により、安定的な職員の確保に取り組む。

なお、増員にあたっては、職員の配置や業務の見直し等により、増員を最小限に抑えることで病院局全体の人

件費の抑制に努める。

【職員数の見通し（病院計）】 （単位：人）

区分

令和

（ ）

年度

現員

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

合計

定数内職員（正職員）

対前年度増減

定数該職員（臨時職員等）

対前年度増減

計

対前年度増減

（注）実際の採用等については、取組の進捗状況を踏まえつつ、収支への影響や必要性等を検討した上で、各

年度において個別に判断する。また、定年退職者の再任用や育児休業の取得・復帰等により変更する場合が

ある。

人人材材育育成成

人口減少と高齢化の更なる進展に伴う医療ニーズの変化に柔軟に対応し、県民に安全・安心で質の高い医療

を提供できる専門性の高い人材の育成に取り組む。

また、地域の医療提供体制の維持・確保や医療水準の向上を図るため、県立病院の専門性の高い人材を有

効に活用し、地域医療を支える人材の育成にも貢献していく。

（ ）医師

〇質の高い医療を安定的に提供するため、専門医の確保・育成に取り組むとともに、救急科専攻医療の受入・

教育を積極的に行っていく。

〇今後、需要の拡大が見込まれる高度・先進医療に対応するため、医師の技能向上・資格取得を推進する。

（例：ロボット支援手術、臨床遺伝専門医（ゲノム関連）など）

（ ）看護師等

〇看護師等が高度な看護技術を発揮できるよう、専門看護師・認定看護師・特定行為看護師を計画的に育成

する。

〇地域包括ケアシステムの実現に向け、地域全体の医療・看護の質の向上に取り組むことができる人材（認定

看護管理者）を育成する。
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第 節 人材計画

医療の現場を支えているのは、医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、理学

療法士、管理栄養士その他医療技師員など、多種多様な医療スタッフである。

県立病院では、医療機能の強化等に必要となる優秀な人材の確保と専門性の高い人材の育成

に取り組む。

人人材材確確保保

医療機能の充実・強化や収益を確保する観点から、計画期間である 年間で、正職員 名の増員を計画し

ている。

また、採用方法の多様化、積極的な広報活動等の取組により、安定的な職員の確保に取り組む。

なお、増員にあたっては、職員の配置や業務の見直し等により、増員を最小限に抑えることで病院局全体の人

件費の抑制に努める。

【職員数の見通し（病院計）】 （単位：人）

区分

令和

（ ）

年度

現員

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

合計

定数内職員（正職員）

対前年度増減

定数該職員（臨時職員等）

対前年度増減

計

対前年度増減

（注）実際の採用等については、取組の進捗状況を踏まえつつ、収支への影響や必要性等を検討した上で、各

年度において個別に判断する。また、定年退職者の再任用や育児休業の取得・復帰等により変更する場合が

ある。

人人材材育育成成

人口減少と高齢化の更なる進展に伴う医療ニーズの変化に柔軟に対応し、県民に安全・安心で質の高い医療

を提供できる専門性の高い人材の育成に取り組む。

また、地域の医療提供体制の維持・確保や医療水準の向上を図るため、県立病院の専門性の高い人材を有

効に活用し、地域医療を支える人材の育成にも貢献していく。

（ ）医師

〇質の高い医療を安定的に提供するため、専門医の確保・育成に取り組むとともに、救急科専攻医療の受入・

教育を積極的に行っていく。

〇今後、需要の拡大が見込まれる高度・先進医療に対応するため、医師の技能向上・資格取得を推進する。

（例：ロボット支援手術、臨床遺伝専門医（ゲノム関連）など）

（ ）看護師等

〇看護師等が高度な看護技術を発揮できるよう、専門看護師・認定看護師・特定行為看護師を計画的に育成

する。

〇地域包括ケアシステムの実現に向け、地域全体の医療・看護の質の向上に取り組むことができる人材（認定

看護管理者）を育成する。
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〇看護師等を地域の医療機関に派遣し、地域医療の人材育成にも積極的に取り組む。

【専門・認定看護師等育成計画】 （単位：人）

区分

令和

（ ）

年度

現員

育成人員

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

合計

認定看護管理者

専門看護師（県立中央病院）

認定看護師（県立中央病院）

認定看護師（県立つくしが丘病院）

〇診療機能の充実と医師の負担軽減を図るため、診療看護師を計画的に育成する。

【診療看護師育成計画】 （単位：人）

区分

令和

（ ）

年度

現員

育成人員

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

合計

診療看護師

（ ）医療技術員等

〇がん、循環器、脳神経、糖尿病の各センターをはじめ、各種診療におけるチーム医療の更なる充実に向け、

各職種の専門性を高める資格・技能の取得を推進する。

【取得予定の主な資格等】

（がん診療センター関係）

・がん相談員、ゲノム医療コーディネーター、がん薬物療法認定薬剤師、医学物理士（放射線治療）、がんリハ

ビリテーション、緩和薬物療法認定薬剤師 など

（糖尿病センター関係）

・糖尿病療養指導士 など

（循環器センター関係）

・心臓リハビリテーション指導士、腎臓リハビリテーション指導士、呼吸療法認定士 など

（その他の診療領域）

・公認心理師、細胞治療認定管理師、骨折リエゾンサービス など

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）
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第 節 収支計画

【収支計画 （病院局計）】 （単位：百万円）

区分

令和

（ ）

年度

決算

令和

（ ）

年度

予算

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）

【収支計画 （県立中央病院）】 （単位：百万円）

区分

令和

（ ）

年度

決算

令和

（ ）

年度

予算

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）

【収支計画 （県立つくしが丘病院）】 （単位：百万円）

区分

令和

（ ）

年度

決算

令和

（ ）

年度

予算

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）

（注）上記の各表における令和 （ ）年度予算は当初予算である。
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第 節 収支計画

【収支計画 （病院局計）】 （単位：百万円）

区分

令和

（ ）

年度

決算

令和

（ ）

年度

予算

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）

【収支計画 （県立中央病院）】 （単位：百万円）

区分

令和

（ ）

年度

決算

令和

（ ）

年度

予算

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）

【収支計画 （県立つくしが丘病院）】 （単位：百万円）

区分

令和

（ ）

年度

決算

令和

（ ）

年度

予算

計画期間

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局）

（注）上記の各表における令和 （ ）年度予算は当初予算である。
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第 節 数値目標等一覧

第 項 県立中央病院の数値目標

項目 単位

実績 計画

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

医療機能に係るもの

①新規入院患者数 人

②専門・認定看護師数 人

③手術件数 件

④病床数 床

高度急性期病床数 床

急性期病床数 床

感染症病床数 床

医療の質に係るもの

①患者満足度（入院） 点

②患者満足度（外来） 点

③クリニカルパス使用率 ％

連携の強化等に係るもの

①紹介率 ％

②逆紹介率 ％

③医師派遣延回数 回

その他

①退院患者への入退院支援介入率 ％

経営指標に係る数値目標

収支改善に係るもの

①経常収支比率＊ ％

②医業収支比率＊ ％

③修正医業収支比率＊ ％

④資金不足比率 ％

収入確保に係るもの

①平均在院日数 日

②一般病床利用率 ％

③入院患者 人 日当たり診療収入 円

④外来患者 人 日当たり診療収入 円

⑤ 日当たり外来患者数 人

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収益比率＊ ％

②材料費対修正医業収益比率＊ ％

③後発医薬品の使用割合 ％

経営の安定性に係るもの

①医師数 人

②企業債残高 百万円

③現金保有残高 百万円

④純損益 百万円 △ △ △ △

⑤不採算部門繰入金＊ 百万円

＊ ：税抜ベース ＊ ：義務的経費を除く。
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（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局を基に監査人が作成）

第 項 県立つくしが丘病院の数値目標

項目 単位

実績 計画

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

医療機能に係るもの

①訪問看護件数 件

②外来作業療法参加者数 人

③専門・認定看護師数 人

④精神病床数 床

医療の質に係るもの

①急性期患者における か月退院率 ％

連携の強化等に係るもの

①地域定着に向けた多職種による支

援等件数

件

その他

①相談・生活指導件数（精神） 件

②医療従事者を目指す学生の研修受

入れ

人

経営指標に係る数値目標

収支改善に係るもの

①経常収支比率＊ ％

②医業収支比率＊ ％

③修正医業収支比率＊ ％
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収入確保に係るもの
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④純損益 百万円 △ △ △ △

⑤不採算部門繰入金＊ 百万円

＊ ：税抜ベース ＊ ：義務的経費を除く。

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院

局を基に監査人が作成）
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①相談・生活指導件数（精神） 件
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収支改善に係るもの

①経常収支比率＊ ％

②医業収支比率＊ ％

③修正医業収支比率＊ ％

④資金不足比率 ％

収入確保に係るもの

① 日当たり入院患者数 人

② 日当たり外来患者数 人

③入院患者 人 日当たり診療収入 円

④外来患者 人 日当たり診療収入 円

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収益比率＊ ％

②経費対修正医業収益比率＊ ％

経営の安定性に係るもの

①医師数 人

②企業債残高 百万円

③現金保有残高 百万円

④純損益 百万円 △ △ △ △

⑤不採算部門繰入金＊ 百万円

＊ ：税抜ベース ＊ ：義務的経費を除く。

（出所：県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～ 令和 年 月 青森県病院
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第 章 事業管理に係る監査結果

第 節 病院局全体に共通する監査結果

（（指指摘摘事事項項 ））経経営営改改革革のの実実践践のの推推進進ににつついいてて

「医療の質」を向上することについては、現状においても改革が進められているが、とりわけ「経営

の質」を向上すること、つまり利益管理体制を構築して運営面において諸施策を講じていくことに

ついては重要であると考える。

「経営の質」が「医療の質」と比較して弱い、バランスを失していると考える主な理由は、以下のと

おりである。

①病院事業の基本となる診療科別の損益が把握されていない。裏返せば、病院原価計算が構

築されていない。

②医療の質のみならず経営の質を両輪とした経営計画ではない。（次の〔（指摘事項 ）「医療の

質」と「経営の質」の両輪を軸とした経営計画ではない〕で詳説する。）

③利益管理を行うための サイクルが確立されていない。

④リーダーのビジョン、経営方針が病院組織の上位から下位にわたる各層に対して明示伝達さ

れ、フォローアップする仕組みが確立されていない。

この状況についてイメージ図として示すと、以下のとおりとなる。

【医療の質と経営の質との関係】

経経営営のの質質

医医療療のの質質

〇経営者のリーダーシップの発揮
〇管理水準の向上
〇全病院内にビジネスマインドの浸透
〇病院原価計算の整備・運用
〇業務処理基準の整備
等

黒黒字字

赤赤字字
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（出所：監査人が作成）

このような視点から「経営改革の実践モデル（イメージ図）」を次に示したが、この図表に基づいて

経営改革の必要性、経営改革のポイントを記載することとする。

経営改革の必要性

①病院事業経営に特有な診療報酬制度が国の医療制度の下で運営されており、市場経済を通じ

た競争が行われていないこと。

②県立病院固有の特徴である専門医療、高額医療等により、適切な一般会計繰入金の処理、バ

ランスを保った経営が要請されていること。

③病院事業会計の分析からみると、人件費、材料費の比率が高く、加えて高額な医療機器、設備

更新が必要であり、効率的なコスト管理を意識した経営が要請されること。

④現状において進行している青森市民病院との共同・統合経営においては、共同・統合に伴い増

大する赤字経営から黒字経営に転換するには、これまでの延長線上で経営することではなく、

戦略的な経営が求められること。

経営改革のポイント

①戦略的経営の導入が必要である。病院事業体の内外の環境は、絶えず変化しており、病院事

業体がいつも環境に対応できる体制を継続的に保持していかなければ永続的に存続できない

という認識から戦略的経営の導入が必要である。

②青森県病院局を経営目標達成に向けて導いていくには、事業経営者の経営理念や経営方針

の下で強力なリーダーシップを発揮して経営をしていかなければ、到底困難な状況の中で目標

を達成することはできない。

③目標達成には、事業経営者のリーダーシップを発揮することだけでは限界がある。事業経営者

を支援する参謀型リーダーを育成し、事業経営者と全職員との橋渡し機能を通じて効果的に経

営改革を推進していなければならない。

④経営目標、経営改革のあり方等について、事業経営者の考えを事業経営者自ら及び参謀型リ

ーダーを経由して全職員に対して諸会議、研修等によって意思疎通を図り、参画意識を浸透さ

せて邁進していかなければ所期の目標を達成することはできない。

⑤経営改革を推進していくには、医療部門と事務部門との対等なコミュニケーションを維持してい

かなければ病院事業体のバランスのとれた経営改革を推進することはできない。

⑥経営改革という点を重視すると改革の基盤となるのは事務部門が中心となるので、事務部門に

より強力に推進されることが期待される。

⑦病院事業の事務部門の人事異動に当たっては、病院事業の特性から知見が必要となることか

ら、人事異動によって知見の蓄積が消失しないように留意しなければならない。

⑧利益管理を支援する病院原価計算の導入は、経営改革の実践を推進する上で欠くことのできな

い手法である。
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（出所：監査人が作成）

このような視点から「経営改革の実践モデル（イメージ図）」を次に示したが、この図表に基づいて

経営改革の必要性、経営改革のポイントを記載することとする。

経営改革の必要性

①病院事業経営に特有な診療報酬制度が国の医療制度の下で運営されており、市場経済を通じ

た競争が行われていないこと。

②県立病院固有の特徴である専門医療、高額医療等により、適切な一般会計繰入金の処理、バ

ランスを保った経営が要請されていること。

③病院事業会計の分析からみると、人件費、材料費の比率が高く、加えて高額な医療機器、設備

更新が必要であり、効率的なコスト管理を意識した経営が要請されること。

④現状において進行している青森市民病院との共同・統合経営においては、共同・統合に伴い増

大する赤字経営から黒字経営に転換するには、これまでの延長線上で経営することではなく、

戦略的な経営が求められること。

経営改革のポイント

①戦略的経営の導入が必要である。病院事業体の内外の環境は、絶えず変化しており、病院事
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という認識から戦略的経営の導入が必要である。

②青森県病院局を経営目標達成に向けて導いていくには、事業経営者の経営理念や経営方針

の下で強力なリーダーシップを発揮して経営をしていかなければ、到底困難な状況の中で目標

を達成することはできない。

③目標達成には、事業経営者のリーダーシップを発揮することだけでは限界がある。事業経営者

を支援する参謀型リーダーを育成し、事業経営者と全職員との橋渡し機能を通じて効果的に経

営改革を推進していなければならない。
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ーダーを経由して全職員に対して諸会議、研修等によって意思疎通を図り、参画意識を浸透さ

せて邁進していかなければ所期の目標を達成することはできない。

⑤経営改革を推進していくには、医療部門と事務部門との対等なコミュニケーションを維持してい

かなければ病院事業体のバランスのとれた経営改革を推進することはできない。

⑥経営改革という点を重視すると改革の基盤となるのは事務部門が中心となるので、事務部門に

より強力に推進されることが期待される。

⑦病院事業の事務部門の人事異動に当たっては、病院事業の特性から知見が必要となることか

ら、人事異動によって知見の蓄積が消失しないように留意しなければならない。
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【図表 経営改革の実践モデル（イメージ図）】

（出所：監査人作成、自治体病院の経営改革 斎藤貴生著 九州出版会 参照）

なお、 年 月 日の医療関連報道によれば、四病院団体協議会（日本病院会・全日本

病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会の４団体で構成）は、 年 月 日に病

院経営の危機的な状況、人件費高騰・物価高騰等に対応するために経営支援・地域医療介護総

合確保基金の拡充を厚生労働大臣、財務大臣に対して強く要望している。

（ ） 病院の使命・役割の明確化とその実践

① 県立病院が担うべき医療の明確化

・医療需要供給調査・医療ニーズ特定
② 高度・専門医療の提供

・ 救急医療及び循環器医療（心筋梗塞・脳卒中）の強化

・ がんセンターの強化

・ 周産期医療の充実 〇事業経営者の強力なリーダー

③ 不足する医療の補完 　　シップの発揮

・ 小児医療 〇参謀型リーダーの育成と

④ 行政的な医療、特殊医療への対応 　事業経営者に対する支援

・ 感染症医療、災害医療 〇経営上層部による全職員に

（ ） 外部環境への対応 　対する意思疎通の促進

① 国の医療制度改革への対応 〇経営及び改革意識について、

② 県の行財政改革への対応 　全職員が参画意識を共有

③ 医師不足への対応 〇医療職と事務職との対等な

（ ） 内部環境への対応 　コミュニケーション

① 病院の基盤整備 〇事務部門が改革の基盤となり

② 教育・研修の推進 　強力に推進

③ 県立病院連結体制の構築 〇病院事業に留意した人事異動

（ ） 病院医療あり方の改革 　（異動による知見の消失に注意）

① 医療の質の向上

② 医療の効率の向上

（ ） 経営のあり方の改革　 　（経営体制の整備）

① 経営手法の刷新 ※

② 経営管理体制の刷新

③ 経営システム刷新 ※

（ ） 経営のあり方の改革　 　（経営の健全化）

① コスト意識の浸透

② 経営改善体制整備

③ 競争原理の徹底した導入

④ 費用対効果の遵守

⑤ 収益の向上

⑥ 費用の効率化

⑦ 経営分析・課題把握

※ 　戦略的経営の導入、 の推進

※ 　病院原価計算の導入

経経営営改改革革のの実実践践

医医療療のの質質のの向向上上・・経経営営のの質質のの向向上上
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この要望書の骨子は、以下のとおりである。

病院への緊急財政支援 地域医療介護総合確保基金の拡充

▽経営改善対策→経営改善支援

▽賃金上昇対策→補助金等による支援

▽物価高騰対策→病院の食費を含めた物価高

騰に対する支援

▽建築資材の高騰による病院の増改築→対応

支援

▽キャッシュフロー→資金支援

▽地域医療介護総合確保基金の増額

▽病院機能再編に伴う支援単価の増額

▽病院建替えに伴う支援の拡充（補助単価の引

き上げ）

このように病院経営が悪化し、赤字経営（ 年 月で ％が赤字経営）が増加している背

景は、 年度診療報酬改定による医業収益減少、各種補助金（コロナ関連緊急包括支援事業

補助金、水道光熱費補助金）の廃止・減額による収益減、給与費増・物価高騰などによる費用増

があると分析している。

この統計分析は自治体病院のみを対象とした分析ではないが、自治体病院にも該当するもので

あり、国の支援の必要性を問うことだけでなく、自力で病院経営を改革することを強力に訴求して

いるメッセージとして取り組むことが肝要と思われる。

（（指指摘摘事事項項 ））「「医医療療のの質質」」とと「「経経営営のの質質」」のの両両輪輪をを軸軸ととししたた経経営営計計画画ででははなないい

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年 青森県病院局」の

中期経営計画の報告内容は、「医療の質」に重点が置かれており、「経営の質」に関する言及が乏

しいと思料する。

病院事業は「医療の質」は当然に重要であるが、車両の両輪に例えるならば一方の「医療の質」

とともに他方の「経営の質」も重視して経営しなければバランスのとれた事業経営とはならない。

病院局の「経営基盤の強化」について

病院事業経営の核となるものは、①医療の質を高めること、②利益を確保した事業運営を推進

することである。

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年 青森県病院局」で

は、県立中央病院、県立つくしが丘病院とも経営に関する言及については、「（取組方針）経営の

効率化、（取組方策） 経営基盤の強化」に以下のように記載されている。
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この要望書の骨子は、以下のとおりである。

病院への緊急財政支援 地域医療介護総合確保基金の拡充

▽経営改善対策→経営改善支援

▽賃金上昇対策→補助金等による支援

▽物価高騰対策→病院の食費を含めた物価高

騰に対する支援

▽建築資材の高騰による病院の増改築→対応

支援

▽キャッシュフロー→資金支援

▽地域医療介護総合確保基金の増額

▽病院機能再編に伴う支援単価の増額

▽病院建替えに伴う支援の拡充（補助単価の引

き上げ）

このように病院経営が悪化し、赤字経営（ 年 月で ％が赤字経営）が増加している背

景は、 年度診療報酬改定による医業収益減少、各種補助金（コロナ関連緊急包括支援事業

補助金、水道光熱費補助金）の廃止・減額による収益減、給与費増・物価高騰などによる費用増

があると分析している。

この統計分析は自治体病院のみを対象とした分析ではないが、自治体病院にも該当するもので

あり、国の支援の必要性を問うことだけでなく、自力で病院経営を改革することを強力に訴求して

いるメッセージとして取り組むことが肝要と思われる。

（（指指摘摘事事項項 ））「「医医療療のの質質」」とと「「経経営営のの質質」」のの両両輪輪をを軸軸ととししたた経経営営計計画画ででははなないい

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年 青森県病院局」の

中期経営計画の報告内容は、「医療の質」に重点が置かれており、「経営の質」に関する言及が乏

しいと思料する。

病院事業は「医療の質」は当然に重要であるが、車両の両輪に例えるならば一方の「医療の質」

とともに他方の「経営の質」も重視して経営しなければバランスのとれた事業経営とはならない。

病院局の「経営基盤の強化」について

病院事業経営の核となるものは、①医療の質を高めること、②利益を確保した事業運営を推進

することである。

「県立病院 第 期チャレンジプラン ～ポストコロナに向けて～ 令和 年 青森県病院局」で

は、県立中央病院、県立つくしが丘病院とも経営に関する言及については、「（取組方針）経営の

効率化、（取組方策） 経営基盤の強化」に以下のように記載されている。
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【県立中央病院】

項目 取組方針 取組方策

経営の効率化等

Ｇ 経営基盤の強化 安定した病院経営を継続するた

め、経営マネジメントの充実・強化

や材料費等の節減に取り組み、病

院運営を支える経営基盤を強化す

る。

①経営マネジメントの充実・強化

安定した病院経営を継続するため、

経営課題の分析・抽出や改善策の実施

など、経営マネジメント会議や外部有

識者の活用による経営管理を行う。

②未収金対策の強化

未収金の未然防止及び早期納入のた

めの取組を一層強化するとともに、悪

質な未納者に対しては、法的措置等を

講じて未収金の解消に努める。

③材料費縮減に向けた取組の強化

材料費（薬品と衛生材料を含む診療

材料費）の更なる節減を図るため、業

者間の適正な競争を促しつつ、契約手

法の見直しや物品管理の強化、職員の

コスト意識の醸成等に取り組む。

④県立中央病院と県立つくしが丘病院の

運営業務の一体的処理の拡大

病院局の運営業務の更なる効率化を

図るため、県立中央病院と県立つくし

が丘病院の運営業務の一体的処置の拡

大を検討・実施する。

⑤広報・情報発信の充実・強化

県立病院を積極的に するため、ホ

ームぺージの更なる充実や多様な広報

媒体の活用などに努め、患者・医療機

関など対象に合わせた効果的な情報を

戦略的に発信する。

【県立つくしが丘病院】

項目 取組方針 取組方策

経営の効率化等

Ｍ 健全経営の推進 各種加算の取得等による収益の増

加と後発医薬品の活用、薬品費等

の経費節減に取り組む。

①医業収益の確保

入院収益については、診療報酬の各

種加算の取得、精神科リハビリテーシ

ョンの充実等により更なる増収を図

る。

外来収益については、訪問看護の推

進、精神科リハビリテーションの充

実、認知症疾患対策の推進により更な

る増収を図る。

②費用の節減

薬品の購入価格の節減、後発医薬品

の活用、計画的な施設・設備の修繕の

実施などにより、経費の節減により一

層取り組む。
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現状における経営計画においては、経営に関する内容についての掘り下げ不足や項目自体に

ついて触れられていないため、医療の質を高めることの対をなす利益を確保した事業経営の推進

に関わる内容が貧弱である印象が強い。また、黒字化した事業運営を目指すという力強い覚悟や

訴求を受け止めることができない。

このような考え方についてポイントに即した取組内容と理由を簡単に説明したものが下表となる。

ポイント 取組内容 理由

収益の確保 ✓ 地域の医療機関との連携を深めることにより、紹介患者

や救急患者の増加を進める。

✓ 在院日数短縮や適切な医療提供を進め、入院収益の増

加を進める。

✓ 診療報酬改定に伴う新たな施設基準や未取得の施設基

準の取得を図る。

✓ 病院経営に精通する職員の育成や病院経営に関する研

修の実施に取り組む。

経営の見える化による事

業運営に推進

✓ 設定した主要な経営指標により病院内で共有して目標達

成を目指すことにより、職員一人ひとりの経営参画意識の

向上を促し、事業運営体制を構築する。

✓ 収支分析を行うため原価計算の手法を導入して、県立病

院が担うべき役割・機能を踏まえた経営の見える化を推

進する。

設備投資・更新 ✓ 新規の建物・施設等の整備について、医療充実の視点

のみならず費用対効果の視点も勘案して十分な検討を

行う。

一般会計繰入金 ✓ 県立病院では、救急医療や小児医療、周産期医療等

の政策医療・不採算医療を担っているが、これらの

経費について一般会計繰入金を確実にすることで、

県民への高度で良質な医療を提供することができ

る。

黒字化を目指す時期や

道筋

✓ どのような方策によって、いつ黒字化を目指すのかを宣

言する。

〔理由の記号の意味〕

：経営計画書の中に全く触れられていない。

：現実の事業経営の中で実践していると思われるが、不十分な対応と想定されるもの。

：現実の事業経営の中で実践しているが、経営計画書に記載することによって認識を共有する

ことが必要なもの。

「宮崎県病院局事業計画 」の例示

下記の表は、「宮崎県病院局事業経営計画 」と「令和５年 青森県病院局 経営計画」の

目次を比較対応表示したものである。宮崎県病院局では、第７章で「基本目標に係る具体的取組

（経営）」として経営面の事業計画を具体的に取り上げている。
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現状における経営計画においては、経営に関する内容についての掘り下げ不足や項目自体に

ついて触れられていないため、医療の質を高めることの対をなす利益を確保した事業経営の推進

に関わる内容が貧弱である印象が強い。また、黒字化した事業運営を目指すという力強い覚悟や

訴求を受け止めることができない。

このような考え方についてポイントに即した取組内容と理由を簡単に説明したものが下表となる。

ポイント 取組内容 理由

収益の確保 ✓ 地域の医療機関との連携を深めることにより、紹介患者

や救急患者の増加を進める。

✓ 在院日数短縮や適切な医療提供を進め、入院収益の増

加を進める。

✓ 診療報酬改定に伴う新たな施設基準や未取得の施設基

準の取得を図る。

✓ 病院経営に精通する職員の育成や病院経営に関する研

修の実施に取り組む。

経営の見える化による事

業運営に推進

✓ 設定した主要な経営指標により病院内で共有して目標達

成を目指すことにより、職員一人ひとりの経営参画意識の

向上を促し、事業運営体制を構築する。

✓ 収支分析を行うため原価計算の手法を導入して、県立病

院が担うべき役割・機能を踏まえた経営の見える化を推

進する。

設備投資・更新 ✓ 新規の建物・施設等の整備について、医療充実の視点

のみならず費用対効果の視点も勘案して十分な検討を

行う。

一般会計繰入金 ✓ 県立病院では、救急医療や小児医療、周産期医療等

の政策医療・不採算医療を担っているが、これらの

経費について一般会計繰入金を確実にすることで、

県民への高度で良質な医療を提供することができ

る。

黒字化を目指す時期や

道筋

✓ どのような方策によって、いつ黒字化を目指すのかを宣

言する。

〔理由の記号の意味〕

：経営計画書の中に全く触れられていない。

：現実の事業経営の中で実践していると思われるが、不十分な対応と想定されるもの。

：現実の事業経営の中で実践しているが、経営計画書に記載することによって認識を共有する

ことが必要なもの。

「宮崎県病院局事業計画 」の例示

下記の表は、「宮崎県病院局事業経営計画 」と「令和５年 青森県病院局 経営計画」の

目次を比較対応表示したものである。宮崎県病院局では、第７章で「基本目標に係る具体的取組

（経営）」として経営面の事業計画を具体的に取り上げている。
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宮崎県病院事業経営計画

令和 年 月策定 令和 年 月改定

宮崎県病院局

県立病院 第 期チャレンジプラン

～ポストコロナに向けて～

令和 年 青森県病院局

第１章 計画の策定趣旨等

 県立病院改革の経緯

 「病院事業計画 」改定の趣旨

 計画の期間及び性格

 計画の進行管理

第２章 県立病院を取り巻く環境の変化

 医療ニーズの変化

 地域医療構想の推進

 働き方改革の推進

 社会保障関係費の抑制等

 医療分野におけるデジタル化の推進

第３章 県立病院が果たすべき役割と機能

 経営の基本的な考え方

 新ガイドラインに基づく要請

 県医療計画等での位置づけ

第４章 県立病院の使命

第５章 改定計画の基本目標と具体的取組

第６章 基本目標に係る具体的取組（医療）

 質の高い医療の提供とそれを支えるス

タッフの確保・充実

 救急医療や災害医療等の安定的かつ持

続的な提供

 安心・安全な医療の提供と患者サービ

スの向上

 地域の医療機関との機能分化・連携強

化と地域医療充実への貢献

第７章 基本目標に係る具体的取組（経営）

 医療収支の改善

 適切な設備投資・更新

 一般会計繰入金の確保

 経常黒字化を目指す時期及びその道筋

第８章 各県立病院の具体的取組

（以下 省略）

第 これまでの取組と成果

第 計画の基本的な考え方

 計画策定の趣旨

 ポストコロナに向けた取組

 計画の期間

 計画の位置づけ

 県立病院の目指す姿と取組方針

 計画の進行管理

 計画の見直し

第 県立中央病院の取組方策

 役割・機能の最適化と連携強化

 医師・看護師等の確保と働き方改革

 新興感染症の感染拡大時等に備えた平

時からの取組

 施設・設備の最適化

 経営の効率化

第 県立つくしが丘病院の取組方策

 役割・機能の最適化と連携強化

 医師・看護師等の確保と働き方改革

 新興感染症の感染拡大時等に備えた平

時からの取組

 施設・設備の最適化

 経営の効率化

第 経営形態の見直し

第 人材計画

第７ 収支計画

第 数値目標等一覧

（注）二重線は監査人による。

この「基本目標に係る具体的取組（経営）」について、宮崎県病院局の具体的な取組内容の要約

について以下に記載するものとする。

医業収支の改善

診療報酬制度

への適切な対

応による収益の

確保

〇高度・急性期医療を担う地域医療支援病院、第二次・第三次の救急医療施設とし

て、医療機能の更なる充実を図るとともに、地域の医療機関との連携を深めるこ

とにより、紹介患者や救急患者など新規患者の増加を目指す。

〇外部コンサルタントも活用し、 制度の下で、 データを用いた他病院と

の比較分析等により、在院日数短縮や適切な医療提供（投薬、検査、処置等）を

進め、入院収益の増加を目指す。
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また、手術や放射線治療など出来高払方式による医療についても充実を図り、収

益を確保する。

〇外来については、外来化学療法など検査・治療体制の充実を図り、収益の増加を

目指す。

〇必要な人員体制の確保を図りながら、診療報酬改定に伴う新たな施設基準や未取

得の施設基準の取得に努める。

〇診療報酬請求漏れ等の防止対策を更に徹底するとともに、未収金の発生防止や回

収体制の強化に取り組み、その縮減に努める。

〇病院経営に精通する職員を育成するため、病院経営に関する研修の実施等に取り

組むとともに、経営力向上に必要な専門職種の確保・充実に向けた検討を進め

る。

病院一体とな

った費用削減

〇医薬品、診療材料については、民間ノウハウも活用しながら共同購入を一層推進するこ

とにより、スケールメリットを生かした購入費削減に取り組むなど、費用の節減に努める。

〇後発医薬品の使用割合について、 ％以上を維持する。

〇フォーミュラリの作成を推進するとともに、バイオンミラー製剤の使用促進を図る。

〇診療材料購入については、委託事業者のノウハウを活用して、 病院での使用材料の

統一化・共有化に引き続き取り組むほか、ＳＰＤ方式（事業者が物流倉庫を設けて材料

を調達・管理し、各病院へ供給する方式）を活用し、在庫の適正化を図るなど、費用の

削減に取り組む。

〇××病院におけるエネルギーサービス事業（事業者が空調用熱源機器等の整備や運

用、維持管理を一体的に行う事業）の導入など、費用対効果を十分勘案しつつ、民間ノ

ウハウの活用による病院経営の効率化と費用節減に取り組む。

経営の見える化

による安定的な

事業運営の推

進

〇各病院ごとに経営指標（経常収支比率、修正医業収支比率、病床利用率等）を設定し、

病院内で共有して達成を目指すことにより、職員一人ひとりが経営参画意識を持って事

業運営に取り組む体制を構築する。

〇各病院における経営改善に関する取組を３週間で共有することにより、優れた取組につ

いては他病院でも実践に移すなど、 病院の改善効果が全病院に及ぶような効率的・

効果的な事業運営を推進する。

〇診療科別・疾病別の収支分析等を行う原価計算の手法を活用し、地域において県立病

院が担うべき役割・機能を踏まえた上で経営の見える化を推進し、より効率的な経営を

目指す。

〇県立病院事業評価委員会など、外部の視点から各病院の取組状況の評価を受けること

により、目標達成に向けた積極的な事業運営を推進する。

経常黒字化を目指す時期及びその道筋
〇各病院において、その機能を最大限に発揮しながら、診療報酬制度に的確に対応

するとともに、政策医療・不採算医療を担う上で必要な繰入金を確保するほか、

地域医療機関との連携により一層強化し、経営改善、収益確保を確実に図ってい

く。

〇また、共同購入の取組等による費用の節減や、費用対効果を踏まえた計画的な設

備投資・更新等を行うとともに、職員一人ひとりの経営参画意識を高めて 病院

一体となった収支の改善に努める。

〇併せて、地域の医療需要等に対応した適正な病院機能の見直しを進め、病院事業

全体で、令和１２年度の経常収支黒字化を目指す。

波線（ ）：監査人による。

「利益を確保する」シミュレーションプロセス

経営の目的は『利益を確保する』ことである。現状における経営計画は、この目的遂行のために

どのような経営を行うのかが総花的であり、『利益を確保する』という視点からみると重点的な施策と

経営計画との関係が不明確である。
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〇併せて、地域の医療需要等に対応した適正な病院機能の見直しを進め、病院事業

全体で、令和１２年度の経常収支黒字化を目指す。

波線（ ）：監査人による。

「利益を確保する」シミュレーションプロセス
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経営計画とりわけ利益計画の策定プロセスにおいて、利益を確保するシミュレーション作業は重

要なプロセスである。このシミュレーション作業を通じて計画実施項目の取り上げや数値目標が計

画化される。そこでイメージ図として以下に掲示する。

（出所：病院局の資料を基に監査人が作成）

数値目標・管理指標（宮崎県病院局の例）

また、「宮崎県事業経営計画 」では、経営指標に関する以下のような説明が施されており、

事業経営計画の内容を深く理解しようとする事業計画書の利用者にとっては有益である。

経営指標に関する説明

【各病院の数値目標を設定する項目】

項目

医療機能に係るもの 手術件数

医療の質に係るもの 入院患者のパス適用率

連携の強化等に係るもの 紹介率

逆紹介率

収支改善に係るもの 経常収支比率

医業収支比率

修正医業収支比率

収入確保に係るもの （稼働）病床利用率

１日当たり入院患者数

１日当たり外来患者数

１日平均入院単価

１日平均外来単価

診療報酬加算の取りこぼし減少

平均在院日数の短縮

治療件数の増加 診療材料、医療機器、物品の購入

滞留債権の減少 人件費率、病床利用率の見直し

委託業務の見直し

診療科別原価計算

「医療機関群『特
定病院群』」の機能評
価係数 」の上昇

利利益益をを確確

保保すするる

経費削減対策

人材確保・育成対策

組織強化対策

増収対策
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【経営上、実績値を管理する指標（各病院ごと）】

指標

医療機能に係るもの 重症患者の割合

（一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者割合）

外来化学療法を行った延べ患者数

救急患者数（救急車受入件数）

チーム数

医療の質に係るもの 高度な手術件数の割合（点数が１万点以上の手術件数の割合）

在宅復帰率

平均在院日数

クリニカルパス件数

経費削減に係るもの 後発医薬品の使用割合

給与費の対修正医業収支比率

材料費・経費の対修正医業収支比率

経営の安全性に係るもの 医師数

認定看護師配置数（総看護師配置数）

認定薬剤配置数（総薬剤師配置数）

その他 臨床研修医受入数

（（意意見見 ））「「公公立立病病院院経経営営改改革革事事例例集集」」ににつついいてて

総務省自治財政局準公営企業室から平成 年 月に「公立病院経営改革事例集」が公表さ

れている。

本事例集は、平成 年 月に策定された「公立病院改革ガイドライン」（以下、「ガイドライン」と

いう。）に基づく取組を総括したうえで、平成 年度までの決算情報に基づき経営指標が安定的

に向上した公立病院を抽出し、ガイドラインに掲げた改革の柱ごとに有識者の助言を得て、健全経

営と良質な医療の確保の両立に成果を挙げている事例を紹介したものである。

本事例集は ぺージと膨大な資料であるが、重要項目と思われる事例の一部について参考

に供したい。

伊那中央病院 ・患者待ち時間改善のための診察順番表示システムと診断順番が近づくと携帯電話に

コールされる「まもなくコール」の導入、自動精算機やクレジット決済の導入等。

・診療情報データ分析ソフトを導入し、ベンチマークの比較や算定漏れの防止等に利

用。

日本海総合病院 ・組織目標の職員への周知方法について、各種会議及び委員会で周知。

・医療クラークや看護補助者の活用による負担軽減。

・毎月、診療部代表者会議で事業概況（患者動態、収支等）を報告するとともにイントラ

ネットへ掲載。

三浦市立病院 ・「やったものが報われる」制度として、業績手当の創設、貢献手当の創設を導入。

・月一度の「病院運営会議」で、毎月更新される決算見込みを事務局から発信し、経営

意識を高めている。

堺市立総合医療セン

ター

・地方独立行政法人に移行後は、理事長等の強いリーダーシップのもと、意思決定を

迅速かつ適切に実施。

・効果的かつ効率的な業務運営を的確に行うため、理事会をはじめとする組織、院内

委員会等の体制を整備し、明確な役割分担と適切な権限配分を実施。

・各病棟フロア内に意見箱を設置。

・市民からの意見については迅速に対応し、１階ロビーやホームページに掲載。

・理事長ヒアリングを実施し、 マネジメントを定着化。
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【経営上、実績値を管理する指標（各病院ごと）】

指標
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外来化学療法を行った延べ患者数

救急患者数（救急車受入件数）
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医療の質に係るもの 高度な手術件数の割合（点数が１万点以上の手術件数の割合）

在宅復帰率

平均在院日数

クリニカルパス件数

経費削減に係るもの 後発医薬品の使用割合

給与費の対修正医業収支比率
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本事例集は、平成 年 月に策定された「公立病院改革ガイドライン」（以下、「ガイドライン」と

いう。）に基づく取組を総括したうえで、平成 年度までの決算情報に基づき経営指標が安定的

に向上した公立病院を抽出し、ガイドラインに掲げた改革の柱ごとに有識者の助言を得て、健全経

営と良質な医療の確保の両立に成果を挙げている事例を紹介したものである。

本事例集は ぺージと膨大な資料であるが、重要項目と思われる事例の一部について参考

に供したい。

伊那中央病院 ・患者待ち時間改善のための診察順番表示システムと診断順番が近づくと携帯電話に

コールされる「まもなくコール」の導入、自動精算機やクレジット決済の導入等。

・診療情報データ分析ソフトを導入し、ベンチマークの比較や算定漏れの防止等に利

用。

日本海総合病院 ・組織目標の職員への周知方法について、各種会議及び委員会で周知。

・医療クラークや看護補助者の活用による負担軽減。

・毎月、診療部代表者会議で事業概況（患者動態、収支等）を報告するとともにイントラ

ネットへ掲載。

三浦市立病院 ・「やったものが報われる」制度として、業績手当の創設、貢献手当の創設を導入。

・月一度の「病院運営会議」で、毎月更新される決算見込みを事務局から発信し、経営

意識を高めている。

堺市立総合医療セン

ター

・地方独立行政法人に移行後は、理事長等の強いリーダーシップのもと、意思決定を

迅速かつ適切に実施。

・効果的かつ効率的な業務運営を的確に行うため、理事会をはじめとする組織、院内

委員会等の体制を整備し、明確な役割分担と適切な権限配分を実施。

・各病棟フロア内に意見箱を設置。
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・理事長ヒアリングを実施し、 マネジメントを定着化。
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・院長と職員の意見交換会を実施。

・進むべき方向性を明確にするため経営幹部から管理職に対して各局の運営方針の

説明会を開催するとともに、全職員に対して「事業計画説明会」（年１回）を実施。

・業務状況や収支状況を、速報値を含めて報告し、会議等では課題検証、 データ

を活用した戦略的な経営分析を行い、職員へ周知徹底した。

・業績評価をもとに年度末賞与等を支給。

北九州門司病院 ・ を導入して各部門ごとに目標を立て、毎月検証結果についてヒアリングを実施。

・ のヒアリング内容について、月次決算報告会に報告するとともに管理・運営会議

において評価等について報告し職員に周知。

・月次決算報告会において、病棟別、診療科別の損益計算について報告。

・管理的な事項については、幹部会議、管理・運営会議、医局会議等で周知徹底。

くらて病院 ・「言われないと動かない、決まらないと行動しない、きついことから目をそらす」など、い

わゆる改善意識が薄い部分等はリーダー研修（対象 役職者と事務スタッフ）や朝礼で

のワンポイントとして話をし、職員の意識改善を促した。

（（意意見見 ）） 理理念念・・基基本本方方針針にに関関すするる再再考考ににつついいてて

理念とは病院局の存在理由や価値観を示したもので、基本方針とは理念を具体的に展開するた

めの行動や考え方、目標を示したものということができる。

県立中央病院は、理念・基本方針を作成しており、県立つくしが丘病院では、理念の中に基本方

針を統合して作成している。

理念・基本方針は、病院局の事業経営を遂行する上で重要な要素であるため、現状における県

立中央病院の理念・基本方針について再考すべきと考える諸点について、以下の表に取りまとめ

た。

理念・基本方針の本格的な検討については時間を要すが、ここでは理念・基本方針の見直しに

あたって参考となるものを簡単に記載するに止める。

病院局の理念 監査人の所見

県民の健康をささえ 
安全で高度な医療を提供し 
患者さん中心の心あたたかな病院を目指します 
 

第 章 第 節 において記載したとおり県立病院

には他の公立病院と比較して固有の役割・機能を持

っている。この県立病院の特徴を理念の中に埋め込

んでいなければ事業を推進するにあたってブレが生じ

ることになる。このため理念の中に県立病院の役割・

機能の以下のキーワードが記載していなければ県立

病院の理念が明確とはならないし差別化できない。

キーワード：

①県の基幹病院、地域の中核病院として施さなけれ

ばならない救急医療、周産期医療等を提供する。

②地域医療の確保に資する。

病院局の基本方針 監査人の所見
良質で安全な医療の提

供

・チーム医療に基づく過

不足のない医療の提供

に努めます。

・患者さんの安全安心を

第一に努めます。
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病院局の基本方針 監査人の所見
患者さんの権利の尊重 ・インフォームドコンセント

（説明と同意）に基づく信

頼関係の構築に努めま

す。

・患者サービス、接遇の

向上に努めます。

保健・医療・福祉との連

携

・県の基幹病院として関

連する医療機関や団体と

の連携を深め、地域医療

の充実に努めます。

臨床教育 ・ 研究の充

実

・医師臨床研修の充実、

質の高い医療従事者の

育成に努めます。

・患者さんのため臨床研

究を推進し、医療水準の

向上に努めます。

健全で効率的な病院経

営

職員が生き生きと働ける職場環境を目指すことを追加

する。

適正な人員配置等により収益向上・業務の効率化等

に取り組み安定的に黒字化を達成する。

①組織、職種等の枠を超えて課題解決に取り組む組

織風土を醸成し、職員全員に県立中央病院のビジ

ョン、基本方針が浸透し、目標の共有化に努める。

②県立中央病院の経営状況等について、「情報の見

える化」を推進し、職員一人ひとりが経営感覚を持

って業務に取り組む環境を構築する。

県立中央病院の広報・情報発信を強化する。

なお、沖縄県病院事業局では令和 年 月に策定した「県立ビジョン」において、理念・ミッショ

ン・ビジョンの つに区分して、理念の中に基本理念と基本方針を設定しており、理念・基本方針

の設定の仕方として参考になるので以下に示した。
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【沖縄県病院事業局 県立病院ビジョン】

（（指指摘摘事事項項 ））単単年年度度事事業業計計画画がが作作成成さされれてていいなないい

現状においては中期経営計画の策定はあるものの、単年度に落とし込んだ単年度事業計画に

ついては公表されていない。設定されている中期経営計画に基づいて単年度の事業計画レベル

に引き直し、より具体的に事業遂行ができるように作成しなければならない。単年度の実績把握に

より、単年度事業計画との比較や中期経営計画との比較により、計画の達成度や計画の進行度合

いが把握できるため、次年度の計画推進に役立てる サイクルの手法が可能となる。

この関係を図示すると、以下のとおりとなる。
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【単年度事業計画作成による 管理】

この中で単年度予算の根拠となるものが単年度運営方針である。参考として「岩手県立中央病院

令和 年度事業運営方針」の事例について、以下に示すものとする。

良良質質なな医医療療のの提提供供

活動の取り組み推進

〇診療科横断的プロジェクトチームの編成と各種デー

タの収集

〇クリニカルパスを活用した医療の質の向上 ・アウトカム志向パスへの移行

・チーム医療の推進（多職種での・目標・プ

ロセスの可視化・共有化）

・インフォームドコンセントの充実（患者参

加型医療の提供）

・医療ケアの標準化

〇手術ロボット導入準備（多職種で構成する によ

る導入準備）

〇音楽療法導入推進

多職種チーム医療の推進

〇最大の成果を出すためのチーム活動

患者・家族に寄り添った医療の提供

〇意向をしっかりと聴き取るシステム、意思決定支援

のシステム構築

〇臨床倫理カンファレンス推進

〇身体拘束最小化チームの構築

〇 の推進

〇メディエーションスキルの習得と普及

（ ）とは、将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて本人を主体にその

ご家族や近い人、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する取り組みのこと。

サイクル

中期経営計画
（方針・目標値）

単年度事業計画

（単年度運営方針・予算）

単年度実績
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安全・安心な医療の提供

〇医療安全対策の推進・強化 ・ポリファーマシー対策の推進（薬剤科で

のパターン分析）

・心理的安全性確保による情報共有促進

〇感染管理対策の強化 ・新興感染症の感染拡大時等に備えた平

時からの取り組み

〇臨床研究・治験支援体制整備

地域連携の強化による高度急性期病院としての機能維持

〇入退院支援センターの機能拡張と強化

〇 活用による県立病院間、あるいは地域医療機

関との連携の効率化

・オンラインで可能な業務の拡大と効率的

運用の推進

〇病・病連携の推進 ・入院患者の早期転院戦略（肺炎パスや

尿路感染症パス等の普及、患者に納得

して退院してもらえる仕組み作り）

〇病・診連携の推進、医科・歯科連携の推進 ・再来患者数の適正化

・逆紹介戦略、「病院」から「かかりつけ医」

へ流れを強化

〇急性期病院としての地域包括ケアシステム参画 ・介護機関との情報交換強化

〇地域住民の自己健康管理意識促進（ホームページ

からの情報発信や健康講座による啓発活動）

〇病院ホームページ等の活用による情報発信の強化 ・ホームページのリニューアル検討

病院機能評価の更新受審による医療の質向上

新病院構想の検討開始

次次世世代代医医療療人人のの育育成成

臨床研修医、専攻医の育成システムの確立

〇臨床研修医の確保及び専攻医獲得戦略の検討 ・フルマッチを目指したリクルート活動の推

進

・専門分野に専念し十分な専門性熟達を

得られる体制整備

全職域における計画的な人材育成推進

〇各職域のキャリアデザインによる専門資格職員の計

画的育成と支援

〇特定行為に係る看護師の計画的育成支援

〇ベテラン医師のセカンドキャリア形成支援 ・各領域の専門性を持ったシニア医師が

総合診療医となるキャリアモデル構築

（ジェネラリストとして院内で活躍し、更に

地域病院でも活躍してもらえるような枠

組み作り）

〇 など全職員に対する教育の強化

各分野における先駆的取組施設との交流

アカデミック部門構想の検討

地地域域医医療療へへのの貢貢献献

地域における診療体制の確保

〇県立病院間、へき地診療所への診療応援及び医師

派遣の継続

・医師の働き方改革、救命救急センター等

の算定要件にも対応可能な支援体制の

構築

診療機器の有効利用促進

〇画像提供、遠隔病理、機器共同利用の促進

地域の医療従事者に対する研修の実施

救救急急医医療療のの充充実実

一次救命装置 （ ）の略で、一次救命処置とは、心肺蘇生や、 を用いた除細

動など、心臓や呼吸が停止した傷病者に対して、その場にいる人が救急隊や医師に引き継ぐまでの間に行う応急

手当のこと。
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救命救急センターの体制及び機能の強化

〇救急医療科の組織体制強化と 病棟の運用確

立

〇機能評価（高度・専門機能評価）の更新受審による

業務改善、質改善

救急科と総合診療科との連携強化による救急体制の最適化

救急医療に関する教育活動と専門医の確保・育成

災災害害医医療療のの体体制制整整備備

様々な災害を想定した医療体制の構築と強化

〇自然災害、 災害、火災、サイバー攻撃等

への対応準備

（事業継続計画）を活用した取り組み

〇災害を想定した災害訓練等の実施

による災害医療支援体制の確保と後継者育成

〇 隊員の計画的育成とチーム機能維持に係

る研修会への参加支援

健健全全でで効効率率的的なな病病院院経経営営

経営分析手法の流れの確立

〇経営分析の強化 ・パス分析、原価計算、ベンチマーク比較

等新たな分析の枠組み構築

・ＤＰＣ 係数向上に向けた分析と分析結

果のフィードバック

〇経営改善戦略の構築 ・患者動向を見据えた診療体制、病床の

有効利用、パスによる標準化

〇新規・上位施設基準の早期取得の促進

〇資産の有効活用等による収益の確保 ・不用品の廃棄推進によるスペース創出と

スペースの有効利用

・外来診療室の流動的運用の検討

〇コスト意識定着のための情報提供

医療 の推進

〇院内情報伝達手段の効率化

〇電子カルテ更新に向けた準備 ・効率的な診療を可能にする電子カルテ

の運用体制の構築

〇オンライン診療の実施検討

魅魅力力ああるる職職場場環環境境整整備備

ハラスメント対策の推進

〇アンガーマネジメント

〇メンタルタフネス

〇患者・家族からの院内暴力対策

新しい働き方の実践

〇限られた資源の中でも機能する働き方への変革

〇院内業務の効率化と負担軽減（タスクシフト・タスク

シェア）の推進

・グループ診療棟による適切な休養確保

・各種会議等の効率化や勤務時間内開催

の徹底

〇医師事務支援室の体制整備の推進 ・医局主導によるマネジメントの推進

（ ）救急患者を受け入れて治療する設備のある施設・部屋、救急救命室。

： 化学： 、 生物： 、 放射性物質： 、 核 ｌ 、 爆発物：

を指す頭文字。テロ攻撃の手段や大規模な事故災害の原因となるもの。

：災害派遣医療チーム の頭文字をとって略して「 （ディーマッ

ト）」と呼んでいる。

従来の「出来高方式」（個々の診療行為を積み上げて求めた医療費）とは異なり、患者さんの病名や病状の

経過、治療の内容ごとに厚生労働省で決められた１日あたりの定額の包括医療費を用いて入院期間に応じた医

療費を包括的に計算する方法である。
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療費を包括的に計算する方法である。
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・全体最適と組織の活性化を目的とした人

材の有効活用

・自己キャリアパスの確認と評価方法の確

認

健康管理体制の充実

〇適切な労務管理の推進（時間外の上限規制、面接

指導、休息時間の確保等）

〇メンタルケアの充実

（出所：岩手県立中央病院 令和６年度事業運営方針）

（（指指摘摘事事項項 ））数数値値目目標標等等のの一一覧覧ににつついいてて

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」（以下 本項では「第 期チャレン

ジプラン」という。）において、第８ 数値目標等一覧を掲出している。

以下 つの論点について記載する。

主要重要指標の推移と計画期間との連続性について

「第 期チャレンジプラン」は県立中央病院、県立つくしが丘病院とも「数値目標等一覧」を掲示

している。以下に示した「数値目標等一覧」は、県立中央病院の資料の一部である。

①実績、計画の対象年度について

県立中央病院の資料は、年度として実績期 （ ）、計画期 （ ）、 （ ）、

（ ）、 （ ）となっており、 （ ）がスキップされている。これは「第 期チャレンジプラ

ン」の作成時期との関連から （ ）の実績値が判明していないためと思われるが一般的には

（ ）の予測値を示す場合が多い。

また、実績値は （ ）のみであるが、令和 年から 年間の計画値を公表していることから

すれば、少なくとも過去 期間（令和 年度から令和 年度、令和 年度は見込値）の実績値を

表示する形式がよい。

②青森県立病院年報における「第 期チャレンジプラン」の計画数値に対応する実績値の公表に

ついて

下表の実績値の令和 （ ）年度と令和 年度（ ）は、病院年報から取り出した数値である

が「？」については、該当する数値を探し出すことができなかった。「第 期チャレンジプラン」で取

り上げた指標は病院事業において重要と思われるので病院年報において取り上げるべきと考え

る。

③計画値が大きく変動している場合には、簡単なコメントを付すとか、該当する報告箇所との関連

を示す等の工夫が必要と考える。

項目 単位

実績 計画

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標

医療機能に係るもの
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項目 単位

実績 計画

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

令和

（ ）

年度

①新規入院患者数 人 ？ ？

②専門・認定看護師数 人 ？ ？

③手術件数 件

④病床数 床 ？ ？

高度急性期病床数 ？ ？ ？

急性期病床数 ？ ？ ？

感染症病床数 ？ ？ ？

医療の質に係るもの

①患者満足度（入院） 点 ？ ？

②患者満足度（外来） 点 ？ ？

③クリニカルパス使用率 ％ ？ ？

連携の強化等に係るもの

①紹介率 ％ ？ ？

②逆紹介率 ％ ？ ？

③医師派遣延回数 回 ？ ？

その他

①退院患者への入退院

支援介入率

％ ？ ？

経営指標に係る数値目標

収支改善に係るもの

①経常収支比率 ％

②医業収支比率 ％ ？ ？

③修正医業収支比率 ％

④資金不足比率 ％ ？ ？

収入確保に係るもの

①平均在院日数 日

②一般病床利用率 ％

③入院患者 人 日当

たり診療収入

円

④外来患者 人 日当

たり診療収入

円

⑤ 日当たり外来患者

数

人

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収

益比率

％ ？ ？

②材料費対修正医業収

益比率

％ ？ ？

③後発医薬品の使用割

合

％ ？ ？

経営の安定性に係るもの

①医師数 人 ？ ？

②企業債残高 百万円 ？ ？

③現金保有残高 百万円 ？ ？

④純損益 百万円 ？ ？ △ △ △ △

⑤不採算部門繰入金 百万円 ？ ？

データ発生源→

データ発生源： →第 期チャレンジプラン →病院年報
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項目 単位

実績 計画
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連携の強化等に係るもの

①紹介率 ％ ？ ？

②逆紹介率 ％ ？ ？

③医師派遣延回数 回 ？ ？

その他

①退院患者への入退院

支援介入率

％ ？ ？

経営指標に係る数値目標

収支改善に係るもの

①経常収支比率 ％

②医業収支比率 ％ ？ ？

③修正医業収支比率 ％

④資金不足比率 ％ ？ ？

収入確保に係るもの

①平均在院日数 日

②一般病床利用率 ％

③入院患者 人 日当

たり診療収入

円

④外来患者 人 日当

たり診療収入

円

⑤ 日当たり外来患者

数

人

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収

益比率

％ ？ ？

②材料費対修正医業収

益比率

％ ？ ？

③後発医薬品の使用割

合

％ ？ ？

経営の安定性に係るもの

①医師数 人 ？ ？

②企業債残高 百万円 ？ ？

③現金保有残高 百万円 ？ ？

④純損益 百万円 ？ ？ △ △ △ △

⑤不採算部門繰入金 百万円 ？ ？

データ発生源→

データ発生源： →第 期チャレンジプラン →病院年報
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計画値として追加公表すべき指標について

下表に示した指標は、「第 期チャレンジプラン」等で取り上げられている指標である。「救急医

療対策」、「周産期医療対策」等において重要と考えられるので、数値目標等の一覧に追加して公

表することを検討されたい。

公表すべき指標 理由

救急患者数（人） 取組方策の中で「救急医療対策」を取り上げている。救急医療の

活動状況について広く告知する必要があると考える。

ドクターヘリ出動件数（件） 〃

ドクターカー出動件数（件） 〃

分娩件数（件） 取組方策の中で「周産期医療対策」を取り上げている。

在宅復帰率（％） 公益社団法人全国自治体病院協議会 「令和５年度 医療の質

の評価。公表等推進事業指標一覧」の中で取り上げられている。

地域分娩貢献率（％） 〃

計算式、指標の意味、指標の判断基準についての記載

掲示されている数値目標は重要な指標であるから記載されているものと想定されるが、計算式に

より示される指標については、その計算式を示すべきであり、目標設定の考え方を示し、計算され

た数値を判断する尺度についても明らかにすべきである。

その理由は、第 期チャレンジプランの読者は、知事、青森県会議員、青森県民であると想

定されるが、第 期チャレンジプランの読者は必ずしも指標の意味や判断基準について熟知して

いる訳もなく、報告内容を正しく理解してもらうには丁寧な記載方法が求められる。

また、掲出されている数値目標は中期経営計画の中の本編のどの部分で係わり、数値の高さ、

低さによって医業業績に影響するのかを説明することができれば、掲出されている指標の重さや深

さが分かるはずである。

例示をすると下表のとおりとなる。

指標名称 計算式 指標の意味 分析の考え方

経常収支比率（％） 経常収益÷経常費用× 通常の病院活動に

よる収益状況を示

す指標

％以上は単年度収支が黒字

で、 ％未満が赤字で経営改

善に向けた取組が必要

医業収支比率（％） 医業収益÷医業費用× 病院の本業である

医業活動から生じる

収益状況を示す指

標

医業収益と医業費用のバランス

が判断でき、医業活動における

経営状況を判断するもの

修正医業収益比率

（％）

（入院収益 外来収益 他会

計負担金を除くその他医業

収益）÷医業費用×

医業収益から他会

計負担金、運営費

負担金等を除いた

修正医業収益と医

業費用とのバランス

を判断するもの

経営黒字化に向けた数値目標

を定め、本業の修正医業収支の

改善に役立てるもの

入院患者１人１日

当たり収益（円）

入院収益÷年延入院患者数

×

入院患者への診療

及び療養に係る収

益について、入院

患者 人 日当た

経年比較で減少傾向にある場合

や、類似病院の平均より下回っ

ている場合には、その原因につ

いて分析し、安定した収益が確

103



104 
 

りの平均単価を示

す指標

保できるように改善に向けて検

討するもの

以下省略

（出所：厚生労働省の資料を参考に監査人が作成）

「第 期チャレンジプラン」において病床機能報告 との関連を記載する。

病床機能報告は県庁が報告する制度であるが、青森地域の中では県立中央病院が高度急性

期、急性期に占める割合が高い。県立中央病院が担っている役割を広く県民に告知する意味合

いから「第 期チャレンジプラン」においても簡単に説明しておくことが必要と考える。ちなみに下

表は県庁ホームページからデータを抽出して作成したものである。

区分
令和 年度 令和 年度

青森地域 県立中央病院 青森地域 県立中央病院

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

休棟中

計

（注）青森地域：青森市、平内町、外ヶ浜町、蓬田村

（出所：青森県ホームページの資料を基に監査人が作成）

以上、 項目の内容から総合的に判断すると計画の有効性という視点から指摘事項として判断

した。

（（指指摘摘事事項項 ））経経営営計計画画のの進進行行管管理理ににつついいてて

外部有識者による点検・評価のタイミング

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」の進行管理については、毎年度

以下に示す評価要約表を作成し、病院事業管理者にヒアリング等により計画の進行管理を行うとと

もに、外部有識者による点検・評価を行ったうえで公表をすることになっている。

病床機能報告制度：「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律」（平成 年法律第 号）において、病床機能報告制度を創設し、平成 年 月 日から施行した。病

床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院又は診療所が、その有する病床において担って

いる医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期

機能」及び「慢性期機能」の４区分から１つを選択し、その他の具体的な報告事項とあわせて、医療機関等

情報支援システム（ ）等を通じて都道府県に報告する制度である。

この制度により報告された情報により、都道府県は地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握

し、分析する。都道府県はその分析結果に加え、地域の医療需要の将来推計等を活用して、 年にお

ける二次医療圏等ごとの各医療機能の需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療

機能の分化と連携を推進するための「地域医療構想」を策定し、医療計画に盛り込んでいる。
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りの平均単価を示

す指標

保できるように改善に向けて検

討するもの

以下省略

（出所：厚生労働省の資料を参考に監査人が作成）

「第 期チャレンジプラン」において病床機能報告 との関連を記載する。

病床機能報告は県庁が報告する制度であるが、青森地域の中では県立中央病院が高度急性

期、急性期に占める割合が高い。県立中央病院が担っている役割を広く県民に告知する意味合
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急性期
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計

（注）青森地域：青森市、平内町、外ヶ浜町、蓬田村

（出所：青森県ホームページの資料を基に監査人が作成）

以上、 項目の内容から総合的に判断すると計画の有効性という視点から指摘事項として判断

した。

（（指指摘摘事事項項 ））経経営営計計画画のの進進行行管管理理ににつついいてて

外部有識者による点検・評価のタイミング

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」の進行管理については、毎年度

以下に示す評価要約表を作成し、病院事業管理者にヒアリング等により計画の進行管理を行うとと

もに、外部有識者による点検・評価を行ったうえで公表をすることになっている。

病床機能報告制度：「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律」（平成 年法律第 号）において、病床機能報告制度を創設し、平成 年 月 日から施行した。病

床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院又は診療所が、その有する病床において担って

いる医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期

機能」及び「慢性期機能」の４区分から１つを選択し、その他の具体的な報告事項とあわせて、医療機関等

情報支援システム（ ）等を通じて都道府県に報告する制度である。

この制度により報告された情報により、都道府県は地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握

し、分析する。都道府県はその分析結果に加え、地域の医療需要の将来推計等を活用して、 年にお

ける二次医療圏等ごとの各医療機能の需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療

機能の分化と連携を推進するための「地域医療構想」を策定し、医療計画に盛り込んでいる。
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取組方針・取組方策 計画数
評価項目

〇 △ ×

１ 役割・機能の最適化と連携強化

高度・専門・政策医療の提供

良質で安全な医療サービスの提供

地域医療支援と医療・介護との連携強化

２ 医師・看護師等の確保と働き方改革

Ｄ 良質な人材の確保・育成と専門能力発揮に向けた体制構築

３ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

Ｅ 新興感染症への対応

４ 施設・設備の最適化

Ｆ 施設・設備の適正管理及びデジタル化への対応

５ 経営の効率化

Ｇ 経営基盤の強化

合計

（出所：県立病院チャレンジ（挑戦）プラン の評価）

ここでの問題点は、評価のタイミングである。評価のタイミングが遅いために、翌年度の計画の見

直しに間に合わないという点である。外部有識者を介して評価をすることには意味があるが、計画

の進行管理、ＰＤＣＡサイクルを機能させるという本来的な目的からすると評価のタイミングを早期

化しなければならない。

ホームページにおける「経営状況」の情報公開について

県立中央病院のホームページにおいては、「経営状況」として以下の情報が提供されている。こ

の公開情報を見ると、以下の諸点について問題点が指摘される。

①令和 年度の数値は、令和 年 月に議会に報告されているにも関わらず、このホームページ

においては公開されておらず情報の適時性という視点から問題である。

②計画数値は 年毎に策定されているが、計画数値と実績数値を比較した計画の進行度を公開

していない。

③実績数値は平成 年度から令和 年度までの数値が公表されているが、どのような理由で平

成 年度から公表しているのか積極的な理由が見いだせない。計画は 年度ごとに（令和元

年度から令和 年度まで）策定されているため計画年度に対応した実績数値を公開すべきであ

る。

（単位：千円）

項目 平成 年度 平成 年度から令和 年度 令和 年度 前年比

病院事業収益 ①

～ 省略 ～

％

医業収益 ％

医業外収益 ％

特別利益

病院事業用 ② ％

医薬費用 ％

医薬外費用 ％

特別損失

当年度純損益 ①－②
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④「青森県立中央病院将来構想の策定について」として地域医療構想を推進していくために必要

な医療機能等を備えた病院として目指す姿をまとめた概要版と全文が掲載されているが、県民

がより理解できるように「将来構想」、「計画策定」、「実績」、「評価」、つまり サイクルによ

って計画が推進されていることを示していない。

このように適時の情報開示、 サイクルによる情報開示等の問題を孕んでいる。

（出所：病院局の資料から監査人が作成）

⑤「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン の評価」において、未達成の主な項目について以下の

とおり示されている。

県立中央病院 県立つくしが丘病院

【がん対策】

・外科組織の充実と診療の高度化 腹腔鏡ロボトレ

ーニングの実施

【医療従事者の育成】

・医療スタッフの量・質の充実 精神科医の増員

将来構想

良質で安全な医療サービスの
提供

経営基盤の強化

目指す姿

急性期医療、専門医療、政策
医療機能の拠点整備

持続可能な病院経営体制の
構築

連携・ネットワーク強化のため
の体制づくり

実現に向けて

急性期医療、専門医療、政策
医療の提供

人材の確保・育成

地域振興・へき地医療の支援

「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン 」の推進

「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン 」の評価

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」の策定

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」の推進

「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン 」の策定
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「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン 」の評価
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「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」の推進

「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン 」の策定
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県立中央病院 県立つくしが丘病院

・高度放射線治療の充実強化 医学物理士（診療

放射線技師）

・がん患者の心のケア 公認心理士面接～リエゾン

チーム加算

【脳神経疾患】

・脳卒中急性期治療 脳血管内治療専門医（指導

医）の育成、招聘

・早期認知症診療充実

【安全・安心な入院医療の提供】

・多職種チーム医療の推進 服薬支援の推進

【各種診療体制の強化】

・呼吸器センター構想の推進 重症呼吸器疾患の

受入体制の構築

・嚥下機能改善手術の推進 地域の医療機関との

連携体制、手術啓発

・重症患者の受入の効率化

【外来医療サービスの充実・強化】

・在宅支援の強化 家族心理教育の実施

【地域医療支援】

・地域医療の支援体制充実 １人診療所や医師の

少ない病院棟への支援、病院総合医の育成

【業務の負担軽減・効率化と働き方改革】

・ＩＣＴを活用した業務負担軽減 看護職員の動線

分析

これらの未達成項目について令和 （ ）年度から令和 （ ）年度までの計画期間におけ

る「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」にどのように引き継がれたのかが

明確に記載されていない。 年ごとに策定される計画は、 年間の実績の結果、計画が実現できた

項目もあれば、未達成の項目も生じることになるが、未達成の項目が後続する次期の 年間の計

画にどのように引き継がれているのかを明らかにすることは計画の連続性を示す観点からも重要な

ことである。

（（指指摘摘事事項項 ））県県庁庁ホホーームムペペーージジににおおけけるる病病院院局局のの取取扱扱いいににつついいてて

県庁ホームページにおける病院局の記載は、以下のとおりとなっている。

病院局

・病院局運営部（青森県立中央病院）

・青森県立つくしが丘病院

県立中央病院と県立つくしが丘病院への外部リンクはあるものの以下に示す病院局に係る基本

的な情報の開示がない。
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① 事業管理者、病院局、病院局長の組織図が
示されていない。（右図参照）

② 事業管理者、病院局、病院局長の位置づけ
がわからない。（右図参照）

③ 病院局事業に関する中期経営計画との関連
性が示されていない。

④ 病院局事業に関する予算・決算が明らかにさ
れていない。

⑤ 事業管理者・病院局長からのメッセージがな
い。

⑥ 病院局の分掌事務の記載がない。
⑦ 青森市民病院との共同・統合に関する記載

がない。

⑧ 病院局の新着情報がない。
⑨ 県民、外部関係者に対する認知度を高める

措置が必要である。

【事業管理者・病院局・病院局長の関連図】

（（指指摘摘事事項項 ）） 収収支支計計画画のの見見直直ししににつついいてて

「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」の「第 収支計画」において、以

下のように記載されている。

令和 年度から令和 年度までの計画期間においては、入院患者数の確保、平均在院日数の短縮や各種

取組による収益の向上に積極的に取り組むこととしていますが、一方で、高度・先進医療に必要な抗がん剤等

の高額薬品や高額診療材料等の材料費の増加が見込まれるほか、電気使用料及び燃料費等の高騰や人件費

の上昇に伴う委託料等の経費の増加も見込まれています。

更に、令和 年度から医師の時間外労働規制が開始されるため、医師、看護師、その他医療従事者を確保

し、タスクシフト シェアを適切に進めていく必要があることから、人員確保に伴う人件費の増加も見込まれるとこ

ろです。

このため、計画期間における収支は大変厳しい状況が続くものと想定していますが、引き続き、収益性の向上

及び経費の節減など経営の一層の効率化を図ることにより、収支の改善に努めていきます。

なお、一般会計からの繰入金については、地方公営企業への繰出基準や病院の経営状況に配慮しつつ、経

営計画等の中で総合的に判断し、県と協議の上で繰入項目及び金額を設定していきます。

そして収支計画について、病院局、県立中央病院、県立つくしが丘病院のそれぞれの収支計画

表が以下のように示されている。

【収支計画（病院局計）】 （単位：百万円）

区分
Ｒ （ ）

年度決算

Ｒ （ ）

年度予算

計画期間

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

事事業業管管理理者者

病病院院局局

病病院院局局長長

県県立立中中央央病病院院 県県立立つつくくししがが丘丘病病院院
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区分
Ｒ （ ）
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病病院院局局長長
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【収支計画（県立中央病院）】 （単位：百万円）

区分
Ｒ （ ）

年度決算

Ｒ （ ）

年度予算

計画期間

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

【収支計画（県立つくしが丘病院）】 （単位：百万円）

区分
Ｒ （ ）

年度決算

Ｒ （ ）

年度予算

計画期間

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

Ｒ （ ）

年度

病院事業収益

病院事業費用

当年度純損益 △ △ △ △ △

一般会計繰入金

改善点

（ ）表中の「 （ ）年度予算」は当初予算であると説明されているが、収支計画は「 （ ）年

度」（実績）→「「 （ ）年度」（実績見込）→計画期間「 （ ）年度」（予測）、「 （ ）年

度」（予測）、「 （ ）年度」（予測）という推移を示すべきであるので、｛ （ ）年度｝の数値

は当初予算ではなく実績見込の数値とすべきである。

（ ）計画期間の病院事業費用項目の一部について増加が見込まれており、これが収支を圧迫して

厳しい状況が続くものと想定されているため、少なくとも県立中央病院、県立つくしが丘病院の

病院事業費用については、主な項目として「給与費」、「材料費」、「経費」を区分掲記して、その

推移を示すべきである。

なお、指摘事項とした理由は、改善点として指摘した内容は経営計画の中で重要な定量的目標

であり、実績を把握して計画との差異分析を行う場合に手掛かりとなるからである。

第 節．計画の進行度測定に関する監査結果

（（指指摘摘事事項項 ））実実績績把把握握とと単単年年度度事事業業計計画画へへのの反反映映ににつついいてて

計画と実績との適時の差額分析

現状における実績把握は、 月末までに終了し、病院局内への報告並びに知事への報告が行

われている。地方公営企業法との関係から議会への提出は 月議会となり、 月の決算特別委

員会を経て、議会の承認は 月議会となっている。
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中期経営計画で策定した単年度分の収支計画と実績との比較については、いつまでに終了しな

ければならないという規定はなく、また、単年度の収支計画と実績との乖離がどの程度あれば当初

策定した単年度収支計画を修正しなければならないかという規定もない。

中期経営計画で策定した収支計画は、病院局をゴールに到達させるための羅針盤であり、極め

て重要な数値目標である。現状においては、何の規定もないため実績把握の完了時点、計画と大

幅な乖離（例えば２５％とか、３０％とか）があった場合の当初策定した計画の修正と公表について

文書化して経営サイクルを推進していかなければならない。 年経過して計画と実績との差額があ

りましたということだけでは、中期経営計画を策定して経営する意味合いがなくなる。

病院局は適時に計画と実績との差異を分析して、単年度事業計画に反映させなければならな

い。

以下に「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」と令和５年決算書等から

監査人が作成した差異分析表を示した。

【県立中央病院 令和 年度 計画と実績の差異分析】

項目 単位
令和５年度

計画 実績 差

医療機能に係るもの

①新規入院患者数 人

②専門・認定看護師数 人

③手術件数 件

④病床数 床 ±

高度急性期病床数 床 ±

急性期病床数 床 ±

感染症病床数 床 ±

医療の質に係るもの

①患者満足度（入院） 点

②患者満足度（外来） 点

③クリニカルパス使用率 ％

連携の強化等に係るもの

①紹介率 ％

②逆紹介率 ％

③医師派遣延回数 回

その他

①退院患者への入退院支援介入率 ％

収支改善に係るもの

①経常収支比率＊ ％

②医業収支比率＊ ％

③修正医業収支比率＊ ％

④資金不足比率 ％ ±

収入確保に係るもの

①平均在院日数 日

②一般病床利用率 ％

③入院患者 人 日当たり診療収入 円

④外来患者 人 日当たり診療収入 円

⑤ 日当たり外来患者数 人

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収益比率＊ ％
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中期経営計画で策定した単年度分の収支計画と実績との比較については、いつまでに終了しな

ければならないという規定はなく、また、単年度の収支計画と実績との乖離がどの程度あれば当初

策定した単年度収支計画を修正しなければならないかという規定もない。

中期経営計画で策定した収支計画は、病院局をゴールに到達させるための羅針盤であり、極め

て重要な数値目標である。現状においては、何の規定もないため実績把握の完了時点、計画と大

幅な乖離（例えば２５％とか、３０％とか）があった場合の当初策定した計画の修正と公表について

文書化して経営サイクルを推進していかなければならない。 年経過して計画と実績との差額があ

りましたということだけでは、中期経営計画を策定して経営する意味合いがなくなる。

病院局は適時に計画と実績との差異を分析して、単年度事業計画に反映させなければならな

い。

以下に「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」と令和５年決算書等から

監査人が作成した差異分析表を示した。

【県立中央病院 令和 年度 計画と実績の差異分析】

項目 単位
令和５年度

計画 実績 差

医療機能に係るもの

①新規入院患者数 人

②専門・認定看護師数 人

③手術件数 件

④病床数 床 ±

高度急性期病床数 床 ±

急性期病床数 床 ±

感染症病床数 床 ±

医療の質に係るもの

①患者満足度（入院） 点

②患者満足度（外来） 点

③クリニカルパス使用率 ％

連携の強化等に係るもの

①紹介率 ％

②逆紹介率 ％

③医師派遣延回数 回

その他

①退院患者への入退院支援介入率 ％

収支改善に係るもの

①経常収支比率＊ ％

②医業収支比率＊ ％

③修正医業収支比率＊ ％

④資金不足比率 ％ ±

収入確保に係るもの

①平均在院日数 日

②一般病床利用率 ％

③入院患者 人 日当たり診療収入 円

④外来患者 人 日当たり診療収入 円

⑤ 日当たり外来患者数 人

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収益比率＊ ％
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②材料費対修正医業収益比率＊ ％ ±

③後発医薬品の使用割合 ％

経営の安定性に係るもの

①医師数 人

②企業債残高 百万円

③現金保有残高 百万円

④純損益 百万円 △ △ △

⑤不採算部門繰入金＊ 百万円 ±

＊ ：税抜ベース。＊ ：義務的経費を除く。

（出所：「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」と令和 年決算書等か

ら監査人が作成）

【県立つくしが丘病院 令和 年度 計画と実績の差異分析】

項目 単位
令和 年度

計画 実績 差

医療機能に係るもの

①訪問看護件数 件

②外来作業療法参加者数 人

③専門・認定看護師数 人

④精神病床数 床 ±

医療の質に係るもの

①急性期患者における か月退院率 ％

連携の強化等に係るもの

①地域定着に向けた多職種による支援等件数 件

その他

①相談・生活指導件数（精神） 件

②医療従事者を目指す学生の研修受入れ 人

収支改善に係るもの

①経常収支比率＊ ％

②医業収支比率＊ ％

③修正医業収支比率＊ ％

④資金不足比率 ％ ±

収入確保に係るもの

① 日当たり入院患者数 人

① ② 日当たり外来患者数 人

③入院患者 人 日当たり診療収入 円

④外来患者 人 日当たり診療収入 円

経費削減に係るもの

①給与費対修正医業収益比率＊ ％

②経費対修正医業収益比率＊ ％

経営の安定性に係るもの

①医師数 人

②企業債残高 百万円

③現金保有残高 百万円 △

④純損益 百万円 △ △

⑤不採算部門繰入金＊ 百万円 ±

＊ ：税抜ベース。＊ ：義務的経費を除く。
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（出所：「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」と令和５年決算書等か

ら監査人が作成）

計画と実績との差異分析のスケジュール

決算確定から議会提出・公表については、以下の図表のとおりである。決算確定、知事への報告

等については、下記の図表 地方公営企業法の決算の規定に示す地方公営企業法の決算に関

する規定のとおりである。

中期経営計画と実績把握に基づく、中期経営計画で策定した目標の推進に当たっては、現状に

おけるスケジュールでは次年度の単年度事業計画、つまり進行中の当年度において設定した目

標の修正を反映させ、残った期間（推定するに か月から か月）で目標に到達させることが極め

て困難な状況となることは明白である。

【図表 決算確定から議会提出・計画と実績との差異分析（現状・改善提案）】

【地方公営企業法の決算の規定】

（決算）

第三十条 管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、

当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提

出しなければならない。

２ 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

３ 監査委員は、前項の審査をするに当つては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従

ってされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

４ 地方公共団体の長は、第二項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を

付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である

4月

5月
5月下旬まで 決算確定・知事報告

6月 計画と実績との差異分析
↓

7月 次年度単年度事業計画への反映
7月下旬 決算見込　報道発表

8月

9月 9月議会 決算案議会提出

10月
計画と実績との差異分析

11月 11月議会 議会で承認

12月

1月

2月

3月

現　　　　状 改善提案
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（出所：「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向けて～」と令和５年決算書等か

ら監査人が作成）

計画と実績との差異分析のスケジュール

決算確定から議会提出・公表については、以下の図表のとおりである。決算確定、知事への報告

等については、下記の図表 地方公営企業法の決算の規定に示す地方公営企業法の決算に関

する規定のとおりである。

中期経営計画と実績把握に基づく、中期経営計画で策定した目標の推進に当たっては、現状に

おけるスケジュールでは次年度の単年度事業計画、つまり進行中の当年度において設定した目

標の修正を反映させ、残った期間（推定するに か月から か月）で目標に到達させることが極め

て困難な状況となることは明白である。

【図表 決算確定から議会提出・計画と実績との差異分析（現状・改善提案）】

【地方公営企業法の決算の規定】

（決算）

第三十条 管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、

当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提

出しなければならない。

２ 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。

３ 監査委員は、前項の審査をするに当つては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従

ってされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。

４ 地方公共団体の長は、第二項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を

付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である

4月

5月
5月下旬まで 決算確定・知事報告

6月 計画と実績との差異分析
↓

7月 次年度単年度事業計画への反映
7月下旬 決算見込　報道発表

8月

9月 9月議会 決算案議会提出

10月
計画と実績との差異分析

11月 11月議会 議会で承認

12月

1月

2月

3月

現　　　　状 改善提案
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議会の認定（地方自治法第百二条の二第一項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後

三月を経過した後の最初の定例日（同条第六項に規定する定例日をいう。）に開かれる会議にお

いて議会の認定）に付さなければならない。

５ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

６ 地方公共団体の長は、第四項の規定により決算を議会の認定に付するに当つては、第二項の規

定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を併せ

て提出しなければならない。

７ 地方公共団体の長は、第四項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなけ

ればならない。

８ 地方公共団体の長は、第四項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合におい

て、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたとき、又は管理者が当該議決を踏まえて必要と

認める措置を講じて当該措置の内容を当該地方公共団体の長に報告したときは、速やかに、これ

らの措置の内容を議会に報告するとともに、公表しなければならない。

９ 第一項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告

書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計

算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。

（注）下線は監査人による。

このような現状認識の下において経営計画で策定した数値目標を達成するためのＰＤＣＡサイク

ルについて以下のように提案をする。

提 案 事 項

➢ 計画と実績を比較し、差異分析を行う標準的なスケジュールを設定する。

➢ 計画と実績と比較して、どの程度の乖離が発生した場合に次年度事業計画の計画値

を修正するかという基準を設定する。
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第 節 病院事業管理者の交替に伴う監査結果及び意見

令和 年 月より病院事業管理者、病院局長が交替となった。

令和 年度は監査対象年度ではないが、「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向

けて～ 令和 年 月 青森県病院局 」（以下、「第２期チャレンジプラン」という）最終作成責任

者が変更となっていることに鑑みて、病院事業経営の継続性の視点から以下に所見を述べることと

する。

（（意意見見 ））病病院院事事業業管管理理者者のの就就任任にに伴伴うう経経営営方方針針のの開開示示ににつついいてて

病院事業管理者が令和 年 月着任後 月時点で か月が経過しようとしている。この時点

において病院事業に関する基本方針、既に発出している「第 期チャレンジプラン」に対する対応

方針等について、公表されていない。

基本方針の変更の有無、「第 期チャレンジプラン」の一部内容変更の有無、あるいは当面はこ

れまでの基本方針、「第 期チャレンジプラン」を踏襲するが来る××月までには病院事業管理者

としての基本方針、「第 期チャレンジプラン」について発表する予定であるとか、病院事業管理者

としての考え方や基本姿勢を示すことからも何らかのメッセージが必要と考える。

また、令和６年４月に着任した病院局長についても県立中央病院と県立つくしが丘病院の両方の

管理責任者として基本的な方針に係るメッセージについて病院事業管理者と歩調を併せて公表

することが病院局長としての最初のミッションではなかろうか。

上場の事業会社と比較すると利害関係者が異なるが、経営責任者としては責任の重さは同じよう

に担っており、県民、議会、取引先、職員等に対する発信の重要性があるものと考える。

（（意意見見 ））経経営営計計画画のの見見直直ししにによよるる早早期期策策定定のの必必要要性性ににつついいてて

「第 期チャレンジプラン」に策定された経営計画は、以下の理由により経営計画の見直しによる

策定をしなければ、言わば羅針盤のない経営となり、早期の経営計画の策定が急務となっている。

 病院事業管理者が令和 年 月から交代となっていること。

病院事業管理者の交代は、事業に影響を及ぼす社内環境の変化であり、前任者が策定した

経営計画書を見直して新任の病院事業管理者の経営方針に基づいて経営計画書を策定しな

ければならない。

 青森市民病院との共同・統合について、新病院の整備場所が令和 年 月に発表されたこ

と。
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第 節 病院事業管理者の交替に伴う監査結果及び意見

令和 年 月より病院事業管理者、病院局長が交替となった。

令和 年度は監査対象年度ではないが、「県立病院第 期チャレンジプラン～ポストコロナに向

けて～ 令和 年 月 青森県病院局 」（以下、「第２期チャレンジプラン」という）最終作成責任

者が変更となっていることに鑑みて、病院事業経営の継続性の視点から以下に所見を述べることと

する。

（（意意見見 ））病病院院事事業業管管理理者者のの就就任任にに伴伴うう経経営営方方針針のの開開示示ににつついいてて

病院事業管理者が令和 年 月着任後 月時点で か月が経過しようとしている。この時点

において病院事業に関する基本方針、既に発出している「第 期チャレンジプラン」に対する対応

方針等について、公表されていない。

基本方針の変更の有無、「第 期チャレンジプラン」の一部内容変更の有無、あるいは当面はこ

れまでの基本方針、「第 期チャレンジプラン」を踏襲するが来る××月までには病院事業管理者

としての基本方針、「第 期チャレンジプラン」について発表する予定であるとか、病院事業管理者

としての考え方や基本姿勢を示すことからも何らかのメッセージが必要と考える。

また、令和６年４月に着任した病院局長についても県立中央病院と県立つくしが丘病院の両方の

管理責任者として基本的な方針に係るメッセージについて病院事業管理者と歩調を併せて公表

することが病院局長としての最初のミッションではなかろうか。

上場の事業会社と比較すると利害関係者が異なるが、経営責任者としては責任の重さは同じよう

に担っており、県民、議会、取引先、職員等に対する発信の重要性があるものと考える。

（（意意見見 ））経経営営計計画画のの見見直直ししにによよるる早早期期策策定定のの必必要要性性ににつついいてて

「第 期チャレンジプラン」に策定された経営計画は、以下の理由により経営計画の見直しによる

策定をしなければ、言わば羅針盤のない経営となり、早期の経営計画の策定が急務となっている。

 病院事業管理者が令和 年 月から交代となっていること。

病院事業管理者の交代は、事業に影響を及ぼす社内環境の変化であり、前任者が策定した

経営計画書を見直して新任の病院事業管理者の経営方針に基づいて経営計画書を策定しな

ければならない。

 青森市民病院との共同・統合について、新病院の整備場所が令和 年 月に発表されたこ

と。
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青森市民病院との共同・統合に関する新病院の整備場所の決定は、事業に影響を及ぼす大

きな環境変化であり、経営の大きな方向性についての考え方を経営計画書に盛り込まなけれ

ばならない。

 コロナ支援金が変更となったこと。
コロナ支援金の金額変更は、事業に影響を及ぼす大きな外部環境の変化であり、この事実を

経営計画に反映させなければ、経営計画の目標を適切に設定することができない。

 計画達成の時期に大きなズレが生じていること。
計画初年度である令和 年度の計画と実績の比較から明らかなように、令和 年度からスタ

ートする経営計画は計画初年度から大きなギャップが生じていることから、計画達成の時期にも

大きなズレが生じており、全面的な経営計画の見直しが必要となっている状況が明らかである。
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第 章 病院局の経理状況

第 節 青森県立中央病院の決算概要

第 項 比較損益計算書・比較貸借対照表

第 比較損益計算書（令和 年度から令和 年度まで）

（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％表示は、医業収益計を とした割合である。

（注 ）△は、損失を表している。

単位：千円

県立中央病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

医業外収益

医業外費用

△ 
△ △ ％

△ 

令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 業 損 失

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

保 育 所 費

損 益 計 算 書

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

雑 損 失

経 常 利 益
当 年 度 純 利 益

当年度未処分利益剰余金

受 取 利 息 配 当 金
補 助 金
負 担 金 交 付 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 医 業 外 収 益
医 業 外 収 益 計

長 期 前 払 消 費 税 償 却
資 産 減 耗 費
医 業 費 用 計

医 業 費 用

医 業 外 費 用 計

医 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
そ の 他 医 業 収 益
医 業 収 益 計

給 与 費
材 料 費
経 費
研 究 研 修 費
減 価 償 却 費
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第 章 病院局の経理状況

第 節 青森県立中央病院の決算概要

第 項 比較損益計算書・比較貸借対照表

第 比較損益計算書（令和 年度から令和 年度まで）

（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％表示は、医業収益計を とした割合である。

（注 ）△は、損失を表している。

単位：千円

県立中央病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

医業外収益

医業外費用

△ 
△ △ ％

△ 

令和 年度 令和 年度 令和 年度

医 業 損 失

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

保 育 所 費

損 益 計 算 書

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

雑 損 失

経 常 利 益
当 年 度 純 利 益

当年度未処分利益剰余金

受 取 利 息 配 当 金
補 助 金
負 担 金 交 付 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 医 業 外 収 益
医 業 外 収 益 計

長 期 前 払 消 費 税 償 却
資 産 減 耗 費
医 業 費 用 計

医 業 費 用

医 業 外 費 用 計

医 業 収 益
入 院 収 益
外 来 収 益
そ の 他 医 業 収 益
医 業 収 益 計

給 与 費
材 料 費
経 費
研 究 研 修 費
減 価 償 却 費
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第 比較貸借対照表（令和 年度から令和 年度まで）

（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、資産合計を とした割合である。

（注 ）未収金貸倒引当金は、未収入金から控除する科目のため△表示としている。

（注 ）＊は減価償却累計額を控除した純額を表示している。

単位：千円
県立中央病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

土 地
建 物 ＊

構 築 物
器 械 備 品
車 両
リ ー ス 資 産
受 贈 財 産 評 価 額 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他 有 形 固 定 資 産
有 形 固 定 資 産 合 計

電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
無 形 固 定 資 産 合 計

長 期 前 払 消 費 税
そ の 他 投 資
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

過 年 度 医 業 未 収 金
年 度 内 医 業 未 収 金
年 度 内 医 業 外 未 収 金
過 年 度 そ の 他 未 収 金
年 度 内 そ の 他 未 収 金
未 収 金 合 計
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ △ △ 
差 引 未 収 入 金

令和 年度 令和 年度 令和 年度

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

資 産 の 部

流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 入 金

貯 蔵 品

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

固 定 資 産 合 計

貸 借 対 照 表
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（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、負債資本合計を とした割合である。

（注 ）△表示は、損失のため利益と区別するため表示している。

（注 ）＊は、長期前受金収益化累計額を控除した純額を表示している。

単位：千円
県立中央病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

そ の 他 長 期 借 入 金
他 会 計 借 入 金 合 計

退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

そ の 他 長 期 借 入 金
他 会 計 借 入 金 合 計

医 業 未 払 金
医 業 外 未 払 金
そ の 他 未 払 金
未 払 金 合 計

賞 与 引 当 金
法 定 福 利 費 引 当 金
引 当 金 合 計

建 設 改 良 積 立 金
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
（ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ） △ 

利 益 剰 余 金 合 計

流 動 負 債 合 計
そ の 他 流 動 負 債

引 当 金

資 本 金
資 本 の 部
負 債 合 計

長 期 前 受 金 ＊
繰 延 収 益

負 債 ・ 資 本 合 計
資 本 合 計

剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金
剰 余 金

他 会 計 借 入 金

リ ー ス 債 務
引 当 金

負 債 の 部
固 定 負 債

企 業 債

固 定 負 債 合 計

企 業 債

他 会 計 借 入 金

リ ー ス 債 務
未 払 金

流 動 負 債

令和 年度 令和 年度 令和 年度
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（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、負債資本合計を とした割合である。

（注 ）△表示は、損失のため利益と区別するため表示している。

（注 ）＊は、長期前受金収益化累計額を控除した純額を表示している。

単位：千円
県立中央病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

そ の 他 長 期 借 入 金
他 会 計 借 入 金 合 計

退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

そ の 他 長 期 借 入 金
他 会 計 借 入 金 合 計

医 業 未 払 金
医 業 外 未 払 金
そ の 他 未 払 金
未 払 金 合 計

賞 与 引 当 金
法 定 福 利 費 引 当 金
引 当 金 合 計

建 設 改 良 積 立 金
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
（ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ） △ 

利 益 剰 余 金 合 計

流 動 負 債 合 計
そ の 他 流 動 負 債

引 当 金

資 本 金
資 本 の 部
負 債 合 計

長 期 前 受 金 ＊
繰 延 収 益

負 債 ・ 資 本 合 計
資 本 合 計

剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金
剰 余 金

他 会 計 借 入 金

リ ー ス 債 務
引 当 金

負 債 の 部
固 定 負 債

企 業 債

固 定 負 債 合 計

企 業 債

他 会 計 借 入 金

リ ー ス 債 務
未 払 金

流 動 負 債

令和 年度 令和 年度 令和 年度
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第 令和 年度の決算説明

○純損益及び利益剰余金

（１）当年度純損益

１７億５８５万円の赤字 ＜１３年ぶりの赤字＞ （対前年度比 ２１億１，４０１万円減）

（２）利益剰余金 累積損益 ３４．７億円の黒字

〇収支悪化の主な要因

・新型コロナウイルス感染症の５類移行後も入院患者が増えなかったことによる入院収益の伸び悩み

・新型コロナウイルス感染症患者病床確保交付金の大幅な減(△約 億円

・物価高騰等による材料費や経費の増

・ベースアップ等による人件費の増

＜収益及び費用の主な内訳＞

① 医業収益 億 万円（対前年度比 億 万円増）

ア 入院収益 億 万円（対前年度比 億 万円増）

・ 一般病床延べ入院患者数 万 人（対前年度比 人減）

・ 一般病床患者１人１日当たりの診療単価 円（対前年度比 円増）

イ 外来収益 億 万円（対前年度比 億 万円増）

・ 延べ外来患者数 万 人（対前年度比 人増）

・ 患者１人１日当たりの診療単価 円（対前年度比 円増）

② 医業費用 億 万円（対前年度比 億 万円増）

・ 給与費 億 万円増、材料費 億 万円増、経費 億 万円増等

（出所：青森県立中央病院ホームページ等より）
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第 項 損益計算書の主要項目の内容

．その他医業収益の明細

項目 内容 金額（円）

室料差額収益 差額ベット代

公衆衛生活動収益 妊産婦検診、乳幼児健診、母親学級、母乳外来、予防接種、ガ

スリー検査

医療相談収益 医療相談に関する収益

文書料収益 文書作成に関する収益

文書料金は、青森県病院事業条例によって

以下のように規定されている。

（備考、付記については省略）

区分 金額

診断書料 死亡診断書 一通につき

円

死体検案書 一通につき

円

年金等受給資格認

定関係診断書

一通につき

円

保険金等受領関係

診断書

一通につき

円

その他の診断書 一通につき

円

証明書料 医療費明細書 一通につき

円

その他の証明書 一通につき

円

その他資料 時価を勘案して病

院事業管理者が

定める額

特定疾患申請料 円

小児特定疾患申請料 円

自立支援医療（精神通院医療）申

請料

円

感染症法申請協力料 円

肝炎診断書 円

介護保険意

見書料

新規（在宅） 円

新規（施設） 円

継続（在宅） 円

継続（施設） 円

診療明細書

料

枚 １０円

紹介先を特定しない紹介料 円

治験受託収益 治験受託に関する収益：

治験審査経費、治験薬管理費、研修経費、製造販売後調査受

託料、人件費、被験者負担軽減費、治験準備費、治験文書管

理システム利用料

病衣代収益 病衣代金

（出所：総勘定元帳合計表、予算見積要求書）
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第 項 損益計算書の主要項目の内容

．その他医業収益の明細

項目 内容 金額（円）

室料差額収益 差額ベット代

公衆衛生活動収益 妊産婦検診、乳幼児健診、母親学級、母乳外来、予防接種、ガ

スリー検査

医療相談収益 医療相談に関する収益

文書料収益 文書作成に関する収益

文書料金は、青森県病院事業条例によって

以下のように規定されている。

（備考、付記については省略）

区分 金額

診断書料 死亡診断書 一通につき

円

死体検案書 一通につき

円

年金等受給資格認

定関係診断書

一通につき

円

保険金等受領関係

診断書

一通につき

円

その他の診断書 一通につき

円

証明書料 医療費明細書 一通につき

円

その他の証明書 一通につき

円

その他資料 時価を勘案して病

院事業管理者が

定める額

特定疾患申請料 円

小児特定疾患申請料 円

自立支援医療（精神通院医療）申

請料

円

感染症法申請協力料 円

肝炎診断書 円

介護保険意

見書料

新規（在宅） 円

新規（施設） 円

継続（在宅） 円

継続（施設） 円

診療明細書

料

枚 １０円

紹介先を特定しない紹介料 円

治験受託収益 治験受託に関する収益：

治験審査経費、治験薬管理費、研修経費、製造販売後調査受

託料、人件費、被験者負担軽減費、治験準備費、治験文書管

理システム利用料

病衣代収益 病衣代金

（出所：総勘定元帳合計表、予算見積要求書）
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．補助金の明細

区分 金額（円）

臨床研修費等補助金 ①医師臨床研修事業

補助対象額 円×０．７０（補助率）

＝ ４ 円

②令和 年度臨床研修費等補助金（歯科医師）

円

③令和 年度臨床研修費等補助金（医師） 円

総合周産期母子医療センター運

営費補助金

感染症病床運営補助金 感染症指定医療機関運営費補助金

①第一種感染症指定医療機関運営事業

円（基準額）× 日 日× 床（指定

病床数）× （補助率）＝ 円

②第二種感染症指定医療機関運営事業

円（基準額）× 日 日× 床（指定

病床数）× （補助率）＝ 円

①＋②＝ 円

補助金合計

（出所：補助金関連資料ファイルより作成）

．負担金交付金の明細

令和 年度の「地方公営企業繰出金について」（令和 年 月 日 総務副大臣）の通知から

病院事業及び各事業に共通する繰出金の項目を抽出して、県立中央病院が繰入金として処理し

た項目と金額を以下の表によって検証した。

令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

．病院の建設改

良に要する経費

▽企業債利息充当分 病院の建設改良費及び企業債元

利償還金のうち、その経営に伴う収

入をもって充てることができないと

認められるものに相当する額とす

る。

へき地医療の確

保に要する経費

該当なし ― ―

不採算地区病院

の運営に要する経

費

該当なし ― ―

不採算地区の所

在する中核的な病

院の機能に要する

経費

該当なし ― ―

結核医療に要す

る経費

該当なし ― ―
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

精神医療に要す

る経費

該当なし ― ―

７ 感染症医療に要

する経費

該当なし ― ―

８ リハビリテーション

医療に要する経

費

該当なし ― ―

周産期医療に要

する経費

▽周産期医療部門運営費

▽周産期医療システム運営事

業費負担金

▽総合周産期母子医療センタ

ードクターカー運営事業負担金

周産期医療のように供する病床の

確保に要する経費のうち、これに伴

う収入をもって充てることができない

と認められるものに相当する額とす

る。

小児医療に要す

る経費

該当なし ― ―

救急医療の確保

に要する経費

▽救急医療の確保に要する経

費

▽ドクターヘリ運航維持管理費

▽原子力災害拠点病院機能強

化事業負担金

▽緊急被ばく医療用測定機器

保守点検負担金

①救急救命センター、小児救急医

療拠点病院における医師等の待機

及び空床の確保等救急医療の確

保に必要な経費に相当する額とす

る。

②災害時における救急医療のため

に行う施設に要する経費に相当す

る額とする。

③災害拠点病院又は救急告知病

院が災害時における救急医療のた

めに行う診療用具、診療材料、薬

品、水及び食料等の備蓄に要する

経費に相当する額とする。

高度医療に要す

る経費

▽がん診療部門運営費

▽集中治療部門運営費

▽病理解剖に要する経費

▽がん診療連携拠点病院強化

事業負担金

▽災害医療活動事業負担金

（防災訓練等産科支援事業費、

青森 運用事業費負担

金）

高度な医療の実施に要する経費の

うち、これに伴う収入をもって充てる

ことができないと認められるものに

相当する額とする。

公立病院付属看

護師養成所の運

営に要する経費

該当なし ― ―

院内保育所の運

営に要する経費

院内保育所運営経費 病院内保育所の運営に要する経費

のうち、その運営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められ

るものに相当する額とする。

公立病院付属診

療所の運営に要

する経費

該当なし ― ―

保健衛生行政事

務に要する経費

▽医療相談に要する経費

▽行政協力経費

集団検診、医療相談等保健衛生に

要する経費のうち、これに伴う収入

をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。

経営基盤強化対

策に要する経費

▽共済組合長期追加費用負担

金

（ ）医師及び看護師等の研究研修

に要する経費：
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

精神医療に要す

る経費

該当なし ― ―

７ 感染症医療に要

する経費

該当なし ― ―

８ リハビリテーション

医療に要する経

費

該当なし ― ―

周産期医療に要

する経費

▽周産期医療部門運営費

▽周産期医療システム運営事

業費負担金

▽総合周産期母子医療センタ

ードクターカー運営事業負担金

周産期医療のように供する病床の

確保に要する経費のうち、これに伴

う収入をもって充てることができない

と認められるものに相当する額とす

る。

小児医療に要す

る経費

該当なし ― ―

救急医療の確保

に要する経費

▽救急医療の確保に要する経

費

▽ドクターヘリ運航維持管理費

▽原子力災害拠点病院機能強

化事業負担金

▽緊急被ばく医療用測定機器

保守点検負担金

①救急救命センター、小児救急医

療拠点病院における医師等の待機

及び空床の確保等救急医療の確

保に必要な経費に相当する額とす

る。

②災害時における救急医療のため

に行う施設に要する経費に相当す

る額とする。

③災害拠点病院又は救急告知病

院が災害時における救急医療のた

めに行う診療用具、診療材料、薬

品、水及び食料等の備蓄に要する

経費に相当する額とする。

高度医療に要す

る経費

▽がん診療部門運営費

▽集中治療部門運営費

▽病理解剖に要する経費

▽がん診療連携拠点病院強化

事業負担金

▽災害医療活動事業負担金

（防災訓練等産科支援事業費、

青森 運用事業費負担

金）

高度な医療の実施に要する経費の

うち、これに伴う収入をもって充てる

ことができないと認められるものに

相当する額とする。

公立病院付属看

護師養成所の運

営に要する経費

該当なし ― ―

院内保育所の運

営に要する経費

院内保育所運営経費 病院内保育所の運営に要する経費

のうち、その運営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められ

るものに相当する額とする。

公立病院付属診

療所の運営に要

する経費

該当なし ― ―

保健衛生行政事

務に要する経費

▽医療相談に要する経費

▽行政協力経費

集団検診、医療相談等保健衛生に

要する経費のうち、これに伴う収入

をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。

経営基盤強化対

策に要する経費

▽共済組合長期追加費用負担

金

（ ）医師及び看護師等の研究研修

に要する経費：
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

▽自治医卒研修医人件費負担

金

▽医師及び看護師等の研究研

修費に要する経費

▽新人看護職員研修事業負担

金

▽保険者機能強化推進交付金

▽統合新病院関係事業費

医師及び看護師等の研究研修

に要する経費の とする。

（ ）保健・医療・福祉の共同研修等

に要する経費：

病院が中心となって行う保健・

医療・福祉の共同研修等に要す

る経費の とする。

（ ）病院事業会計に係る共済追加

費用の負担に要する経費：

当該年度の 月 日現在の職員

数が地方公務員等共済組合法

の長期給付等に関する施行法の

施行の日における職員数に比し

て著しく増加している病院事業

会計に係る共済追加費用の負担

額の一部とする。

（ ）公立病院経営強化の推進に要

する経費：

①経営強化プランの策定並びに実

施状況の点検、評価及び公表に

要する経費とする。

②経営強化プランに基づく公立病

院の機能分化・連携強化等に伴

い必要となる施設の除却等に要

する経費及び施設の除却等に係

る企業債元利償還金のうち、そ

の経営に伴う収入をもって充てる

ことができないと認められるもの

に相当する額とする。

③経営強化プランに基づく機能分

化・連携強化等に伴い、新たな

経営主体の設立又は既存の一

部事務組合若しくは広域連合へ

の加入に伴い経営基盤を強化

し、健全な経営を確保するため

に要する額のうち、その経営に伴

う収入をもって充てることができな

いと認められるものに対する出資

に要する経費（④の経費を除

く。）とする。

④経営強化プランに基づく公立病

院の機能分化・連携強化等に伴

い、新たに必要となる機能改良

費及び企業債元利償還金のう

ち、その経営に伴う収入をもって

充てることができないと認められ

るものに相当する額とする。

⑤持続可能な質の高い地域医療

提供体制の確保に向け病床機

能の見直しに取り組む公立病院

を支援するために、総務省及び

当該見直しに関して専門的知見

を有する者が連携して行う事業と
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

▽産科医確保支援事業負担金

▽新生児医療担当医確保支援

事業負担金

して実施される経営支援の活用

に要する経費の１ とする。

（ ）医師等の確保対策に要する経

費

ア 医師の勤務環境の改善に要す

る経費：

イ 医師等の派遣等に要する経費：

①公立病院及び公立診療所への

医師等の派遣に要する経費とす

る。

②不採算地区に所在する又は救

急医療を担う公的病院等への医

師等の派遣に要する経費とす

る。

③公立病院及び公立病院付属診

療所において医師等の派遣を受

けることに要する経費とする。

ウ 遠隔医療システムの導入に要

する経費：

遠隔医療システムの導入に要す

る経費（企業債をもって財源とす

ることができるものを除く。）とす

る。

公共施設等運営

権方式の導入に

要する経費

該当なし ― ―

地方公営企業職

員に係る基礎年

金拠出金に係る

公的負担に要す

る経費

▽基礎年金拠出金に係る公的

負担に要する経費

ア 繰出しの対象となる事業は、地

方公営企業法の全部又は一部

を適用している事業で、前々年

度において経常利益の計上費

用に対する不足額を生じている

もの又は前年度において繰り越

し欠損金があるものとする。

イ 繰出しの基準額は、アの事業の

職員に係る基礎年金拠出金に係

る公的負担額とする。

地方公営企業職

員に係る児童手

当に要する経費

▽児童手当・子ども手当に要す

る経費

繰出しの対象となる経費は、次に掲

げる地方公営企業職員に児童手当

も給付に要する経費の合計額とす

る。

ア 歳に満たない児童に係る給

付に要する経費の

イ 歳以上中学校修了前の児童

に係る給付に要する経費

ウ 児童手当法附則第 条に規定

する給付に要する経費

新型コロナウイル

ス感染症に係る減

収対策のために

発行する資金手

当債の利子負担

▽新型コロナウイルス感染症入

院患者病床確保事業

新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のための取組に伴う利用

者の減少等により、当該年度末に

資金不足額が発生又は拡大すると

見込まれる団体が発行した特別減
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

▽産科医確保支援事業負担金

▽新生児医療担当医確保支援

事業負担金

して実施される経営支援の活用

に要する経費の１ とする。

（ ）医師等の確保対策に要する経

費

ア 医師の勤務環境の改善に要す

る経費：

イ 医師等の派遣等に要する経費：

①公立病院及び公立診療所への

医師等の派遣に要する経費とす

る。

②不採算地区に所在する又は救

急医療を担う公的病院等への医

師等の派遣に要する経費とす

る。

③公立病院及び公立病院付属診

療所において医師等の派遣を受

けることに要する経費とする。

ウ 遠隔医療システムの導入に要

する経費：

遠隔医療システムの導入に要す

る経費（企業債をもって財源とす

ることができるものを除く。）とす

る。

公共施設等運営

権方式の導入に

要する経費

該当なし ― ―

地方公営企業職

員に係る基礎年

金拠出金に係る

公的負担に要す

る経費

▽基礎年金拠出金に係る公的

負担に要する経費

ア 繰出しの対象となる事業は、地

方公営企業法の全部又は一部

を適用している事業で、前々年

度において経常利益の計上費

用に対する不足額を生じている

もの又は前年度において繰り越

し欠損金があるものとする。

イ 繰出しの基準額は、アの事業の

職員に係る基礎年金拠出金に係

る公的負担額とする。

地方公営企業職

員に係る児童手

当に要する経費

▽児童手当・子ども手当に要す

る経費

繰出しの対象となる経費は、次に掲

げる地方公営企業職員に児童手当

も給付に要する経費の合計額とす

る。

ア 歳に満たない児童に係る給

付に要する経費の

イ 歳以上中学校修了前の児童

に係る給付に要する経費

ウ 児童手当法附則第 条に規定

する給付に要する経費

新型コロナウイル

ス感染症に係る減

収対策のために

発行する資金手

当債の利子負担

▽新型コロナウイルス感染症入

院患者病床確保事業

新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のための取組に伴う利用

者の減少等により、当該年度末に

資金不足額が発生又は拡大すると

見込まれる団体が発行した特別減
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立中央病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

の軽減に要する

経費

収対策企業債の償還利子の と

する。

負担金交付金合計

（出所：令和 年度地方公営企業繰出金基準、県立中央病院の繰入処理から監査人が作成）

．雑損失の明細

項目 金額（円）

国保連からの診療報酬減額査定分 令和 年 月診療分

〃

令和 年 月診療分

〃

小計

診療報酬支払基金からの診療報酬減額査定分 令和 年 月診療分

〃

令和 年 月診療分

〃

小計

小計

消費税及び地方消費税 令和 年度分

令和 年度時間外勤務手当の追給

小計

雑損失合計

（出所：補助元帳）

第 項 貸借対照表の主要項目の内容

． 長期前払消費税
項目 金額（千円）

前期末残高

増加： 仮払消費税より振替

減少： 長期前払消費税償却 （医業費用）

当期末残高

（出所：総勘定元帳）

．受贈資産

寄付等により受贈した固定資産である。

．ソフトウェアの明細

取得年月 資産名称 金額（千円）

令和 年 月 物品管理システム等再構築

令和 年 月 汎用画像管理システム等連携及び機能追加

令和 年 月 総合病理検査システム再構築
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取得年月 資産名称 金額（千円）

令和４年 月 青森県立中央病院 システム

令和５年 月 バイオバンクシステム

令和５年 月 生理検査システム

令和６年 月 歯科カルテシステム

令和６年 月 診断書・院内文書作成システム

令和６年 月 グループウェアシステム

令和６年 月 病歴管理システム

令和６年 月 看護業務効率化システム

令和６年 月 治験文書管理システム

令和６年 月 システム

小計

その他

ソフトウェア合計

（出所：固定資産一覧表）

．未収入金

第 章 第 節 未収入金を参照。

．貯蔵品

第 章 第 節 医薬品・診療材料を参照。

．企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

金融機関 金額（千円））

政府資金

地方公共団体金融機構

青森銀行

みちのく銀行

青森県信用組合

合計

流動負債（一年内返済分）

差引固定負債

．他会計借入金

青森県庁一般会計からの借入金である。

．退職給与引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、期末要支給額の自己都合退職手当総額に相当する金

額を計上している。会計基準変更時の差異については、平成 年度から職員の退職までの平均

残余勤務年数（ 年）にわたり均等額を費用処理している。

生涯にわたって個人の健康や医療に関するデータを管理し、本人の意思に基づき活用する仕組み。

126



126 
 

取得年月 資産名称 金額（千円）

令和４年 月 青森県立中央病院 システム

令和５年 月 バイオバンクシステム

令和５年 月 生理検査システム

令和６年 月 歯科カルテシステム

令和６年 月 診断書・院内文書作成システム

令和６年 月 グループウェアシステム

令和６年 月 病歴管理システム

令和６年 月 看護業務効率化システム

令和６年 月 治験文書管理システム

令和６年 月 システム

小計

その他

ソフトウェア合計

（出所：固定資産一覧表）

．未収入金

第 章 第 節 未収入金を参照。

．貯蔵品

第 章 第 節 医薬品・診療材料を参照。

．企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

金融機関 金額（千円））

政府資金

地方公共団体金融機構

青森銀行

みちのく銀行

青森県信用組合

合計

流動負債（一年内返済分）

差引固定負債

．他会計借入金

青森県庁一般会計からの借入金である。

．退職給与引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、期末要支給額の自己都合退職手当総額に相当する金

額を計上している。会計基準変更時の差異については、平成 年度から職員の退職までの平均

残余勤務年数（ 年）にわたり均等額を費用処理している。

生涯にわたって個人の健康や医療に関するデータを管理し、本人の意思に基づき活用する仕組み。
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退職給付引当金

項目 金額（円） 摘要

前 期 末 残 高

当 期 繰 入 額 ※ より

当期取崩額（普通・定年退職分）

会計制度移行処理分当期繰入額 円（引当不足） 年

当 期 末 残 高

（出所：退職手当引当金計算書及び基礎資料）

※退職給付引当金 当期繰入額

項目 金額（円） 項目 職員数（人） 退職手当所要額（円）

期末所要額 より 医師

移行分未繰入額 医療技術員

差引 看護師

前期末残高 技術職

当年度繰入必要額 行政職

期首繰入済額 合計

当期繰入額

（出所：退職手当引当金計算書及び基礎資料）

．賞与引当金

賞与引当金は、令和 年 月期の当年度分引当額として期末賞与・勤勉手当に係る繰入額に

ついて以下のように計算している。

賞与引当金貸借対照表計上額

＝ 千円（下表①）＋ 千円（下表②）＝ 千円

（単位：千円）

項目
期末賞与引当金 勤勉賞与引当金

期末（ 月期） 期末繰入額 期末（ 月期） 期末繰入額

医 師

看 護 師

医療技術

事 務

管 理 者

看護助手

労 務 員

合 計

① ②

（出所：賞与引当金計算表）
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計算式

項目 計算式

期末賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末（ 月期）←管理者 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

勤勉賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

（注）第 章 第 節 人件費・労務管理 第 項 賞与引当金繰入額の箇所参照。

．法定福利費引当金

賞与引当金に対応する法定福利費の引当額について、以下のように計算している。

（単位：千円）

項目
期末賞与

繰入額

勤勉賞与

繰入額
合計 計算式

法定福利費引当金

医 師 ×

看 護 師 ×

医療技術 ×

事 務 ×

管 理 者 ×

看護助手 ×

労 務 員 ×

合 計

リース債務（流動負債）

医療備品及び庁用備品に係るリース債務で、主要な契約物件は以下のとおりである。

契約名 購入費 リース開始 リース終了 期末残高（円）

輸液ポンプ（ 台） 医療備品費・管理

内視鏡下手術支援ロボット（ダヴィ

ンチ）

医療備品費・管理

内視鏡システム 医療備品費・管理

その他 千円以下計 医療備品費・管理

医療備品計

電子カルテ等システムに係るハー

ドウェア及びソフトウェア

庁用備品・情報 元

医用画像管理システム（ ） 庁用備品・情報

臨床検査システム 庁用備品・情報

バックアップシステム 庁用備品・情報

電子カルテ等基幹システム仮想化

基盤増強に係る機器等

庁用備品・情報

その他 千円以下計 庁用備品・情報、医事

庁用備品計

リース債務合計
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計算式

項目 計算式

期末賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末（ 月期）←管理者 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

勤勉賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

（注）第 章 第 節 人件費・労務管理 第 項 賞与引当金繰入額の箇所参照。

．法定福利費引当金

賞与引当金に対応する法定福利費の引当額について、以下のように計算している。

（単位：千円）

項目
期末賞与

繰入額

勤勉賞与

繰入額
合計 計算式

法定福利費引当金

医 師 ×

看 護 師 ×

医療技術 ×

事 務 ×

管 理 者 ×

看護助手 ×

労 務 員 ×

合 計

リース債務（流動負債）

医療備品及び庁用備品に係るリース債務で、主要な契約物件は以下のとおりである。

契約名 購入費 リース開始 リース終了 期末残高（円）

輸液ポンプ（ 台） 医療備品費・管理

内視鏡下手術支援ロボット（ダヴィ

ンチ）

医療備品費・管理

内視鏡システム 医療備品費・管理

その他 千円以下計 医療備品費・管理

医療備品計

電子カルテ等システムに係るハー

ドウェア及びソフトウェア

庁用備品・情報 元

医用画像管理システム（ ） 庁用備品・情報

臨床検査システム 庁用備品・情報

バックアップシステム 庁用備品・情報

電子カルテ等基幹システム仮想化

基盤増強に係る機器等

庁用備品・情報

その他 千円以下計 庁用備品・情報、医事

庁用備品計

リース債務合計
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．長期前受金

（単位：千円）

項目 期首残高 増加 減少 期末残高
受贈財産評価額 ＊

受贈財産評価額収益化累計額 ＊ △ △ △ △
差引 受贈財産評価額 △

寄付金

寄付金収益化累計額 △ △

差引 寄付金

負担金 ＊

負担金収益化累計額 ＊ △ △ △ △

差引 負担金

補助金 ＊

補助金収益化累計額 ＊ △ △ △ △
差引 補助金 △

その他長期前受金

その他長期前受金収益化累計額 ＊ △ △ △
差引 その他長期前受金 △

合計 △

長期前受金戻入：

＊ のうち 固定資産除却に伴う戻入

＊ のうち 減価償却 戻入

＊ のうち 固定資産除却に伴う戻入

＊ のうち 固定資産除却に伴う戻入

＊ のうち 減価償却 戻入

＊ のうち 固定資産除却に伴う戻入

＊ のうち 減価償却 戻入

＊ のうち 減価償却 戻入

合計

長期前受金戻入 損益計算書 医業外収益

（出所：総勘定元帳より分析）
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第 節 県立つくしが丘病院の決算概要

第 項 比較損益計算書・比較貸借対照表

第 比較損益計算書（令和 年度から令和 年度まで）

（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、医業収益計を とした割合である。

（注 ）△は、損失を表している。

単位：千円

県立つくしが丘病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

医業外収益

医業外費用

△ 
△ △ ％

△ 

令和 年度 令和 年度 令和 年度

雑 損 失
医 業 外 費 用 計
経 常 利 益
当 年 度 純 利 益
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

当年度未処分利益剰余金

負 担 金 交 付 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 医 業 外 収 益
医 業 外 収 益 計

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

長 期 前 払 消 費 税 償 却
資 産 減 耗 費
医 業 費 用 計
医 業 損 失

補 助 金

減 価 償 却 費

損 益 計 算 書
医 業 収 益

入 院 収 益
外 来 収 益
そ の 他 医 業 収 益
医 業 収 益 計

医 業 費 用
給 与 費
材 料 費
経 費
研 究 研 修 費
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第 節 県立つくしが丘病院の決算概要

第 項 比較損益計算書・比較貸借対照表

第 比較損益計算書（令和 年度から令和 年度まで）

（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、医業収益計を とした割合である。

（注 ）△は、損失を表している。

単位：千円

県立つくしが丘病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

医業外収益

医業外費用

△ 
△ △ ％

△ 

令和 年度 令和 年度 令和 年度

雑 損 失
医 業 外 費 用 計
経 常 利 益
当 年 度 純 利 益
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

当年度未処分利益剰余金

負 担 金 交 付 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 医 業 外 収 益
医 業 外 収 益 計

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

長 期 前 払 消 費 税 償 却
資 産 減 耗 費
医 業 費 用 計
医 業 損 失

補 助 金

減 価 償 却 費

損 益 計 算 書
医 業 収 益

入 院 収 益
外 来 収 益
そ の 他 医 業 収 益
医 業 収 益 計

医 業 費 用
給 与 費
材 料 費
経 費
研 究 研 修 費
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第 比較貸借対照表（令和 年度から令和 年度まで）

（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、資産合計を とした割合である。

（注 ）未収金貸倒引当金は、未収入金から控除する科目のため△表示としている。

（注 ）＊は減価償却累計額を控除した純額を表示している。

単位：千円
県立つくしが丘病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

土 地
建 物 ＊

構 築 物
器 械 備 品
車 両
有 形 固 定 資 産 合 計

電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
無 形 固 定 資 産 合 計

長 期 前 払 消 費 税
そ の 他 投 資
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

過 年 度 医 業 未 収 金
年 度 内 医 業 未 収 金
年 度 内 医 業 外 未 収 金
過 年 度 そ の 他 未 収 金
年 度 内 そ の 他 未 収 金
未 収 金 合 計
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ △ △ 
差 引 未 収 入 金

令和 年度 令和 年度 令和 年度

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

固 定 資 産 合 計
流 動 資 産

現 金 預 金
未 収 入 金

貯 蔵 品

投 資 そ の 他 の 資 産

貸 借 対 照 表
資 産 の 部

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産
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（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、負債資本合計を とした割合である。

（注 ）△表示は、損失である。

（注 ）＊は、長期前受金収益化累計額を控除した純額を表示している。

単位：千円
県立つくしが丘病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

そ の 他 長 期 借 入 金
他 会 計 借 入 金 合 計

退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

医 業 未 払 金
医 業 外 未 払 金
そ の 他 未 払 金
未 払 金 合 計

賞 与 引 当 金
法 定 福 利 費 引 当 金
引 当 金 合 計

建 設 改 良 積 立 金
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
（ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ） △ 

利 益 剰 余 金 合 計

令和 年度 令和 年度 令和 年度

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

負 債 合 計

資 本 の 部
資 本 金
剰 余 金

利 益 剰 余 金

剰 余 金 合 計

他 会 計 借 入 金

長 期 前 受 金 ＊

引 当 金

固 定 負 債 合 計
流 動 負 債

企 業 債

未 払 金

引 当 金

そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

負 債 の 部
固 定 負 債

企 業 債
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（出所：青森県病院事業会計決算書）

（注 ）％は、負債資本合計を とした割合である。

（注 ）△表示は、損失である。

（注 ）＊は、長期前受金収益化累計額を控除した純額を表示している。

単位：千円
県立つくしが丘病院

金額 ％ 金額 ％ 金額 ％

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

そ の 他 長 期 借 入 金
他 会 計 借 入 金 合 計

退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

企 業 債 合 計

医 業 未 払 金
医 業 外 未 払 金
そ の 他 未 払 金
未 払 金 合 計

賞 与 引 当 金
法 定 福 利 費 引 当 金
引 当 金 合 計

建 設 改 良 積 立 金
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
（ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 ） △ 

利 益 剰 余 金 合 計

令和 年度 令和 年度 令和 年度

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

負 債 合 計

資 本 の 部
資 本 金
剰 余 金

利 益 剰 余 金

剰 余 金 合 計

他 会 計 借 入 金

長 期 前 受 金 ＊

引 当 金

固 定 負 債 合 計
流 動 負 債

企 業 債

未 払 金

引 当 金

そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計

繰 延 収 益

負 債 の 部
固 定 負 債

企 業 債
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第 令和 年度の決算説明

○ 純損益及び利益剰余金

（１）当年度純損益 ３，５３３万円の赤字 ＜９年ぶりの赤字＞ （対前年度比 ９，２１７万円減）

（２）利益剰余金 累積損益 ９，９２５万円の黒字

〇収支悪化の主な要因

・入院患者の減少による入院収益の減

・新型コロナウイルス感染症患者病床確保交付金の皆減(△約 万円

・物価高騰等による経費の増

＜収益及び費用の主な内訳＞

① 医業収益 億 万円（対前年度比 万円減）

ア 入院収益 億 万円（対前年度比 万円減）

・ 精神病床延べ入院患者数 万 人（対前年度比 人減）

・ 精神病床患者１人１日当たりの診療単価 円（対前年度比 円増）

イ 外来収益 億 万円（対前年度比 万円増）

・ 延べ外来患者数 万 人（対前年度比 人増）

・ 患者１人１日当たりの診療単価 円（対前年度比 円増）

② 医業費用 億 万円（対前年度比 万円増）

・ 経費 万円増等

（出所：青森県立中央病院ホームページ等より）

第 項 損益計算書の主要項目の内容

．その他医業収益の明細

項目 内容 金額（千円）

公衆衛生活動収益 インフルエンザワクチン予防接種

訪問看護収益 訪問看護ステーション

文書料収益 文書作成に関する収益

病衣代収益 病衣代金

合計

（出所：補助元帳）

．負担金交付金

令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立つくしが丘病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

．病院の建設改良

に要する経費

▽企業債利息充当分 病院の建設改良費及び企業債元利

償還金のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立つくしが丘病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

へき地医療の確

保に要する経費

該当なし ― ―

不採算地区病院

の運営に要する経費

該当なし ― ―

不採算地区の所在

する中核的な病院の

機能に要する経費

該当なし ― ―

結核医療に要す

る経費

該当なし ― ―

精神医療に要す

る経費

精神医療の実施に要する経費

について、一般会計が負担する

ための経費

医療法第 条第２項第１号に規定

する精神病棟の確保に要する経費

のうち、これに伴う収入をもって充て

ることができないと認められるものに

相当する額とする。

７ 感染症医療に要

する経費

該当なし ― ―

８ リハビリテーション

医療に要する経費

該当なし ― ―

周産期医療に要

する経費

該当なし ― ―

小児医療に要す

る経費

該当なし ― ―

救急医療の確保

に要する経費

該当なし ― ―

高度医療に要す

る経費

該当なし ― ―

公立病院付属看

護師養成所の運

営に要する経費

該当なし ― ―

院内保育所の運

営に要する経費

該当なし ― ―

公立病院付属診

療所の運営に要

する経費

該当なし ― ―

保健衛生行政事

務に要する経費

▽医療相談に要する経費

▽行政協力経費

集団検診、医療相談等保健衛生に

要する経費のうち、これに伴う収入

をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。

経営基盤強化対

策に要する経費

▽共済組合長期追加費用負担

金

▽自治医卒研修医人件費負担

金

▽医師及び看護師等の研究研

修費に要する経費

▽新人看護職員研修事業負担

金

▽産科医確保支援事業負担金

▽新生児医療担当医確保支援

事業負担金

（ ）医師及び看護師等の研究研修

に要する経費：

医師及び看護師等の研究研修

に要する経費の とする。

（ ）保健・医療・福祉の共同研修等

に要する経費：

病院が中心となって行う保健・

医療・福祉の共同研修等に要す

る経費の とする。

（ ）病院事業会計に係る共済追加

費用の負担に要する経費：

当該年度の 月 日現在の職員

数が地方公務員等共済組合法の

長期給付等に関する施行法の施
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立つくしが丘病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

へき地医療の確

保に要する経費

該当なし ― ―

不採算地区病院

の運営に要する経費

該当なし ― ―

不採算地区の所在

する中核的な病院の

機能に要する経費

該当なし ― ―

結核医療に要す

る経費

該当なし ― ―

精神医療に要す

る経費

精神医療の実施に要する経費

について、一般会計が負担する

ための経費

医療法第 条第２項第１号に規定

する精神病棟の確保に要する経費

のうち、これに伴う収入をもって充て

ることができないと認められるものに

相当する額とする。

７ 感染症医療に要

する経費

該当なし ― ―

８ リハビリテーション

医療に要する経費

該当なし ― ―

周産期医療に要

する経費

該当なし ― ―

小児医療に要す

る経費

該当なし ― ―

救急医療の確保

に要する経費

該当なし ― ―

高度医療に要す

る経費

該当なし ― ―

公立病院付属看

護師養成所の運

営に要する経費

該当なし ― ―

院内保育所の運

営に要する経費

該当なし ― ―

公立病院付属診

療所の運営に要

する経費

該当なし ― ―

保健衛生行政事

務に要する経費

▽医療相談に要する経費

▽行政協力経費

集団検診、医療相談等保健衛生に

要する経費のうち、これに伴う収入

をもって充てることができないと認め

られるものに相当する額とする。

経営基盤強化対

策に要する経費

▽共済組合長期追加費用負担

金

▽自治医卒研修医人件費負担

金

▽医師及び看護師等の研究研

修費に要する経費

▽新人看護職員研修事業負担

金

▽産科医確保支援事業負担金

▽新生児医療担当医確保支援

事業負担金

（ ）医師及び看護師等の研究研修

に要する経費：

医師及び看護師等の研究研修

に要する経費の とする。

（ ）保健・医療・福祉の共同研修等

に要する経費：

病院が中心となって行う保健・

医療・福祉の共同研修等に要す

る経費の とする。

（ ）病院事業会計に係る共済追加

費用の負担に要する経費：

当該年度の 月 日現在の職員

数が地方公務員等共済組合法の

長期給付等に関する施行法の施
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立つくしが丘病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

行の日における職員数に比して

著しく増加している病院事業会計

に係る共済追加費用の負担額の

一部とする。

（ ）公立病院経営強化の推進に要

する経費：

①経営強化プランの策定並びに実

施状況の点検、評価及び公表に

要する経費とする。

②経営強化プランに基づく公立病

院の機能分化・連携強化等に伴

い必要となる施設の除却等に要

する経費及び施設の除却等に係

る企業債元利償還金のうち、その

経営に伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められるものに

相当する額とする。

③経営強化プランに基づく機能分

化・連携強化等に伴い、新たな経

営主体の設立又は既存の一部事

務組合若しくは広域連合への加

入に伴い経営基盤を強化し、健

全な経営を確保するために要す

る額のうち、その経営に伴う収入

をもって充てることができないと認

められるものに対する出資に要す

る経費（④の経費を除く。）とす

る。

④経営強化プランに基づく公立病

院の機能分化・連携強化等に伴

い、新たに必要となる機能改良費

及び企業債元利償還金のうち、

その経営に伴う収入をもって充て

ることができないと認められるもの

に相当する額とする。

⑤持続可能な質の高い地域医療提

供体制の確保に向け病床機能の

見直しに取り組む公立病院を支

援するために、総務省及び当該

見直しに関して専門的知見を有

する者が連携して行う事業として

実施される経営支援の活用に要

する経費の１ とする。

（ ）医師等の確保対策に要する経

費

ア 医師の勤務環境の改善に要す

る経費：

イ 医師等の派遣等に要する経費：

①公立病院及び公立診療所への

医師等の派遣に要する経費とす

る。
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立つくしが丘病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

②不採算地区に所在する又は救

急医療を担う公的病院等への医

師等の派遣に要する経費とする。

③公立病院及び公立病院付属診

療所において医師等の派遣を受

けることに要する経費とする。

ウ 遠隔医療システムの導入に要す

る経費：

遠隔医療システムの導入に要する

経費（企業債をもって財源とする

ことができるものを除く。）とする。

公共施設等運営

権方式の導入に

要する経費

該当なし ― ―

地方公営企業職

員に係る基礎年金

拠出金に係る公的

負担に要する経費

▽基礎年金拠出金に係る公的

負担に要する経費

ア 繰出しの対象となる事業は、地

方公営企業法の全部又は一部を

適用している事業で、前々年度に

おいて経常利益の計上費用に対

する不足額を生じているもの又は

前年度において繰り越し欠損金

があるものとする。

イ 繰出しの基準額は、アの事業の

職員に係る基礎年金拠出金に係

る公的負担額とする。

地方公営企業職

員に係る児童手当

に要する経費

▽児童手当・子ども手当に要す

る経費

繰出しの対象となる経費は、次に掲

げる地方公営企業職員に児童手当

も給付に要する経費の合計額とす

る。

ア 歳に満たない児童に係る給付

に要する経費の

イ 歳以上中学校修了前の児童

に係る給付に要する経費

ウ 児童手当法附則第 条に規定

する給付に要する経費

新型コロナウイル

ス感染症に係る減

収対策のために発

行する資金手当債

の利子負担の軽

減に要する経費

該当なし ― ―

合計

．雑損失の明細

項目 金額（円）

国保連からの診療報酬減額査定分 令和 年 月、 月診療分

診療報酬支払基金からの診療報酬減額査定分 令和 年 月、 月診療分

小計

消費税及び地方消費税 令和 年度分

過年度診療報酬還付金
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令和 年度

地方公営企業繰出

金の項目

県立つくしが丘病院の繰入金 繰出基準 金額（円）

②不採算地区に所在する又は救

急医療を担う公的病院等への医

師等の派遣に要する経費とする。

③公立病院及び公立病院付属診

療所において医師等の派遣を受

けることに要する経費とする。

ウ 遠隔医療システムの導入に要す

る経費：

遠隔医療システムの導入に要する

経費（企業債をもって財源とする

ことができるものを除く。）とする。

公共施設等運営

権方式の導入に

要する経費

該当なし ― ―

地方公営企業職

員に係る基礎年金

拠出金に係る公的

負担に要する経費

▽基礎年金拠出金に係る公的

負担に要する経費

ア 繰出しの対象となる事業は、地

方公営企業法の全部又は一部を

適用している事業で、前々年度に

おいて経常利益の計上費用に対

する不足額を生じているもの又は

前年度において繰り越し欠損金

があるものとする。

イ 繰出しの基準額は、アの事業の

職員に係る基礎年金拠出金に係

る公的負担額とする。

地方公営企業職

員に係る児童手当

に要する経費

▽児童手当・子ども手当に要す

る経費

繰出しの対象となる経費は、次に掲

げる地方公営企業職員に児童手当

も給付に要する経費の合計額とす

る。

ア 歳に満たない児童に係る給付

に要する経費の

イ 歳以上中学校修了前の児童

に係る給付に要する経費

ウ 児童手当法附則第 条に規定

する給付に要する経費

新型コロナウイル

ス感染症に係る減

収対策のために発

行する資金手当債

の利子負担の軽

減に要する経費

該当なし ― ―

合計

．雑損失の明細

項目 金額（円）

国保連からの診療報酬減額査定分 令和 年 月、 月診療分

診療報酬支払基金からの診療報酬減額査定分 令和 年 月、 月診療分

小計

消費税及び地方消費税 令和 年度分

過年度診療報酬還付金
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その他

雑損失合計

（出所：補助元帳）

第 項 貸借対照表の主要項目の内容

１．ソフトウェアの明細

取得年月 資産名称 金額（千円）

令和元年 月 訪問介護システムカスタマイズ

令和 年 月 オンライン資格確認システム

令和 年 月 インデント管理システム

ソフトウェア合計

（出所：固定資産一覧表）

．未収入金

第 章 第 節 医業未収金管理を参照。

．貯蔵品

第 章 第 節 医薬品及び診療材料等管理を参照。

．企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債

金融機関 金額（千円）

地方公共団体金融機構

青森銀行

合計

流動負債（一年内返済分）

差引固定負債

（出所：令和 年度決算書）

．その他長期借入金

青森県庁一般会計からの借入金。

．退職給与引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、期末要支給額の自己都合退職手当総額に相当する金

額を計上している。会計基準変更時の差異については、平成 年度から職員の退職までの平均

残余勤務年数（ 年）にわたり均等額を費用処理している。

退職給付引当金
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項目 金額（円） 摘要

前 期 末 残 高

当 期 繰 入 額

当期取崩額（普通・定年退職分）

会計制度移行処理分当期繰入額 円（引当不足） 年

当 期 末 残 高

（出所：退職手当引当金計算書及び基礎資料）

．賞与引当金

賞与引当金は、令和 年 月期の当年度分引当額として期末賞与・勤勉手当に係る繰入額に

ついて以下のように計算している。

賞与引当金貸借対照表計上額

＝ 千円（下表①）＋ 千円（下表②）＝ 千円

（単位：千円）

項目
期末賞与引当金 勤勉賞与引当金

期末（ 月期） 期末繰入額 期末（ 月期） 期末繰入額

医 師

看 護 師

医療技術員

事 務 員

看 護 助 手

訪 問 看 護

合 計

① ②

（出所：賞与引当金計算表）

計算式

項目 計算式

期末賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

勤勉賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

．法定福利費引当金

賞与引当金に対応する法定福利費の引当額について、以下のように計算している。

（単位：千円）

項目
期末賞与

繰入額

勤勉賞与

繰入額
合計 計算式

法定福利費引当金

医 師 ×

看 護 師 ×

医療技術員 ×

事 務 員 ×

看 護 助 手 １７６ ×

訪 問 看 護 ×

合 計

138



138 
 

項目 金額（円） 摘要

前 期 末 残 高

当 期 繰 入 額

当期取崩額（普通・定年退職分）

会計制度移行処理分当期繰入額 円（引当不足） 年

当 期 末 残 高

（出所：退職手当引当金計算書及び基礎資料）

．賞与引当金

賞与引当金は、令和 年 月期の当年度分引当額として期末賞与・勤勉手当に係る繰入額に

ついて以下のように計算している。

賞与引当金貸借対照表計上額

＝ 千円（下表①）＋ 千円（下表②）＝ 千円

（単位：千円）

項目
期末賞与引当金 勤勉賞与引当金

期末（ 月期） 期末繰入額 期末（ 月期） 期末繰入額

医 師

看 護 師

医療技術員

事 務 員

看 護 助 手

訪 問 看 護

合 計

① ②

（出所：賞与引当金計算表）

計算式

項目 計算式

期末賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

勤勉賞与引当金：期末（ 月期） 期末（ 月期） 期末（ ・ 月）×

期末繰入額 期末（ 月期）×

．法定福利費引当金

賞与引当金に対応する法定福利費の引当額について、以下のように計算している。

（単位：千円）

項目
期末賞与

繰入額

勤勉賞与

繰入額
合計 計算式

法定福利費引当金

医 師 ×

看 護 師 ×

医療技術員 ×

事 務 員 ×

看 護 助 手 １７６ ×

訪 問 看 護 ×

合 計
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（出所：法定福利費引当金計算表）

．長期前受金

区分 摘要 金額（千円）

負担金 前期末残高

増加：庁内備品購入費充当分

企業債元金償還充当分

企業債元金償還充当分（訪問）

増加計

減少：減価償却に伴う振替 ①

特定仮払消費税

減少計

当期末残高

補助金 前期末残高

増加； ０

減少： ②

当期末残高

合計 当期末残高

（出所：補助元帳）

長期前受金戻入 千円 （① ②）
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第 節 公立病院等に対する地方財政措置について

総務省 自治財政局 準公営企業室 令和 年 月によれば、公立病院に係る公営企業会計

に対して一般会計からの繰出金（公立病院からみれば繰入金）について以下のように説明を行っ

ている。

（総務省 自治財政局 準公営企業室 令和 年 月）

一般会計繰入金については、県立中央病院、県立つくしが丘病院ともに決算概要において一般

会計繰入金項目と金額の妥当性について検証を実施している。
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第 章 病院事業会計に係る監査結果

第 節 病院局に係る監査結果

本節では県立中央病院と県立つくしが丘病院を統合した病院局に係る監査結果及び意見につ

いて記載する。

（（意意見見 ））病病院院事事業業報報告告書書のの概概況況・・総総括括事事項項のの記記載載方方法法ににつついいてて

令和 年度青森県病院事業報告書 「（ ）概況 ア 総括事項」の『経営収支』の記載方法は、

数字の羅列と結果数値のみとなっている。読者の立場からすると解りにくいのでコメントを補足する

ために付表（前年度実績比較表）を添付する工夫が必要と考える。

前年度比較による当年度実績の主たる変動要因については、簡単な説明が必要と考える。

このような視点から記載例を示すと以下のとおりとなる。

経営収支

県立中央病院においては、事業収益 百万円、事業費用 百万円となり、差引き 百万円の

単年度損失が生じました。

県立つくしが丘病院においては、事業収益 百万円、事業費用 百万円となり、差引き 百万円の

単年度損失が生じました。

病院事業会計としては、 百万円の多年度損失を生じ、前年度と比較すると、 百万円の減少となりま

した。

（付表）前年度実績比較表
（単位：百万円）

項目

当年度実績 前年度実績 前年度差額

県立中央

病院

県立

つくしが丘

病院
病院局計

県立中央

病院

県立

つくしが丘

病院
病院局計

県立中央

病院

県立

つくしが丘

病院
病院局計

医業収益 △

医業外収益 △ △ △

事業収益 △ △ △

医業費用

医業外費用 △

事業費用

事業損益 △ △ △ △ △ △

（主な変動要因について付記）

令和 年 月 日に県立病院の決算見込みの公表がなされた。報道記事より決算要旨につ

いて紹介すると以下のとおりとなる。

入院収益が伸び悩んだことで 年ぶりの「赤字」となった。

収入は 億 万円程で、前年度より 億 万円あまり減少した。

収入減の主な要因は、新型コロナウイルスが 類に移行後、入院患者が増えず収益が伸長しなか

ったことが挙げられる。
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一方、物価の高騰による材料費や経費が増額したほか、ベースアップによる賃金の引き上げなり、

支出は 億 万円あまりと前年度から 億 万円程増加した。

この結果、最終損益は、 億円となり 年以来 年ぶりの「赤字」となった。

決算書の主な変動要因については、決算発表とも連動するように作成しておけば、多少の作業

の軽減にもつながるのではなかろうか。

（（意意見見 ））会会計計にに関関すするる注注記記ににつついいてて

会計に関する注記について、以下の諸点について記載方法の見直し検討が必要である。

財務諸表の作成については、「地方公営企業法施行規則」に準拠して作成している。

重要な会計方針

①運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用している。

②運営交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用している。

③貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等の特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収可能見込額を計上している。

（補足説明）

（ ）財務諸表作成に関する準拠性の基準

財務諸表作成に関する準拠性の基準の記載は、法令等において記載を要請していない。

しかしながら、財務諸表の読者に対して、どのような基準に基づいて財務諸表を作成している

かを報告することは至極当然であるため提言したものである。

（ ）重要な会計方針（運営負担金収益の計上基準、運営交付金収益の計上基準）

地方独立行政法人の病院事業決算書においては、当該基準が記載されているが、公営企業

法の全部適用の病院事業決算書では、ほぼ記載がない。

地方独立行政法人の病院事業決算書と公営企業法の全部適用の病院事業決算書の違いが

あるが、財務諸表の読者に対する財務情報の提供を重視し、地方独立行政法人の病院事業決

算書の注記を準用して記載することが適切と考えて提言したものである。

（（意意見見 ））財財務務のの信信頼頼性性をを付付与与すするる外外部部監監査査のの導導入入ににつついいてて

病院局の外部監査については、現状において法令等により義務付けられていないため外部監査

は行われていない。しかしながら、病院局が公的な機関であることや国、県から多額の補助金等を

受領していること等を考えると任意による病院局の外部監査の導入について検討する必要がある。

その理由は、外部監査の実施により公表される財務諸表に監査報告書が添付されることにより財
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務の信頼性が付与された財務諸表となり、病院局の利害関係者並びに県民にとっても有益な財務

諸表となるからである。

「自己証明は証明に非ず」、言い尽くされた言葉であろうが、青森市民病院との共同経営・統合

新病院整備が推進されており、人口減少に伴い現状の規模よりもスリム化しても依然として地方医

療の拠点として運営していくことを考えると尚更、外部監査の導入の必要性が増長するに違いな

い。

外部監査を導入することにより費用がかかるため、利益捻出のためやり繰りしている状況では、何

を言っているのかという意見があると思われるが、中長期的視点で監査に耐えうる利益を確保して

いる病院局を目標に取り組んでいかなければならないことを提言したい。

第 節 県立中央病院と県立つくしが丘病院に共通する監査結果

本節では県立中央病院と県立つくしが丘病院に共通して生じている監査結果及び意見につい

て記載する。

（（意意見見 ））長長期期前前受受金金戻戻入入のの表表示示ににつついいてて

令和５年度 青森県病院事業決算書において、長期前受金戻入は損益計算書の医業外収益

に表示されている。

公営企業法施行規則と青森県病院事業財務規程では「長期前受金戻入」について、以下のとお

りに規定している。

【長期前受金戻入の規定】

公営企業法施行規則 青森県病院事業財務規程

項 目 項 目

医業外収益

患者外給食収益

長長期期前前受受金金戻戻入入

その他医業外収益

医業外収益

患者外給食収益

長長期期前前受受金金戻戻入入

その他医業外収益

特別利益 （（長長期期前前受受金金戻戻入入のの

表表示示ははなないい））

特別利益 固定資産売却益

過年度損益修正益

長長期期前前受受金金戻戻入入

その他特別利益

別表（第 条、第８１

条関係）

勘定科目表

（出所：公営企業法、青森県病院事業財務規程 勘定科目表）

（注）太字は監査人による。
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医業外収益の項目として「長期前受金戻入」が公営企業法施行規則、青森県病院事業財務規

程の両規定で例示されているが、青森県病院事業財務規程では、特別利益の項目にも「長期前

受金戻入」の例示がある。経理課においては、これまでの処理方針を踏襲して医業外収益として

処理したものと考えられる。

公営企業法施行規則において、「長期前受金戻入」を営業外収益のみに表示していることから青

森県病院事業財務規程の特別利益の「長期前受金戻入」の表示が誤りのように推測されるし、「長

期前受金戻入」を特別利益とする金額的に重要な場合や特別な理由の発生も考えにくい。従っ

て、しかるべき処理手続きを経て改定をすることを提案したい。

（（意意見見 ））雑雑損損失失にに含含ままれれてていいるる医医業業収収益益（（診診療療報報酬酬減減額額査査定定分分））のの前前年年度度分分修修正正ににつついいてて

令和５年度 青森県病院事業決算書において、雑損失の中に前年度令和 年 月及び 月分

の診療報酬減額査定分（国保連 千円、診療報酬支払基金 千円 計

千円）が含まれている。この内容は令和 年度 月及び 月の診療報酬の減額査定分が令和

年度において確定した際の修正額であり、基本的に毎年度発生する。金額的にも多額であること

から科目として独立掲記することを検討すべきである。

（（意意見見 ））消消費費税税のの損損益益計計算算書書ににおおけけるる表表示示ににつついいてて

長期前払消費税償却については医業費用に、控除対象外消費税については医業外費用の中

の雑損失に含まれて表示されている。青森県病院局財務規程では、長期前払消費税償却につい

ては勘定科目表に医業費用の項目に明確に記載されているが、控除対象外消費税についてはど

の費用区分に含まれるのかが明確ではない。

他の自治体の例をみると、千葉県病院局では医業外費用において控除対象外消費税・消費税

償却として一本化している場合や大阪府病院局では医業外費用において控除対象外消費税と資

産に係る控除対象外消費税償却にそれぞれ独立掲記している。消費税額は金額的に多額である

ため、どの費用区分に表示するか、どのように独立掲記するかを検討すべきである。
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の雑損失に含まれて表示されている。青森県病院局財務規程では、長期前払消費税償却につい

ては勘定科目表に医業費用の項目に明確に記載されているが、控除対象外消費税についてはど

の費用区分に含まれるのかが明確ではない。

他の自治体の例をみると、千葉県病院局では医業外費用において控除対象外消費税・消費税

償却として一本化している場合や大阪府病院局では医業外費用において控除対象外消費税と資

産に係る控除対象外消費税償却にそれぞれ独立掲記している。消費税額は金額的に多額である

ため、どの費用区分に表示するか、どのように独立掲記するかを検討すべきである。
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第 章 青森市民病院の中期経営計画

青森県立中央病院と青森市民病院との共同経営による統合が計画されていることから、青森市

民病院の中期経営計画について、公表されている「青森市公立病院経営強化プラン

〔青森市民病院編〕令和 年 月」から青森県立中央病院との共同経営による統合に関連する主

要部分について一部抜粋して記載する。

第 節 青森市民病院の概要

病院名 青森市民病院

所在地 青森県青森市勝田一丁目 番 号

開設 平成 年 月 日（旧浪岡町との合併による。当初の開設：昭和 年 月 日）

経営形態 地方公営企業法財務適用

診療科目 診療科

糖尿病・内分泌内科、循環器・呼吸器内科、消化器内科、精神神経科、小児科、

外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、ひ尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、形成外

科、病理診断科、（呼吸器内科、精神神経科は休診）

病床数 許可病床 床（一般病床 床）

稼働病床 床（一般病床 床、感染症対応病床 床）
主な機関指定 保険医療機関、救急告示病院、青森市病院群輪番制参加病院、災害拠点病院（地域災

害医療センター）、地域周産期医療協力施設、臨床研修指定病院（基幹型・協力

型）、地域医療支援病院、 対象病院、病院機能評価認定病院（ ： ）、

青森 指定病院、青森県がん診療連携推進病院、難病指定医療機関、肝疾患に関

する専門医療機関、指定自立支援医療機関、原子力災害医療協力機関、紹介受診重点

医療機関
医療機器の保

有状況
（ 列） 台、 （ テスラ） 台、 （ テスラ） 台、 台、

マンモグラフィ 台、リニアック 台、血管撮影装置 台、人工心肺装置

台、 線透視撮影装置 台

理念及び基本

方針
（理念）

私たちは、安全で良質な医療の提供と、みなさまに信頼される病院を目指します。

（基本方針）

中核病院として、地域医療の確保と医療サービスを提供します。

常に患者の立場に立って、患者の話をよく聴き、安全で親切な医療を提供します。

地域医療の発展のため、優れた医療人を育成します。

良質な医療は健全な経営の上に成り立つことを自覚し、病院運営に参加します。
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第 節 外部環境分析・内部環境分析

（単位：百万円）
項目 平成

年度

平成

年度

平成

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

医業収益

入院収益

外来収益

その他医業収益

医業収益合計①

医業費用

給与費

材料費

経費

その他

医業費用合計②

医業利益①－② △ △ △ △ △ △

第 節 共同経営・統合新病院に係る基本構想・計画に向けて

青森市民病院は、医師不足により一部診療科を休診しているほか、新興感染症に対応できる感

染症専門医や十分な施設機能を有していない状況にある。

また、青森県唯一の県立総合病院として県全域を対象とした高度医療、専門医療、政策医療等

を担っている県立中央病院においても、医療従事者不足、施設の老朽化等の課題を抱えている。

両病院は、青森地域保健医療圏に立地し、同医療圏において、ともに急性期医療や政策医療

の基幹的役割を担っているが、それぞれの病院の課題を克服し、人口減少や少子高齢化、医療

従事者不足、さらには新興感染症対策など地域医療を取り巻く課題や多様な医療ニーズなどに対

応し、持続可能な、そして、強い医療提供体制を構築していくためには、両病院の機能・資源を集

約・充実していくことが重要であることから、令和 年 月、「青森県と青森市の共同経営による統

合病院を新築整備する」ことを表明した。また、その具体的な検討を行うため、同年 月に「青森県

病院局・青森市民病院事務局合同検討チーム」を設置し、共同経営・統合新病院に係る基本構

想・計画の策定に向けた検討を進めている。

統合・新病院開院までの間は、県立中央病院と青森市民病院が地域医療をしっかりと支えていく

ことが重要であると考えており、引き続き、青森市民病院の医療機能の確保に努め、地域の医療

機関との連携強化を図ることとしている。
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第 節 外部環境分析・内部環境分析
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項目 平成

年度
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年度

平成

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

医業収益
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外来収益

その他医業収益

医業収益合計①

医業費用

給与費

材料費

経費

その他

医業費用合計②

医業利益①－② △ △ △ △ △ △

第 節 共同経営・統合新病院に係る基本構想・計画に向けて

青森市民病院は、医師不足により一部診療科を休診しているほか、新興感染症に対応できる感

染症専門医や十分な施設機能を有していない状況にある。

また、青森県唯一の県立総合病院として県全域を対象とした高度医療、専門医療、政策医療等

を担っている県立中央病院においても、医療従事者不足、施設の老朽化等の課題を抱えている。

両病院は、青森地域保健医療圏に立地し、同医療圏において、ともに急性期医療や政策医療

の基幹的役割を担っているが、それぞれの病院の課題を克服し、人口減少や少子高齢化、医療

従事者不足、さらには新興感染症対策など地域医療を取り巻く課題や多様な医療ニーズなどに対

応し、持続可能な、そして、強い医療提供体制を構築していくためには、両病院の機能・資源を集

約・充実していくことが重要であることから、令和 年 月、「青森県と青森市の共同経営による統

合病院を新築整備する」ことを表明した。また、その具体的な検討を行うため、同年 月に「青森県

病院局・青森市民病院事務局合同検討チーム」を設置し、共同経営・統合新病院に係る基本構

想・計画の策定に向けた検討を進めている。

統合・新病院開院までの間は、県立中央病院と青森市民病院が地域医療をしっかりと支えていく

ことが重要であると考えており、引き続き、青森市民病院の医療機能の確保に努め、地域の医療

機関との連携強化を図ることとしている。
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第 節 施設・設備の最適化

（１） 施設・設備の計画的な更新
青森市民病院の建物は、入院棟が昭和 年、外来棟が昭和 年に供用開始しており、築

年以上を経過し、今後も老朽化に対応した設備更新が必要となる。

一方で、設備更新に当たっては、県立中央病院と青森市民病院との統合新病院整備を見据える

必要があることから、今後も医療提供に支障がないよう、また、災害拠点病院として災害時におい

ても病院機能を維持できるよう、計画的な修繕・更新を行う。

（２） デジタル化への対応
デジタル化への対応として、これまでに電子カルテの導入、マイナンバーカードを活用したオ

ンライン資格確認、電子処方箋の導入のほか、病棟及び外来への患者向けの 環境

整備などに取り組んでいる。

令和 年度には、県立中央病院のＰＨＲ を活用した次世代地域医療連携システムへの参

加を予定しているなど、今後においても、国の医療ＤＸの方向性等を踏まえた取組を進める

とともに、セキュリティ対策の徹底を図るなど適切に対応する。

【具体的な取組】

項目 内容

建物の長寿命化 建物及び付帯設備については、長寿命化を図ることを基本に、必要な

修繕等に取り組む。

医療機器の整備 医療機器については、県立中央病院との経営統合・新病院開院の時

期や機器の耐用年数などを踏まえ、青森市民病院が維持すべき医療

機能が提供できるよう、計画的な更新を行っていくとともに、高額医療機

器については、外部コンサルタントを活用し、調達費用の抑制に努め

る。

災害時の医療機能の確保 災害拠点病院として、災害時における病院機能を維持するため、必要

な電源を確保するとともに、ライフラインの途絶等に備えた資機材を確

保するなど、防災機能の強化を図る。

災害時の体制整備 災害時に備え、業務継続計画（ＢＣＰ）に基づく必要な研修や訓練を実

施するほか、ＤＭＡＴ指定病院として組織している災害派遣医療チーム

（ チーム）の体制を継続して維持する。

： （パーソナル・ヘルス・レコード の略で、個人の健康・医療・介護に関する情報の

こと。これらの情報を一人ひとりが自分自身で生涯にわたって時系列的に管理・活用することによって、自己の健康

状態に合った優良なサービスの提供を受けることが可能となることが期待されている。なお、県立中央病院では令

和 年 月から、スマートフォンアプリを使った患者自身の検査画像や検査結果、薬などの医療情報をいつでも

確認できるサービスの運用を開始している。
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第 節 経営の効率化

青森市民病院の役割・機能を果たすためには、安定した経営の下で医療サービスを提供するこ

とが重要であることから、安全で良質な医療を提供することを前提に、収入確保や経費削減などの

一層の経営の効率化等を推進する。

【具体的な取組】

項目 内容

診療報酬改定への対応 診療報酬の改定に的確に対応し、各種診療報酬の新規加算の

取得をはじめ、そのために必要となる施設基準の適合等に取り組

む。

診療報酬（レセプト）業務の適正化 経営分析ソフトの活用や、職員と医事業務事業者との業務の相互

確認等により、レセプト業務の適正化に取り組む。

未収金の発生防止及び収納率の向上 医療費の納付について、窓口でのきめ細かな相談に努めるほ

か、債権回収を行う事業者等と連携するなど、未収金の発生防止

と適切な回収に取り組む。

診療材料費の縮減 ＳＰＤ（院内物流管理システム）運営等業務委託事業者と連携し、

診療材料の適正な在庫管理を行うとともに、全国の医療機関での

購入価格を検索できるベンチマークシステムを活用した比較検討

等により、材料費の縮減を図る。

病院駐車場の経費負担のあり方検討 病院駐車場の維持管理に係る経費負担のあり方について、令和

年度に実施する患者満足度調査などを参考に検討を行う。

照明導入による脱炭素化 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体

実行計画（青森市地球温暖化対策実行計画）の取組として、公営

企業債（脱炭素化推進事業）を活用した、外来棟などへの

照明の導入を推進する。

経営コンサルタントの活用 経営改善のために委託している経営コンサルタントを活用し、院

内各業務の改善策の検討・実施に取り組む。

第 節 収支計画等

【収支計画】 （単位：百万円・％）

区分
令和 年度

（決算）

令和 年度

（決算見込）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

経

常

収

益

医業収益

うち入院収益

うち外来収益

医業外収益

経常収益計（ ）

経

常

費

用

医業費用

うち給与費

うち材料費

うち経費

うち減価償却費

医業外費用
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第 節 経営の効率化
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照明導入による脱炭素化 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体

実行計画（青森市地球温暖化対策実行計画）の取組として、公営

企業債（脱炭素化推進事業）を活用した、外来棟などへの
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第 節 収支計画等

【収支計画】 （単位：百万円・％）
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令和 年度

（決算）

令和 年度
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令和 年度
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令和 年度
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令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

経

常

収

益
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うち入院収益

うち外来収益
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区分
令和 年度

（決算）

令和 年度

（決算見込）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

経常費用計（ ）

経常損益（ ）＝（Ａ） （Ｂ） △ △ △ △
特

別

損

益

特別利益（Ｄ）

特別損失（Ｅ）

純損益（ ） （ ） （ ） △ △ △

（注）特別利益（令和６年度から令和９年度まで）は、経営支援のための基準外繰入金の措置であ

る。

【算定の基礎数値】

項目
令和 年度

（決算）

令和 年度

（決算見込）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

令和 年度

（推計値）

入

院

病床利用率

延べ患者数（人）

診療単価（円）

外

来

日平均患者数（人）

診療単価（円）

診療日数（日）
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第 章 県と青森市の共同経営による統合新病院の整備

第 節 経緯

県と青森市の共同経営による統合新病院の整備に関する経緯について、所管課である地域医

療室がまとめた資料は以下のとおりとなっている。

１ 県立中央病院将来構想の策

定（平成 年 月）

〇県立中央病院の目指す姿

県全域を対象とした急性期医療、専門医療、政策医療の

提供

人材の確保・育成

地域医療・へき地医療の支援

良質で安全な医療サービスの提供

経営基盤の強化

〇目指す姿実現に向けた取組

① 地域の医療機関との再編・統合等も視野に入れた急性

期医療等に係る拠点整備

② 持続可能な病院経営体制の構築

③ 連携・ネットワーク協議のための体制づくり

県立中央病院と青森市民病

院のあり方検討協議会の提

言（令和 年 月）

〇持続可能な医療提供体制を構築していくためには、医療資

源の重複投資や施設の課題が解消され、医療従事者の集

積、集約化などにより診療機能の向上も期待される「共同経

営の上、統合病院を新築整備することが最も望ましい」

知事と青森市長による基本

方針の表明（令和 年 月）

〇あり方検討協議会からの提言を踏まえて、県と青森市が協議

し、「県立中央病院と青森市民病院のあり方について、青森

県と青森市の共同経営による統合病院を新築整備する」との

基本方針を表明

検討体制の構築 〇「青森県病院局・青森市病院事務局合同検討チーム」の設

置（令和 年 月）

〇県と青森市の関係部局長等で構成する「共同経営・統合新

病院整備調整会議」の設置（令和 年 月）

共同経営・統合新病院整備

に係る基本的事項の策定

（令和 年 月）

〇共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項（ 項目）につ

いて、県議会全員協議会における報告・議論を経てとりまとめ

〇共同経営・統合新病院整備に係る基本構想・計画を令和

年度中に策定することを表明

知事記者会見

（令和 年 月 日）

〇統合新病院整備に係る検討について、全面見直しをする旨

発表

〇これからの議論は極力オープンにする意向を表明

知事・市長会談

（令和 年 月 日）

〇原則として県と市の共同経営による統合新病院を整備する方

針を維持する

〇オープンな場で検討を進めるため、「共同経営・統合新病院

整備に係る有識者会議」を開催する

〇整備場所や公共交通については青森市で主体的に議論す

る

〇新病院整備については病院だけではなく関係部局と一体的

に検討を進める
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〇スケジュールの変更など議会への説明が必要な場合には丁

寧に説明する

有識者会議の開催 〇第１回（令和 年 月 日）、第 回（令和 年 月

日）、第 回（令和 年 月 日）⇒一般病床の規模など

意見聴取

整備場所等検討会議の開催 〇第１回（令和 年 月 日）、第 回（令和 年 月

日）、第 回（令和 年 月 日）⇒外環状線周辺エリアも

含め検討

共同経営・統合新病院整備

に係る基本的事項の見直し

（令和 年 月）

〇有識者会議及び整備場所等検討会議の議論を踏まえ、共同

経営・統合新病院整備に係る基本的事項を見直し

〔整備場所の候補地選定の観点〕

① 医療の高度化や療養環境の充実など、整備に必要な

面積の確保

② 大規模災害発生時においても、診療に重大な支障を

来さない

③ 工期短縮・費用縮減の観点から、できる限り、既存

建物がなく、確保が容易な土地

④ 医療圏域内外の救急患者の搬送、患者の通院アクセ

スに適している

⑤ 医療従事者や患者、家族など多くの方が集まる拠点

として、まちづくりの観点から適している

〔検討対象地〕

① 旧県立青森商業高校及び県立中央病院敷地
② 青森県総合運動公園
③ 青い森セントラルパーク
④ 上記以外の県有地、市有地及び民有地のうち、適当と

考えられる場所（検討中）

（出所：所管課作成資料）
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第 節 県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言

①県立中央病院と青森市民病院は、青森地域保健医療圏において、急性期医療、政策医療の基

幹的な役割を担っている。

②人口減少や高齢化に加え、医療従事者不足、新興感染症への対応など地域医療を取り巻く課

題に対応し、将来的に持続可能な医療提供体制を構築するためには、更なる両病院の連携が

必要である。

③両病院共に築 年以上経過し、老朽化が進行している状況にあり、建替等に向けた検討が必

要な時期を迎えている。

④国の医療提供体制改革では、人口減少や少子高齢化の進展を見据え、地域医療構想の実

現、医師・医療従事者の働き方改革の推進、実効性のある医師偏在対策の着実な推進を三位

一体で推進していくこととしている。

こうした状況を踏まえ、令和 年 月に「県立中央病院と青森市民病院のあり方検討協議会」が

設置され、検討が重ねられ、令和 年 月に「県立中央病院と青森市民病院のあり方について

の提言」が示された。この提言の中から提言に至る分析と提言の内容に関する要点を以下のとおり

にまとめた。

第 項 現状の課題要約

項目 県立中央病院 青森市民病院

診療面 青森県唯一の県立総合病院として、県全

域を対象とした高度医療、専門医療、政策

医療を担っているほか、看護師、薬剤師の

共同採用試験の実施や県内自治体病院

への診療応援を行うなど地域医療支援に

も積極的に取り組んでいる。

青森地域保健医療圏の中核病院として、救急医

療、急性期医療を担っている。呼吸器内科、精神神

経科は常勤医が確保できないため休診しているほ

か、総合診療科医、救急医も確保されておらず、新

型コロナウイルス感染症重点医療機関としてその対

応にあたっているが、感染症・呼吸器疾患の専門医

が確保されていない。また、令和 年 月から夜勤

看護師の不足等により 病棟を休棟しているなど医

療従事者の確保が課題となっている。

医師不足のほか、近接（ 病院の距離約 キロ、自

動車での移動距離が 分以内）している県立中央

病院と、がん、心筋梗塞、脳卒中などの診療機能が

重複していることが要因で症例数が減少している。

施設面 院舎は築 年で、都道府県立病院（

床以上）の中でも供用期間が最も長くなっ

ている。

院舎の老朽化により、建物や設備などの修

繕費用が増加している。また、施設の狭溢

化で診療スペースの確保が難しくなりつつ

あるほか、療養環境加算など施設面の課

題で算定できない診療報酬がある。

院舎は、築 年となっている。施設の老朽化によ

り、設備更新費用の増加が見込まれるほか、感染症

患者専用の施設（病棟、集中治療室、陰圧室等）を

有していないことや、建物構造上、制度変更や求め

られる病院機能への対応が困難などの課題がある。

経営面 平成 年度以降黒字を維持しているが、

新入院患者の確保や平均在院日数の短

縮などによる収益性の向上や、増加傾向

一部診療科の休診などにより、平成 年度から純

損失（赤字）を計上しており、平成 年 月から病

床規模を見直し、許可病床を 床削減し、 床と
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項目 県立中央病院 青森市民病院

にある材料費や給与費について、適正な

人員管理や後発医薬品への切替などによ

る費用抑制が必要である。また、経営改善

だけでなく、医療の質を高める取組を広げ

ていくため、業務の効率化・標準化などに

より、看護師やコメディカルの労働生産性

の向上が必要である。

したものの、令和元年度の病床利用率は ％とな

り、新公立病院改革ガイドラインで求められている

％に達しなかった。

経営改善を着実に進め、診療収入・患者数は下げ

止まりつつあり、経営改善の兆しがみえるものの、引

き続き、収益性の向上や材料費等の縮減に取り組

む必要がある。

また、令和元年度決算では、累積欠損金は約 億

円、資金不足比率は事業会計全体で ％となっ

ている。

（出所：県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言）

第 項 現状と課題における基本情報

（１）県立中央病院と青森市民病院の施設の現状

項目 県立中央病院 青森市民病院

築年数（開院時期） 年（昭和 年 月） 年（昭和 年 月）

立地場所 青森市東造道（市東部） 青森市勝田（市中央部）

交通アクセス バス 青森駅から約３０分 バス 青森駅から約１５分

用途地域 第一種住居地域 第二種中高層住居専用地域

延床面積 ㎡（ 床当たり ㎡） ㎡（ 床当たり ㎡）

内訳 本棟

（地下 階、地上

階建）

㎡ 本院

（地下 階、地上 階

建）

㎡

救命救急センター

（地上 階建）

㎡

棟

（地上 階建）

㎡

駐車場収容台数 面積 台

（※県営東造道駐車場（立体駐車場））

㎡

台

㎡

職員用駐車場収容台数

面積

台

㎡

台

（うち 台は上記駐車場の一部を使用）

㎡ （上記駐車場以外）

（出所：県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言 令和 年１１月 県立中央病

院と青森市民病院のあり方検討協議会）

153



154 
 

（ ）県立中央病院と青森市民病院の経営状況

（出所：県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言 令和 年１１月 県立中央病

院と青森市民病院のあり方検討協議会）

（ ）県立中央病院と青森市民病院の経営指標

※青森市民病院の病床利用率は、平成 年度は 床、平成 ，令和元年度は 床で算

出

（単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

入院収益

外来収益

一般会計繰入金

その他

総収益（A）

給与費

材料費

修繕費

その他

総費用（B）

純損益（A）－（B） △ 525 △ 275 △ 376

累積欠損金

不良債務比率（※）
※不良債務比率は事業会計全体で算出している。 〇青森市民病院の表について

・病院群輪番制病院運営事業費補助金は、

　その他に計上している。

県立中央病院 青森市民病院
項目

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
延入院患者数

（一般）
209,409人 208,083人 204,141人 113,775人 111,431人 114,145人

新入院患者数
（一般）

15,339人 15,738人 15,737人 8,017人 7,823人 7,602人

病床利用率
（一般）

平均在院日数
（一般）

12.6日 12.2日 12.0日 12.6日 12.6日 12.8日 13.5日 12.4日

入院1人1日診療
単価

72,118円 76,110円 79,075円 66,249円 56,375円 57,108円 55,807円 55,798円

外来患者数 313,254人 315,026人 305,340人 198,033人 186,586人 186,798人

1日平均
外来患者数

1,284人 1,291人 1,267人 1,124人 812人 765人 775人 828人

外来1人1日診療
単価

22,557円 23,524円 25,297円 19,567円 11,087円 11,561円 11,546円 15,620円

経常収支比率

医業収支比率

給与費対
医業収益比率

材料費対
医業収益比率

400～500床平均
（令和元年度）

項目
県立中央病院 青森市民病院500床以上平均

（令和元年度）
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第 項 県立中央病院と青森市民病院の連携形態

第 県立中央病院と青森市民病院の連携形態

第 回協議会（令和 年 月 日）で県立中央病院と青森市民病院は共同・連携が必要であ

るとの方向性で一致した。第 回協議会（令和 年 月 日）で事務局から 病院の連携形態

について以下の つの選択肢が示された。

【案１】 両病院独立経営を維持し、機能分担と連携を推進

【案２】 共同経営の上、両病院を存続し、機能分担と連携を推進

【案３】 共同経営の上、統合病院を新築整備

【案４】 共同経営の上、一方の既存施設を増築・改修して、統合病院を整備

最終的には、選択肢のうち 【案３】が推奨された。

（出所：県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言 令和 年１１月 県立中央病

院と青森市民病院のあり方検討協議会）

第 連携形態の選択肢についての整理

【案３】について、①医師等の医療従事者不足・人材確保、②急性期機能の集約・充実、③施設

の老朽化等、④病院経営、⑤地域医療支援、⑥新興感染症対策の項目等に整理したものについ

て抜粋すると以下のとおりとなる。

※新築

共共同同経経営営

県立中央病院 青森市民病院

統統合合新新病病院院
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①医師等の医療従事者不足・人材確保

項目 選択肢 案 の内容

人員配置の効率化・適正化 ・同一組織の下での同一施設の運営により、集中的・効率的な人員配

置が可能

医療従事者の集積 ・マグネットホスピタル として、医療従事者の集積が期待できる

地域医療全体の医療従事者の確保 ・両病院の集約化と効率的な人員配置により、地域医療全体の医療従

事者の確保につながる

② 急性期機能の集約・充実

項目 選択肢 案 の内容

診療機能の強化・効率化 ・統合病院により、医療従事者を集中的・効率的に活用できるとともに、

診療機能の強化等ができる

症例数・手術件数の増加 ・ハイボリュームセンター として、症例数・手術件数の増加が期待でき

る

③ 施設の老朽化等

項目 選択肢 案 の内容

老朽化・狭溢化、動線複雑化の解消 ・新病院整備により、老朽化・狭溢化、動線複雑化など施設面の課題に

対して即時に解消可能

最新の 技術・医療機器対応 最新の 技術や医療機器の導入などに対応可能

療養環境・勤務環境の向上 ・新病院整備で、より質の高い医療の提供とともに、療養環境・勤務環

境の魅力を向上させることが可能（労働生産性も向上）

④ 病院経営（経営基盤の強化等）

項目 選択肢 案 の内容

加算の取得 ・新病院の整備、人員の集中的・効率的な配置により、施設面や人員

面の課題で算定できなかった加算の取得が可能

重複投資の抑制 ・統合病院により、両病院が保有していた医療機器や設備について重

複投資がなくなる

効率的・弾力的な運営 ・同一組織の下での同一施設での運営により、効率的・弾力的な運営

が可能

整備費用 ・新病院の整備費用が生ずるが、整備後、修繕費用は減少する（現有

施設の利活用についての検討は必要）

・病院事業債（特別分）の対象となり、整備費用負担が軽減（普通交付

税措置が ％→ ％に増）

維持費用 ・両病院を存続した場合と比較して、ランニングコストが抑えられる

⑤ 地域医療支援 ⑥新興感染症対策

項目 選択肢 案 の内容

地域医療支援 ・共同経営の下、統合病院となることにより、医師や看護師が集約化さ

れることでアクティビティが向上し、支援拡大が可能

新興感染症対策 ・共同経営の下、統合病院となることにより、施設面、人事面で速やか

に強化が可能

マグネットホスピタル：医療従事者にとって魅力のある病院。医療従事者が集まり、定着率が高い病院。

ハイボリュームセンター：専門医がいて、手術症例が多い施設。
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①医師等の医療従事者不足・人材確保
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（出所：県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言 令和 年１１月 県立中央病

院と青森市民病院のあり方検討協議会）

第 項 提言の要点

１ 両病院のあり方について

〇県立中央病院と青森市民病院は、地域において急性期医療や政策医療の基幹的役割を担ってい

るが、両病院において医師をはじめとした医療従事者を十分に確保していくことが難しいほか、施設

の老朽化・狭隘化、経営基盤の強化、新興感染症対策への対応など多くの課題を抱えている。

〇両病院が立地する青森地域保健医療圏では、高度急性期、急性期病床数が 年度の必要病

床数を上回っており、その適正化が求められている。

〇協議会では、こうした状況を踏まえ、人口減少、高齢化の進展など地域医療を取り巻く課題等を見

据え、将来的に持続可能な医療提供体制を構築していくためには、両病院の共同・連携が必要で

あり、その方向性は、

①医師等の医療従事者不足・人材確保

②急性期機能の集約・充実

③施設の老朽化等

④病院経営

⑤地域医療支援

⑥新興感染症対策

の６つの観点を踏まえると、

「共同経営の上、統合病院を新築整備する」ことが最も望ましいと考える。

〇協議会からの提言の実現に向けて、県と市で今後のあり方について早期に協議を進めることを期待

する。

２ 「共同経営の上、統合病院を新築整備する」に当たっての留意事項について

（１）経営形態

（ ）病床規模

（ ）整備場所の考え方

（ ）救急医療体制

（ ）新興感染症対策

（ ）転院患者の受入先確保

（ ）地域医療支援

（出所：県立中央病院と青森市民病院のあり方についての提言 令和 年１１月 県立中央病

院と青森市民病院のあり方検討協議会）
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第 節 共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項

令和 年 月に策定し、令和 年 月に見直しを行った共同経営・統合新病院整備に係る基

本的事項は、以下のとおりである。

項目 内容

（１）新病院の方向性・コンセプ

ト

新病院は、「青森地域保健医療圏における中核病院」、「県全域を対象とした

高度、専門、政策医療の拠点病院」としての役割を継承するとともに、医療機

能・サービスの更なる充実、地域の医療機関等への支援、医療従事者の人

材確保・育成などにより、良質で質の高い医療を提供する。

（２）経営形態 ※１ 自律的・弾力的かつ着実な運営が期待される企業団又は地方独立行政法人

（非公務員型）のいずれかを基本とする。

（３）病床規模 ①一般病床数については、新病院の整備時期を見据え、両病院の患者見込

数や人口減少等を踏まえた適切な病床利用率等を基に算定し、 床とす

る。

②①に加え、感染症病床や精神・身体合併症患者対応病床等の一般病床

以外の病床について、必要病床数等を検討の上、設定する。

開院時（①＋②） 床＋α

（４）整備場所 次の観点やドクターヘリの運航、医療従事者の通勤確保等を考慮し、候補地

を選定する。

①医療の高度化や療養環境の充実など、整備に必要な面積の確保

②大規模災害発生時においても、診療に重大な支障を来さない

③工期短縮・費用節減の観点から、できる限り、既存建物がなく、確保が容易

な土地

④医療圏域内外の救急患者の搬送、患者の通院アクセスに適している

⑤医療従事者や患者・家族など多くの方が集まる拠点として、まちづくりの観

点から適している

留意事項

【検討対象地】

①旧県立青森商業高校及び県立中央病院敷地 （約 万㎡）

②青森県総合運動公園（約 万㎡） 野球場部分を除く。

③青い森セントラルパーク（約 万㎡）

④上記以外の県有地、市有地及び民有地のうち、適当と考えられる場所（検

討中）

《参考》

県立中央病院 （ 万㎡） 青森市民病院 （ 万㎡）

（５）救急医療体制 地域における二次、三次救急の中核的な医療機関として、専門スタッフの増

員を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、救急医療提供体制を強化す

る。

（６）新興感染症対策 新型コロナウイルス感染症における対応や、国の新興感染症対策に係る今

後の方針等を踏まえつつ、新興感染症対策の中核的な病院として、感染拡

大時を想定し、転用スペース等を含めた感染症対応病床の増強、対応設備

等の整備及び専門スタッフ等のマンパワーの確保など、機能・体制を充実・

強化する。

（７）地域の医療機関との連携

推進 ※

①統合効果の早期発現と円滑な病院統合に向け、青森県と青森市による地

域医療連携推進法人（以下「連携推進法人」という。）を令和 年度中に設立

する。

②青森地域保健医療圏において、連携推進法人の設立を視野に入れ、回

復期機能を有する医療機関や一次、二次救急を担う医療機関等との連携体

制を構築する。

（８）地域医療を支える仕組み 県立・市立病院としての役割・責務を引き継ぐとともに、大学等との連携強

化、連携推進法人制度の活用を図ることなどにより、青森地域保健医療圏は

もとより、県全域の地域医療を支える仕組みを構築していく。
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第 節 共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項

令和 年 月に策定し、令和 年 月に見直しを行った共同経営・統合新病院整備に係る基
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討中）
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（５）救急医療体制 地域における二次、三次救急の中核的な医療機関として、専門スタッフの増

員を図るとともに、地域の関係機関等と連携し、救急医療提供体制を強化す
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後の方針等を踏まえつつ、新興感染症対策の中核的な病院として、感染拡
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（７）地域の医療機関との連携

推進 ※

①統合効果の早期発現と円滑な病院統合に向け、青森県と青森市による地

域医療連携推進法人（以下「連携推進法人」という。）を令和 年度中に設立

する。

②青森地域保健医療圏において、連携推進法人の設立を視野に入れ、回

復期機能を有する医療機関や一次、二次救急を担う医療機関等との連携体
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（８）地域医療を支える仕組み 県立・市立病院としての役割・責務を引き継ぐとともに、大学等との連携強
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もとより、県全域の地域医療を支える仕組みを構築していく。
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項目 内容

（ ）整備・運営費負担割合 新病院が両病院の役割・機能等を引き継ぐこととしていることを踏まえ、適切

な負担割合を設定する。

（ ）開院時期 最近の病院整備の事例、次期保健医療計画との整合等を考慮し、開院時期

の目標を「令和 年 月頃を目途」とする。

留意事項

今後、施設整備に係る具体的な検討の状況等に応じて、必要な見直しを行

う。

（出所：青森市ホームページ 「共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項の見直しについ

て」）

※ ：経営形態→第 節にて説明。

※ ：地域の医療機関との連携→第 節にて説明。
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第 節 経営形態

経営形態については、以下の つの経営形態が「県立中央病院と青森市民病院のあり方検討

協議会」から提言された。

種類

一部事務組合等

（地方公営企業法全部適用

〔企業団〕）

地方独立行政法人（移行型）

（非公務員型）

１）位置づけ 地方公共団体 独立した法人

）運営責任者 事業管理者

（設置団体の長が任命）

理事長

（設置団体の長が任命）

）組織体制 条例で規定 理事長が決定

）任命権者 事業管理者 理事長

）運営計画 義務づけなし（任意で作成） 中期目標・中期計画の策定義

務あり

）実績評価 義務づけなし 第三者機関である評価委員会

が評価（設置団体に提出、議会

に報告）

）公務員の身分 あり なし

）職員の服務 地方公務員法の服務に関する

規定（守秘義務、職務専念義

務、営利企業等の従事制限

等）

法人の規程により決定

）労働基本権 争議権なし 労働三権全て付与

）職員の定数 条例で上限を規定 中期計画の範囲内で法人が設

定

）職員の給与 条例で規定（国・地方公共団

体・民・経営考慮等）

法人の規程により決定（国・地

方公共団体・民・業績考慮等）

）予算 自治体の予算制度による（議会

の議決が必要）

法人独自制度（中期計画期間

内で柔軟な執行が可能）

）決算 議会の認定が必要 設置団体に財務諸表を提出

）資金調達（長期） 企業債を発行 設置団体からの長期借入金

）政策医療等の財源措置 繰出基準等に基づく一般会計

からの繰入金（負担金）

繰出基準等に基づく運営費負

担金

）契約 地方自治法等の規定による（年

度をまたぐ契約は原則不可）

法人独自規定による

（出所：県立病院と青森市民病院のあり方についての提言より抜粋・編集）
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体・民・経営考慮等）

法人の規程により決定（国・地

方公共団体・民・業績考慮等）

）予算 自治体の予算制度による（議会

の議決が必要）

法人独自制度（中期計画期間

内で柔軟な執行が可能）
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からの繰入金（負担金）
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担金
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度をまたぐ契約は原則不可）

法人独自規定による

（出所：県立病院と青森市民病院のあり方についての提言より抜粋・編集）
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第 節 地域医療連携推進法人

第 項 地域医療連携推進法人制度の概要

地域医療連携推進法人とは、地域での医療機能の分担や連携を進める目的で、医療機関や介

護施設などを運営する設立母体の異なる法人が共同参画する法人制度である（下記の図表）。

「競争よりも協調」を重視し、地域医療構想を達成する選択肢の つとして 年度に創設され、

一般に設立母体の異なる法人間で、経営面まで踏み込んだ連携をするには障壁があるが、地域

医療連携推進法人を活用することで、合併とは異なり、各法人の独立性を維持しながら参加法人と

の連携を強化できる制度である。

【地域医療連携推進法人】

（出所：厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法律について）
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地域医療連携推進法人について、制度の概要を以下に整理する。

【地域医療連携推進法人の制度概要】

項目 概要

創設の前提（基本的な考え方） ・地域医療構想を達成するための一つの選択肢とする。

・具体的な制度設計や運用も含め非営利性の確保を強く求める。

・競争よりも協調を進め、良質かつ適切な医療が効率的に提供される体

制を確保する。

法人格の考え方 ・都道府県知事は、一般社団法人のうち一定の基準に適合するものを

地域医療連携推進法人として認定する。

剰余金の配当禁止 ・剰余金の配当については、現行の医療法人制度と同様に禁止する。

事業地域の範囲 ・地域医療構想区域（原則二次医療圏）を基本とする。

社員（参加法人等）の範囲 ・病院等を開設する法人

・病院等を開設する個人

・介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人

・営利を目的とする法人は除かれる。

参加法人以外の社員 則 条の に規定する社員

・前項の参加法人等の対象となり得る者であって、参加法人等になるこ

とを希望しない者

・医療連携推進区域において、大学等の医療従事者の養成機関の開

設者

・地方自治体、医師会及び歯科医師会等の医療連携推進区域におい

て、当該法人の医療連携推進業務に関する業務を行う者

医療連携推進方針 ・記載しなければならない事項

① 医療連携推進区域

② 参加法人等が当該区域において開設する病院等の機能分担及

び業務連携に関する事項

③ 当該事項の目標に関する事項

④ 運営方針・参加法人等に関する事項

参加法人等の統括方法等 ・参加法人等が、重要事項を決定する場合には、あらかじめ地域医療

連携推進法人へ意見を求めなければならない。

・意見を求める対象となる事項は、参加法人等の該当事項に係る予

算、借入重要資産の処分、事業計画、定款（寄附行為）の変更、合

併または分割、解散に関する事項など。

・ただし、定款に、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な

資金を調達するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基

金を引き受ける者の募集、並びに出資を行わない旨を定めている場

合には、参加法人等が当該一般社団法人に対して意見を求めなけ

ればならない重要事項から、予算の決定又は変更、借入金の借入れ

及び定款又は寄附行為の変更について除くことができる。

業務内容 ・統一的な医療連携推進方針の決定を主な業務とする。

・地域医療連携推進法人が担う本部機能に支障のない範囲内の事業

について実施できる。

（医療従事者の資質の向上を図るための研修、医薬品、医療機器等

の供給、参加法人への資金の貸付け、債務の保証及び基金の引受

け、医療機関の開設など）

関連事業を行う株式会社等へ

の出資

・地域医療連携推進法人の設立趣旨の達成に必要な範囲内にある関

連事業を行う事業者に対して出資を可能とする。

・地域医療連携推進法人は議決権の全てを保有する。

社員の議決権の取扱い ・原則として社員は各一個の議決権を有する。

・定款で別段の定めをすることができるが、以下を要件とする。

① 地域医療連携推進法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱

いをしないこと。

② 提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わ

ないこと。
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④ 運営方針・参加法人等に関する事項

参加法人等の統括方法等 ・参加法人等が、重要事項を決定する場合には、あらかじめ地域医療

連携推進法人へ意見を求めなければならない。

・意見を求める対象となる事項は、参加法人等の該当事項に係る予

算、借入重要資産の処分、事業計画、定款（寄附行為）の変更、合

併または分割、解散に関する事項など。

・ただし、定款に、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な

資金を調達するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基

金を引き受ける者の募集、並びに出資を行わない旨を定めている場

合には、参加法人等が当該一般社団法人に対して意見を求めなけ

ればならない重要事項から、予算の決定又は変更、借入金の借入れ

及び定款又は寄附行為の変更について除くことができる。

業務内容 ・統一的な医療連携推進方針の決定を主な業務とする。

・地域医療連携推進法人が担う本部機能に支障のない範囲内の事業

について実施できる。

（医療従事者の資質の向上を図るための研修、医薬品、医療機器等

の供給、参加法人への資金の貸付け、債務の保証及び基金の引受

け、医療機関の開設など）

関連事業を行う株式会社等へ

の出資

・地域医療連携推進法人の設立趣旨の達成に必要な範囲内にある関

連事業を行う事業者に対して出資を可能とする。

・地域医療連携推進法人は議決権の全てを保有する。

社員の議決権の取扱い ・原則として社員は各一個の議決権を有する。

・定款で別段の定めをすることができるが、以下を要件とする。

① 地域医療連携推進法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱

いをしないこと。

② 提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わ

ないこと。
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項目 概要

・参加法人の議決権の合計が、総社員の議決権の過半を占めているこ

と。

役員（理事・監事）・理事会 ・理事 人以上、監事 人以上、代表理事、理事会を置く、代表理事

（理事長）は、都道府県知事の認可が必要。

・役員には利害関係のある営利法人の役職員は就任できない。

・役員には親族等の就任制限要件が設定されている。

地域医療連携推進評議会 ・地域関係者で構成する地域医療連携推進評議会を法人内で開催し、

地域医療連携推進法人へ意見具申する。

・地域の医師会・歯科医師会を代表する者、患者団体を代表する者、

医療連携推進区域が属する自治体の担当者等で構成

・医療連携推進方針に記載されている、参加病院等相互間の機能の分

担及び業務の連携に関する目標に照らし、地域医療連携推進法人

の業務の実施の状況について評価を行う。

その他の認定基準 ・医療連携推進業務の事業比率が ％超であること。

・病院等を開設する参加法人等が つ以上あること。

・病院等を開設する参加法人等の議決権の合計が介護事業等に係る

施設又は事業所を開設し、又は管理する法人の議決権の合計を超

えること。

残余財産の帰属先 ・認定の取消しがあった場合や清算する場合は、国、地方公共団体、

公的医療機関、持分の定めのない社団医療法人、財団医療法人に

贈与または帰属させる旨を定款で定めていること。

（出所：「地域医療連携推進法人制度について」医政発 第 号 令和 年 月 日

厚生労働省医政局長通知、「医療法人・地域医療連携推進法人の会計及び監査につ

いて（日本公認会計士協会 夏季全国研修会 平成 年 月 日）」）

（注）下線は、監査人による。
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第 項 地域医療連携推進法人への移行準備

地域医療連携推進法人の設立までの手続・スケジュール

【地域医療連携推進法人の設立までの手続・スケジュール】

（出所：厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法律について（平成２７年

改正）（地域医療連携推進法人制度の創設・医療法人制度の見直し）

【地域医療連携推進法人の設立・拡大イメージ】

（出所：所管課の関係資料を基に 監査人が作成）

（都道府県の実施事項）

↓
の作成

（区域、業務内容、 ↓
↓ 目標等） 認定・公示

  医療審議会の
意見聴取定款の

定款作成
（社員全員署名）

中
心
メ
ン
バ
ー

の
集
合

一一
般般
社社
団団
法法
人人
のの
設設
立立

（（
登登
記記

））

（法人の実施事項）

医療連携推進方針

役員選任

公証人認証

（法人の実施事項）

都都
道道
府府
県県
知知
事事
へへ
のの
認認
定定
申申
請請

地地
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医医
療療
連連
携携
推推
進進
法法
人人
のの
設設
立立

（（
登登
記記

））

令和６年度中 中　期

病院統合に向けた青森県と 青森地域保健医療圏
青森市による地域医療連携推進法人を への拡大
設立する

参加 参加 個人開業医

医療法人

区域内の自治体病院・診療所

統合後の県立中央病院・青森市民病院

青森市民病院青森県立中央病院
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第 項 地域医療連携推進法人への移行準備

地域医療連携推進法人の設立までの手続・スケジュール

【地域医療連携推進法人の設立までの手続・スケジュール】

（出所：厚生労働省医政局医療経営支援課「医療法の一部を改正する法律について（平成２７年

改正）（地域医療連携推進法人制度の創設・医療法人制度の見直し）

【地域医療連携推進法人の設立・拡大イメージ】

（出所：所管課の関係資料を基に 監査人が作成）

（都道府県の実施事項）

↓
の作成

（区域、業務内容、 ↓
↓ 目標等） 認定・公示

  医療審議会の
意見聴取定款の

定款作成
（社員全員署名）

中
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メ
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バ
ー

の
集
合

一一
般般
社社
団団
法法
人人
のの
設設
立立

（（
登登
記記

））

（法人の実施事項）

医療連携推進方針

役員選任

公証人認証

（法人の実施事項）

都都
道道
府府
県県
知知
事事
へへ
のの
認認
定定
申申
請請

地地
域域
医医
療療
連連
携携
推推
進進
法法
人人
のの
設設
立立

（（
登登
記記

））

令和６年度中 中　期

病院統合に向けた青森県と 青森地域保健医療圏
青森市による地域医療連携推進法人を への拡大
設立する

参加 参加 個人開業医

医療法人

区域内の自治体病院・診療所

統合後の県立中央病院・青森市民病院

青森市民病院青森県立中央病院
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第 項 地域医療連携推進法人の開示制度

地域医療連携推進法人に適用される会計基準

①地域医療連携推進法人は、厚生労働省令で定める会計基準（地域医療連携推進法人会計基

準）に従い会計処理を行うことが法律で規定されている。

②計算書類としては、貸借対照表、損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記、純資産変

動計算書、財産目録が規定され、附属明細表としては、有形固定資産等明細表、引当金明細

表、純資産増減計算内訳表の作成が求められている。（地域医療連携推進法人会計基準適用

上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び付属明細表の作成方法に関する運用

指針）

③地域医療連携推進法人は財産目録、貸借対照表及び損益計算書について公認会計士また

は監査法人の監査を受けなければならないとされている。

なお、次のいずれにも該当する場合には、外部監査を受けなくてよいことになっている。

・定款に参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な資金を調達するための支援とし

て資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける者の募集、並びに出資を行わない旨を

定めている

・以下の基準に該当しないこと

最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 億円以上または最

終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が 億円以上

地域医療連携推進法人の認定初年度等の取扱い

一般社団法人が、会計年度の途中において地域医療連携推進法人の認定を受けた場合には、

当該認定を受けた会計年度の期首から地域医療連携推進法人会計基準を適用することになると

されており、加えて地域医療連携推進法人へ移行を検討している一般社団法人については、あら

かじめ地域医療連携推進法人会計基準の適用を想定して区分経理しておくことが望まれるとされ

ている。
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第 節 青森市民病院の決算書

県立中央病院と統合の対象となる青森市民病院を比較及び単純合計した資料は以下のとおりと

なる。

（注１）％表示は、医業収益計を とした場合の割合である。

（注 ）△は損失である。

（注 ） マイナス表記は、△として表示した。

単位：千円

合計

金額 ％ 金額 ％ 金額

△ 1,705,856 △ 441,918 △ 2,147,774

△ 1,705,856 △6.6％ △ 440,762 △5.3％ △ 2,146,618
△ 4,608,120 △ 4,608,120

△ 1,705,856 △ 5,048,882 △ 6,754,738

医 業 収 益 計

損 益 計 算 書
医 業 収 益

入 院 収 益
外 来 収 益
そ の 他 医 業 収 益

補 助 金

医 業 外 収 益

医 業 費 用
給 与 費
材 料 費
経 費
研 究 研 修 費

当 年 度 純 利 益

減 価 償 却 費
長 期 前 払 消 費 税 償 却
資 産 減 耗 費
医 業 費 用 計
医 業 損 失

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
前 期 繰 越 利 益

受 取 利 息 配 当 金

高 等 看 護 学 院 事 業 費 用

特 別 利 益

負 担 金 交 付 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 医 業 外 収 益
医 業 外 収 益 計

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

保 育 所 費

医 業 外 費 用
高 等 看 護 学 院 事 業 収 益

雑 損 失
医 業 外 費 用 計

経 常 利 益

過 年 度 損 益 修 正 益

過 年 度 損 益 修 正 損
特 別 損 失

令和5年度

県立中央病院 青森市民病院
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第 節 青森市民病院の決算書

県立中央病院と統合の対象となる青森市民病院を比較及び単純合計した資料は以下のとおりと

なる。

（注１）％表示は、医業収益計を とした場合の割合である。

（注 ）△は損失である。

（注 ） マイナス表記は、△として表示した。

単位：千円

合計

金額 ％ 金額 ％ 金額

△ 1,705,856 △ 441,918 △ 2,147,774

△ 1,705,856 △6.6％ △ 440,762 △5.3％ △ 2,146,618
△ 4,608,120 △ 4,608,120

△ 1,705,856 △ 5,048,882 △ 6,754,738

医 業 収 益 計

損 益 計 算 書
医 業 収 益

入 院 収 益
外 来 収 益
そ の 他 医 業 収 益

補 助 金

医 業 外 収 益

医 業 費 用
給 与 費
材 料 費
経 費
研 究 研 修 費

当 年 度 純 利 益

減 価 償 却 費
長 期 前 払 消 費 税 償 却
資 産 減 耗 費
医 業 費 用 計
医 業 損 失

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
前 期 繰 越 利 益

受 取 利 息 配 当 金

高 等 看 護 学 院 事 業 費 用

特 別 利 益

負 担 金 交 付 金
長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他 医 業 外 収 益
医 業 外 収 益 計

支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

保 育 所 費

医 業 外 費 用
高 等 看 護 学 院 事 業 収 益

雑 損 失
医 業 外 費 用 計

経 常 利 益

過 年 度 損 益 修 正 益

過 年 度 損 益 修 正 損
特 別 損 失

令和5年度

県立中央病院 青森市民病院
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（注 ）％は、資産合計を とした割合である。

（注 ）未収金貸倒引当金は、未収入金から控除する科目のため△表示としている。

（注 ）＊は減価償却累計額を控除した純額表示のため表示している。

単位：千円

合計
金額 ％ 金額 ％ 金額

土 地
建 物 ＊

構 築 物
器 械 備 品
車 両
リ ー ス 資 産
受 贈 財 産 評 価 額 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他 有 形 固 定 資 産
有 形 固 定 資 産 合 計

電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
無 形 固 定 資 産 合 計

長 期 前 払 消 費 税
そ の 他 投 資
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金 △ △ △ 

令和 年 月 日　現在
県立中央病院 青森市民病院

流 動 資 産 合 計

貸 借 対 照 表
資 産 の 部
固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

固 定 資 産 合 計
流 動 資 産

現 金 預 金
未 収 入 金

貯 蔵 品
差 引 未 収 入 金

資 産 合 計
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（注 ）％は、負債資本合計を とした割合である。

（注 ）△表示は、損失のため利益と区別するため表示している。

（注 ）＊は長期前受金収益化累計額を控除した純額を表示している。

（監査人の所見）

単純合計ではあるが、剰余金合計は青森市民病院の欠損金が県立中央病院の剰余金

を超過して、結果として合計額は欠損金となっている。

単位：千円

合計
金額 ％ 金額 ％ 金額

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

そ の 他 の 企 業 債

企 業 債 合 計

退 職 給 与 引 当 金
引 当 金 合 計

建設改良費等の財源に充てるため
の 企 業 債

そ の 他 の 企 業 債

企 業 債 合 計

賞 与 引 当 金
法 定 福 利 費 引 当 金
引 当 金 合 計

建 設 改 良 積 立 金

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 △ △ △ △ △ 

利 益 剰 余 金 合 計 △ △ 
△ △ 

流 動 負 債 合 計
繰 延 収 益

長 期 前 受 金 ＊

リ ー ス 債 務

負 債 の 部
固 定 負 債

企 業 債

他 会 計 借 入 金
リ ー ス 債 務
引 当 金

固 定 負 債 合 計
流 動 負 債

企 業 債

他 会 計 借 入 金

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

一 次 借 入 金

資 本 剰 余 金

負 債 合 計

資 本 の 部
資 本 金
剰 余 金

利 益 剰 余 金

剰 余 金 合 計

未 払 金
引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

県立中央病院 青森市民病院
令和 年 月 日　現在
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（注 ）％は、負債資本合計を とした割合である。

（注 ）△表示は、損失のため利益と区別するため表示している。

（注 ）＊は長期前受金収益化累計額を控除した純額を表示している。

（監査人の所見）

単純合計ではあるが、剰余金合計は青森市民病院の欠損金が県立中央病院の剰余金

を超過して、結果として合計額は欠損金となっている。
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当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 △ △ △ △ △ 
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△ △ 

流 動 負 債 合 計
繰 延 収 益
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県立中央病院 青森市民病院
令和 年 月 日　現在
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不明点について地域医療室を経由して青森市民病院に問い合わせた内容の結果は、以下のと

おりである。

質問事項 回答

※ その他の医業収益の内容 室料差額収益、選定療養費のほか、地方公営企業繰出金の項目等が

含まれている。

※ 給与費が ％と高い理由 診療科や病床数に対応するように必要な人員を確保しているが、低い

収益となっていることが要因と考えられる。

※ 長期前払消費税償却が独立掲

記されていない理由

医業外費用の繰延勘定償却費に計上し、決算額は 千円であ

る。（注 ）

※ 補助金の主な内容 臨床研修費等補助金等の国及び県の補助金及び地方公営企業繰出

金の項目が含まれている。

※ 負担金交付金の主な内容 県立中央病院と同様に地方公営企業繰出金の項目が含まれている。

※ リース資産、リース負債がない

理由

リース資産及びリース負債を保有していない。

※ 一時借入金の主な内容 一時的な事業運営資金として金融機関から借入をしている。

（注 ）「繰延勘定償却費」の科目は青森市民病院から提出された決算書においては独立掲記さ

れていたが、本報告書においては雑損失に含めて表示している。
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第 章 共同経営による統合新病院に係る監査結果

共同経営による統合新病院については、現在進行中であるため本報告書の作成・提出の期限

との関係から令和 年 月 日までに知り得た情報に基づいて意見を記載するものとする。

（（意意見見 ））共共同同経経営営にによよるる統統合合新新病病院院をを成成功功裏裏にに導導くくたためめにに

最新の報道内容（令和 年 月 日現在）

報道によると、県立中央病院と青森市民病院を統合して整備する新たな病院について検討する

有識者会議が令和 年 月 日に開かれ、その内容は以下のとおりである。

県立中央病院と青森市民病院の統合新病院を巡り県と市は 日、第 回有識者会議を青森市

のホテル青森で開き、新病院が担う診療機能の方向性を示した。診療科目は基本的に両病院にある

各科を継承し 診療科、病床数は全 床を計画している。 有識者会議の開催は、統合新病院

の整備候補地が同市浜田の県営スケート場一帯に決定してから初めて。診療機能の方針は、両病

院の関係者らでつくるプロジェクトチームの意見を踏まえて取りまとめた。 診療科の内訳は、内

科系・外科系や周産期の各診療科に加え、リハビリテーション科、放射線治療科、麻酔科、救急科、

総合診療科など。呼吸器内科に感染症科を、外科に小児外科を加えた新たな診療科の設置も検討

しているという。 日当たりの外来患者数（救急患者を除く）は ～ 人を想定し、診察室は

～ 室程度を整備。医療資源や業務の効率化に向け、診察室に診療科を固定しない「フリーアド

レス制」で運用するほか、場所ごとに受け付けから会計までを分散して行う「ブロック受付方式」を採

用する。 統合新病院は全 床のうち、一般病床が 床（救命救急・集中治療 床、総合周

産期母子医療センター 床など含む）で、感染症病床は 床とした。現在の病床数は、県病が

床、市民病院が 床。 疾病（がん、脳血管疾患、心血管疾患、糖尿病、精神疾患）と 事業

（救急、災害、へき地、周産期、小児、新興感染症）といった重点的に取り組む分野については▽包

括的脳卒中センターの認定取得を目指す▽周産期専用ドクターカーを整備する▽情報通信技術

（ ）を活用した遠隔診療を行うための設備・機能を整備する－など、さまざまな方針が盛り込まれ

た。

中略

このほか、県と市による地域医療連携推進法人を本年度中に立ち上げるため、 月下旬ごろから

設立総会や登記などの手続きを順次進めることを説明。県と市は今後さらに検討を深め、ハード面の

整備方針や人員計画なども含めた基本計画を本年度内に策定する。

（出所：令和 年 月 日 東奥日報）

（注）下線は監査人による。

なお、所管課である地域医療室によれば、統合に向けて今年度中に県立中央病院、青森市民

病院、県立つくしが丘病院、青森市立浪岡病院の 病院で新たな法人を設立し、病院間の人材

交流などに協力して取り組んでいく方針とのことである。
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報道内容（令和 年 月 日現在）を補足する公開情報

県立中央病院のホームページ及び青森市民病院のホームページにおいて有識者会議の議事

要旨、共同経営・統合新病院に係る基本計画、地域医療連携推進法人の設立についての資料が

公開されていた。

①「共同経営・統合新病院に係る基本計画について」の要旨

基本計画の構成が示されているものの、内容については記載されていないので詳細は不明だ

が、青森市民病院との統合による新病院なので一般医療による医業収益をどのようにして拡大で

きるかが重要なポイントと考える。

②「地域医療連携推進法人の設立について」の要旨

この資料の要旨は、上記の報道内容に記載されているとおり、令和 年度中に青森県立中央病

院・青森市民病院・青森県立つくしが丘病院・青森市立浪岡病院の 病院で地域医療連携推進

法人を設立、青森地域保健医療圏の民間医療機関・自治体病院等の参加を順次拡大していくこ

とである。

以下の資料は令和 年 月末時点の総務省が作成した資料であるが、内容としては基本的に

同一であると思われる。

（出所：総務省「公立病院経営強化」 主に令和 年度以降に行う機能分化・連携強化の状

況（令和 年 月末時点）

概要

（令和12年3月）

（※）

　 （684床）

（459床）

※今後、施設整備に係る
具体的な検討状況に応じ
て必要な見直しを行う。

青森県立中央病院

青森市民病院

　青森地域保健医療圏で急性期病院としての機能を担っている一方、医療
従事者不足や施設の老朽化等の課題を抱える青森県立中央病院と青森
市民病院について、医療資源の重複投資や施設の課題が解消されるとと
もに、医療従事者の集積、集約化などにより診療機能の向上が期待される
ことから、青森県と青森市の共同経営の上、統合新病院を整備する予定で
ある。なお、統合効果の早期発現等に向け、青森県と青森市による地域医
療連携推進法人を令和6年度中に設立する予定である。

（令和5年度）

青森県と青森市の共同
経営による総合新病院

（750床＋α）

（青森県と青森市によ
る地域医療連携推進

法人を設立）

（令和6年度中）
（予定）
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統合新病院整備に係る検討体制

地域医療室に対する意見聴取の結果、統合新病院整備に係る検討体制は、下図のとおりとなっ

ていることが分かった。

【統合新病院整備に係る検討体制】

（出所：地域医療室の資料）

知知事事 市市長長

④意見聴取 ⑤案提出

構成員

〇学識経験者

弘前大学、東北大学　等 構成員
〇医療関係者 〇まちづくりに関する
県医師会、市医師会、 学識経験者
全自病協青森県支部　等 構成員 〇医療関係者、利用者

〇医療を受ける立場の者 （県） 　 等

患者代表、住民代表　等 病院事業管理者

病院局長

県立中央病院長

健康福祉部長 （事務局）
県土整備部長
危機管理局長

（市）
青森市民病院長
青森市民病院事務局長

保健部長
都市整備部長
総務部長

（事務局）

※ ：非公開　　　※ ：公開

構想・計画策定支援
（コンサルティング会社）

青青森森市市統統合合新新病病院院

整整備備場場所所等等検検討討会会議議　　※※

青森市の都市計画・まち
づくりの観点から、新病
院整備に望ましい場所
について、有識者や利
用者から意見をいただ

く。

共共同同経経営営・・統統合合新新病病院院

整整備備調調整整会会議議　　　　※※

構想・計画案を調整・とり
まとめや、外部有識者の
選定・招聘を実施

（意思決定）

県県病病院院局局・・青青森森市市民民病病院院

事事務務局局合合同同検検討討チチーームム

①課題整
理指示等

②課題対応
案報告等

③検討
内容報
告

（コンサルティング会社）

構想・計画策定支援

共共同同経経営営・・統統合合新新病病院院整整備備
にに係係るる有有識識者者会会議議　　※※

構想・計画案の各種事
項について、外部有識
者等から助言等をいただ

く。

①現状説明
②整備場所
等に関する
意見

交交通通部部・・総総務務部部

市市民民病病院院事事務務局局

都都市市整整備備部部・・経経済済部部
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項について、外部有識
者等から助言等をいただ

く。

①現状説明
②整備場所
等に関する
意見

交交通通部部・・総総務務部部

市市民民病病院院事事務務局局

都都市市整整備備部部・・経経済済部部
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（上図の説明）

県病院局・青森市民病院事務局合同検討チーム
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病院事務局新病院整備推進課７名となっており、県、青森市の職員が同一の執務室において
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これは、県が２１日開かれた県議会の環境厚生委員会の中で明らかにしたものです。

それによりますと、県はことし６月に県立中央病院と県立つくしが丘病院の職員、１７４６人を対象に、統合

新病院の整備に向けたアンケートを行いました。

この中で、新しい病院の経営形態について、県と市が直接的に経営する方式と県と市が設立する地方独

立行政法人がより自律的で柔軟な経営を行う方式の２つの案を示しどちらがよいか尋ねたところ、回答した

およそ半数の職員のうちおよそ４２％が県と市が直接的に経営する方式、およそ１３％が地方独立行政法

人が経営を行う方式と回答したということです。
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現在の県立中央病院や青森市民病院も県や市が直接的に経営する方式で、県によりますと経営計画の

作成や予算の調整に県や市が直接関与するため、地域に必要な医療をより安定して提供できるということ

です。

今後、県と市は今回のアンケートの結果も参考に、新しい病院の経営形態を決めることにしています。

このアンケートの趣旨は、職員の声を経営形態に反映させようとする意図と思われるが、果た

してこのようなアプローチによって経営形態を決定してよいのだろうか。経営形態については、マ

ネジメントの視点から総合的に検討を重ねて各経営形態のメリット、デメリットを示して職員の声を

聴き、この職員の声も参考にして最終的な経営形態を決定するのが真っ当なやり方だと考える。

職員は地方独立行政法人の下で勤務した経験がないのでアンケートの結果としては、現状の

経営形態に不満がなければ、自ずと現状の経営形態である県や市が直接的に経営する方式を

選択することになることは目に見えている。もちろん、アンケート結果の総数だけではなく、それ

ぞれの経営形態を選択した個別の理由を取り込んで最終的な経営形態の判断に影響させるの

であれば意味のあることである。

いずれにしても報道内容を見る限りでは、マネジメントの関与度が低いように感じられる。

以下に、現時点における共同経営・統合新病院整備の想定される大工程表（イメージ図）を示

したが、公開されていない事項が多く、全体の方向性を知ることができない。地域医療室から

は、経営形態や大工程表（イメージ図）について、令和 年度中に策定する基本計画において

示す予定と聞いているが、少なくとも決定済事項、未了事項、検討事項などの項目を示して、何

時までに終了するのか等について大工程表として発表することが必要であると考える。

「共同経営・統合新病院整備調整会議」と「県病院局・青森市民病院事務局合同検討チーム」

が主軸となって、漸進的な計画手法によって共同経営・統合新病院整備のプロジェクト管理を推

進していくことを提案したい。
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【共同経営・統合新病院整備の大工程表（イメージ図）】

（出所：関係資料を基に監査人が作成）

・県民は報道による打ち上げ花火を見て、今後の動向を推測しなければならないのだろうか。「共

同経営・統合新病院整備調整会議」による丁寧かつ親切な公表を期待したい。

令和12年3月開院（目途）

新病院の建設

（令和6年度）

登記 地地域域医医療療連連携携推推進進法法人人

（（ああおおももりり医医療療連連携携推推進進機機構構））
参加

新設統合新病院

現在地で活動　経営形態は？

統合新法人

現在地で活動　経営形態は？

県立中央病院・市民病院の現在地で活動

患者・取引先

青青森森県県立立つつくくししがが丘丘病病院院 現在地で活動　経営形態は？

現在地で活動　経営形態は？

青森県・知事

青森市・市長

青森県議会

青森市議会

共共同同経経営営・・統統合合新新病病院院整整備備調調整整会会議議

県県病病院院局局・・青青森森市市民民病病院院事事務務局局合合同同検検討討チチーームム

共同経営・統合新病院整備に係る有識者会議

青森市統合新病院整備場所等検討会議

令和7年4月1日

青青森森市市立立浪浪岡岡病病院院

青青森森県県立立中中央央病病院院

青青森森市市民民病病院院

医医療療従従事事者者、、事事務務職職員員、、病病院院施施設設、、機機器器
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第 章 個別業務管理に係る監査結果

第 節 診療報酬請求業務

第 項 診療請求の概要

〔県立中央病院〕

診療報酬とは、保険医療機関及び調剤薬局が提供する保険医療サービスに対する対価であり、

保険者（市町村・保険組合等）から受け取る報酬である。

保険診療請求の概念図を示すと、以下のとおりとなる。

（出所：厚生労働省のホームページ 一部編集）

県立中央病院は、株式会社ニチイ学館との間で医事業務、外来診療科受付業務、総合案内業

務、医療連携部の業務、産科医療補償制度業務、医療コンシェルジュ業務、支払窓口業務を範

囲とした業務委託を締結しており、診療報酬業務はこの中に含まれている。業務委託の内容につ

いては契約書の中には記載されず、委託業務仕様書として別途作成されている。

診療報酬請求は、作成した診療報酬請求書及び診療報酬明細書を審査支払機関に診療月の

翌月 日までに提出（医事会計システムのデータ＝電子レセプトデータを送信する）している。

〔県立つくしが丘病院〕

診療報酬請求の概要については、県立中央病院と基本的に同一である。ただし、県立つくしが

丘病院は、株式会社青森電子計算センターとの間で外来受付・会計業務、入退院受付・会計業

務、診療報酬請求業務、収納業務、領収済証明書作成業務、生活保護法業務、入院患者内科診

療応援及び歯科診療録作成業務、サーバ機器保守業務、その他の業務について委託契約を締

結している。

診療サービス

一部負担金
の支払い

診療報酬の
請求

診療報酬の
支払い

審
査
支
払
機
関

（社
会
保
険
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療
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酬
支
払
基
金
）

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
）

被
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者
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者
）
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等
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また、県立つくしが丘病院では、電子カルテについては未導入であり、カルテ（紙媒体）から各医

師が ・ ・ ｓ（オーダーリング機能）のシステムにデータ入力し、このデータが医事会計システム

に取り込まれてレセプトが作成されている。

第 項 診療報酬の算定・請求時の点検

〔県立中央病院〕

（ ）診療報酬の内容・算定

診療報酬 技術・サービスの評価

物の価格評価 （医薬品については薬価基準で価格を定める）

診療報酬点数表では 個々の技術 ・サービスを点数化（１点 円）して評

価（告示に記載）

○ 診療報酬点数表では、個々の技術・サービスを点数化（１点 円）して

評価（告示に記載） ※点数表の種類：医科、歯科、調剤

保険診療、診療報酬

請求、算定に関する主

な法令

厚生労働省令：

保険医療機関及び保険医療担当規則（療担規則）

健康保険法施行規則

国民健康保険法施行規則 等

告示：

診療報酬の算定方法 別表第 医科診療報酬点数表 等

通知：

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

基本診療料の施設基準等

特掲診療料の施設基準等

診療報酬請求書等の記載要領等について

医療診療報酬点数表

（例示）

基本診療料 特掲診療料

初診若しくは再診の際及び入院の

際に行われる基本的な診療行為の

費用を一括評価するもの

基本診療料として一括して支払うこ

とが妥当でない特別の診療行為に

対して個々に点数を設定し評価を

行うもの

初・再診料

入院基本料

入院基本料等加算

特定入院料

医学管理等

在宅医療

検査

画像診断

投薬

注射

リハビリテーション

精神科専門治療

処置

手術

麻酔

放射線治療

病理診断

（出所：厚生労働省、医療事務入門 医学通信社）

（ ）診療請求時の点検の重要性
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診療報酬請求においては、診療報酬明細書（レセプト）の点検が重要である。診療報酬明細書

（レセプト）は、審査支払機関（支払基金、国保連）によって内容が詳細に審査され査定の減点とな

るからである。

診療報酬が支払われる条件は、保険医が保険医療機関において、健康保険法、医療法、医薬

品医療機器等の各種関係法令の規定を遵守し、「療養担当規則」の規定を遵守し、医学的に妥当

で適切な診療を行い「診療報酬点数表」に定められたとおりに請求を行っていることと言われてい

る。

（ ）診療報酬請求時の点検内容

診療報酬明細書（レセプト）の点検ポイントは、以下のとおりである。

・保険者番号、記号・番号、公費負担者番号、市町村番号、受給者番号の不備又は保険者番号と記

号の不一致

・旧称の記号・番号

・患者名、生年のもれ

・診療月分、診療開始日、診療実日数のもれ

・診察料（初診、再診、往診又は時間外など表示）もれ

・診療月と診療開始日及び初診料の不一致

・診療実日数と診療回数又は処方回数の不一致

・投薬・注射（薬名・規格単位、用量、回数）の不備、適用外使用

・処置・手術・検査・ 線（薬名、回数、内訳）の不備、特に高額診療材料の多数使用

・入院料の不備

・点数欄記入もれ、点数算出根拠不明など

（出所：医療事務入門 医学通信社）

〔県立つくしが丘病院〕

県立中央病院と同一である。

〔県立中央病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））保保留留分分レレセセププトトにに関関すするる売売上上処処理理ににつついいてて

保留分レセプトについては、当初の調定額から除外され国保連、支払基金への請求額には含ま

れないため売上処理は行われていない。

しかしながら、地方公営企業法第 条第１項において、「地方公営企業においては、その経営

成績を明らかにするため、すべての費用及び収益をその発生の事実に基づいて計上し、かつその

発生した年度に正しく割り当てなければならない。」と規定されている。（下線は監査人による。）

また、会計検査院の監査においても保留分レセプトに関する売上計上の指摘がなされている。

経理課の見解としては、これまで保留分レセプトに関して医事第一課から定期的に保留分レセ

プトの情報が経理課に報告されていないため、議論の俎上になかった。売上計上は請求済みのも

のであり、未請求である保留分レセプトは売上計上とはなっていない。保留分レセプトの内容を吟

味して確実性のある内容のものであれば売上計上をしなければならないとの考え方である。
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（（指指摘摘事事項項 ））保保留留分分レレセセププトトにに関関すするる売売上上処処理理ににつついいてて

保留分レセプトについては、当初の調定額から除外され国保連、支払基金への請求額には含ま

れないため売上処理は行われていない。

しかしながら、地方公営企業法第 条第１項において、「地方公営企業においては、その経営

成績を明らかにするため、すべての費用及び収益をその発生の事実に基づいて計上し、かつその

発生した年度に正しく割り当てなければならない。」と規定されている。（下線は監査人による。）

また、会計検査院の監査においても保留分レセプトに関する売上計上の指摘がなされている。

経理課の見解としては、これまで保留分レセプトに関して医事第一課から定期的に保留分レセ

プトの情報が経理課に報告されていないため、議論の俎上になかった。売上計上は請求済みのも

のであり、未請求である保留分レセプトは売上計上とはなっていない。保留分レセプトの内容を吟

味して確実性のある内容のものであれば売上計上をしなければならないとの考え方である。
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保留分レセプトの売上計上については、内容を十分に精査して適切な処理をしなければならな

い。

（（指指摘摘事事項項 ））保保留留分分レレセセププトトのの長長期期保保留留分分のの管管理理ににつついいてて

医事第一課では、入院診療、外来診療とも管理簿を設けて、発生月別の年齢調べと未請求額の

管理を行っており、令和 年 月 日現在で入院診療保留点数 点（ 千

円）、外来診療科保留点数 点（ 千円）である。令和 年 月 日時点におけ

るデータを要約すると以下のとおりとなる。

診療月
入院診療 外来診療 合計

件 点数 件 点数 件 点数

カ月以内

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

合計

（出所：入院診療科別保留点数（合計）・外来診療科別保留点数（合計））

入院診療の保留分レセプトの件数及び点数が異常に多くなっている。医事第一課では、入院診

療科別保留点数（合計）と外来診療科別保留点数（合計）の資料を作成しているが、この資料の重

要性について、明確に認識しておらず管理もしていない。診療請求業務において重要な管理ポイ

ントの一つであるにも拘わらず管理意識が希薄であることが監査のヒアリングの過程において感じ

られた。

年以上の入院診療の保留件数及び点数は、 件、 点（ 円）であるが、保

留になっていることについては軽視することができない。

（（意意見見 ）） 減減額額調調定定額額内内訳訳のの作作成成ににつついいてて

医事第一課では、支払基金、国保連に対する調定額のうち減額調定額について毎月集計を行

っている。（以下に表の例を示している。）減額調定額は、過誤、過誤返戻、査定、査定（院内処

方）、誤計算、再審査復活額、返還調整金額、電子証明書交付料の区分毎に集計を行っている。

この中で、誤計算の内容について尋ねると調定額と入金額の差額の意味合いで使用しているとの
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ことであったが、差額の内容を解明することが重要で、正しい理解のもとで内容に見合う適切な表

現とすべきである。

入院 外科

医科 歯科 計 医科 歯科 計

当初調定額①

減額調定額②

減
額
調
定
額

過誤 ③

過誤返戻 ④

返戻 ⑤

査定 ⑥

査定（院外処方） ⑦

誤計算 ⑧

再審査復活額 ⑨

返還調整金額 ⑩

電子証明書交付料 ⑪

入金 ① ②

〔県立つくしが丘病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））保保留留分分レレセセププトトにに関関すするる売売上上処処理理ににつついいてて

保留分レセプトについては、当初の調定額から除外され国保連、支払基金への請求額には含ま

れないため売上処理は行われていない。

しかしながら、地方公営企業法第 条第１項において、「地方公営企業においては、その経営

成績を明らかにするため、すべての費用及び収益をその発生の事実に基づいて計上し、かつその

発生した年度に正しく割り当てなければならない。」と規定されている。

また、会計検査院の監査においても保留分レセプトに関する売上計上の指摘がなされている。

庶務・管理課の見解としては、これまで医事第二課から定期的に保留分レセプトの情報が報告

されていないため、議論の俎上になかった。売上計上は請求済みのもので、未請求である保留分

レセプトは売上計上とはなっていない。保留分レセプトの内容を吟味して確実性のある内容のもの

について売上計上をしなければならないとの考え方である。

保留分レセプトの売上計上について、十分な検討による適切な処理を期待したい。

（（指指摘摘事事項項 ））保保留留分分レレセセププトトのの長長期期保保留留分分のの管管理理ににつついいてて

保留分レセプトの処理については、業務委託先である株式会社青森電子計算センターで行って

いるが毎月定例的に処理を行い月末時点における保留分レセプトの一覧表を作成していない。こ

れは件数が少ないからという理由なのか、医事第二課からの作成指示もなく、これまでのやり方を

踏襲してきている。
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発生した年度に正しく割り当てなければならない。」と規定されている。

また、会計検査院の監査においても保留分レセプトに関する売上計上の指摘がなされている。

庶務・管理課の見解としては、これまで医事第二課から定期的に保留分レセプトの情報が報告

されていないため、議論の俎上になかった。売上計上は請求済みのもので、未請求である保留分

レセプトは売上計上とはなっていない。保留分レセプトの内容を吟味して確実性のある内容のもの

について売上計上をしなければならないとの考え方である。

保留分レセプトの売上計上について、十分な検討による適切な処理を期待したい。

（（指指摘摘事事項項 ））保保留留分分レレセセププトトのの長長期期保保留留分分のの管管理理ににつついいてて

保留分レセプトの処理については、業務委託先である株式会社青森電子計算センターで行って

いるが毎月定例的に処理を行い月末時点における保留分レセプトの一覧表を作成していない。こ

れは件数が少ないからという理由なのか、医事第二課からの作成指示もなく、これまでのやり方を

踏襲してきている。
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根底にあるのは保留分レセプトの重要性について明確に認識していないことが想定される。国保

連や支払基金に請求できるための資料が整っていないという理由から、このような取扱いになって

いるのだろう。しかしながら、医療行為としては完了しており、収益発生という観点からは医療収益

として計上すべき性質をもっているのである。

往査時において、全く資料が作成されていなかったが、最も古い保留分レセプトについて調査を

依頼したところ、令和 年 月分、 件、 点数、理由は患者が公費負担手続きを忘れてい

たために保留となったとのことであった。令和 年 月以降、往査日の 月第 週までは か

ら 件発生しているとのことであった。

第 項 審査支払機関の審査内容

審査の内容について要約すると、以下のとおりとなる。

審査項目 審査内容

記載事項の確認 記載漏れや記号番号・保険者等の内容不備に関する確認

診療行為の確認 診療行為の名称、点数、回数、医学的な適否、算定要件等に関する確認

医薬品の確認 医薬品の名称、価格、適応、用法、用量、医学的な適否などに関する確認

医療材料の確認 医薬材料の名称、価格、用法、使用料、医学的な適否などに関する確認

（出所：医療事務入門 医学通信社）

〔県立つくしが丘病院〕

県立中央病院と同一である。
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第 節 医業未収金管理（患者自己負担分未収金）

医業未収金の構成内容は、以下の図表に示すとおり「患者に対する自己負担分未収金」と「審

査支払機関に対する未収金」で構成される。

医業未収金
患者自己負担分未収金

審査支払機関に対する未収金

原則として、健康保険組合等（保険者）に加入する患者（被保険者）が支払うのは自己負担部分

のみであり、それ以外は医療機関が審査支払機関に請求を行い、請求後２か月後に支払期日通り

に入金される。今回の監査においては、県立中央病院、県立つくしが丘病院とも「患者自己負担

分未収金」を対象として監査手続きを実施した。

第 項 医業未収金業務の概要

〔県立中央病院〕

県立中央病院の未収金の請求から回収までの業務は、「青森県立中央病院未収金取扱要領」

（以下、本項では「中央病院未収金取扱要領」という）に沿って行われる。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院の医業未収金の請求から回収までの業務は、「青森県立つくしが丘病院未

収金取扱要領」（以下、本項では「つくしが丘病院未収金取扱要領」という）に沿って行われる。

第 項 令和 年度末の発生年度別医業未収金

〔県立中央病院〕

患者自己負担部分のうち、期末時点において窓口等で支払われていない部分は、患者に対す

る未収金となり、長期間にわたり回収が滞る場合がある。令和 年度末における、発生年度別の過

年度医業未収金は以下のとおりであり、長期間回収できていない債権が含まれている。

【図表 令和５年度末における発生年度別医業未収金の状況】

発生年度 金額（千円）

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度
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（以下、本項では「中央病院未収金取扱要領」という）に沿って行われる。
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患者自己負担部分のうち、期末時点において窓口等で支払われていない部分は、患者に対す

る未収金となり、長期間にわたり回収が滞る場合がある。令和 年度末における、発生年度別の過
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発生年度 金額（千円）

平成 年度

平成 年度
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〔県立つくしが丘病院〕

県立中央病院と同様、滞納が発生するのは原則として自己負担部分のみである。令和 年度

末における、発生年度別の過年度医業未収金は以下のとおりであり、長期間回収できていない債

権が含まれている。

【図表 発生年度別医業未収金】

発生年度 金額（千円）

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度
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発生年度 金額（千円）

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

令和元年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

合計

第 項 医業未収金の残高管理

〔県立中央病院〕

県立中央病院では、診療報酬の請求を含む窓口業務は株式会社ニチイ学館に外部委託を行

っている。審査支払機関へ請求する診療報酬については報酬請求システムを使用して請求を行

い、医業未収金の計上は、病院局の財務会計システムを使用している。また、別途、医事会計シス

テムを用いて患者別に自己負担部分の未収金残高管理を行っている。

従って、財務会計システムに登録される自己負担部分の未収金残高と、医事会計システム上の

未収金残高は一致すると考えられる。

医業未収金の残高の監査に当り期末日から遡って ヵ月分の各システムにおける未収金残高の

照合を実施した結果、自己負担部分について財務会計システム上の未収金残高と医事会計シス

テム上の未収金残高との間における差異がなく、処理は適正に行われていた。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院では、診療報酬の請求を含む窓口業務は株式会社青森電子計算セン

ターに外部委託を行っている。

会計処理、残高管理方法は県立中央病院と同様であるため、医業未収金の残高の監査は、中

央病院と同様の監査手続きを執り、期末日から遡って ヵ月分の各システムにおける未収金残高の

照合を実施した結果、自己負担部分について財務会計システム上の未収金残高と医事会計シス

テム上の未収金残高との間における差異がなく、処理は適正に行われていた。
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発生年度 金額（千円）

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

令和元年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

合計

第 項 医業未収金の残高管理

〔県立中央病院〕

県立中央病院では、診療報酬の請求を含む窓口業務は株式会社ニチイ学館に外部委託を行

っている。審査支払機関へ請求する診療報酬については報酬請求システムを使用して請求を行

い、医業未収金の計上は、病院局の財務会計システムを使用している。また、別途、医事会計シス

テムを用いて患者別に自己負担部分の未収金残高管理を行っている。

従って、財務会計システムに登録される自己負担部分の未収金残高と、医事会計システム上の

未収金残高は一致すると考えられる。

医業未収金の残高の監査に当り期末日から遡って ヵ月分の各システムにおける未収金残高の

照合を実施した結果、自己負担部分について財務会計システム上の未収金残高と医事会計シス

テム上の未収金残高との間における差異がなく、処理は適正に行われていた。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院では、診療報酬の請求を含む窓口業務は株式会社青森電子計算セン

ターに外部委託を行っている。

会計処理、残高管理方法は県立中央病院と同様であるため、医業未収金の残高の監査は、中

央病院と同様の監査手続きを執り、期末日から遡って ヵ月分の各システムにおける未収金残高の

照合を実施した結果、自己負担部分について財務会計システム上の未収金残高と医事会計シス

テム上の未収金残高との間における差異がなく、処理は適正に行われていた。
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第 項 督促状の発送及び電話催告の時期

〔県立中央病院〕

滞納債権に対する督促については、中央病院未収金取扱要領には以下のとおり定められてい

る。

【滞納債権に対する督促規定】

第 病院職員は、外来診療にあっては診療終了後、入院診療にあっては退院時（継続入院中の者

に対しては定期請求日。）に、速やかに納入通知書を交付するものとする。

第 病院職員は、未納患者整理台帳（別紙様式１）及び未納患者交渉記録（別紙様式２）を作成し、

未収金に係る収入及び交渉等の状況を記載しなければならない。

第 病院職員は、納入通知書発行日から起算して３週間を経過した未納者に対し、文書による督

促を行うものとし、その後も必要に応じ、文書による催告を行う。

第 病院職員は、文書による督促等を行った未納者からの連絡がない場合等において必要に応

じ、未収金回収のため、電話による催告をするものとする。

（注）下線は監査人による。

監査サンプルとして、令和 年度に滞納が発生した債権のうちから任意に 件を抽出し、規定

どおりに督促が行われているかの確認を行った。結果として、ほぼすべての滞納債権につき、納入

通知書発行日から 週間以上を経過して督促状が発送されており、規定どおり納入通知書発行

日から 週間経過後速やかに督促状が発送されているケースは見つからなかった。

未納患者整理台帳及び未納患者交渉記録については、適切に作成されていた。

（（指指摘摘事事項項 ））督督促促規規定定とと未未収収金金回回収収フフロローーのの異異ななるる督督促促状状のの発発送送時時期期ににつついいてて

現状における督促規定

滞納債権に対する督促規定では、「納入通知書発行日から起算して 週間を経過した未納者

に対し、文書による督促を行う」となっているが、規定通り納入通知書発行日から 週間経過後速

やかに督促状が発送されているケースは見つからなかった。

この督促規定とは別に、医事第一課内で業務マニュアルとして使用されている「未収金回収フロ

ー」においては、納入通知書発行から 週間を経過したものを「未収金」と扱い、未収金を認識し

てから ヵ月～ ヵ月半経過後に督促状を発送すると定められている。

督促規定と未収金回収フローとの関係について、イメージ図として下記に示した。ここでの問題

点を整理したい。

①未収金回収フローは、業務マニュアルとしての位置づけであるが、督促規定の実務処理のガ

イドラインとはなっておらず、むしろ督促規定を実行するにあたって混乱を招く規定となってお

り、実務指針としても機能していない。

どのような目的で未収金回収フローを作成したのか理解に苦しむ。
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②督促規定には督促状をいつまでに発送するのか、期限の記載がない。例えば、「 日以内に

発送する」、「 日以内に発送する」のように具体的に期限を記載しなければ実効性を期待で

きない。

【督促規定と未収金回収フローとの関係（イメージ図）】

（出所：監査人が作成）

結論としては、督促規定に督促状の発送期限を明記することと未収金回収フローの要否を検討

し、必要ならば督促規定と整合する内容に書き換えなければならない。

（（指指摘摘事事項項 ））電電話話催催告告のの時時期期がが大大幅幅にに遅遅れれてていいるる

未収金回収フローにおいては、滞納者に対して督促状の郵送から 週間後に、電話による催

告を行うことと定められている。中央病院未収金取扱要領でも電話催告を行うことは定められてい

るものの、実施時期は規定されていない。

中央病院未収金取扱要領
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②督促規定には督促状をいつまでに発送するのか、期限の記載がない。例えば、「 日以内に

発送する」、「 日以内に発送する」のように具体的に期限を記載しなければ実効性を期待で

きない。

【督促規定と未収金回収フローとの関係（イメージ図）】

（出所：監査人が作成）

結論としては、督促規定に督促状の発送期限を明記することと未収金回収フローの要否を検討

し、必要ならば督促規定と整合する内容に書き換えなければならない。

（（指指摘摘事事項項 ））電電話話催催告告のの時時期期がが大大幅幅にに遅遅れれてていいるる

未収金回収フローにおいては、滞納者に対して督促状の郵送から 週間後に、電話による催

告を行うことと定められている。中央病院未収金取扱要領でも電話催告を行うことは定められてい

るものの、実施時期は規定されていない。

中央病院未収金取扱要領
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先述した 件について、電話催告の時期を確認したところ、 週間を大幅に超過して催告を行

うケースが散見された。未収金回収率を上げるため、電話催告についても確実に実施することが望

ましい。

〔県立つくしが丘病院〕

滞納債権に対する督促については、つくしが丘病院未収金取扱要領に以下のとおり定められて

いる。

【滞納債権に対する督促規定】

第 外来診療にあっては委託職員が診療後、入院診療にあっては医事第二課職員が退院時（継

続入院中の者に対しては病棟看護師が定期請求日）に速やかに納入通知書を交付するものとする。

病棟看護師は、入院料金納入通知書を速やかに交付することができるよう、退院前日の午後４時

までに各種伝票を医事第二課へ提出するとともに、必要なオーダー入力を行うものとする。

納入通知書発行日に納入通知書を受領できなかった患者に対しては、速やかに納入通知書を郵

送するものとする。

第 医事第二課職員は、納入通知書発行日から起算して 日経過した未納者に対し、文書によ

る督促（別紙様式２）を行うものとし、その後も必要に応じ、文書による催告（別紙様式３）を行う。

（注）下線は監査人による。

従って、原則として、診療日又は退院日から 日を経過した時点で、未納者に文書により督促

を行い、支払いが行われない債権については、継続して督促を行う必要がある。

また、「青森県立つくしが丘病院未収金対策マニュアル」において、未収金の督促として以下の

記載がある。

ア 文書による督促

① 入院

・「入院未収金残高表（様式 ）及び「入院過年度未収金督促計画（様式 ）により、毎月督促文

書を前月分請求書に同封する。

・支払が完了するまで、毎月、文書による督促を続ける。

・督促文書は、医事システムにより打ち出す。打ち出す場合は、ある程度まとめて打ち出す方が

効率的である。なお、既に面接や電話等で支払の約束が行われている場合など、文書を発

送すべきでない場合もあるので留意する。

② 外来

・毎月月初めに前々月までの外来診療費について作成した「外来未収金残高表（様式 ）」を加

工して督促文書（外来）作成し送付する。

・「診療費の後日支払確認書（様式 ）」に記載された支払期限を過ぎても支払がない場合は、

文書督促を行う。

（（指指摘摘事事項項 ））督督促促状状のの発発送送遅遅延延をを招招くく規規定定のの不不備備ににつついいてて

監査においては、令和 年度に滞納が発生した債権のうちから任意に 件を抽出し、つくしが

丘病院未収金取扱要領の滞留債権の督促規定に基づいて督促が行われているかどうかの確認を
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行った。監査の結果、納入通知書発行日から 日以内に督促状が発送されているケースや、つ

くしが丘病院未収金取扱要領の滞留債権の督促規定に基づいた納入通知書発行日から 日経

過後速やかに督促状が発送されているケースは見つからなかった。

この事実については、所管課の担当者から見れば規定どおりに処理しているという意見となる

が、このような問題を招いているのは督促規定に督促状の発送期限を明記していないことによるも

ので規定内容の記載の改定が必要とされる。

「青森県立つくしが丘病院未収金対策マニュアル」の未収金督促との関係では、文書による督

促状の対象者が滞留債権に対する督促規定の納入通知書発行日から起算して 日超過してい

ることと督促状の発送期限についての記載を明記することが必要である。

なお、督促状発送事務については、次の「（指摘事項 ）未納患者整理台帳の作成について」

において記述した人員不足により発送事務が滞っていると考えられるが、効果的な未収金回収の

ため、早期に是正すべきである。

（（指指摘摘事事項項 ））未未納納患患者者整整理理台台帳帳のの未未作作成成ににつついいてて

滞納者の管理については、つくしが丘病院未収金取扱要領に以下のとおり定められている。

第 医事第二課職員は、未納者のうち納入通知書発行日から起算して２か月を経過した未納者ご

とに未納患者整理台帳（別紙様式１）を作成し、未収金に係る収入及び交渉等の状況を記載しなけ

ればならない。

監査に当たり、令和 年度に滞納が発生した債権のうちから任意に 件を抽出し、規定どおり

に「未納患者整理台帳」（以下、「整理台帳」という）が作成されているかの確認を行った。

結果として、整理台帳が作成されていたのは 件に留まり、 件は作成されていなかった。担当

課の説明によると、未収金の担当職員の配置が 名のみであるところ、令和 年 月より 名が

病気休暇と休職により稼働できない時期があったため、処理が滞っているということであった。

現場の体制不備は否めないが、未収金の適切な管理と回収の促進にあたっては、整理台帳の

作成は必須であるため、規定どおりに作成を徹底する必要がある。

第 項 貸倒引当金

〔県立中央病院〕

県立中央病院は過年度の医業未収金を 種類に区分し、貸倒れが懸念される債権に対して

引当金を設定している。令和 年度末における貸倒引当金の計上根拠とした債権の区分と金額

は以下のとおりである。
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行った。監査の結果、納入通知書発行日から 日以内に督促状が発送されているケースや、つ

くしが丘病院未収金取扱要領の滞留債権の督促規定に基づいた納入通知書発行日から 日経

過後速やかに督促状が発送されているケースは見つからなかった。

この事実については、所管課の担当者から見れば規定どおりに処理しているという意見となる

が、このような問題を招いているのは督促規定に督促状の発送期限を明記していないことによるも

ので規定内容の記載の改定が必要とされる。

「青森県立つくしが丘病院未収金対策マニュアル」の未収金督促との関係では、文書による督

促状の対象者が滞留債権に対する督促規定の納入通知書発行日から起算して 日超過してい

ることと督促状の発送期限についての記載を明記することが必要である。

なお、督促状発送事務については、次の「（指摘事項 ）未納患者整理台帳の作成について」

において記述した人員不足により発送事務が滞っていると考えられるが、効果的な未収金回収の

ため、早期に是正すべきである。

（（指指摘摘事事項項 ））未未納納患患者者整整理理台台帳帳のの未未作作成成ににつついいてて

滞納者の管理については、つくしが丘病院未収金取扱要領に以下のとおり定められている。

第 医事第二課職員は、未納者のうち納入通知書発行日から起算して２か月を経過した未納者ご

とに未納患者整理台帳（別紙様式１）を作成し、未収金に係る収入及び交渉等の状況を記載しなけ

ればならない。

監査に当たり、令和 年度に滞納が発生した債権のうちから任意に 件を抽出し、規定どおり
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結果として、整理台帳が作成されていたのは 件に留まり、 件は作成されていなかった。担当
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作成は必須であるため、規定どおりに作成を徹底する必要がある。

第 項 貸倒引当金

〔県立中央病院〕

県立中央病院は過年度の医業未収金を 種類に区分し、貸倒れが懸念される債権に対して

引当金を設定している。令和 年度末における貸倒引当金の計上根拠とした債権の区分と金額

は以下のとおりである。
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【図表 令和 年度末における貸倒引当金の計上根拠とした債権の区分と金額】

債権区分 事由 金額（千円） 貸倒引当金の設定

一般債権 分割納付中・交渉中 計上していない

一般債権（納付延滞等） 理由不明

一般債権 生活保護（分割納付） 計上していない

一般債権（納付延滞等） 生活保護（納付余裕なし）

破産更生債権等 生活保護（破産等） ％引き当て

貸倒懸念債権 生活保護（破産等を予定） ％引き当て

破産更生債権等 生活保護（単身死亡） ％引き当て

破産更生債権等 破産等 ％引き当て

貸倒懸念債権 破産等を予定 ％引き当て

破産更生債権等 単身死亡等 ％引き当て

一般債権（納付延滞等） 支払意思なし 計上していない

貸倒懸念債権 連絡不通 ％引き当て

一般債権（納付延滞等） 第三者事由により支払方法未決定

破産更生債権等 行方不明、家族居所不明 ％引き当て

一般債権（納付延滞等） 保険未加入等

一般債権（納付延滞等） 診療不満による支払拒否 計上していない

一般債権 その他

計

（（指指摘摘事事項項 ））貸貸倒倒引引当当金金のの設設定定対対象象ににつついいてて

県立中央病院はアドバイザリー契約をした監査法人の助言を受け、金融商品会計基準を参考

に貸倒引当金を計上する内部ルールを設定している。

このうち、単身者が死亡した場合や、患者が行方不明の場合（ 、 、 、 、 ）について

は、破産更生債権とし、残高の について貸倒引当金を計上している。

また、破産や相続人全員の相続放棄が予定される場合（ 、 、 ）については、貸倒懸

念債権とし、残高の を引き当てている。

そして、分割納付を行っている又は分割納付を交渉している債権（ ）や、生活保護受給者に

つき納付余裕がなく滞納している債権（ ）は一般債権とし、患者に支払い能力はあるが支払意

思がない債権（ ）や、患者が診療に不満を抱いており支払を拒否している債権（ ）は一般

債権（納付延滞等）としており、貸倒引当金を計上していない。

金融商品取引会計基準において、破産更生債権は「経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っ

ている債務者に対する債権」と定義され、貸倒懸念債権は「経営破綻の状態には至っていない

が、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権」と定

義される。
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この点、破産や相続人全員の相続放棄が予定される場合（ 、 、 ）については、実質

的に回収不能であると考えられるため、貸倒懸念債権ではなく破産更生債権に分類し、残高の

について貸倒引当金を計上すべきである。

また、分割納付を行っている又は分割納付を交渉している債権（ ）や、生活保護受給者に

つき納付余裕がなく滞納している債権（ ）については、支払遅延が生じており、債務者の資力

が乏しいことも明らかであるから、一般債権ではなく貸倒懸念債権に区分し、残高の について

貸倒引当金を計上すべきである。

患者に支払能力はあるが支払意思がない債権（ ）や、患者が診療に不満を抱いて支払を拒

否している債権（ ）は、回収可能性が相当に難しいと考えられる。このうち、消滅時効の時効

期間が経過した債権は、時効援用が行われていないだけで、自主的な返済がなければ回収不能

と考えられる。少なくとも、消滅時効の時効期間が経過した部分については、破産更生債権に分類

し、残高の について貸倒引当金を計上すべきである。

なお、現状において、現年度に発生した医業未収金は貸倒引当金の計上対象外としているが、

貸倒のリスクは現年度債権についても生じているため、貸倒引当金の計上対象とすべきである。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院は県立中央病院と同様、過年度の医業未収金を 種類に区分し、貸倒れ

が懸念される債権に対して引当金を設定している。令和 年度末における貸倒引当金の計上根

拠とした債権の区分と金額は以下のとおりである。
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一般債権 生活保護（分割納付） 計上していない
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一般債権（納付延滞等） 支払意思不明瞭 計上していない

貸倒懸念債権 連絡不通 ％引き当て

一般債権（納付延滞等）
第三者事由により支払方

法未決定

破産更生債権等 行方不明、家族居所不明 ％引き当て

一般債権（納付延滞等） 保険未加入等

貸倒懸念債権 診療不満による支払拒否 計上していない

一般債権 その他

計
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（（指指摘摘事事項項 ））貸貸倒倒引引当当金金のの設設定定対対象象ににつついいてて

県立つくしが丘病院は県立中央病院と同様に、アドバイザリー契約をした監査法人の助言を受

け、金融商品会計基準を参考に貸倒引当金を計上する内部ルールを設定している。基準は概ね

県立中央病院と同一である。

県立中央病院と同様に、破産や相続人全員の相続放棄が予定される場合（ 、 、 ）に

ついては、実質的に回収不能であると考えられるため、貸倒懸念債権ではなく破産更生債権に分

類し、残高の について貸倒引当金を計上すべきである。

また、分割納付を行っている又は分割納付を交渉している債権（ ）や、生活保護受給者に

つき納付余裕がなく滞納している債権（ ）については、支払遅延が生じており、債務者の資力

が乏しいことも明らかであるから、一般債権ではなく貸倒懸念債権に区分し、残高の について

貸倒引当金を計上すべきである。

患者に支払い能力はあるが支払意思が不明瞭である債権（ ）や、患者が診療に不満を抱い

ており支払を拒否している債権（ ）は、回収可能性が相当に難しいと考えられる。このうち、消

滅時効の時効期間が経過した債権は、時効援用が行われていないだけで、自主的な返済がなけ

れば回収不能と考えられる。少なくとも、消滅時効の時効期間が経過した部分については、破産更

生債権に分類し、残高の について貸倒引当金を計上すべきである。

また、現年度に発生した医業未収金は貸倒引当金の計上対象外としているが、貸倒のリスクは

現年度債権についても生じているため、貸倒引当金の計上対象とすべきである。

第 項 滞納管理

第１．滞納者への対応

〔県立中央病院〕

（（意意見見 ））滞滞納納額額がが増増加加ししてていいるる滞滞納納者者にに対対すするる対対応応ににつついいてて

監査の結果、未納患者交渉記録を通読したところ、滞納が継続している患者に医療サービスを

継続して提供し、滞納額が増加する事例が散見された。

厚生労働省が令和元年に発出した「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な

対応の在り方等について」には、「支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない

場合等には、診療しないことが正当化される」と記載されている。

令和 年度末における貸倒引当金の計上根拠とした過年度未収金残高は 千円であ

り、患者に支払い能力はあるが支払意思がない債権（ ）は 千円とそのうち を占め

る。
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現状において、滞納者に対する診療は通常どおり行われているが、回収不能残高を増やさない

という観点と、県民への公平性を担保するという観点から、悪意ある滞納者への対応ルール策定を

検討することが望ましい。

〔県立つくしが丘病院〕

（（意意見見 ））滞滞納納額額がが増増加加ししてていいるる滞滞納納者者にに対対すするる対対応応ににつついいてて

未納患者交渉記録を通読したところ、滞納が継続している患者に医療サービスを継続して提供

していることにより滞納額が増加している事例があった。

県立つくしが丘病院は精神科病院であり、県立中央病院と状況は異なるものの、財政安定の観

点からは、滞納債権の増加を抑制するよう努める必要がある。この点についても、県立中央病院と

同様に、悪意ある滞納者への対応ルールの策定を検討することを提言したい。

第 訪問徴収の取扱い

〔県立つくしが丘病院〕

（（意意見見 ））訪訪問問徴徴収収のの未未実実施施ににつついいてて

滞納者への訪問について、県立つくしが丘病院未収金取扱要領に以下のとおり定められている

ものの、訪問は実施されていない。

【滞納者への訪問規定】

第 院長は現金取扱員の手続きをした職員（以下、「徴収員」という。）を含む２名以上の職員をし

て、未収金の回収のため必要に応じ速やかに訪問徴収を行わせるものとする。

２ 徴収員は、未納に係る診療費を徴収した場合は、領収証を発行し、帰院後速やかに定められた処

理を行うものとする。

３ 徴収員は、未納者が不在の場合は、訪問時不在連絡票（別紙様式４）を置くものとする。

４ 訪問徴収の結果は、復命書、未納患者整理台帳に徴収員が速やかに記録するものとする。

上述のとおり、県立つくしが丘病院の未収金管理に関しては人員が不足しており、 名以上を訪

問徴収に時間を割くことが現時点では難しい状況である。また、精神疾患を抱えている患者も多

く、訪問徴収が職員と患者双方に過大なストレスとなる可能性もある。

このような現場の実態に即し、必要に応じて訪問徴収の取り扱いを再検討すべきと考える。

192



192 
 

現状において、滞納者に対する診療は通常どおり行われているが、回収不能残高を増やさない

という観点と、県民への公平性を担保するという観点から、悪意ある滞納者への対応ルール策定を

検討することが望ましい。

〔県立つくしが丘病院〕

（（意意見見 ））滞滞納納額額がが増増加加ししてていいるる滞滞納納者者にに対対すするる対対応応ににつついいてて

未納患者交渉記録を通読したところ、滞納が継続している患者に医療サービスを継続して提供

していることにより滞納額が増加している事例があった。

県立つくしが丘病院は精神科病院であり、県立中央病院と状況は異なるものの、財政安定の観

点からは、滞納債権の増加を抑制するよう努める必要がある。この点についても、県立中央病院と

同様に、悪意ある滞納者への対応ルールの策定を検討することを提言したい。

第 訪問徴収の取扱い

〔県立つくしが丘病院〕

（（意意見見 ））訪訪問問徴徴収収のの未未実実施施ににつついいてて

滞納者への訪問について、県立つくしが丘病院未収金取扱要領に以下のとおり定められている

ものの、訪問は実施されていない。

【滞納者への訪問規定】

第 院長は現金取扱員の手続きをした職員（以下、「徴収員」という。）を含む２名以上の職員をし

て、未収金の回収のため必要に応じ速やかに訪問徴収を行わせるものとする。

２ 徴収員は、未納に係る診療費を徴収した場合は、領収証を発行し、帰院後速やかに定められた処

理を行うものとする。

３ 徴収員は、未納者が不在の場合は、訪問時不在連絡票（別紙様式４）を置くものとする。

４ 訪問徴収の結果は、復命書、未納患者整理台帳に徴収員が速やかに記録するものとする。

上述のとおり、県立つくしが丘病院の未収金管理に関しては人員が不足しており、 名以上を訪

問徴収に時間を割くことが現時点では難しい状況である。また、精神疾患を抱えている患者も多

く、訪問徴収が職員と患者双方に過大なストレスとなる可能性もある。

このような現場の実態に即し、必要に応じて訪問徴収の取り扱いを再検討すべきと考える。
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第 節 医薬品及び診療材料等管理

第 項 医薬品及び診療材料等管理に関する規程
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不用品の処分

第五十一条 たな卸資産のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却

しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却予定価格が売却に要する費用の額に達しないもの

その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

第三節 たな卸

帳簿残高の確認

第五十二条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の

確認に努めなければならない。

実地たな卸

第五十三条 企業出納員は、毎事業年度末において実地たな卸を行わなければならない。

前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要

と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しな

ければならない。
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実地たな卸の立会い

第五十四条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払い及び保管に

関係のない職員を立ち会わせなければならない。

たな卸の結果の報告

第五十五条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を取りまとめ、第五十三条第三項の規定により作成する

たな卸表を添えて管理者及び所属長に報告しなければならない。

実地たな卸の結果、現品に不足があった場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定

による報告に併せてそれぞれ報告しなければならない。

たな卸修正

第五十六条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないとき

は、たな卸表に基づいて、振替伝票を発行し、これを修正しなければならない。

第六章 たな卸資産以外の物品

直購入

第五十七条 第四十五条第一項各号に掲げる物品のうち、購入後、直ちに使用する予定のもの又は第六十六

条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の

支出として購入することができる。

第四十八条の規定は、前項の規定により購入した物品で残品が生じた場合について準用する。

物品の管理

第五十八条 企業出納員は、第四十五条第一項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出された

もの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの 以下この章において、併せて「物品」と

いう。 を適正に管理しなければならない。

事故報告

第五十九条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速や

かにその原因及び現状を調査の上取りまとめ、管理者に報告しなければならない。

不用物品の処分

第六十条 物品のうち、不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、第五十一条の規定に準じて売却し、又

は廃棄しなければならない。

第 項 県立中央病院の医薬品及び診療材料等管理

県立中央病院は、 業者へ物品管理業務を業務委託している。

県立中央病院は、株式会社ソラストと物品管理業務委託契約を締結している。委託している業

務は、物流業務、滅菌業務、 業務、管理課業務であり、下表は、物流業務の内容である。な

お、令和 年度の委託料は年間 円（税込）である。

第 ．委託業務の内容

【委託している物流業務の内容】

業務名 業務内容

購買管理業務 ①物品購入計画の支援

②同等品（類似品）の統廃合

③新規採用品目の検討支援及び管理

④単価契約等更新処理

とは、 の略称であり、病院が使用する医薬品などの物品の供

給、在庫、加工などの物流管理を中央化及び外注化することにより、病院の診療物品の管理や煩雑な業務を軽減

する仕組みであり、多くの病院で採用されている。
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業務名 業務内容

⑤物品の発注代行

⑥検品検収の代行

在庫管理業務 ①倉庫在庫管理

②部署在庫管理

③棚卸業務・商品品質管理

④在庫適正管理

搬送業務 ①払出準備

②搬送

③定期ラウンド

定数管理業務 ①定数見直し

②定数変更申請書

③休日の定数管理

薬剤管理業務 ①払出準備及び搬送業務

②受発注管理業務

③棚卸業務

④定数管理業務

⑤品質管理業務

検査試薬管理業務 非在庫品 ①受発注管理業務

②棚卸業務

③定数管理業務

事務用品・印刷分管理業務 ①払出準備及び搬送業務

②受発注管理業務

③棚卸業務（定数物品）

④棚卸業務（倉庫）

⑤定数管理業務

術式別セット管理業務 ①品目セット、管理等

電算管理業務 ①マスター管理

②滅菌管理システム保守

③物品管理システム保守

④電算入力

各種データ提供業務 ①月例報告資料の提供（管理対象全品目）

②動向分析資料の作成等

③価格交渉用資料の提供等

各種委員会等への参加業務 ①診療材料適正化推進委員会への参加

第 ．ラベル管理システム

県立中央病院における医薬品及び診療材料等については、すべての物品に対してラベルを

発行し、受払業務に適用している。

①医薬品及び診療材料等の受入検収後に在庫品登録をすると現品に貼付するラベルが発行さ

れる。このラベルを現品に貼付して医薬品及び診療材料等の要求部門に払出を行う。

ラベルの貼付単位は、部署ごとに異なり、箱、本、組、個などである。

②診療科、病棟等の現場部門では、医薬品及び診療材料等の使用時に現品に貼付してあるラ

ベルを取り外し、取り外したラベルは使用済みラベル台帳に貼付する。
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③診療科、病棟等の現場部門のスタッフは、使用済みラベル台帳を毎朝 時 分までに物品

管理センターに提出する。

④物品管理センターでは、使用済みラベル台帳のバーコードを読み取り、在庫の引き落とし処

理を行っている。

県立中央病院では、このようにしてラベルによる物品の受払管理が行われている。

注意点

①診療科、病棟等の現場部門において、現品到着後（実際の払出前）にラベルを取り外すと

現品を返品する時にはラベルがないので、返品受入の処理時点で返品処理ができなくな

り、また棚卸時において棚卸差異が発生することになる。

従って、実際に使用した時点でラベルを取り外すように留意しなければならない。

②実際に使用した時点においてラベルを取り外しても、すぐに使用済みラベル台帳に貼付し

ないで、胸などに一時的に貼付しておいて後で使用済みラベル台帳に貼ろうとしているうち

にラベルを紛失してしまうことがあるので取扱いに留意しなければならない。

【使用済みラベル台帳】

（（指指摘摘事事項項 ））ララベベルル管管理理ににつついいてて

①現品にラベルが貼付されていない返品

実地たな卸の棚卸差異が発生する原因として、診療科、病棟等の現場部門から倉庫に返品をし

た際の処理誤りがある。返品時にラベルの貼っていないものが返品されることがあり、返品処理が
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適切に行われない。本来は、ラベルを付けたまま返品する必要があるが、診療科、病棟等の現場

部門で在庫を受け取った後すぐにラベルをはがしてしまうことがあり、返品時にはラベルが貼って

いないケースがある。使用する際にラベルをはがすという運用を徹底する必要がある。

②ラベルの紛失について

また、ラベル紛失も棚卸差異の原因の一つである。本来、使用時にラベルをはがし、そのラベル

を 業者に渡し、使用登録する必要があるが、はがしたラベルを紛失しているケースがある。開

封時に誤ってラベルも一緒に廃棄している可能性がある。在庫管理におけるラベルの取扱いの重

要性を再度認識し、職員全員に浸透させる必要がある。

（（意意見見 ））実実地地棚棚卸卸ににつついいてて

実地棚卸について、以下の 点について意見を記載する。

．実地棚卸の立会

年度末に㈱ソラストが実施する実地棚卸に管理課と経理課が立会をしている。薬品について

は、地下 階倉庫の棚卸のみ立会し、院内各部署の棚卸には立会をしていない。院内各部署の

薬品の棚卸が適正に実施されているか確認することは、在庫管理において重要であり、立会を実

施することが望ましい。管理課と経理課の人数から見て、年度末の立会が困難である場合には、年

に から 回に分けて分散した実地棚卸を行い、立会を行うという方法もある。いずれにしても、立

会を行うことを検討されたい。

診療材料については地下 階倉庫及び院内各部署の棚卸に立会をしている。

．棚卸実施時の見取り図の活用について

実地棚卸に際し、見取り図を用意して、それに従って棚卸を実施するという体制になっていな

い。見取り図を作成し、在庫の配置を明らかにしたうえで棚卸を実施することは、在庫カウントの網

羅性を担保するうえで重要である。見取り図を作成し、カウントが終了したら該当箇所にチェックを

入れるなど、網羅性を考慮した運用を行うべきである。

．棚卸カウント結果記載方法について

棚卸時にカウントした数量をリストに記載しているが、シャープペンシルで記載されていた。改ざ

ん防止の観点からボールペンで記載するのが望ましい。

．実地棚卸要領の作成について

委託業者では、「倉庫棚卸手順書」を作成して実地棚卸の手順書を作成して運用している。
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管理課と委託業者の間において、上記１から３までの内容やその他の事項について、現状におけ

る「倉庫棚卸手順書」をブラッシュアップして実地棚卸の精度を上げることや改善を図ることを期待

したい。

（（意意見見 ））薬薬品品値値引引ききのの会会計計処処理理ににつついいてて

薬品について各業者から年 回の値引きを受けている。 月から 月分の値引きについては、

単価の変更登録をして 月からの単価に反映させている。しかし、 月から 月分の値引きにつ

いては、年度末の単価に反映させてもすぐに 月からの新単価に置き換える必要が生じるため、

実務上の煩雑さを考慮し、単価の置き換えを実施せず、薬品費から控除して決算額としている。令

和 年 月の 社合計値引き額は 千円（税抜）、令和 年 月の 社合計値引き額は

千円（税抜）であった。 月の値引き額は 月までの値引き調整後の金額になるため 月に

比べ低い金額になる。本来、値引き額を期末在庫計上額から控除しない処理は正しい処理ではな

い。

しかし、その影響額が僅少であるため、実務上の煩雑さを考慮し、現段階では上記会計処理も

容認し得ると判断する。今後、 月値引き額が大きくなるなど決算数値への影響が大きくなる場合

は、会計処理を見直す必要があるためご留意いただきたい。

（注）単品ごとに値引き額を反映させるのは、極めて煩雑な処理となる。そこで便法ではあるが、値

引き額の総額を医薬品及び診療材料等の使用高と在庫高に案分して計算することも検討され

たい。なお、このような処理の場合に、医薬品及び診療材料等の台帳の期末残高と決算書の期

末残高が不合となるが、調整表を作成して説明できるようにしておく必要がある。

第 項 県立つくしが丘病院の医薬品及び診療材料等管理

県立つくしが丘病院の医薬品及び診療材料等の管理については、すべて自前で処理を行って

おり、外部への業務委託はない。

月 月

月 月

上半期 下半期

千円 千円 払出高

在庫高
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管理課と委託業者の間において、上記１から３までの内容やその他の事項について、現状におけ

る「倉庫棚卸手順書」をブラッシュアップして実地棚卸の精度を上げることや改善を図ることを期待

したい。

（（意意見見 ））薬薬品品値値引引ききのの会会計計処処理理ににつついいてて

薬品について各業者から年 回の値引きを受けている。 月から 月分の値引きについては、

単価の変更登録をして 月からの単価に反映させている。しかし、 月から 月分の値引きにつ

いては、年度末の単価に反映させてもすぐに 月からの新単価に置き換える必要が生じるため、

実務上の煩雑さを考慮し、単価の置き換えを実施せず、薬品費から控除して決算額としている。令

和 年 月の 社合計値引き額は 千円（税抜）、令和 年 月の 社合計値引き額は

千円（税抜）であった。 月の値引き額は 月までの値引き調整後の金額になるため 月に

比べ低い金額になる。本来、値引き額を期末在庫計上額から控除しない処理は正しい処理ではな

い。

しかし、その影響額が僅少であるため、実務上の煩雑さを考慮し、現段階では上記会計処理も

容認し得ると判断する。今後、 月値引き額が大きくなるなど決算数値への影響が大きくなる場合

は、会計処理を見直す必要があるためご留意いただきたい。

（注）単品ごとに値引き額を反映させるのは、極めて煩雑な処理となる。そこで便法ではあるが、値

引き額の総額を医薬品及び診療材料等の使用高と在庫高に案分して計算することも検討され

たい。なお、このような処理の場合に、医薬品及び診療材料等の台帳の期末残高と決算書の期

末残高が不合となるが、調整表を作成して説明できるようにしておく必要がある。

第 項 県立つくしが丘病院の医薬品及び診療材料等管理

県立つくしが丘病院の医薬品及び診療材料等の管理については、すべて自前で処理を行って

おり、外部への業務委託はない。

月 月

月 月

上半期 下半期

千円 千円 払出高

在庫高
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（（意意見見 ））実実地地棚棚卸卸ににつついいてて

１．棚卸マニュアルの作成について

棚卸マニュアルが作成されていなかった。棚卸マニュアルは、棚卸を実施する担当者が変更して

も棚卸作業が適切かつ円滑に実施されるために有用である。以下のような内容を記載した棚卸マ

ニュアルを作成しておくことが望ましい。

・棚卸の事前準備方法

・二人一組でカウントするなどの実施方法。

・当日の動きをどのように反映させるかなど実際在庫数の確定方法。

・理論在庫と実際在庫数の差異が生じた場合の差異原因の調査・分析方法。

２．棚卸差異について

令和 年度実地棚卸結果報告書では、帳簿残と実地棚卸残が同額となっており、棚卸差異は

発生していない。しかし、棚卸時にカウント数を記載したリストを見ると、理論在庫とカウントした数量

に差異が生じているものが複数あった。これは、箱を開封したものについて払出処理がなされてい

なかったものがあったためである。これについて実地棚卸後、払出処理を実施することにより、棚卸

差異がないものとされていた。本来、棚卸時に理論在庫とカウントした数量に差異があれば、棚卸

差異として集計報告し、それが生じた原因を調査すべきである。今後は、棚卸差異として把握する

ことが望ましい。

３．実地棚卸品の対象範囲について

実地棚卸の対象は、薬局調剤室及び薬品倉庫の医薬品となっており、外来や病棟に払出済み

で未使用のものは対象としていない。これは、外来や病棟で保管されている医薬品金額は概ね

千円以内（各部署で保管することになっている医薬品数と最新の単価で病院担当者が算出）であ

り、金額的重要性に乏しいからである。

また、診療材料については、購入時の費用としており、実地棚卸の対象としていない。これも金

額的重要性に乏しいためである（令和 年 月の診療材料購入金額は 千円）。

いずれも今後金額的重要性が高くなった場合には、実地棚卸の対象とすべきものであるため、留

意する必要がある。

４．棚卸カウント結果記載方法について

棚卸時にカウントした数量をリストに記載しているが、シャープペンシルで記載されていた。改ざ

ん防止の観点からボールペンで記載するのが望ましい。
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（（意意見見 ））薬薬品品値値引引ききのの会会計計処処理理ににつついいてて

薬品について各業者から年 回の値引きを受けている。 月から 月分の値引きについては、

単価の変更登録をして 月からの単価に反映させている。しかし、 月から 月分の値引きにつ

いては、年度末の単価に反映させてもすぐに 月からの新単価に置き換える必要が生じるため、

実務上の煩雑さを考慮し、単価の置き換えを実施せず、薬品費から控除して決算額としている。令

和 年 月の 社合計値引き額は 千円（税抜）、令和 年 月の 社合計値引き額は

千円（税抜）であった。 月の値引き額は 月までの値引き調整後の金額になるため 月分に比

べ低い金額になる。本来、値引き額を期末在庫計上額から控除しない処理は正しい処理ではな

い。

しかし、その影響額が僅少であるため、実務上の煩雑さを考慮し、現段階では上記会計処理も

容認し得ると判断する。今後、 月値引き額が大きくなるなど決算数値への影響が大きくなる場合

は、会計処理を見直す必要があるためご留意いただきたい。

月 月

月 月

上半期 下半期

千円 千円
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（（意意見見 ））薬薬品品値値引引ききのの会会計計処処理理ににつついいてて

薬品について各業者から年 回の値引きを受けている。 月から 月分の値引きについては、

単価の変更登録をして 月からの単価に反映させている。しかし、 月から 月分の値引きにつ

いては、年度末の単価に反映させてもすぐに 月からの新単価に置き換える必要が生じるため、

実務上の煩雑さを考慮し、単価の置き換えを実施せず、薬品費から控除して決算額としている。令

和 年 月の 社合計値引き額は 千円（税抜）、令和 年 月の 社合計値引き額は

千円（税抜）であった。 月の値引き額は 月までの値引き調整後の金額になるため 月分に比

べ低い金額になる。本来、値引き額を期末在庫計上額から控除しない処理は正しい処理ではな

い。

しかし、その影響額が僅少であるため、実務上の煩雑さを考慮し、現段階では上記会計処理も

容認し得ると判断する。今後、 月値引き額が大きくなるなど決算数値への影響が大きくなる場合

は、会計処理を見直す必要があるためご留意いただきたい。

月 月

月 月

上半期 下半期

千円 千円
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第 節 固定資産管理

第 項 固定資産管理全般

第 固定資産の範囲

青森県病院事業財務規程における固定資産の「通則」に関する条項についての抜粋は、以下

のとおりである。

第一節 通則

固定資産の範囲

第六十一条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

一 有形固定資産

ア 土地

イ 建物

ウ 構築物

エ 器械及び備品 耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。

オ 車両

カ 放射性同位元素

キ リース資産 病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、

当該リース物件がアからカまで及びコに掲げるものである場合に限る。

ク 受贈財産評価額資産

ケ 建設仮勘定 イからオまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における

支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。

コ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

二 無形固定資産

ア 借地権

イ 地上権

ウ 電話加入権

エ ソフトウェア

オ リース資産 病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、

当該リース物件がアからエまで及びカに掲げるものである場合に限る。

カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

三 投資その他の資産

ア 投資有価証券 一年内 当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。 に満期の

到来する有価証券を除く。

イ 長期貸付金

ウ 出資金

エ 基金

オ 長期前払消費税

カ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

（（指指摘摘事事項項 ））固固定定資資産産管管理理規規程程のの整整備備・・運運用用ににつついいてて

病院局では、青森県病院事業財務規程における固定資産の規定以外には固定資産に関する

規則、取扱要領、固定資産マニュアル等がない。青森県病院事業財務規程に固定資産に係るす
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べての項目が網羅されているのであれば問題がないが、以下に示すように固定資産管理に必要

な重要な項目が欠落しているので、固定資産管理規程の作成と運用は必須である。

項目 内容

資産管理責任者 資産管理事務を統括する。

資産管理者 各資産の管理者で資産管理の業務内容を記載する。

固定資産台帳等の整備 固定資産台帳による整備及び管理方法を簡潔に記載する。

保険 付保の対応について記載する。

移動 移動があった場合の資産管理責任者への報告と固定資産台帳への登録。

資本的支出及び修繕費 資本的支出と修繕費の基本的な取扱いと判断フローを別紙にて添付する。

実査 実査のタイミング、固定資産台帳との照合、差異が生じた場合の資産管理責

任者への報告等について記載する。

第 有形固定資産増減

〔県立中央病院〕

（出所：令和 年度 青森県病院事業会計決算書を基に監査人が作成）

（単位：円）

資産の種類 区分 期 首 残 高 当 期 増 加 高 当期減少高 期 末 残 高

土 地

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

建 設 仮 勘 定 取 得 原 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

受贈財産評価額資産

その他有形固定資産

建 物

構 築 物

器 械 備 品

車 両

リ ー ス 資 産
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べての項目が網羅されているのであれば問題がないが、以下に示すように固定資産管理に必要

な重要な項目が欠落しているので、固定資産管理規程の作成と運用は必須である。

項目 内容

資産管理責任者 資産管理事務を統括する。

資産管理者 各資産の管理者で資産管理の業務内容を記載する。

固定資産台帳等の整備 固定資産台帳による整備及び管理方法を簡潔に記載する。

保険 付保の対応について記載する。

移動 移動があった場合の資産管理責任者への報告と固定資産台帳への登録。

資本的支出及び修繕費 資本的支出と修繕費の基本的な取扱いと判断フローを別紙にて添付する。

実査 実査のタイミング、固定資産台帳との照合、差異が生じた場合の資産管理責

任者への報告等について記載する。

第 有形固定資産増減

〔県立中央病院〕

（出所：令和 年度 青森県病院事業会計決算書を基に監査人が作成）

（単位：円）

資産の種類 区分 期 首 残 高 当 期 増 加 高 当期減少高 期 末 残 高

土 地

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

建 設 仮 勘 定 取 得 原 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

受贈財産評価額資産

その他有形固定資産

建 物

構 築 物

器 械 備 品

車 両

リ ー ス 資 産
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〔県立つくしが丘病院〕

（出所：令和 年度 青森県病院事業会計決算書を基に監査人が作成）

（監査人の所見）

県立つくしが丘病院の有形固定資産は、建物、器械備品を除いて増減はない。

第 項 固定資産の取得

１．固定資産取得に関する規程

青森県病院事業財務規程における固定資産の「取得」に関する条項についての抜粋は、以下

のとおりである。

第二節 取得

取得価額

第六十二条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

一 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

二 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接

及び間接の費用の合計額

三 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不

明のものについては、公正な評価額

四 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を

加算し、又は減額した価額

無償譲受け

第六十三条 所属長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにし

た文書により管理者の決裁を受けなければならない。

一 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

二 譲り受けようとする理由

三 見積価格

四 その他必要と認められる事項

取得した場合の手続

第六十四条 固定資産を取得した場合は、直ちに振替伝票を発行するとともに法令の定めるところに

従って、遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

建設改良工事費の精算

第六十五条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

（単位：円）

資産の種類 区分 期 首 残 高 当 期 増 加 高 当期減少高 期 末 残 高

土 地

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

取 得 原 価

減価償却累計額

差 引 簿 価

建 物

構 築 物

器 械 備 品

車 両
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前項の場合においては、当該建設改良工事に要した間接費を配賦し工事費に併せて固定資産に振り

替えなければならない。

建設仮勘定

第六十六条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理する

ものとする。

前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固

定資産の当該科目に振り替えなければならない。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

２．令和 年度の主な取得固定資産

資産名称 購入日 購入価額

（円）

購入先

① 遠心型血液成分分離装置 令和 年 月 日 ㈱シバタ医理科

② 超音波画像診断装置 令和 年 月 日 ㈱シバタ医理科

③ 手術用顕微鏡 令和 年 月 日 レジットメディカル㈱

④ 高精度 線診断システム 令和 年 月 ２日 レジットメディカル㈱

⑤ 電子カルテ等基幹システム 令和６年 月 日 日本電気㈱

（出所：令和 年度 青森県病院事業会計決算書）

購入関係資料及び固定資産台帳との突合を行った。なお、③については、以下に指摘事項とし

て記載している。

〔県立中央病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））落落札札率率 ％％のの多多ささかからら判判明明ししたた一一般般競競争争入入札札のの見見直直ししににつついいてて

県立中央病院の医療機器等の調達に関して、予定価格＝落札価額、すなわち落札率 ％の

入札が複数件（ 件のサンプルを抽出したうち半数が該当した）あった。

（令和５年度 落札率 ％の主な入札）

番号 資産名称 落札金額 備考

① 手術用顕微鏡 千円 上記③の資産と同一

② ドクターカー 千円 ―

上表①の「手術用顕微鏡」の入札について考察するものとする。

当該物品の購入に当たっては、「青森県立中央病院手術用顕微鏡の購入に係る一般競争入

札」として令和 年 月 日付けの青森県報にて公告が行われている。

この購入対象物品は、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」

に該当する物品である。

論点１

手術用顕微鏡については、予定価格の設定に際して事前に取扱業者１者から「参考見積」を徴

取している。この理由は、医療機器のような特殊用途の売買契約で取扱業者が限られているため
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である。予定価格の設定は、この徴取した「参考見積」を参考にして決定しているが、問題なのは

「参考見積」と同額を予定価格として設定していることである。

取扱業者１者から徴取した「参考見積」と同額を予定価格として設定しているが、入札実務にお

いては徴取した「参考見積」より下回る価格を予定価格として設定するのが通例と思われる。

入札は１者のみ、しかも「参考見積」の提出業者で、入札価格は「参考見積」と同額で落札してい

る。入札手続きに関する瑕疵はないが、「参考見積」に基づく予定価格の決め方に問題があるよう

に見受けられるが、実情は権限者が異動となっているため明らかではない。

論点

落札率 が生じた要因として、予定価格の設定のための「参考見積」を 者のみから徴取し

ていたという事実が考えられる。「参考見積」が１者のみの背景には、医療機器のような特殊用途の

売買契約で取扱業者が限られていること等が考えられるが、可能な限り複数業者から「参考見積」

を入手する方策を講じていかなければならない。

なお、所管課の説明では、「参考見積」の徴取の段階で一度のみならず数回の価格交渉を行っ

て「参考見積」を徴取しているという。従って、「参考見積」の徴収業者が１者のみではあるが、価格

引き下げ努力は「参考見積」の徴取の段階から行っているとのことであった。

以上 つの論点を踏まえて考えると、例え「参考見積」の段階で価格交渉を行っていても、複数

業者から「参考見積」を徴取して予定価格を設定して応札する処理手続きが、より競争原理を重視

した一般競争入札の趣旨に合致することから複数業者からの「参考見積」の徴取を励行していた

だきたい。

監査結果としては、合視性の視点に抵触するものではないが、医療機器等を適正な価格で調達

するための処理手続きの有効性を重視して指摘事項とするものである。

〔県立つくしが丘病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））使使用用すするる勘勘定定科科目目のの判判断断ににつついいてて

県立つくしが丘病院において、「医薬品情報データベース」は『備品：有形固定資産』として資産

計上されている。この内容について、現物確認した結果、以下の事項を確認した。

✓ が定期的に更新され、郵送されてくる形のデータベース

✓契約当初に閲覧のためのアプリケーションを組んでいるが、閲覧にあたり専用端末は必要で

はない
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所管課の処理は、「備品」として処理しているが、実態はアプリケーション 定期的に更新される

データベースなので「ソフトウェア」として処理するのが正しい。減価償却費、残存価格の処理も間

違っていたことになる。

所管課は に着目して、形があるから備品として処理したものと想定される。

勘定科目の採用等判断が追加的に必要となる事項については、後日、後任担当者がどのような

過程で判断されたかを把握できるように検討過程が残っていることが望ましい。また、同じ事象に対

する判断が担当者ごとに異ならないように、統一的・継続的な処理に資する指針やガイドラインを

設けるなど、ある程度恣意性を排除するような運用を行うことが望まれる。

今後、新しい事象について勘定科目を決定する場合は、県立中央病院の経理課に相談すると

か、インターネット等により検索するなどにより、独断で勘定科目を割り当てないことである。

外部監査制度が導入されている場合には、担当の監査人に相談することができると考えられる

が、現状では外部監査が導入されていないが、今後の展開として県立中央病院と青森市民病院と

の共同と統合が推進されているので、この動向を注視して適切に対応されたい。

第 項 固定資産の処分

青森県病院事業財務規程における固定資産の「取得」に関する条項についての抜粋は、以下

のとおりである。

第三節 管理及び処分

事故報告

第六十七条 所属長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合

は、速やかに管理者に報告しなければならない。

処分

第六十八条 所属長は、固定資産の売却、交換、撤去、無償譲渡又は廃棄 以下「処分」という。 に係

る事務を処理しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなけ

ればならない。

一 処分をしようとする固定資産の名称及び種類

二 処分をしようとする固定資産の所在地

三 処分をしようとする理由

四 予定価格及び見積価格

五 契約の方法

六 その他必要と認められる事項

固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない

場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

用途廃止

第六十九条 所属長は、器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けてい

ることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用でき

るものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものはたな卸資

産に振り替えなければならない。

前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
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〔県立つくしが丘病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））旧旧型型電電子子体体温温計計のの除除却却漏漏れれににつついいてて

県立つくしが丘病院の監査時に、固定資産台帳より、以下の つの電子体温計をサンプル抽

出し、現物確認を実施したところ、①を除いて②から⑤については現物を確認することができなか

った。

資産名称 資産番号 取得年月日
取得価額

（円）

帳簿価額

（円）
摘要 現物確認

電子体温計

平成 年 月 日 病棟 病棟 トプニック ① 〇

平成 年 月 日 病棟 病棟 トプニック ② ×

平成 年 月 日 病棟 病棟 トプニック ③ ×

平成 年 月 日 病棟 病棟 トプニック ④ ×

平成 年 月 日 病棟 病棟 トプニック ⑤ ×

〇：現物確認済み （写真貼付） ×：現物確認不能

【現物確認した電子体温計】

（電子体温計 監査人撮影 ）

所管課に確認したところ、上記資産は、旧型の体温計であり、いずれの病棟でも現在は利用し

ていないとのことであった。当該資産は過去に廃棄されているとのことであったが固定資産台帳上

除却処理はなされていなかった。

電子体温計の耐用年数は５年であり、耐用年数 年経過しても使用できるものがあろうが、取得

年月日から見て相当年数が経過しており、経済的にも使用に耐えないものである。

このような固定資産台帳における除却漏れを回避するには、資産管理責任者が固定資産台帳

を閲覧すれば発見できることであり、また定期的な固定資産の実査を行っていれば発見できてい

た筈である。裏返せば、資産管理責任者が決まっていない、定期的な実査を行う規則が定められ

ていないという固定資産管理の基本的な部分についての取扱い規則が欠落していることを証左し

ている。早急な対応が求められる。

〔県立中央病院〕
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（（意意見見 ））処処分分決決裁裁のの頻頻度度とと財財産産処処分分のの個個別別理理由由ににつついいてて

青森県病院事業財務規程において、以下規定されている。

（処分）

第六十八条

所属長は、固定資産の売却、交換、撤去、無償譲渡又は廃棄（以下「処分」という。）に係る事務を処理しようと

するときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

一 処分をしようとする固定資産の名称及び種類

ニ 処分をしようとする固定資産の所在地

三 処分をしようとする理由

四 予定価格及び見積価格

五 契約の方法

六 その他必要と認められる事項

①処分決裁の頻度について

県立中央病院は処分事務処理の決裁を受ける頻度として、基本的に年間分まとめて 度の

起案・承認の処理を行っており、令和 年度には年度末に 件分の処分案件について一括処

理をしていた。

処分決裁は、原則としてその都度に処分決裁を受けるものであろうが、事務処理手続きの煩

雑さ等を考慮すると月 回もしくは か月に 度の処分決裁の方法を検討することも必要であ

る。

②利用可能性や処分価値の検討について

青森県財務規則によると、物品については、利用可能性や、財産的価値が残っていないかな

ど回収可能価額を検討し、最終的に価値がないものを処分することとされている。年度末にまと

めて決裁を受ける方法は、実質的な利用可能性の検討について相当数を一度に行うという観点

からは、その実行可能性は極端に低いと言わざるを得ない。今回処分決裁の結果として、資産

はすべて廃棄されており、実効的な利用可能性の言及は見られなかった。廃棄を行うとしても、

まずは売却できるか等回収可能価額を十分に検討するステップを踏んだ上で行われるべきであ

るが、実際どのような売却可能性の検討過程を踏んでいるのかも確認することはできなかった。

処分の意思決定については、利用可能性の検討手続きのプロセスを経て実施されるように今

一度検討すべきである。

③財産処分の個別理由について

全 件の処分資産の「起案理由」として「耐用年数を経過し、損傷が著しく補修再利用がで

きないため…」と一括した理由の記載があったものの、中には償却途中の資産や、無形のシステ

ムが含まれていることから、一律の理由として当てはまらないものも含まれているようであった。

承認者が再利用可能性や売却価値を適切に検討するために、個々の資産状況に応じた適

切な理由を記載させ、それを元に十分に検討したうえで、承認行為がなされるべきである。

なお、起案理由の「損傷が著しく」（下線は監査人による）は、表現が適切ではなく、もし損傷

が著しいのであれば、青森県病院事業財務規程第六十七条における（事故報告）に該当し、速

やかに管理者に報告しなければならないものとなる。従って、財産処分の個別理由を記載しな

ければならない。
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（（意意見見 ））処処分分決決裁裁のの頻頻度度とと財財産産処処分分のの個個別別理理由由ににつついいてて

青森県病院事業財務規程において、以下規定されている。
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からは、その実行可能性は極端に低いと言わざるを得ない。今回処分決裁の結果として、資産

はすべて廃棄されており、実効的な利用可能性の言及は見られなかった。廃棄を行うとしても、

まずは売却できるか等回収可能価額を十分に検討するステップを踏んだ上で行われるべきであ

るが、実際どのような売却可能性の検討過程を踏んでいるのかも確認することはできなかった。

処分の意思決定については、利用可能性の検討手続きのプロセスを経て実施されるように今

一度検討すべきである。

③財産処分の個別理由について

全 件の処分資産の「起案理由」として「耐用年数を経過し、損傷が著しく補修再利用がで

きないため…」と一括した理由の記載があったものの、中には償却途中の資産や、無形のシステ

ムが含まれていることから、一律の理由として当てはまらないものも含まれているようであった。

承認者が再利用可能性や売却価値を適切に検討するために、個々の資産状況に応じた適

切な理由を記載させ、それを元に十分に検討したうえで、承認行為がなされるべきである。

なお、起案理由の「損傷が著しく」（下線は監査人による）は、表現が適切ではなく、もし損傷

が著しいのであれば、青森県病院事業財務規程第六十七条における（事故報告）に該当し、速

やかに管理者に報告しなければならないものとなる。従って、財産処分の個別理由を記載しな

ければならない。
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〔県立中央病院・県立つくしが丘病院〕

（（意意見見 ））事事故故報報告告ににつついいてて

青森県病院事業財務規程第六十七条において、（事故報告）「所属長は、天災その他の理由に

より固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに管理者に報告しなければな

らない」と規定されている。（下線は監査人による。）

県立中央病院及び県立つくしが丘病院において、青森県病院事業財務規程第六十七条に規

定する事故報告はなく、報告資料も確認することができなかった。

県立中央病院

県立中央病院では、「報告すべき事項が生じていない」との説明を受けたが、そもそも定期的な

現物確認を行っていないので、当該事象が生じていたかどうかについて確認や報告をできない状

況にあるため、事故報告の有無について判断できない筈である。

県立つくしが丘病院

県立つくしが丘病院では、実際に現物の不足が監査にて確認された（旧型電子体温計の件）

が、事故報告ではない。

ヒアリングや質疑応答の過程の中で監査人が受けた印象は、青森県病院事業財務規程第六十

七条に規定する「損傷を受けた場合」の具体的な事例について把握できていなかった。どのような

場合に適時適切に報告するべきなのかが明確に理解していなければならないので、当該条文の

趣旨を斟酌し、実務上適切な対応を行うべきである。

もし過去に制定したルールが形骸化しているなど、現状において合理性を有さないようであれば

実態に合わせて改正することも含め検討すべきである。

第 項 資本的支出・修繕費

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院〕

（（意意見見 ））資資本本的的支支出出とと修修繕繕費費のの区区別別ににつついいてて

一般的に、有形固定資産等の償却資産に対して修繕等を行った場合は、修繕等に係る支出が

当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐用年数を延ばすこととなるかどうかを判断し、該当

する部分は資本的支出（有形固定資産の取得時及び取得後の支出のうち、当該資産の取得価額

に加える支出）として資産に計上し、そうでないものは修繕費として費用処理を行う。

この点、県立中央病院及び県立つくしが丘病院の実務処理について、修繕と資産計上の区分

に明確な指針は設けられておらず、基本的には修繕として処理を行っていた。

209



210 
 

しかし実態に応じた適正な財務報告を行うためには、資本的支出か修繕費かを検討する過程も

必要である。漠然と修繕として処理するのではなく、経済的実体を判断する過程を設けるべきであ

る。また、当該判断は実務上困難な場合もあると考えられることから、「区分基準」を内部で策定し

て継続的に偏りのない事務処理を行うのが適当である。担当者ごとに判断が異ならないように指針

を作成し、これに沿った処理を継続的に行うことが望ましい。

上述した「（指摘事項）固定資産管理規程の作成と運用について」の固定資産管理規程の添付

資料の一部としてフローチャートを記載するとよい。

以下に参考として国税庁が示している「修繕費と資本的支出」のフローチャートを掲示する。
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（出所：国税庁 修繕費と資本的支出の区分（フロー図））
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第 項 固定資産の実査

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院共通〕

（（指指摘摘事事項項 ））定定期期的的なな棚棚卸卸・・現現物物調調査査ににつついいてて

県立中央病院及び県立つくしが丘病院では、現状、所有する固定資産について、定期的な棚

卸・現物調査は行われていない。

固定資産台帳には、実際に所有等する資産が網羅的に記載される必要があり、また、所有して

いない資産がある場合や生じた場合は、適宜台帳から除外する必要がある。

両病院とも当初取得時点で現物の確認はなされており、また、処分すべき事項が生じた場合に

は当該資産の現物を確認して除却処理を行っているとのことであるが、その間の保有期間におい

て定期的な確認や報告は行われていない。このため当該運用であれば、現物を紛失していたとし

ても気づかれず処理が漏れる可能性がある。

固定資産は、自ら所有する財産であるため使用状況も含め当然適切に管理される必要がある。

このためには、少なくとも年 回以上定期的な現物調査・報告を行い、固定資産台帳に記載さ

れた固定資産と現物の一致を確かめることが重要である。

固定資産については、その使用状況を定期的に確認し、必要に応じて除却処理を行うべきであ

る。

第 項 リース取引

青森県病院事業財務規程における固定資産の「リース取引」に関する条項についての抜粋は、

以下のとおりである。

第八章 リース会計に係る特例

重要性の乏しいリース資産についての特例

第七十四条 前章の規定にかかわらず、第六十一条第一号キ及び第二号オに掲げるリース資産 重要性

の乏しいものに限る。 については、地方公営企業法施行規則第五十五条第三号の規定により、賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定

める条件に該当するものをいう。

一 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

ア 購入時に費用処理するものであること。

イ リース期間が一年以内であること。

二 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

ア 購入時に費用処理するものであること。

イ リース期間が一年以内であること。

ウ 一契約当たりのリース料の総額が三百万円以下であること。
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第 項 固定資産の実査
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県立中央病院及び県立つくしが丘病院では、現状、所有する固定資産について、定期的な棚

卸・現物調査は行われていない。

固定資産台帳には、実際に所有等する資産が網羅的に記載される必要があり、また、所有して
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このためには、少なくとも年 回以上定期的な現物調査・報告を行い、固定資産台帳に記載さ
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固定資産については、その使用状況を定期的に確認し、必要に応じて除却処理を行うべきであ

る。

第 項 リース取引

青森県病院事業財務規程における固定資産の「リース取引」に関する条項についての抜粋は、

以下のとおりである。

第八章 リース会計に係る特例

重要性の乏しいリース資産についての特例

第七十四条 前章の規定にかかわらず、第六十一条第一号キ及び第二号オに掲げるリース資産 重要性

の乏しいものに限る。 については、地方公営企業法施行規則第五十五条第三号の規定により、賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定

める条件に該当するものをいう。

一 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

ア 購入時に費用処理するものであること。

イ リース期間が一年以内であること。

二 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件
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〔県立中央病院〕

（（意意見見 ））リリーースス取取引引のの検検討討ににつついいてて

県立中央病院が令和 年度中に新規契約したリース契約に関して、リース取引の区分の検討

過程を明示的に確認することはできなかった。

青森県病院事業財務規程においては、所有権移転外リース取引に該当した場合は原則としてリ

ース資産として計上し償却を行うと規定されている。そのため現行規程においてリース取引は、所

有権の移転の有無、中途解約の有無等により区分し、それぞれに応じた処理が求められる。しかし

ながら、病院の実務としては、すべてのリース契約について所有権は移転せず、中途解約すること

も想定していないとの判断の元、リース契約ごとの個別検討は行わず、短期の契約を除きすべてリ

ース資産として計上する実務が行われている。

リース契約の区分について、内規等による詳細な明文の整理がなされていないこともあり、機械

的な処理が慣例として引き継がれているものの、実体に応じて適正に処理するためには、諸契約

ごとに個々の状況を総合的に検討したうえで処理が行われるべきである。現状は指針も目安もな

いことから、もしかしたら担当者ごとに、同一事象に対する判断が異なってしまう可能性も考えられ

る。権限者が適切に判断できるように、また、後任担当者が確認できるようにも、検討過程は残す

べきである。

参考として、リース取引基準のフローチャートを掲示した。
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（出所：リース取引基準を基に監査人が作成）

〔県立中央病院〕

（（意意見見 ））リリーースス契契約約時時ににおおけけるるリリーースス料料率率をを加加味味ししたた検検討討ににつついいてて

リース契約の支払総額は、資産の現金購入価格に加えてリース料等も含めて決定されるため、リ

ース契約にあたりリース料率及びリース料の検討も重要となる。

しかしながら、県立中央病院のリース関係の書類上これらの検討が実効的になされているような

箇所は確認することができなかった。

いいえ リース料総額の現在価値≧見積現金購入価額の概ね ％ はい

いいえ 解約不能のリース期間≧経済的耐用年数の概ね ％ はい

ない 所有権が移転する条項があるか

　ある

付いていない 割安購入選択権が付いているか

　付いている

特別仕様ではない 特別仕様の物件か

　特別仕様である

　以下のいずれかに当てはまるか

当てはまる ①１契約あたりのリース料　総額 万円以下

②少額資産のリース取引

③リース期間が 年以内 以下のいずれかに当てはまるか

当てはまらない ①少額のリース取引

当てはまる ②リース期間が１年以内

当てはまらない

貸借対照表 貸借対照表

計上なし リース資産・リース負債として計上

損益計算書 損益計算書

支払リース料の費用処理 減価償却費の計上

リリーースス取取引引

売売買買処処理理

ファイナンス・リース取引オペレーティング・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転ファイナンス・リース取引

売売買買取取引引にに準準じじたた処処理理賃賃貸貸借借処処理理
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（出所：リース取引基準を基に監査人が作成）

〔県立中央病院〕

（（意意見見 ））リリーースス契契約約時時ににおおけけるるリリーースス料料率率をを加加味味ししたた検検討討ににつついいてて

リース契約の支払総額は、資産の現金購入価格に加えてリース料等も含めて決定されるため、リ

ース契約にあたりリース料率及びリース料の検討も重要となる。

しかしながら、県立中央病院のリース関係の書類上これらの検討が実効的になされているような

箇所は確認することができなかった。

いいえ リース料総額の現在価値≧見積現金購入価額の概ね ％ はい

いいえ 解約不能のリース期間≧経済的耐用年数の概ね ％ はい

ない 所有権が移転する条項があるか

　ある

付いていない 割安購入選択権が付いているか

　付いている

特別仕様ではない 特別仕様の物件か

　特別仕様である

　以下のいずれかに当てはまるか

当てはまる ①１契約あたりのリース料　総額 万円以下

②少額資産のリース取引

③リース期間が 年以内 以下のいずれかに当てはまるか

当てはまらない ①少額のリース取引

当てはまる ②リース期間が１年以内

当てはまらない

貸借対照表 貸借対照表

計上なし リース資産・リース負債として計上

損益計算書 損益計算書

支払リース料の費用処理 減価償却費の計上

リリーースス取取引引

売売買買処処理理

ファイナンス・リース取引オペレーティング・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転ファイナンス・リース取引

売売買買取取引引にに準準じじたた処処理理賃賃貸貸借借処処理理
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病院の意思決定を行う上で、リース契約を行う際や契約伺いにおいて、権限者の承認が必要と

なっているが、これらの承認・伺いの際に、リース期間にわたる支払総額が合理的であるかを適切

に検討するためにも、リース料率も意識し明記したうえで、管理・検討されるべきである。

第 項 建設仮勘定

建設仮勘定の内訳は、以下のとおりである。

 
（出所：固定資産台帳及び関連証憑を基に監査人が作成）

建設仮勘定は令和 年から令和 年にわたって工事されている電気設備の改修工事及び関連

する空調、配管整備の改修工事、衛生・配管設備工事で滞留しているものはなかった。

第 項 減価償却

青森県病院事業財務規程における固定資産の「減価償却」に関する条項についての抜粋は、

以下のとおりである。

第四節 減価償却

固定資産の減価償却の方法

第七十条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度

から行う。

リース資産の減価償却の方法

第七十一条 第六十一条第一号キ及び第二号オに掲げるリース資産 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るものに限る。 の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

特別償却率

第七十二条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保す

る必要がある場合は、地方公営企業法施行規則 昭和二十七年総理府令第七十三号 第十五条第一項の規

定により算出した金額に、当該金額に百分の五十を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価

償却額とすることができる。

減価償却の特例

第七十三条 所属長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当す

る金額に達した後において地方公営企業法施行規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達

するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければ

ならない。

資産名称 取得年月日 取引先 取得価額

電気設備改修工事（令和5・6年度）設計 令和5年6月30日 ㈱日建設計

空調・配管設備改修工事（令和5・6年度）設計 令和5年6月30日 ㈱日建設計

空調・配管改修工事（令和5・6年度）監理 令和6年3月27日 ㈱日建設計

衛生・配管設備改修工事（令和5・6年度）設計 令和5年6月30日 ㈱日建設計

電気設備改修工事（令和5・6年度）監理 令和6年3月27日 ㈱日建設計

衛生・配管設備改修工事（令和5・6年度）監理 令和6年3月27日 ㈱日建設計

衛生・配管設備改修工事（令和5・6年度） 令和6年3月26日 ㈱西原衛生工業所　青森営業所

空調・配管改修工事（令和5・6年度） 令和6年3月26日 芝管工㈱

合計
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固定資産台帳に必要項目を登録することによって、この中の取得価額、耐用年数によって自動

的に減価償却が計算される。この登録情報についてダブルチェックしており、間違いの可能性は

少ない。
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第 節．業務委託

第 項 自治体が行う業務委託の意義

地方公共団体が実施する公共サービスは、かつては地方公共団体が直接事業を実施する形態

（いわゆる直営方式）が多く見られたが、近年は人口減少・少子高齢化による税収の伸び悩み、社

会保障関連経費の増加、人材確保の困難性が顕著となり、加えて社会の複雑性が増したことに伴

う住民ニーズも多様化しており、直営方式による事業実施が財政面・人材面から困難となってきて

いる。このような状況において、コストの抑制や人材確保、民間のノウハウを活かしたサービス品質

の向上を目的として、民間事業者が事業の担い手となっているケースが多くみられる。民間事業者

が担い手となる手法の一つに「業務委託」がある。

業務委託は、経済合理性や政策目的の追求のために、行政の内部事務や公共サービスを行政

の外部の民間企業等の諸団体や個人に委託するものである。地方公共団体は、事務事業を直接

処理せず、監督権等の行政責任を果たす上で必要な権限を留保した上で、民間企業等に委託す

ることとなる。民間委託の法的性質は、一般的には、民法上の請負契約（民法第 条）や準委任

契約（民法第 条）に当たる。

【民法（抜粋）】

第 条

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報

酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第 条

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

第 項 委託料等の推移

病院局における委託費の推移は下表のとおりである。

中央病院の令和 年度の委託料合計は 百万円となっており、前年比 百万円増加し

ている。これは県内企業において人手不足感が急速に強まっていることや、人件費を含む物価高

騰により、入札に参加する企業が応札価格を引き上げている影響とみられる。

県立つくしが丘病院の令和 年度の委託料合計は 百万円と、ほぼ前年並みの推移となっ

ている。委託料対医業収益比率は で県立中央病院との比較で高いが、精神科病院（特に入

院医療）は採算が取りにくく、県からの繰入金が医業外収益として計上されており、病院事業収益

に対する医業収益の比率が低いことが要因と考えられる。また、令和 年の医業収益は 百

万円であり、前年比・前々年比で減少傾向にあるが、地域医療構想や在宅医療対策等の推進によ
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り、入院医療から外来医療への移行が進み、入院患者数が減少していることが影響していると思料

される。

【委託料等の推移】

① 中央病院

科目等 令和 年度 令和 年度 令和 年度

委託料

医業収益

委託料対医業収益比率（ ÷ ）

（出所：月次合計残高試算表）

② つくしが丘病院

科目等 令和 年度 令和 年度 令和 年度

委託料

医業収益

委託料対医業収益比率（ ÷ ） ％ ％ ％

（出所：月次合計残高試算表）

病院経営における業務委託は、様々な分野に細分化され、各分野に専門の受託業者が全国各

地に存在するほど一般的となっている。専門性が求められるケースが多く、具体的な委託業務とし

て、医療事務業務や医薬品管理業務（ 業務）、患者給食業務等があるが、これらは人材確保

と人材育成が難しいことから委託にて実施されることも多い。このうち、県立中央病院では医療事

務業務や医薬品管理業務（ 業務）患者給食業務を委託しており、県立つくしが丘病院では医

療事務業務と患者給食業務を委託している。

第 項 委託契約の方法

病院局の契約事務は、県の契約事務と同一であり、法律、条例、財務規則等によって厳格に定

められている。契約の方法を地方自治法第 条第１項では、「売買、賃借、請負その他の契約

は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結する。」と規定してい

る。それぞれの契約種類の概要および長所・短所は以下のとおりである（「せり売り」の記載は省略

する）。

① 一般競争入札

種別 内容

原則的方法 公告により一定の資格を有する不特定多数の者を対象とし、入札の方法によって競争させて契

約者を決める方法

長所 短所
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・業者にとって平等な参加機会、落札機会

が確保される。

・業者選定過程が明らかとなることから高い

透明性が確保される。

・業者間で競争性が発揮され、経済性が確

保されやすい。

・契約を履行する技術や能力が低い業者が落

札した場合、要求品質を達せられないリスクがあ

る。

・業者間での過当競争やダンピングが発生する

リスクがある。

・契約までに期間を要し、また、事務手続の負担

が大きい。

② 指名競争入札

種別 内容

例外的方法 県が信用、技術力その他について適当と認める特定多数の者を指名し、入札の方法によって

競争させて契約者を決める方法

長所 短所

・不信用・不誠実な業者を指名しないこと

で、誠実な業者の選定が可能となる。

・技術や能力の高い業者を指名することで、

高品質の成果品が得られやい。

・一般競争入札と比較して事務手続が簡便

であり、事務コストが軽減される。

・一般競争入札ほどではないものの、指名

業者間にて競争性が発揮 され経済性が確

保できる。

・業者の指名は自治体が行うため、指名過程が

不透明・不公正となるリスクがある。また、指名の

多寡により不公平性が生じる。

・指名業者が固定化される結果、談合を誘発す

るリスクがある。

・指名業者を過度に限定することにより、競争性

が発揮されず不経済な結果となるリスクがある。

③ 随意契約

種別 内容

例外的方法 契約担当者等が任意に特定の者を選定して契約する方法

長所 短所

・手続が簡略で事務負担が大幅に軽減され

る。

・能力や技術、実績を基に、最も適格と考え

られる契約先が選定できる。

・入札に比べると競争性が発揮されず、不経済

な契約を行ってしまうリスクがある。

・契約先選定に恣意性が混入し、馴れ合いや不

正が発生するリスクが高まる。

・契約先が固定化されやすく、業者間の公平性

が害されるリスクがある。

一般競争入札は、契約事務における原則的な方法で、要件を満たす限り誰でも参加可能であ

り、落札機会が平等に与えられるため公平性・競争性に優れており、原則最も安価な業者を選定

するため経済性にも優れた方法である。ただし、競争入札に参加する者が多数となった場合に事

務負担が大きいことや、不信用・不誠実な業者が混入した場合に、契約の適正履行が果たされな

いといった短所も認められる。指名競争入札や随意契約によれば、一般競争入札の短所から発生

するリスクは低減できるものの、地方自治体が契約行為において重視すべき公平性・競争性・経済

性の観点から一定の短所が認められるため、あくまでも例外的な方法として位置づけられる。指名

競争入札や随意契約の採用要件は規則等により厳格に定められており、以下のとおりとなる。

① 指名競争入札の採用要件

指名競争入札は、下記囲みのとおり地方自治法施行令第 条に規定されているように一般

競争入札との比較で指名競争入札にメリットが多い等の一定の要件を満たす場合に採用する

ことができる。

【地方自治法施行令（抜粋）】
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第 条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合

は、次の各号に掲げる場合とする。

一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適

しないものをするとき。

二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認

められる程度に少数である契約をするとき。

三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

② 随意契約の採用要件

随意契約は、下記囲みのとおり地方自治法施行令第 条の２に規定されている要件を満た

す場合に採用できる契約方法である。

【地方自治法施行令（抜粋、一部監査人編集）】

第 条の２ 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が下欄に定める額（監査人注：委託契約の場

合は 万円）を超えないものをするとき。

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は

納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適し

ないものをするとき。

三 略

四 略

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九 落札者が契約を締結しないとき

第 項 監査対象とした委託契約、実施した監査手続及び監査結果

第 監査対象とした委託契約

監査対象とした委託契約は下表の通りである。主として金額が大きい契約を監査対象としたが、

「 経費圧縮等に関するアドバイザリー業務委託」については、所謂コンサルティング業務委託

であり費用対効果を監査にて検証することは意義のあるものと考え、金額に関わらず選出した。

【監査対象契約一覧】 （単位：千円）

病院名 契約名称 契約金額 監査結果

中央病院 診療報酬請求業務等委託 指摘・意見等なし

中央病院 建物保守管理業務委託 「第 監査結果①」参照

中央病院 清掃作業等業務委託 指摘・意見等なし

中央病院 患者給食業務委託 指摘・意見等なし
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第 条 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合

は、次の各号に掲げる場合とする。

一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適

しないものをするとき。

二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認

められる程度に少数である契約をするとき。

三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

② 随意契約の採用要件

随意契約は、下記囲みのとおり地方自治法施行令第 条の２に規定されている要件を満た

す場合に採用できる契約方法である。

【地方自治法施行令（抜粋、一部監査人編集）】

第 条の２ 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格が下欄に定める額（監査人注：委託契約の場

合は 万円）を超えないものをするとき。

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は

納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適し

ないものをするとき。

三 略

四 略

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六 競争入札に付することが不利と認められるとき。

七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九 落札者が契約を締結しないとき

第 項 監査対象とした委託契約、実施した監査手続及び監査結果

第 監査対象とした委託契約

監査対象とした委託契約は下表の通りである。主として金額が大きい契約を監査対象としたが、

「 経費圧縮等に関するアドバイザリー業務委託」については、所謂コンサルティング業務委託

であり費用対効果を監査にて検証することは意義のあるものと考え、金額に関わらず選出した。

【監査対象契約一覧】 （単位：千円）

病院名 契約名称 契約金額 監査結果

中央病院 診療報酬請求業務等委託 指摘・意見等なし

中央病院 建物保守管理業務委託 「第 監査結果①」参照

中央病院 清掃作業等業務委託 指摘・意見等なし

中央病院 患者給食業務委託 指摘・意見等なし
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中央病院 物品管理業務委託 指摘・意見等なし

中央病院 院内保育所運営業務委託 「第 監査結果②」参照

中央病院 医用画像管理システム保守業務委

託

指摘・意見等なし

中央病院 電算システム運用管理業務委託 指摘・意見等なし

中央病院 院外洗濯業務委託 指摘・意見等なし

中央病院 電気設備定期点検業務委託 指摘・意見等なし

中央病院 経費圧縮等に関するアドバイザリー

業務委託

「第 監査結果③」参照

つくしが丘

病院

患者給食業務委託 「5. 監査結果④」参照

第 実施した監査手続と監査結果

規則等への準拠性を主要な監査要点とし、契約の有効性、公平性、経済性、効率性という要点

を含めヒアリング及び関連資料の閲覧検証を行った。また、契約方式の決定及び相手方の選定過

程が妥当であるかという点について特に注意を払った。

以下は監査結果である。

①① 青青森森県県立立中中央央病病院院建建物物保保守守管管理理業業務務委委託託

契約名称 青森県立中央病院建物保守管理業務委託

委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

支出金額

（令和 年度）

円

受託業者 太平ビルサービス株式会社

契約方法 指名競争入札（ 者指名）

委託内容 次に掲げる設備の通常業務

ア 電気関係設備

イ 空調関係設備

ウ 給排水衛生関係設備

施設及び設備に関する特別業務（圧力容器清掃整備、貯水槽清掃作業、

空気清浄度等測定作業等）

警備業務

駐車場管理業務

医師宿舎及び看護師宿舎、保育所管理業務

電話交換業務

営繕業務

その他、設備の運営業務

（（意意見見 ））競競争争性性がが発発揮揮さされれるる業業者者選選定定方方法法へへのの変変更更ににつついいてて

令和 年 月より開始する建物保守管理業務委託について、現状の業者選定方法では競争性

が発揮されにくいばかりか、既存業者（令和 年度受託業者をいう。以下同）以外の者が落札した

場合に病院運営において混乱が発生することも予想される。業者選定方法の再検討を行うべきで

ある。
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建物保守管理業務委託の業務内容は、電気・空調・給排水衛生設備等の保守管理、貯水槽清

掃、営繕業務等の施設管理保守業務のほかに、 時間 日の警備業務、来院者駐車場の誘

導等の管理業務、電話交換業務、宿舎・保育所管理業務も含んだ包括的な保守管理運営委託で

あり、年額 百万円という費用水準からもその業務量は多岐にわたり、かつ、膨大である。また、

仕様書等から想定するに、業務を回すためには少なくとも 名を上回る多数の人材が必要となる

ものと見込まれる。

また、令和 年度～令和 年度契約における指名競争入札は、業務開始日である令和 年

月 日の 日前の令和 年 月 日に実施されており、第一回目の入札は参加 者共に予定

価格を上回る金額で応札したことから落札者が決まらず（既存業者以外の 者は予定価格比で相

当に高額な価格で応札）、第二回目の入札は既存業者以外の 者が辞退し、既存業者が予定価

格内で落札、結果的に 者のみの入札となってしまっている。

現状の業者選定方法の問題点は、業務内容が多岐に渡っており、かつ、業務量が膨大である

にもかかわらず、入札が業務開始日（令和 年 月 日）の僅か 日前である令和 年 月

日に実施されている点にある。なお、指名通知は業務開始 日前の令和 年 月 日に発出

されている。既存業者以外の業者が選定された場合、指名通知受領からわずか 日、落札後か

らわずか 日という短期間で年約 百万円規模の新規業務を 名以上の人材を確保した上

でスタートさせることとなり、現実的に競争性を保った低価格にて応札することはなかなか困難と思

料する。既存業者以外の業者が選定された場合、多数の人材が必要なことや、引継ぎ期間も 月

日～ 日とわずか 日間しかないことから、仕様書の求める品質水準が担保できずに病院運

営に大きな混乱をもたらすリスクさえ認められる。なお、当業務を委託形態とした以降、既存業者以

外が受注した実績はない。

現状のような入札スケジュールとなってしまっている理由は、予算確保の関係から 月に入札を

実施せざるを得ないとのことである。しかし、他自治体運営の病院においては、プロポーザルにて

夏～秋に翌年度 月以降の業者を選定候補者として決定し、業務開始までの半年間で引継ぎを

実施（既存業者との契約仕様に「引継ぎ」の項目も加える。）する事により、競争性を確保しつつ、

新年度からのスムーズな委託業務開始を意図した業者選定方法も見られた。県には同様の方法

の採用や、長期継続契約の期間を 年から 年に延長すること、既存の包括的な保守管理運営

を細分化すること（例えば、応札業者の拡大を企図し既存契約を「施設管理保守業務」「駐車場管

理業務」「警備業務」に細分化する等）等により、競争性が発揮できるような業者選定方法を検討す

ることが必要である。

②② 青青森森県県病病院院局局院院内内保保育育所所運運営営業業務務委委託託

契約名称 青森県病院局院内保育所運営業務委託

委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

支出金額 円（令和 年度）

受託業者 株式会社プライムツーワン

契約形態 一者随意契約。令和 年度に業者選定にかかるプロポーザルを実施し現業

者が選定された。募集広告にて以降 年間（通算 年間）は業務実績が良好
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建物保守管理業務委託の業務内容は、電気・空調・給排水衛生設備等の保守管理、貯水槽清

掃、営繕業務等の施設管理保守業務のほかに、 時間 日の警備業務、来院者駐車場の誘

導等の管理業務、電話交換業務、宿舎・保育所管理業務も含んだ包括的な保守管理運営委託で

あり、年額 百万円という費用水準からもその業務量は多岐にわたり、かつ、膨大である。また、

仕様書等から想定するに、業務を回すためには少なくとも 名を上回る多数の人材が必要となる

ものと見込まれる。

また、令和 年度～令和 年度契約における指名競争入札は、業務開始日である令和 年

月 日の 日前の令和 年 月 日に実施されており、第一回目の入札は参加 者共に予定

価格を上回る金額で応札したことから落札者が決まらず（既存業者以外の 者は予定価格比で相

当に高額な価格で応札）、第二回目の入札は既存業者以外の 者が辞退し、既存業者が予定価

格内で落札、結果的に 者のみの入札となってしまっている。

現状の業者選定方法の問題点は、業務内容が多岐に渡っており、かつ、業務量が膨大である

にもかかわらず、入札が業務開始日（令和 年 月 日）の僅か 日前である令和 年 月

日に実施されている点にある。なお、指名通知は業務開始 日前の令和 年 月 日に発出

されている。既存業者以外の業者が選定された場合、指名通知受領からわずか 日、落札後か

らわずか 日という短期間で年約 百万円規模の新規業務を 名以上の人材を確保した上

でスタートさせることとなり、現実的に競争性を保った低価格にて応札することはなかなか困難と思

料する。既存業者以外の業者が選定された場合、多数の人材が必要なことや、引継ぎ期間も 月

日～ 日とわずか 日間しかないことから、仕様書の求める品質水準が担保できずに病院運

営に大きな混乱をもたらすリスクさえ認められる。なお、当業務を委託形態とした以降、既存業者以

外が受注した実績はない。

現状のような入札スケジュールとなってしまっている理由は、予算確保の関係から 月に入札を

実施せざるを得ないとのことである。しかし、他自治体運営の病院においては、プロポーザルにて

夏～秋に翌年度 月以降の業者を選定候補者として決定し、業務開始までの半年間で引継ぎを

実施（既存業者との契約仕様に「引継ぎ」の項目も加える。）する事により、競争性を確保しつつ、

新年度からのスムーズな委託業務開始を意図した業者選定方法も見られた。県には同様の方法

の採用や、長期継続契約の期間を 年から 年に延長すること、既存の包括的な保守管理運営

を細分化すること（例えば、応札業者の拡大を企図し既存契約を「施設管理保守業務」「駐車場管

理業務」「警備業務」に細分化する等）等により、競争性が発揮できるような業者選定方法を検討す

ることが必要である。

②② 青青森森県県病病院院局局院院内内保保育育所所運運営営業業務務委委託託

契約名称 青森県病院局院内保育所運営業務委託

委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

支出金額 円（令和 年度）

受託業者 株式会社プライムツーワン

契約形態 一者随意契約。令和 年度に業者選定にかかるプロポーザルを実施し現業

者が選定された。募集広告にて以降 年間（通算 年間）は業務実績が良好

223 
 

である場合に契約更新が可能としており、これに基づき令和 年度は随意契

約を締結している。

委託内容 病院局が、乳幼児を持つ職員への子育て支援及び福利厚生の充実による職

場環境の向上と、医療職員の確保を目的として設置している院内保育所の運

営業務を委託している。

以下に保育所の概要を記載する。

（保育所概要）

〇名称：青森県病院局院内保育所ゆりかご

〇写真：写真右の建物が院内保育所、写真左が中央病院

出所：監査人撮影

〇保育所運営にかかる基本部分

・通常保育及び一時保育

保育対象 歳児（生後 週）から就学前までの者

定員 名 保育時間 ～ 開所日 年間

一時保育等 保育所に入所している乳幼児の数が入所定員の数

に満たない場合等において一時保育を実施している。

・夜間保育

保育対象 歳児（生後 週）から就学前までの者

定員 名 保育時間 ～翌日 開所日 年間
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（（指指摘摘事事項項 ））受受託託者者かかららのの実実支支出出額額のの報報告告をを求求めめるる現現状状のの運運用用ににつついいてて

青森県病院局院内保育所運営業務委託契約書（以下、「契約書」という。）では、受託者に対し

て、経費精算書として毎月の経費実支出額の報告を求めているが（下記、「契約書 経費精算書写

し」参照）、実際の報告では『年間予算額÷ 月』の額が実支出額の欄に毎月同額で記載されて

おり、契約書が要求する月次の実支出額は病院局に対して報告されていない。

【契約書 経費精算書写し】

別紙２－６

経経 費費 精精 算算 書書

区分 実支出額 積算内訳

人件費

研修費

保育材料費

管理費

その他経費

合計

病院局が毎月の受託者の実支出額を把握することは、施設運営にかかる全般的なコスト感が理

解できるため、次回の委託契約時の予定価格設定や、施設運営方法の変更（指定管理者制度の

導入や直営方式への回帰等）を検討する際に役立つものとは思われる。しかし、毎月同額の非実

支出額が報告され続けているのにも関わらずそれを正さない病院局の姿勢や、担当者へのヒアリ

ングから、実支出額の報告を受けるメリットをそもそも感じていないことが想定される。

なお、受託者にとって実支出額を報告することは、原価（利益）を開示することに外ならず、一般

的な商習慣としては通常は想定されない。また、公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独
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（（指指摘摘事事項項 ））受受託託者者かかららのの実実支支出出額額のの報報告告をを求求めめるる現現状状のの運運用用ににつついいてて

青森県病院局院内保育所運営業務委託契約書（以下、「契約書」という。）では、受託者に対し

て、経費精算書として毎月の経費実支出額の報告を求めているが（下記、「契約書 経費精算書写

し」参照）、実際の報告では『年間予算額÷ 月』の額が実支出額の欄に毎月同額で記載されて

おり、契約書が要求する月次の実支出額は病院局に対して報告されていない。

【契約書 経費精算書写し】

別紙２－６

経経 費費 精精 算算 書書

区分 実支出額 積算内訳

人件費

研修費

保育材料費

管理費

その他経費

合計

病院局が毎月の受託者の実支出額を把握することは、施設運営にかかる全般的なコスト感が理

解できるため、次回の委託契約時の予定価格設定や、施設運営方法の変更（指定管理者制度の

導入や直営方式への回帰等）を検討する際に役立つものとは思われる。しかし、毎月同額の非実

支出額が報告され続けているのにも関わらずそれを正さない病院局の姿勢や、担当者へのヒアリ

ングから、実支出額の報告を受けるメリットをそもそも感じていないことが想定される。

なお、受託者にとって実支出額を報告することは、原価（利益）を開示することに外ならず、一般

的な商習慣としては通常は想定されない。また、公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独
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占禁止法上の考え方」（以下、「ガイドライン」とする。）にて、優越的地位の濫用の想定例として、原

価開示要求を取引先にしている事例が記載されている。

【ガイドラインによる優越的地位の濫用の想定例】

（第 の ⑸ ア 想定例⑩）

取引の相手方から、社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係資料等を提出させ、当該

資料を分析し、「利益率が高いので値下げに応じられるはず」などと主張し、著しく低い納入価格を

一方的に定めること。

もちろん、原価に関する資料等を相手先に求めるのみでは優越的地位の濫用には該当せず、想

定例の下段「著しく低い納入価格を一方的に定めること。」も満たしたうえで初めて独占禁止法が

禁止する不公正な取引に該当することになる。病院局が著しく低い納入価格を一方的に定めてい

る事実は認められないこと、そもそも病院局は結果として受託先の実支出額に係る情報の開示を

受けていないために法令違反等には当たらないと評価できるものの、今般の病院局と民間業者の

契約書類にて実支出額を求める必要性は余りないのではないかと考える。

病院局は今一度、実支出額を求める現状の運用の必要性を検討し、必要があると判断するなら

ば受託者に正確な実支出額の開示を求め、必要がないと判断するのであれば契約を変更し、実

支出額を記載した経費精算書の提出を不要とすべきである。

（（意意見見 ））院院内内保保育育所所のの利利用用者者アアンンケケーートトのの実実施施ににつついいてて

令和 年度において、利用者から院内保育所についての重要な苦情等は発生していないとの

ことであった。一方で、病院局は院内保育所利用者に対するアンケートは行っておらず、利用者満

足度評価はできていない状況にあるとのことであった。

利用者に対してアンケート調査を実施することは、受託者を評価する際に有用な情報になるとと

ともに、今後の運営方針や利用者満足度の向上に寄与するものと考えられる。また、院内保育所

は自己の職場に併存しており、同じ職場の職員が管理する施設であるため、仮に苦情等があって

もアンケート等の明確な機会がなければ報告がなされない可能性も認められる。病院局は、院内

保育所の利用者へのアンケートを実施することを検討されたい。

（（意意見見 ））公公募募型型ププロロポポーーザザルルににおおけけるる財財務務評評点点ににつついいてて

令和 年度において実施されたプロポーザルにおいて現業者が選定された。プロポーザルでは

計算書類等を提出させ、病院局は「法人及び保有施設の運営状況」に関する評価を行っている

（満点 点）。その採点基準は以下のとおりであった。

【「法人及び保有施設の運営状況」に関する採点基準】

・赤字または減益傾向でなければ 点

・既存保育所の運営状況が良好であれば加点
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・不安定要素があれば減点

（出所：院内保育所公募型プロポーザル採点表）

採点基準より、病院局は財務数値に係る視点として「赤字または減益傾向」ではないことを重視

していることがわかる。この点、成熟企業にとって黒字を確保しつつも減益決算となることは珍しい

ことではないし、予期せぬ外部要因により単年度赤字決算ではあるものの内部留保が潤沢である

ために事業運営に全く影響を与えない企業体の存在も十分想定される。

計算書類から読み解くべきは院内保育所を安定的に運営できるか否かという観点である。確か

に黒字決算は一つの指標とはなり得るものの、安定運営に直接的に寄与すると考えられる財務健

全性に関する客観的な財務評点がない現状は問題がある。例えば、現行の「赤字または減益傾向

でなければ 点」とする基準を「債務超過であれば財務評点は 点とする。黒字であれば 点加

点、繰越利益剰余金がプラスであれば 点加点、自己資本比率が ％超であれば 点加点、流

動比率が ％超であれば 点加点とする。」というように財務健全性に関する客観的な財務評点

を含めた採点基準への変更が望まれる。

③③ 経経費費圧圧縮縮等等にに関関すするるアアドドババイイザザリリーー業業務務委委託託

契約名称 経費圧縮等に関するアドバイザリー業務委託

委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

支出金額 円（令和 年度）

受託業者 株式会社ヘルスケア・システム研究所

契約形態 一者随意契約。

委託内容 （業務の内容）

（ ）医薬品、医療材料の購買、管理に関する指導、助言

（ ） 導入後の業務・データの分析及び原価管理に関する指導、助言

（ ）医療機器の購入、保守、修繕等に関する契約及び見積内容の評価、

助言

（ ）医事業務、物流業務等の委託業務の契約及び見積内容の評価、助言

医療情報システムの改善・管理に関する助言、調査

化の推進に関する助言、調査

病院経営に関するセミナー等の企画立案・開催に関する助言、実施

精神科医療に関する指導、助言

病院機能改善策の助言

（出所：経費圧縮等に関するアドバイザリー業務委託契約書）

（（指指摘摘事事項項 ））仕仕様様書書記記載載のの業業務務内内容容とと実実際際のの業業務務内内容容のの齟齟齬齬ににつついいてて

仕様書に定める業務内容は、上表の「委託内容」の欄に記載した「 医薬品、医療材料の購買、

管理に関する指導、助言～ 病院機能改善策の助言」の 項目である。一方で、受託者が契約

書に基づき病院局に提出した「令和 年度報告」では「 医薬品、医療材料の購買、管理に関す

る指導、助言」「 医療機器の購入、保守、修繕等に関する契約及び見積内容の評価、助言」の

みについて業務内容が報告されており、 、 ～ の業務内容については一切の報告がなされ

ていない。
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・不安定要素があれば減点

（出所：院内保育所公募型プロポーザル採点表）

採点基準より、病院局は財務数値に係る視点として「赤字または減益傾向」ではないことを重視

していることがわかる。この点、成熟企業にとって黒字を確保しつつも減益決算となることは珍しい

ことではないし、予期せぬ外部要因により単年度赤字決算ではあるものの内部留保が潤沢である

ために事業運営に全く影響を与えない企業体の存在も十分想定される。

計算書類から読み解くべきは院内保育所を安定的に運営できるか否かという観点である。確か

に黒字決算は一つの指標とはなり得るものの、安定運営に直接的に寄与すると考えられる財務健

全性に関する客観的な財務評点がない現状は問題がある。例えば、現行の「赤字または減益傾向
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動比率が ％超であれば 点加点とする。」というように財務健全性に関する客観的な財務評点
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委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

支出金額 円（令和 年度）
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契約形態 一者随意契約。

委託内容 （業務の内容）

（ ）医薬品、医療材料の購買、管理に関する指導、助言

（ ） 導入後の業務・データの分析及び原価管理に関する指導、助言

（ ）医療機器の購入、保守、修繕等に関する契約及び見積内容の評価、

助言

（ ）医事業務、物流業務等の委託業務の契約及び見積内容の評価、助言

医療情報システムの改善・管理に関する助言、調査

化の推進に関する助言、調査

病院経営に関するセミナー等の企画立案・開催に関する助言、実施

精神科医療に関する指導、助言

病院機能改善策の助言

（出所：経費圧縮等に関するアドバイザリー業務委託契約書）

（（指指摘摘事事項項 ））仕仕様様書書記記載載のの業業務務内内容容とと実実際際のの業業務務内内容容のの齟齟齬齬ににつついいてて

仕様書に定める業務内容は、上表の「委託内容」の欄に記載した「 医薬品、医療材料の購買、

管理に関する指導、助言～ 病院機能改善策の助言」の 項目である。一方で、受託者が契約

書に基づき病院局に提出した「令和 年度報告」では「 医薬品、医療材料の購買、管理に関す

る指導、助言」「 医療機器の購入、保守、修繕等に関する契約及び見積内容の評価、助言」の

みについて業務内容が報告されており、 、 ～ の業務内容については一切の報告がなされ

ていない。
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受託者が実際に行っている業務内容を病院局担当者にヒアリングしたところ、毎月 回 名が中

央病院を訪問し、県・受託者・製薬ディーラー・製薬会社の 者で医薬品の価格交渉を行うことが

メイン業務であり、その他には診療材料・高額医療機器の価格のデータ収集・報告（場合によって

は業者との交渉）も行っているとのことであった。これらの業務内容は仕様書の 、 に該当するこ

ととなる。一方で、 、 ～ の業務内容については、その実施は不明ではあるものの、少なくと

も「 病院経営に関するセミナー等の企画立案・開催に関する助言」に関する業務は行われてお

らず、その他の業務は受託者と医療職の職員等と直接やり取りをしているケースも可能性としては

あるかもしれないとのことであった。また、病院局担当者と受託者との共通認識として、 、 の業

務が主要であり契約内容の大半を占めるという意識があるようである。以上より、受託者は 、 ～

の業務は実施していないこと、あるいは実施していても僅少な業務量であったことが示唆される。

病院局に提供されたサービス（ 、 の業務）の有効性・効率性を評価すると、受託者は、専門

知識を伴う医薬品等の価格のデータ収集を継続的に行っており、毎月 名が訪問、業者と価格交

渉を行い実際に相応の値引きを獲得している状況を勘案するに 、 の業務のみであっても年

額 千円という委託費に見合う相応の成果は認められるものとも考えられる。とは言え、仕様書

に定められた業務が実施されていないと推定される現状は問題である。

今後、受託者の実施すべき業務範囲を再検討・明確化し、その内容を仕様書に適切に落とし込

むべきである。業務範囲の検討の結果 、 ～ の業務内容もやはり必要と判断するならば受

託者に適切に同業務を実施するよう求め、その報告を受けなくてはならない。

④④ 青青森森県県立立つつくくししがが丘丘病病院院患患者者給給食食業業務務委委託託

契約名称 青森県立つくしが丘病院患者給食業務委託

委託期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日

支出金額 円（令和 年度）

受託業者 株式会社城ヶ倉観光

契約方法 一者随意契約

委託内容 給食管理業務

調理・盛付・配膳・下膳・食器洗浄消毒

食材の発注・調達・管理業務

施設設備等管理業務

衛生管理業務

労働安全衛生管理業務

（（意意見見 ））公公募募型型ププロロポポーーザザルル方方式式にによよるる業業者者選選定定のの採採用用ににつついいてて

患者給食業務委託において、一者随意契約にて株式会社城ヶ倉観光を受託者に選定しており、

その理由は以下「令和 年度患者給食業務委託契約について 執行・契約伺い」のとおりである。

【 者随意契約の理由】

本契約の対象となる患者給食業務の履行に当たっては、当院の患者給食の特性を勘案すると

ともに、栄養量及び食品衛生上の安全を確保し、満足度の向上に配慮した食事を 日 回提供

する必要がある。このため、国が求める基準を満たす衛生的で高品質なサービスを提供するものと

して、病院の完全委託による入院患者給食提供の実績がある業者であることに加え、災害などの
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非常事態にも当該給食業務が停滞することがないよう、当院において次の要件を満たす専門業者

契約相手先とする必要がある。

（１） 青森県内に本社があること。

（２） 青森市に本社または営業所があること。

（３） 令和 年度に病院の完全委託による入院患者給食提供の実績があること。

上記の要件を満たす業者は、株式会社城ヶ倉観光のみであり、地方自治法施行令第 条

項第 号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しない」契約と認められるため、随意契

約とするものである。

（出所：令和 年度患者給食業務委託契約について 執行・契約伺い）

一者随意契約の理由をまとめると「入院患者給食提供実績があり、災害等の非常事態発生時に

おいても給食の継続提供が見込まれる地理的に近接な業者（本社が県内、かつ本社又は営業所

が青森市内の業者）は、株式会社城ヶ倉観光のみであるため」という説明となる。確かに、非常時

に受託者の営業所が青森市内に存在する場合、対応の機動性が確保されることなど有利に働くこ

とも想定され、当該理由には一定の合理性が認められるものと解される。

一方で、青森県内の大規模病院（弘前大学医学部附属病院、八戸市立市民病院、青森市民病

院、つがる西北五広域連合つがる総合病院、国立病院機構弘前総合医療センター）の給食業務

委託にかかる業者選定方法を調査したところ、全て公募型プロポーザルまたは一般競争入札によ

るものであり、入札参加者の営業所等の所在地にかかる参加要件も特に存在しないものと推察さ

れた。このことは、県内における大規模病院が、本社及び営業所が地理的に近接であることよりも、

公募型プロポーザルや一般競争入札による競争性が増すことによる経済性の確保や、各者の提

案に伴う業務品質の向上に意義を見出している状況と推察される。

現状の選定方法では実質的に競争性が働いていない状況と言える。次回の選定時においては、

営業所等の所在地にかかる参加要件を課さない公募型プロポーザルや一般競争入札の採用も検

討してほしい。
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委託にかかる業者選定方法を調査したところ、全て公募型プロポーザルまたは一般競争入札によ

るものであり、入札参加者の営業所等の所在地にかかる参加要件も特に存在しないものと推察さ

れた。このことは、県内における大規模病院が、本社及び営業所が地理的に近接であることよりも、

公募型プロポーザルや一般競争入札による競争性が増すことによる経済性の確保や、各者の提

案に伴う業務品質の向上に意義を見出している状況と推察される。

現状の選定方法では実質的に競争性が働いていない状況と言える。次回の選定時においては、

営業所等の所在地にかかる参加要件を課さない公募型プロポーザルや一般競争入札の採用も検

討してほしい。
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第 節 人件費・労務管理

第 項 所得税源泉徴収事務

〔県立中央病院〕

所得税法第６条には下記のとおり源泉徴収義務者について規定されており、県立中央病院にお

いても例外ではない。

【所得税法第６条】

第二十八条第一項（給与所得）に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六

章まで（源泉徴収）に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉

徴収をする義務がある。

当該規定に基づき、県立中央病院は毎月の職員の給与計算や期末手当等について源泉徴収

事務を行っているが、給与等の支給に係る関連資料を閲覧したところ、一部、源泉徴収漏れが生

じていた。以下、具体的事項である。

（（指指摘摘事事項項 ））期期末末手手当当にに対対すするる所所得得税税のの源源泉泉徴徴収収漏漏れれににつついいてて

病院事業管理者の令和５年１２月分の期末手当の支給について起案書を閲覧したところ、特例

計算により別途支給する支給額に係る所得税の源泉徴収が反映されずに決裁承認されていた。

担当者によると、特例計算による別途支給額は電算システムにより自動計算される支給額を適切

な基準によりマニュアルで加算調整した分であり、加算調整計算は正しく行われているものの源泉

徴収は年末調整で精算されることから考慮していない旨の回答を得た。

また、青森県病院局臨床研修員給与取扱要領第２条の２（１）の規程に基づき、令和５年１２月に

１年目の臨床研修員特別手当を一人当たり５万円支給しているが、当該支給についても源泉徴収

がなされていなかった。当該特別手当は他の一般職員の期末の特別手当に代替する支給であり、

その実質は給与等であるため、本来は源泉徴収をすべきと考えられる。担当者によると、特段源泉

徴収を省略すべき明確な事由はなく、上記ケースと同様に年末調整で精算されることと、過年度か

らの取扱いの踏襲である旨の回答を得た。

上記のケースのいずれも、年末調整の対象給与として認識されており、確かに支給時点で源泉

徴収を失念又は意図的に行わなかったとしても年末調整で全て精算され、年間を通じて源泉徴収

税額に重要な影響はないと言える。しかし、月ごと又は日ごと等に源泉徴収事務を定めている所得
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税法上の取扱いを鑑みるとルールを逸脱していると言わざるを得ず、今後の適時適切な源泉徴収

事務の履行が望まれる。

（（指指摘摘事事項項 ））宿宿日日直直手手当当にに対対すするる源源泉泉徴徴収収漏漏れれににつついいてて

宿日直手当の支給に関する起案書を確認していたところ、地域医療支援部の医師（自治医研修

医無給派遣）に係る宿日直手当について源泉徴収がなされていなかった。当該宿日直手当は、連

携している他の医療機関へ県立中央病院の医師を常駐派遣している場合で、当該医師が県立中

央病院の宿日直を臨時で行うケースに支給されるものである。担当者によると無給派遣の医師に

ついては、主たる就業先である派遣先の医療機関等で通常給与が支給されているため、派遣中

は直接的な労働契約の関係はなく、県立中央病院の職員としての宿日直手当の支給＝給与等で

はなく報酬として認識していること、及び所得税法第２０４条１項各号には医師への報酬について

源泉徴収すべき規定がされていないことを理由に源泉徴収をしていない旨の回答を得た。

この点、所得税法基本通達 には、下記のとおり宿直料又は日直料は給与等に該当する旨

が明記されている。

【所得税法基本通達 （一部抜粋）】

－－ 宿直料又は日直料は給与等（法第 条第 項に規定する給与等をいう。以下同じ。）に

該当する。

また、所得税法第１８５条１項２号イにおいては、扶養控除等申告書を提出しない従たる事業所

での給与等については、税額表の乙欄を使用し源泉徴収すべき旨規定している。

【所得税法第１８５条１項２号イ（一部抜粋）】

第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項（源泉徴収義

務）の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に

定める税額とする。

一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等

の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額（ロ、ハ、ニ又はヘに

掲げる場合にあっては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する

金額、給与等の月割額又は給与等の日割額）並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配

偶者及び控除対象扶養親族（二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第

百九十四条第一項第六号（給与所得者の扶養控除等申告書）に規定する源泉控除対象配偶者

及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養

親族が同条第四項に規定する国外居住親族（第百八十七条（障害者控除等の適用を受ける者に

係る徴収税額）及び第百九十条第二号ハ（年末調整）において「国外居住親族」という。）である場

合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び
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税法上の取扱いを鑑みるとルールを逸脱していると言わざるを得ず、今後の適時適切な源泉徴収

事務の履行が望まれる。

（（指指摘摘事事項項 ））宿宿日日直直手手当当にに対対すするる源源泉泉徴徴収収漏漏れれににつついいてて

宿日直手当の支給に関する起案書を確認していたところ、地域医療支援部の医師（自治医研修

医無給派遣）に係る宿日直手当について源泉徴収がなされていなかった。当該宿日直手当は、連

携している他の医療機関へ県立中央病院の医師を常駐派遣している場合で、当該医師が県立中

央病院の宿日直を臨時で行うケースに支給されるものである。担当者によると無給派遣の医師に

ついては、主たる就業先である派遣先の医療機関等で通常給与が支給されているため、派遣中

は直接的な労働契約の関係はなく、県立中央病院の職員としての宿日直手当の支給＝給与等で

はなく報酬として認識していること、及び所得税法第２０４条１項各号には医師への報酬について

源泉徴収すべき規定がされていないことを理由に源泉徴収をしていない旨の回答を得た。

この点、所得税法基本通達 には、下記のとおり宿直料又は日直料は給与等に該当する旨

が明記されている。

【所得税法基本通達 （一部抜粋）】

－－ 宿直料又は日直料は給与等（法第 条第 項に規定する給与等をいう。以下同じ。）に

該当する。

また、所得税法第１８５条１項２号イにおいては、扶養控除等申告書を提出しない従たる事業所

での給与等については、税額表の乙欄を使用し源泉徴収すべき旨規定している。

【所得税法第１８５条１項２号イ（一部抜粋）】

第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項（源泉徴収義

務）の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に

定める税額とする。

一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等

の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額（ロ、ハ、ニ又はヘに

掲げる場合にあっては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する

金額、給与等の月割額又は給与等の日割額）並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配

偶者及び控除対象扶養親族（二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第

百九十四条第一項第六号（給与所得者の扶養控除等申告書）に規定する源泉控除対象配偶者

及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養

親族が同条第四項に規定する国外居住親族（第百八十七条（障害者控除等の適用を受ける者に

係る徴収税額）及び第百九十条第二号ハ（年末調整）において「国外居住親族」という。）である場

合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び
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控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対

象扶養親族」という。）の有無及びその数に応ずる次に定める税額

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の二分の一

に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額の三分の一に

相当する税額

ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税

額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の甲欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じ

て計算した金額に相当する税額

二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の

金額（ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあっては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当

該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額）、従たる給与についての

扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号

（従たる給与についての扶養控除等申告書）に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養

親族（当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である

場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶

養親族に限る。）の数に応ずる次に定める税額

イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額

ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の二分の一

に相当する税額

ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額の三分の一に

相当する税額

ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税

額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第三の乙欄に掲げる税額

ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第三の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じ

て計算した金額に相当する税額

三 労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で

定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額

２ 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。
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上記から、県立中央病院が無給派遣医師の宿日直手当について源泉徴収しない理由は妥当

ではなく、本来は毎月又は日毎に源泉徴収をすべきである。無給派遣医師の年末調整は派遣先

で行われており、県立中央病院は年末調整が未了の源泉徴収票を発行するのみであり、 か所以

上の給与所得者となる無給派遣医師が適切に確定申告を行わない場合、所得税の過少納付のリ

スクも生じる。あるべき税制上の取扱いを整理し、宿日直手当について適正な源泉徴収事務の執

行に留意されたい。

第 項 退職金支給事務

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））退退職職金金支支給給関関連連書書類類のの不不備備ににつついいてて

退職金の支給に関する関連資料を閲覧していたところ、退職者から入手すべき退職関連資料の

うち、サンプルで入手した「退職所得の受給に関する申告書」について、必要事項の記載が漏れ

ていた。

「退職所得の受給に関する申告書」は所得税法第２０３条１項において、退職手当の支払いを受

ける退職者に提出が求められているものであり、当該申告書の提出がない場合はその退職手当等

の金額につき の税率による源泉徴収が行われることとなる。

【所得税法第２０３条１項】

第二百三条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次

に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る

所得税の第十七条（源泉徴収に係る所得税の納税地）の規定による納税地（第十八条第二項（納

税地の指定）の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地）の所轄税務署長に

提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等があ

る旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき

第二百二十六条第二項（源泉徴収票）の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければなら

ない。

一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称

二 第二百一条第一項第一号（徴収税額）に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか

並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が一般退

職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額

三 第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数

四 その居住者が第三十条第六項第三号（退職所得）に掲げる場合に該当するかどうか及びこれ

に該当するときはその該当する事実
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上記から、県立中央病院が無給派遣医師の宿日直手当について源泉徴収しない理由は妥当

ではなく、本来は毎月又は日毎に源泉徴収をすべきである。無給派遣医師の年末調整は派遣先

で行われており、県立中央病院は年末調整が未了の源泉徴収票を発行するのみであり、 か所以

上の給与所得者となる無給派遣医師が適切に確定申告を行わない場合、所得税の過少納付のリ

スクも生じる。あるべき税制上の取扱いを整理し、宿日直手当について適正な源泉徴収事務の執

行に留意されたい。

第 項 退職金支給事務

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院〕

（（指指摘摘事事項項 ））退退職職金金支支給給関関連連書書類類のの不不備備ににつついいてて

退職金の支給に関する関連資料を閲覧していたところ、退職者から入手すべき退職関連資料の

うち、サンプルで入手した「退職所得の受給に関する申告書」について、必要事項の記載が漏れ

ていた。

「退職所得の受給に関する申告書」は所得税法第２０３条１項において、退職手当の支払いを受

ける退職者に提出が求められているものであり、当該申告書の提出がない場合はその退職手当等

の金額につき の税率による源泉徴収が行われることとなる。

【所得税法第２０３条１項】

第二百三条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次

に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る
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233 
 

五 その他財務省令で定める事項

具体的には、支払者と受給者の住所と名前のみが記載されており、上記条文上の必要記載事項

のうち第一号しか充足がされていなかった。
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空欄の形式的な申告書では適切に受給者から申告がなされたとは言えない。当該申告書の趣旨
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第 項 通勤手当支給額

〔県立中央病院〕

通勤手当の支給額について

県立中央病院は、入職時に通勤届を入手し、住所地から勤務地である県立中央病院までの距

離や通勤方法等を確認の上、交通費の支給額を決定し人事システムへ通勤距離や支給額のマス

タ登録を行う。また入職後に住所変更が生じた場合は、適時に異動届や修正した通勤届の提出を

求めており、当該資料に基づき人事システム上のマスタ情報の変更を行う。毎月の給与計算にお

いては、当該登録された人事マスタ情報の通勤距離と支給額が自動で国税庁による非課税通勤

手当額を参照し、非課税通勤手当と課税通勤手当を区分し反映されるシステム設計となっている。

（（意意見見 ））通通勤勤手手当当のの支支給給額額見見直直ししににつついいてて

令和５年度の異動届簿を入手し通査したところ、過年度の異動日となっているサンプルが数件

発見された。これは、職員に住所変更等が生じた場合、変更後の異動届や更新した通勤届を適時

に提出するよう求めているものの、徹底されておらず実務上は適時に提出されていないケースがあ

り、中には数年経過後（最も古いサンプルは平成 年 月異動）の異動届のサンプルもあった。

通勤手当の適時適切な反映が担保されない場合、通勤手当の過大支給又は過少支給となるリス

クが生じる。

ここで、システム上、住所変更により通勤距離が遠くなり通勤手当支給額が増額となる場合は過

去に遡及して支給されず、逆に近くなる場合には過去に遡及して精算されることとなっており、報

告義務を怠った職員にとって不利な取扱いがされるようになっている。ただし、その職員が異動届

や更新後の通勤届の提出がなく万が一退職した場合には、適切な通勤手当額に精算されないリス

クは考えられる。

職員の届出のみに依拠することなく、少なくとも年に一度は提出の有無を周知することや、年末

調整の際の住所地とチェックする等のデータの整合性に関する検証手続き等について、ご検討い

ただきたい。
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第 項 時間外労働

〔県立中央病院〕

（（意意見見 ））時時間間外外労労働働のの自自己己承承認認ににつついいてて

県立中央病院は、勤怠管理システムを用いて職員の時間外労働の管理を行っている。まず、

職員が時間外労働を行った場合には各自のパソコンで時間外労働の申請を所属長へ行う。すると

第 次承認者として申請職員の所属長が事後的にシステムのワークフロー上で承認を行い、その

後、第 次承認者（最終承認者）として課長等がシステムのワークフロー上で承認を行う。この 段

階の承認がシステム上なされることにより、時間外労働が集計され給与計算に反映されることとな

る。

ここで上記のとおり第 次承認者と第 次承認者と 段階承認としている背景は、現場状況を

より把握している上長承認としての第１次承認者と、より組織管理の視点での第 次承認者に区分

し、勤怠情報の適正化と承認制度の精度をあげることと考えられるが、下記の部署において第

次承認者が自己の時間外労働申請について自己承認している状況が発生していた。

・腫瘍放射線科（技師等）

・眼科（技師等）

・栄養管理部（栄養士等）

・臨床工学部 センター

・医事第一課

そもそも県立中央病院では時間外労働について事前許可制を導入しておらず、時間外労働の

承認について 段階承認制度を導入して、現場における残業状況をよく把握している第１次承認

者と所管管理者による第 次承認者による承認制度を採用している。第 次承認を重視した運用

を図っている観点からすれば、時間外労働の申請者と第１次承認者を同一人とすることは、 段階

承認制度を形骸化することになる。

そこで、このような例外的な事象に対する補完的な取扱いとして、サブリーダー等の設定等によ

る相互承認手続の導入等を検討して、時間外労働に関する 段階承認制度の厳格化を図るべき

である。
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第 項 労働基準法及び 協定

〔県立中央病院〕

労働基準法第３６条第５項においては、１年につき労働時間を延長して労働させる時間が１カ

月当たり４５時間を超えることができる月数を６カ月以内に限る旨規定されている。なお、同法第１４

１条第１項及び第４項においては、医業に従事する医師については令和６年３月３１日までの間、

そのうち病院において勤務する医師については当分の間、同法第３６条第５項の規定を適用しな

い旨規定されている。

【労働基準法第３６条（一部抜粋）】

（時間外及び休日の労働）

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお

いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の

過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官

庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働

時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この条において「休日」と

いう。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休

日に労働させることができる。

⑤第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見

することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働さ

せる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日にお

いて労働させることができる時間（第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範

囲内に限る。）並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間（同号に関

して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。）を定めることができる。この

場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長し

て労働させる時間が一箇月について四十五時間（第三十二条の四第一項第二号の対象期間と

して三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月につい

て四十二時間）を超えることができる月数（一年について六箇月以内に限る。）を定めなければ

ならない。

第百四十一条 医業に従事する医師 医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で

定める者に限る。 に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四

号中「における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、

同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生

労働省令で定める時間」とし、同条第五項及び第六項第二号及び第三号に係る部分に限る。

の規定は適用しない。
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④ 前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、令和六年三月三十一日 同

日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定

める期間の初日から起算して一年を経過する日 までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」

とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは

労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六

項 第二号及び第三号に係る部分に限る。 の規定は適用しない。

県立中央病院は、時間外労働に関する協定届（以下、３６協定）において、１年につき労働時間

を延長して労働させる時間が１カ月当たり４５時間を超えることができる月数を６カ月以内に限る旨

の協定を職員代表者と締結している。

（（指指摘摘事事項項 ））労労働働基基準準法法及及びび 協協定定かかららのの逸逸脱脱ににつついいてて

令和５年度の法定外労働時間発生状況を確認したところ、医師以外の職員１０名については上

記法令及び３６協定から、医師３８名については３６協定から逸脱して、月４５時間超の勤務が年６

回を超える状況が発生していた。発生理由は、人員不足によりやむを得ず対象職員の過剰勤務に

頼らざるを得ない状況により発生したものであるが、明らかな法令及び３６協定違反であり、効率的

な人員資源の配分や勤怠管理及び業務効率化等を図り早急に改善することが求められる。

第 項 賞与引当金繰入額

〔県立中央病院〕

県立中央病院は、賞与引当金繰入額の算定において人事課から配信された人事委員会勧告を

反映させた人件費資料の支給割合を使用している。

（（指指摘摘事事項項 ））賞賞与与引引当当金金繰繰入入額額のの支支給給割割合合計計算算ににつついいてて

令和６年３月末時点の賞与引当金の算定において、本来は令和５年１０月に人事課から配信さ

れた人件費資料の期末勤勉手当の支給割合を使用すべきところ、従前の支給割合を用いて算定

計算しており、その結果「勤勉手当の賞与引当金繰入額」が 千円過大に計上されていた。

賞与引当金繰入額の計算は見積もり計算であるが、最善の見積額を計算することが重要であり、

見積もりに使用する基礎数値等は、見積もり計算の精度を高めるためにも、より直近の状況を反映

した数値を使用すべきである。賞与引当金繰入額計算のチェックリストの作成や適切な計算フロー

及びダブルチェック体制を徹底し、加えて見積実績の差額分析を通じた、より最適な見積計算方

法を適用しなければならないことに留意されたい。
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第 節 病院原価計算

第 項 現状における病院局の病院原価計算

現状において病院局では病院原価計算を実施していない。運営部 経営企画室では、令和６年

４月から県立中央病院にける収支黒字化に向けた取組として、限界利益概念を導入した利益管理

に着手している。その概要は、以下のとおりである。

〇収支均衡に必要となる限界利益を算出し、病院全体、診療科別の数値目標（１日当たりの患者

数、診療単価、限界利益）を設定する。

月例の管理会議（診療科部長以上出席）で幅広く情報を共有している。

〇月例の管理会議において月例診療実績を共有する際、数値目標と実績の比較、収支見込等をま

とめた資料を説明し、改善点等について共有している。

第 項 病院原価計算の導入に関する提言

現状においては、病院原価計算を実施していないため監査結果として、病院原価計算の導入に

関する提言について記述したい。

（（指指摘摘事事項項 ））病病院院原原価価計計算算のの導導入入にに関関すするる提提言言ににつついいてて

１．原価計算の目的

一般の企業が原価計算を実施する場合の指針とされている「原価計算基準」（大蔵省企業会計

審議会 昭和３７年）において、以下の原価計算の目的が掲げられている。

（１）投資家への財政状態の開示

（２）価格計算に必要な原価計算の提供

（（３３））原原価価管管理理にに必必要要なな原原価価資資料料のの提提供供

（（４４））予予算算統統制制ののたためめにに必必要要なな原原価価資資料料のの提提供供

（（５５））経経営営のの基基本本計計画画をを設設定定すするるにに当当たたりり必必要要なな原原価価情情報報のの提提供供

太字は、監査人による。

病院局の経営環境は、少子高齢化による医療保険財政の危機的状況等を起因とする診療報

酬の伸びが期待できないことや少子化や在宅医療の推進による患者の減少などにより厳しさを

増してくることが言われている。このような状況の中で病院事業の現状把握を客観的に分析し、

事業管理に役立てるには、上述の原価計算の目的の（３）、（４）、（５）が有効である。以下に、こ

れらの目的の役立ちについて簡単に記載する。
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①原価管理に必要な原価資料の提供

原価管理は原価計算で算出した結果に基づき、医業収益を確保するために最適な原価設定

を検討したり、原価の無駄を把握したり、業務改善を通じた原価の低減を図る活動である。病院

事業においては、診療材料や薬品費の低減化、委託費の削減といった活動が想定される。原

価管理は診療報酬に見合った利益を獲得するという視点から の中で重要性が増大してく

ると言われている。

②予算統制のための必要な原価資料の提供

病院経営の目標設定として部門別予算の設定に役立ち、予算と実績を比較することにより病院

経営の実態が把握でき、予算統制が可能となる。

③経営の基本計画を設定するに当たり必要な原価情報の提供

病院経営における経営計画の作成、意思決定に必要な損益情報の提供、診療科の損益情報

の活用に関する役立ちに支援可能となる。

２．何故、限界利益による利益管理に加えて病院原価計算が必要なのか。

令和６年４月から導入された限界利益による利益管理は、診療科別に如何にして固定費を回

収するかという現業部門に対する意識改革が重点となっているものと考えられる。限界利益によ

る利益管理は有効であるものの医療サービス提供に対する原価を把握して病院経営に役立て

るという視点で見た場合には病院原価計算の導入に取り組まなければならない。病院原価計算

の導入により、一般診療の原価も特掲診療の原価も把握でき、このことが一般会計繰入金の妥

当性の検証にも役立つため、自治体病院においては極めて有用な管理ツールとして捉えなけ

ればならない。

．どのような病院原価計算を構築するのか

いくつかの病院原価計算に関する研究論文を拝読すると、病院界では多くの病院では病院原価

計算の導入に着手できていない状況が多いとの報告がある。しかしながら、病院原価計算は、病

院経営の重要な利益管理の根幹部分をなすものであり、避けては通れない。質の高い医療に対

応する質の高い経営を実践するために必要なことであり、果敢に挑まなければならない。このこと

は、医療原価が診療科別あるいは患者別にブラックボックス化している状況を考えると県民の期待

に応えることからも病院原価計算の導入をしていない病院と横並びになることの判断にはならない

でいただきたい。

病院原価計算の構築には、病院の組織、原価計算の目的をどこまで追求するのか、予算的な措

置等、検討しなければならない項目が多いが、ここでは病院原価計算を構築するに当たっての基

本的な留意点について述べたい。

238



238 
 

①原価管理に必要な原価資料の提供

原価管理は原価計算で算出した結果に基づき、医業収益を確保するために最適な原価設定

を検討したり、原価の無駄を把握したり、業務改善を通じた原価の低減を図る活動である。病院

事業においては、診療材料や薬品費の低減化、委託費の削減といった活動が想定される。原

価管理は診療報酬に見合った利益を獲得するという視点から の中で重要性が増大してく

ると言われている。

②予算統制のための必要な原価資料の提供

病院経営の目標設定として部門別予算の設定に役立ち、予算と実績を比較することにより病院

経営の実態が把握でき、予算統制が可能となる。

③経営の基本計画を設定するに当たり必要な原価情報の提供

病院経営における経営計画の作成、意思決定に必要な損益情報の提供、診療科の損益情報

の活用に関する役立ちに支援可能となる。

２．何故、限界利益による利益管理に加えて病院原価計算が必要なのか。

令和６年４月から導入された限界利益による利益管理は、診療科別に如何にして固定費を回

収するかという現業部門に対する意識改革が重点となっているものと考えられる。限界利益によ

る利益管理は有効であるものの医療サービス提供に対する原価を把握して病院経営に役立て

るという視点で見た場合には病院原価計算の導入に取り組まなければならない。病院原価計算

の導入により、一般診療の原価も特掲診療の原価も把握でき、このことが一般会計繰入金の妥

当性の検証にも役立つため、自治体病院においては極めて有用な管理ツールとして捉えなけ

ればならない。

．どのような病院原価計算を構築するのか

いくつかの病院原価計算に関する研究論文を拝読すると、病院界では多くの病院では病院原価

計算の導入に着手できていない状況が多いとの報告がある。しかしながら、病院原価計算は、病

院経営の重要な利益管理の根幹部分をなすものであり、避けては通れない。質の高い医療に対

応する質の高い経営を実践するために必要なことであり、果敢に挑まなければならない。このこと

は、医療原価が診療科別あるいは患者別にブラックボックス化している状況を考えると県民の期待

に応えることからも病院原価計算の導入をしていない病院と横並びになることの判断にはならない

でいただきたい。

病院原価計算の構築には、病院の組織、原価計算の目的をどこまで追求するのか、予算的な措

置等、検討しなければならない項目が多いが、ここでは病院原価計算を構築するに当たっての基

本的な留意点について述べたい。
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（基本的な病院原価計算の方法）

① 診療科別、病棟別原価計算とする。

② 間接部門費の各部門への配賦基準としては、職員数、床面積、医業収益、患者数など費用

の発生と合理的な関係のある基準を選択する。

③ 部門間原価を配賦する基準は、医業収益、件数、患者数、職員数、ベット数、床面積等を選

択する。

④ 医業外費用については、配賦計算の対象外とする。

この病院原価計算のイメージを示すと以下のとおりとなる。

【病院原価計算のイメージ】

（注 ）県立中央病院では医療部門はセンター化しており、このセンターの中に診療科が設置さ

れている。

（注 ）病棟は以下のとおりとなっている。

階数 東棟 西棟 南棟

階 呼吸器科内科 脳神経外科、脳神経内科、総

合診療部

階 循環器センター（循環器内

科、心臓血管内科）

血液内科

階 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、泌

尿器科、産婦人科、循環器内

科（腎疾患）、緊急緩和

消化器内科

階 外科、形成・再建外科、呼吸

器外科

階 整形外科、眼科、皮膚科、内

分泌内科

階 新生児科 整形外科、小児科、リウマチ

膠原病内科、歯科口腔外科、

消化器内科

産科（ （母体・胎児集

中治療管理室）及び後方病

床）

「（令和 年 月 日現在）」

直接費の直課 直直課課 直直課課 直直課課 直直課課

間接部門費の配賦 配配賦賦 配配賦賦 配配賦賦

配配賦賦 配配賦賦

原価計 原価計

間間接接部部門門中中央央診診療療部部門門 各各診診療療科科（（外外来来）） 各各病病棟棟

中央診療部門費
の配賦

合計
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（注 ）病院原価計算に必要なデータの一覧（例示）は、以下のとおりである。

財務諸表関連データ ①給与費データ

②部署別、材料単位での払出と消費データ（医薬品・診療材料・医

療消耗器具備品・給食用材料）

③経費関連

④委託費関連

⑤研究研修関連

⑥役員報酬関連

患者・診療情報 ①入院患者個別に対する基本情報（入退院日情報、材料・検査・画

像診断情報を含むレセプト情報）

②外来患者全体に対する基本情報（外来受診数、材料・検査・画像

診断情報を含むレセプト情報）

③日ごと・部署ごと処方・注射箋数

④手術情報（手術時間、実施医療者数）

⑤侵襲的検査・処置情報（時間、実施医療者数）

⑥その他の治療やリハビリなどの情報（種類、時間、件数など）

その他のデータ ①職員のタイムスタディ

②委託費関連発生量データ

③部署面積データ

④資材・用度課から各部署への払出件数データ

⑤診療項目に対する重み付けを算出可能にする情報一覧

⑥部署別、作業実施台帳データ（処方数、検査数、リハビリ実施状

況、手術実施状況など）

（出所：京都大学大学院医学研究科医療経済学分野 患者別・診断軍分類別 原価計算方

法 標準マニュアル）

病院原価計算の事業管理への活用

病院原価計算の事業管理への活用は、医業費用を診療科別に集計することによって採算部門

の医業損益を診療科別に把握することにある。また、高度医療、専門医療等の不採算部門につい

て医業損益の実態が明らかになることで地方公共団体からの繰入金に関する金額の妥当性を検

証することが可能となる。

将来的には、患者別の損益計算が把握できるようになれば、より質の高い事業管理が可能となる

が、この実現には病院局の全職員の意識の向上とＤＸの大きな支援が必要となる。
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（注 ）病院原価計算に必要なデータの一覧（例示）は、以下のとおりである。

財務諸表関連データ ①給与費データ

②部署別、材料単位での払出と消費データ（医薬品・診療材料・医

療消耗器具備品・給食用材料）

③経費関連
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⑤研究研修関連

⑥役員報酬関連

患者・診療情報 ①入院患者個別に対する基本情報（入退院日情報、材料・検査・画

像診断情報を含むレセプト情報）

②外来患者全体に対する基本情報（外来受診数、材料・検査・画像

診断情報を含むレセプト情報）

③日ごと・部署ごと処方・注射箋数

④手術情報（手術時間、実施医療者数）

⑤侵襲的検査・処置情報（時間、実施医療者数）

⑥その他の治療やリハビリなどの情報（種類、時間、件数など）

その他のデータ ①職員のタイムスタディ

②委託費関連発生量データ

③部署面積データ

④資材・用度課から各部署への払出件数データ

⑤診療項目に対する重み付けを算出可能にする情報一覧

⑥部署別、作業実施台帳データ（処方数、検査数、リハビリ実施状

況、手術実施状況など）

（出所：京都大学大学院医学研究科医療経済学分野 患者別・診断軍分類別 原価計算方

法 標準マニュアル）

病院原価計算の事業管理への活用

病院原価計算の事業管理への活用は、医業費用を診療科別に集計することによって採算部門

の医業損益を診療科別に把握することにある。また、高度医療、専門医療等の不採算部門につい

て医業損益の実態が明らかになることで地方公共団体からの繰入金に関する金額の妥当性を検

証することが可能となる。

将来的には、患者別の損益計算が把握できるようになれば、より質の高い事業管理が可能となる

が、この実現には病院局の全職員の意識の向上とＤＸの大きな支援が必要となる。
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．病院原価計算の導入成功の秘訣

病院経営の改善を目的とした分析ツールとして病院原価計算が唯一絶対のものではない。他

の分析ツールと併用して多角的に分析することが必要であり、病院局の経営目標や数値目標の

明確化のためには病院原価計算は有効かつ必要な管理ツールとして認識すべきと考える。

病院原価計算の構築や導入後の運用面における分析、改善活動を効果的に実施するには、

病院経営上層部の理解、強力なリーダーシップの発揮や事務部門、管理部門の実行力、協力

体制、医療現場職員の理解や協力は不可欠な要素となる。

県立中央病院 青森市民病院 高度医療 専門医療

医業利益又は損失

診診
療療
科科
別別

（（
患患
者者
別別

））

医
業
収
益

医
業
費
用

診診
療療
科科
別別

診診
療療
科科
別別

地方公共団体から
の繰入金

採採算算部部門門 不不採採算算部部門門

診
療
科
別

診
療
科
別

診
療
科
別

（
患
者
別

）

病病院院原原価価計計算算
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第 節 出納管理

第 項 出納業務の概要

第 ． 分掌事務

〔県立中央病院〕

県立中央病院の出納管理に関する分掌事務については、「青森県病院局の組織に関する規

程」に以下のとおりに規定されている。

第 条

三 経理課の分掌事務

ハ 収入及び支出の会計事務に関すること。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院の出納組織は、青森県病院局の組織に関する規程第４条九 つくしが丘病

院運営室の各課の分掌事務の イの（４）に以下のとおりに規定されている。

イ 庶務・管理課の分掌事務

（４） 収入及び支出の会計事務に関すること。

第 ． 企業出納員、企業出納員への委任、現金取扱員

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院〕

企業出納員、企業出納員への委任、現金取扱員について「青森県病院事業財務規程」におい

て規定されている。関連する条項について関連部分のみ抜粋して以下に記載する。

（企業出納員）

第三条 地方公営企業法第二十八条第一項に規定する企業出納員として運営部及び病院に企業

出納員を置き、青森県立つくしが丘病院の事業に係る事務を行う企業出納員と、青森県立つくし

が丘病院以外の事業に係る事務を行う企業出納員を青森県立中央病院企業出納員という。

企業出納員は、経理課長及び庶務・管理課長（中略）をもって充てるものとする。

経理課長及び庶務・管理課長である企業出納員は、病院事業の業務に係る出納その他の会計

業務をつかさどる。

（企業出納員への委任）

第四条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

一 現金（現金に換えて納付される証券を含む。以下同じ。）及び有価証券の出納及び保管に関す

る事務

（中略）

三 預金種目の組替えに関する事務

（略）
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第 節 出納管理

第 項 出納業務の概要

第 ． 分掌事務

〔県立中央病院〕

県立中央病院の出納管理に関する分掌事務については、「青森県病院局の組織に関する規

程」に以下のとおりに規定されている。

第 条

三 経理課の分掌事務

ハ 収入及び支出の会計事務に関すること。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院の出納組織は、青森県病院局の組織に関する規程第４条九 つくしが丘病

院運営室の各課の分掌事務の イの（４）に以下のとおりに規定されている。

イ 庶務・管理課の分掌事務

（４） 収入及び支出の会計事務に関すること。

第 ． 企業出納員、企業出納員への委任、現金取扱員

〔県立中央病院・県立つくしが丘病院〕

企業出納員、企業出納員への委任、現金取扱員について「青森県病院事業財務規程」におい

て規定されている。関連する条項について関連部分のみ抜粋して以下に記載する。

（企業出納員）

第三条 地方公営企業法第二十八条第一項に規定する企業出納員として運営部及び病院に企業

出納員を置き、青森県立つくしが丘病院の事業に係る事務を行う企業出納員と、青森県立つくし

が丘病院以外の事業に係る事務を行う企業出納員を青森県立中央病院企業出納員という。

企業出納員は、経理課長及び庶務・管理課長（中略）をもって充てるものとする。

経理課長及び庶務・管理課長である企業出納員は、病院事業の業務に係る出納その他の会計

業務をつかさどる。

（企業出納員への委任）

第四条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

一 現金（現金に換えて納付される証券を含む。以下同じ。）及び有価証券の出納及び保管に関す

る事務

（中略）

三 預金種目の組替えに関する事務

（略）
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（現金取扱員）

第六条 病院に、企業出納員の命を受けて、現金の出納に関する事務をつかさどらせるため、現金

取扱員を置く。

現金取扱員一人が一日に取り扱うことができる現金の限度額は、三百万円とする。

第 ．決算日（令和 年 月 日）の現金預金残高

〔県立中央病院〕

種目 銀行・支店 金額（円） 摘要

現金 つり銭

普通預金 青森銀行 東造道支店

青森銀行 東造道支店 出納取扱金融機関及び収納

取扱金融機関の保証金担保

当座預金 青森銀行 東造道支店 ０

譲渡性預金 青森銀行 東造道支店

みちのく銀行 青森中央営業部

合計

〔県立つくしが丘病院〕

種目 銀行・支店 金額（円） 摘要

現金 窓口入金銀行未預入分

普通預金 青森銀行 県庁支店

当座預金 青森銀行 県庁支店 ０

合計
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第 項 出納管理システムの概要

〔県立中央病院〕

県立中央病院の出納管理システムの概要は、以下のとおりである。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院の出納管理システムの概要は、以下のとおりである。

（注）令和 年 月 日から合併により、株式会社 青森銀行は、株式会社 青森みちのく銀行となる。

診療報酬査定分 月初、10日、月末等　支払データ送金
支払基金、国保連 入金 出金

ニチイ学館
外来診療分 給与データ（正職員以外）

その他
振替

小切手振出
入金 出金 （電話、電気料、水道料、税金）

（給与　正職員）

残高は　０　となる

青青森森銀銀行行　　東東造造道道支支店店

普普通通預預金金

青青森森銀銀行行　　東東造造道道支支店店

当当座座預預金金

診療報酬査定分 月初、10日、月末等　支払データ送金
支払基金、国保連 入金 出金

青森電子計算センター
外来診療分 給与データ（正職員以外）

その他
振替

小切手振出
入金 出金 （電話、電気料、水道料、税金）

（給与　正職員）

残高は　０　となる

普普通通預預金金

青青森森銀銀行行　　県県庁庁支支店店

当当座座預預金金

青青森森銀銀行行　　県県庁庁支支店店
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第 項 出納管理システムの概要

〔県立中央病院〕

県立中央病院の出納管理システムの概要は、以下のとおりである。

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院の出納管理システムの概要は、以下のとおりである。

（注）令和 年 月 日から合併により、株式会社 青森銀行は、株式会社 青森みちのく銀行となる。

診療報酬査定分 月初、10日、月末等　支払データ送金
支払基金、国保連 入金 出金

ニチイ学館
外来診療分 給与データ（正職員以外）

その他
振替

小切手振出
入金 出金 （電話、電気料、水道料、税金）

（給与　正職員）

残高は　０　となる

青青森森銀銀行行　　東東造造道道支支店店

普普通通預預金金

青青森森銀銀行行　　東東造造道道支支店店

当当座座預預金金

診療報酬査定分 月初、10日、月末等　支払データ送金
支払基金、国保連 入金 出金

青森電子計算センター
外来診療分 給与データ（正職員以外）

その他
振替

小切手振出
入金 出金 （電話、電気料、水道料、税金）

（給与　正職員）

残高は　０　となる

普普通通預預金金

青青森森銀銀行行　　県県庁庁支支店店

当当座座預預金金

青青森森銀銀行行　　県県庁庁支支店店
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第 項 財務関係に関する決裁区分

〔県立中央病院〕

財務関係に関する決裁区分は、「青森県病院局の組織等に関する規程」第 条として専決事

項が規定され、別表第四の詳細に記載されている。この内容について取りまとめたものが以下の表

である。

（出所：経理課作成資料を基に一部編集）

【支出負担行為及び支出命令の決裁区分】

病院長 運営部長 課長 運営部長 課長

①交際費・食糧費 部長専決

②医薬品・給食材
料・庁用燃料の購入

億円以上
万円以上

億円未満
万円未満

③物品の購入・修繕 億円以上
５ 万円以上
億円未満

５ 万円未満

④印刷製本費・通信
運搬費・賃借料

５ 万円以上 ５ 万円未満

⑤光熱水費・工事費 億円以上
万円以上

億円未満
万円未満

⑥上記①～⑤以外 億円以上

５ 万円以上 億
円未満（給与
費・報償費・旅
費交通費を除
く）

５ 万円未満（交
際費・食糧費を
除く）

⑦債務負担行為に
基づく支出負担行
為済のものの歳出
予算に基づく支出
負担行為

部長専決

⑧給与費・報償費・
旅費交通費

課長専決 課長専決

支出負担行為 支出命令
項目

万円以上 万円未満

【その他の財務事務関係】

項目 病院長 運営部長 課長等

入札（見積）の執行・落札者の決
定・契約書の作成

課長専決

収入命令
公舎貸付料・社会保険
料以外の収入命令

公舎貸付料・社会保
険料のみ（当該徴収
を含む）

振替命令 課長専決
返納通知 部長専決

歳入歳出外現金及び有価証券の
出納通知

部長専決

物品の出納通知 課長専決

物品の管理 万円以上
部長専決（ 件の予定価
格が 万円以上の修
繕を除く。）

財産の取得 万円以上 万円未満
過誤納金の戻出・戻入 課長専決
諸手当の認定、こども手当 課長専決

行政財産使用許可
〇電柱・電話柱の設置、
水道管・ガス管の埋設
（減免するものを除く。）

〇上記以外の行政財産
の更新
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〔県立つくしが丘病院〕

財務関係に関する決裁区分は、「青森県病院局の組織等に関する規程」第 条として専決事

項が規定され、別表第四の詳細に記載されている。この内容について取りまとめたものが以下の表

である。

（出所：庶務・管理課作成資料）

【支出負担行為及び支出命令の決裁区分】

病院長 運営部長
つくしが丘病院
運営室長

庶務・管理課長
つくしが丘病院
運営室長

庶務・管理課長

①交際費・食糧費 部長専決

②医薬品・光熱水費・
工事費・給食材料・徴
用燃料の購入

億円以上
万円以上

億円未満
万円以上
万円未満

万円未満

③物品の購入・修繕 億円以上
万円以上

億円未満
万円以上
万円未満

万円未満

④印刷製本費・通信
運搬費・賃借料

万円以上
万円以上
万円未満

万円未満

⑤上記①～④以外 億円以上
万円以上

億円未満（報償
費はすべて）

５ 万円以上
万円未満（報償
費はすべて）

５ 万円未満（交
際費・食糧費を
除く）

⑥債務負担行為に
基づく支出負担行
為済のものの歳出
予算に基づく支出
負担行為

部長専決

⑦給与費・旅費交通
費

課長専決

項目

支出負担行為 支出命令

給与・旅費交
通費以外す
べて

給与・旅費交通
費に限る

【その他の財務事務関係】

項目 病院長 運営部長
つくしが丘病院
運営室長

課長等

入札（見積）の執行・落札者の決
定・契約書の作成

課長専決

収入命令
公舎貸付料・社会
保険料以外の収入
命令

公舎貸付料・社会
保険料のみ（当該
徴収を含む）

振替命令 室長専決
返納通知 室長専決

歳入歳出外現金及び有価証券の
出納通知

室長専決

物品の出納通知 課長専決

物品の管理 万円以上

部長専決（ 件の予
定価格が 万
円以上の修繕を除
く。）

室長専決（ 件の予
定価格が 万
円以上の修繕を除
く。）

財産の取得 万円以上 万円未満 万円未満
過誤納金の戻出・戻入 課長専決
諸手当の認定、こども手当 課長専決

行政財産使用許可

〇電柱・電話柱の
設置、水道管・ガス
管の埋設（減免す
るものを除く。）

〇上記以外の行政
財産の更新
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〔県立つくしが丘病院〕

財務関係に関する決裁区分は、「青森県病院局の組織等に関する規程」第 条として専決事

項が規定され、別表第四の詳細に記載されている。この内容について取りまとめたものが以下の表

である。

（出所：庶務・管理課作成資料）

【支出負担行為及び支出命令の決裁区分】

病院長 運営部長
つくしが丘病院
運営室長

庶務・管理課長
つくしが丘病院
運営室長

庶務・管理課長

①交際費・食糧費 部長専決

②医薬品・光熱水費・
工事費・給食材料・徴
用燃料の購入

億円以上
万円以上

億円未満
万円以上
万円未満

万円未満

③物品の購入・修繕 億円以上
万円以上

億円未満
万円以上
万円未満

万円未満

④印刷製本費・通信
運搬費・賃借料

万円以上
万円以上
万円未満

万円未満

⑤上記①～④以外 億円以上
万円以上

億円未満（報償
費はすべて）

５ 万円以上
万円未満（報償
費はすべて）

５ 万円未満（交
際費・食糧費を
除く）

⑥債務負担行為に
基づく支出負担行
為済のものの歳出
予算に基づく支出
負担行為

部長専決

⑦給与費・旅費交通
費

課長専決

項目

支出負担行為 支出命令

給与・旅費交
通費以外す
べて

給与・旅費交通
費に限る

【その他の財務事務関係】

項目 病院長 運営部長
つくしが丘病院
運営室長

課長等

入札（見積）の執行・落札者の決
定・契約書の作成

課長専決

収入命令
公舎貸付料・社会
保険料以外の収入
命令

公舎貸付料・社会
保険料のみ（当該
徴収を含む）

振替命令 室長専決
返納通知 室長専決

歳入歳出外現金及び有価証券の
出納通知

室長専決

物品の出納通知 課長専決

物品の管理 万円以上

部長専決（ 件の予
定価格が 万
円以上の修繕を除
く。）

室長専決（ 件の予
定価格が 万
円以上の修繕を除
く。）

財産の取得 万円以上 万円未満 万円未満
過誤納金の戻出・戻入 課長専決
諸手当の認定、こども手当 課長専決

行政財産使用許可

〇電柱・電話柱の
設置、水道管・ガス
管の埋設（減免す
るものを除く。）

〇上記以外の行政
財産の更新
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第 項 実施した監査手続と監査結果

〔県立中央病院〕

（ ）実施した監査手続き

監査項目 実施した監査手続き

現金 医事第一課で保管している現金について、実査をした。

預金残高 令和６年３月３１日時点の預金残高について、残高証明書との突合、預金通

帳との突合を行った。

出納内容の確認 決算期末に未払金計上したデータから５６点任意に抽出して計上内容及び支

払処理の妥当性について検証した。

（ ）監査結果

（（意意見見 ））応応援援医医師師勤勤務務証証明明書書のの所所属属部部長長、、確確認認者者のの押押印印漏漏れれ 件件ににつついいてて

令和 年 月 日に支払った応援医師勤務証明書の所属長、確認者の押印漏れのものが

枚あった。この所属部門は小児科であったが、想定するに所属長が資料提出日に不在のために

押印できなかったものと考えられるが、事後において確認の上、押印をしてもらう対応が必要であ

る。なぜならば、所属長の確認印をもって応援医師の勤務日数が確定するからで安易に軽んじた

処理には問題がある。所属長が不在であってもメールに を添付して送信し、確認する方法も

ある訳で、機転のきいた対応が求められる。

〔県立つくしが丘病院〕

（ ）実施した監査手続き

監査項目 実施した監査手続き

現金 決算日時点の銀行未預入分について、青森銀行青森西支店が受け取った預

入伝票について確認をした。

預金残高 令和６年３月３１日時点の預金残高について、預金通帳との突合を行った。

出納内容の確認 決算期末に未払金計上したデータから任意に抽出した支払伝票について、

計上内容及び支払処理の妥当性について検証した。

（ ）監査結果

指摘事項又は意見はなかった。
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第 節 管理

第 項 病院局情報システムの概要

病院局の情報システムは、「診療系ネットワーク」と「公営企業会計システム」によって構成されて

いる。

以下の【病院局 診療系ネットワーク 概念図】と第 項 【病院局 全庁系ネットワーク 公営企

業会計システム 概念図】を参照。

【病院局 診療系ネットワーク 概念図】

（出所：所管課のヒアリングに基づき監査人が作成）

給与　　（正職員以外） 給与　　（正職員）

県
立
中
央
病
院

オーダリングシステム　　　　（県立つくしが丘病院職員）

診療科毎個別システム　　（各診療科）

医事会計システム　　　　　（医事第二課）

グループウェア、メール、スケジュール管理　　　（全職員）

県
立
つ
く
し
が
丘
病
院

庶務・管理課

運営部　情報管理課

給与　　（正職員以外） 給与　　（正職員）

医療情報部

診診療療系系ネネッットトワワーークク

電子カルテシステム　　　　（県立中央病院職員）

診療科毎個別システム　　（各診療科）

医事会計システム　　　　　（医事第一課）

グループウェア、メール、スケジュール管理　　　（全職員）

県庁へ

県庁へ
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第 節 管理
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（概念図の説明）

・診療系ネットワークは、県立中央病院と県立つくしが丘病院でそれぞれ利用されており、電子カ

ルテシステムは県立中央病院職員、オーダリングシステムは県立つくしが丘病院職員、グループウ

ェア・メール・スケジュール管理は全職員対象、診療科毎個別システムは各診療科、医事会計シス

テムは、医事第一課、医事第二課、給与システムは正職員分について県庁とリンクしており、正職

員以外は県立中央病院、県立つくしが丘病院の中でそれぞれ独立して利用されている。

・運営部 情報管理課及び医療情報部は、県立中央病院、県立つくしが丘病院のそれぞれの全

職員向けシステムの機器及びソフトウェア並びに運用管理を行っている。診療科毎個別システムの

機器及びソフトウェア並びに運用管理は、各診療科が主体となって行っているが、運営部 情報管

理課及び医療情報部は各診療科に対してサポートする位置づけとなっている。医事会計システム

については、医事第一課、医事第二課が機器及びソフトウェア並びに運用管理を行っている。

（（意意見見 ））病病院院局局ににはは のの考考ええ方方がが浸浸透透さされれてていいなないい

県では、「青森県 推進本部設置要綱」、「青森県 推進プランの策定及び推進について」

がホームページにおいて公開されている。

「青森県 推進本部設置要綱」においては、本部員として「病院事業管理者」（第３条 別表１）

が含まれ、幹事として「病院局運営部 経営企画室副室長」（第５条 別表２）が含まれている。

「青森県 推進プランの策定及び推進について」においては、以下のように記載されている。

〇人口減少やコロナ禍の長期化を経て、社会情勢が大きく変化し、これまで以上にデジタル技術を

活用して、新たなしごとや働き方を創出する必要性が高まっている。

〇デジタル技術の進展により、一人ひとりの状況に応じたきめ細かいサービスが低コストで提供でき

るようになり、国ではデジタル技術の活用による地方創生に舵を切っている。 → 令和５年３月に作

成した「青森県 推進方向」を基に、本県における 推進の指針となる「青森県 推進プラ

ン」を策定する。

このように県では、 に対する取り組みについて機運が高まっているが、病院局の所管課に対

するヒアリングや今後の取り組みに関するやり取りの中では、少なくとも の用語を掲げて浸透さ

せる空気感を受け取ることができなかった。現状の情報システムに関する取り組みで余裕がない状

況の中、新たに について医療現場に浸透させるには大きなバリアがあるという印象を受けた。

しかしながら、中長期的には、 は病院経営を支える強力な武器となる訳で現時点から基盤固

めの地道な活動を期待したい。
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（（指指摘摘事事項項 ））情情報報シシスステテムム化化計計画画ああるるいいはは 計計画画がが作作成成さされれてていいなないい

厳しい病院経営の中で思うように予算化ができない状況や青森市民病院との統合が推進される

ことが決定していても、いつ経営組織として統合されるのかが公表されていない中で 計画の作

成が困難であるためなのか、現状においては 計画が作成されていない。 計画は、経営計

画の作成と歩調を合わせて サイクルを循環させていかなければならない。洗練された計画

を作成するのが狙いではなく、病院事業を上手に経営するために有益な 計画を作成すること

に眼目をおいて対応することを期待したい。大まかな項目、おおよその時期等を決めて、これを

徐々に詳細に、具体化させていくことから着手していくことで経営計画との連携がとれて有益な

計画が作成されると思料する。

（（意意見見 ））運運営営部部 情情報報管管理理課課とと医医療療情情報報部部のの分分掌掌事事務務ににつついいてて

運営部 情報管理課は、病院局の運営部の一つとして組織され、医療情報部は、県立中央病院

の中の一部門として組織化されている。それぞれの事務分掌は以下のとおりである。

運営部 情報管理課 医療情報部
イ 業務の 化の推進に関すること。

ロ 電子カルテその他の医療情報システムの運用管

理・改善、契約に関すること。

ハ がんの診療情報に係る管理及び医療機関等との

連絡に関すること。

ニ その他の診療情報の管理に関すること。

一 院内業務の 化の推進に関すること。

二 院内の電子カルテその他の医療情報システムの

運用管理・改善、契約に関すること。

三 院内のがんの診療情報に係る管理及び医療機関

等との連絡に関すること。

四 その他の院内の診療情報の管理に関すること。

運営部 情報管理課の分掌と医療情報部の分掌の違いが分かりにくい。もっと明確に違いがわ

かるように書き方を工夫する必要がある。運営部 情報管理課の職員は、ヒアリングによれば医療

情報部の分掌も担っているということなので、このことも含めて見直しが必要と思われる。

第 項 病院局医療情報システムの運用管理要綱の概要

青森県病院局医療情報システム運用管理要綱の目次体系を示すと、以下のとおりとなる。

【青森県病院局医療情報システム運用管理要綱 目次体系】

第１章 総則 第 条 技術的及び運用的対策の分担を定めた文書

の管理第 条 目的

第 条 定義 第 条 情報機器の台帳管理

第２章 管理体制 第 条 個人情報機器の業務利用の原則禁止

第 条 運用管理体制 第 条 機器利用に関する事項

第 条 監査体制と監査責任者 第 条 患者等への医療情報の閲覧

第 条 苦情・質問の受付体制 第 条 ネットワーク基盤の運用管理

第 条 事故対策 第 条 リモートアクセス

第 条 マニュアルの整備 第 条 スキャナ読取り

第 条 教育及び訓練 第 条 電子署名・タイムスタンプに関する規程

第３章 企画管理者等及び部門管理者の責務 第 条 委託契約における安全管理及び守秘事項
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（（指指摘摘事事項項 ））情情報報シシスステテムム化化計計画画ああるるいいはは 計計画画がが作作成成さされれてていいなないい

厳しい病院経営の中で思うように予算化ができない状況や青森市民病院との統合が推進される

ことが決定していても、いつ経営組織として統合されるのかが公表されていない中で 計画の作

成が困難であるためなのか、現状においては 計画が作成されていない。 計画は、経営計

画の作成と歩調を合わせて サイクルを循環させていかなければならない。洗練された計画
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に眼目をおいて対応することを期待したい。大まかな項目、おおよその時期等を決めて、これを

徐々に詳細に、具体化させていくことから着手していくことで経営計画との連携がとれて有益な

計画が作成されると思料する。
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運営部 情報管理課は、病院局の運営部の一つとして組織され、医療情報部は、県立中央病院

の中の一部門として組織化されている。それぞれの事務分掌は以下のとおりである。

運営部 情報管理課 医療情報部
イ 業務の 化の推進に関すること。

ロ 電子カルテその他の医療情報システムの運用管

理・改善、契約に関すること。

ハ がんの診療情報に係る管理及び医療機関等との

連絡に関すること。

ニ その他の診療情報の管理に関すること。

一 院内業務の 化の推進に関すること。

二 院内の電子カルテその他の医療情報システムの

運用管理・改善、契約に関すること。

三 院内のがんの診療情報に係る管理及び医療機関

等との連絡に関すること。

四 その他の院内の診療情報の管理に関すること。

運営部 情報管理課の分掌と医療情報部の分掌の違いが分かりにくい。もっと明確に違いがわ

かるように書き方を工夫する必要がある。運営部 情報管理課の職員は、ヒアリングによれば医療

情報部の分掌も担っているということなので、このことも含めて見直しが必要と思われる。

第 項 病院局医療情報システムの運用管理要綱の概要

青森県病院局医療情報システム運用管理要綱の目次体系を示すと、以下のとおりとなる。

【青森県病院局医療情報システム運用管理要綱 目次体系】

第１章 総則 第 条 技術的及び運用的対策の分担を定めた文書

の管理第 条 目的

第 条 定義 第 条 情報機器の台帳管理

第２章 管理体制 第 条 個人情報機器の業務利用の原則禁止

第 条 運用管理体制 第 条 機器利用に関する事項

第 条 監査体制と監査責任者 第 条 患者等への医療情報の閲覧

第 条 苦情・質問の受付体制 第 条 ネットワーク基盤の運用管理

第 条 事故対策 第 条 リモートアクセス

第 条 マニュアルの整備 第 条 スキャナ読取り

第 条 教育及び訓練 第 条 電子署名・タイムスタンプに関する規程

第３章 企画管理者等及び部門管理者の責務 第 条 委託契約における安全管理及び守秘事項
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第 条 企画管理者等の責務 第 条 再委託の場合の安全管理措置

第 条 部門管理者の責務 第 条 システム改造及び保守での医療機関等関係

者による作業管理・監督、作業報告確認第 条 企画管理者等及び部門管理者の責務

第４章 医療情報システムの利用者 第６章 非常時の対策

第 条 利用者の資格 第 条 医療情報システムの運用

第 条 利用者の許可等 第 条 医療情報システムの事業継続計画

第 条 利用者の責務 第 条 非常時の報告

第 条 原状回復及び損害賠償 第７章 電子保存における運用管理事項

第 条 利用の制限及び禁止 第 条 真正性の確保

第５章 一般管理における運用管理事項 第 条 見読性の確保

第 条 来訪者の記録、識別及び入退の制限等 第 条 保存性の確保

第 条 アクセスの管理 第８章 情報及び情報機器の持ち出し

第 条 サーバ等主要機器の設置環境 第 条 持ち出し対象となる情報及び情報機器

第 条 記録媒体の廃棄 第 条 持ち出した情報及び情報機器の運用管理

第 条 記録媒体のバックアップ 第 条 盗難、紛失時の対応策

第 条 リスクに対する予防、発生時の対応方法 第９章 外部の機関との接続等

第 条 技術・運用面での安全管理措置

第 条 雑則

（出所：青森県病院局医療情報システム運用管理要綱）

（監査人の所見）

青森県病院局医療情報システム運用管理要綱は、病院の医療情報システムの全般及び個別運

用管理について重要事項を網羅しており、内容の詳細さについてもポイントを押さえて記述されて

いる。

第 項 公営企業会計システムの概要

【病院局 全庁系ネットワーク 公営企業会計システム 概念図】

（出所：所管課のヒアリングに基づき監査人が作成）

運用管理（県立中央病院　経理課）

利用 利用

公営企業会計システム

県立中央病院 県立つくしが丘病院

全全庁庁系系ネネッットトワワーークク
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（概念図の説明）

・公営企業会計システムは、県立中央病院、県立つくしが丘病院の中でそれぞれ独立して利用さ

れているが、公営企業会計システムに係る機器及びソフトウェアの運用管理については、県立中

央病院の経理課が行っている。

（（指指摘摘事事項項 ））公公営営企企業業会会計計シシスステテムム運運用用管管理理要要綱綱がが作作成成さされれてていいなないい

県立中央病院と県立つくしが丘病院が運用している公営企業会計システムに係る運用管理要綱

もしくは運用マニュアルについては作成されていない。管理体制、 、パスワードの管理、アクセス

の管理、サーバ室への入退室、情報機器の管理、リモートアクセス、バックアップ等についての運

用管理要綱について早急に作成して運用しなければならない。

（（意意見見 ））「「医医療療情情報報シシスステテムムのの安安全全管管理理にに関関すするるガガイイドドラライインン 第第 版版」」のの利利用用ににつついいてて

令和 年 月 日付けで厚生労働省大臣官房 医薬産業振興・医療情報審議官より都道府

県知事、保健所設置市長、特別区長宛に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第

版」が発出されている。

このガイドラインの構成は、①概説編、②経営管理編、③企画管理編、④システム運用編、⑤医

療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストとなっている。

ガイドライン改定の趣旨は、保険医療機関・薬局において令和 年 月からオンライン資格確認

の導入が原則義務化されていること、ネットワーク関連のセキュリティ対策がより多くの医療機関等

に共通して求められること、医療情報システムの安全管理の実効性を高める必要があること、サイ

バー攻撃の一層の多様化・巧妙化が進み、診療業務等に大きな影響が生じていること等を踏ま

え、安全管理措置の見直しを図っている。

病院局においては、既に対応済みの事項もあるものと想定されるが、不足あるいは追加・補完す

べき事項、サイバーセキュリティ対策チェックリストの運用等について検討すべきと考える。
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（概念図の説明）

・公営企業会計システムは、県立中央病院、県立つくしが丘病院の中でそれぞれ独立して利用さ

れているが、公営企業会計システムに係る機器及びソフトウェアの運用管理については、県立中

央病院の経理課が行っている。

（（指指摘摘事事項項 ））公公営営企企業業会会計計シシスステテムム運運用用管管理理要要綱綱がが作作成成さされれてていいなないい

県立中央病院と県立つくしが丘病院が運用している公営企業会計システムに係る運用管理要綱
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第 節 医療安全対策

第 項 医療安全対策の概要

〔県立中央病院〕

第１．医療安全管理のための基本理念

医療の質を高めつつ安全性を保つことは、医療の提供に当たって、最も基本的かつ重要な要件

である。医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から医療事故（過誤）を未然

に回避し得る能力を強固なものにすることが重要であり、これらの取り組みを明確なものとし、医療

安全管理の推進、医療事故の発生防止の徹底を図る。
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え、県立中央病院が独自に設定した「医療事故防止の 大留意事項」のもとで医療安全対策を
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【図表 安全な医療を提供するための 要点】

根づかせよう安全文化 みんなの努力と活かすシステム

安全高める患者の参加 対話が深める互いの理解

共有しよう 私の経験 活用しよう あなたの教訓

規則と手順 決めて 守って 見直して

部門の壁を乗り越えて 意見かわせる 職場をつくろう

先の危険を考えて 要点おさえて しっかり確認
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患者と薬を再確認 用法・用量 気をつけて

整えよう療養環境 つくりあげよう作業環境

（出所：厚生労働省医政局 医療安全対策検討会議ヒューマンエラー部会）

【青森県立中央病院 医療事故防止の 大留意事項】

．人間は誤りを犯す生物であり、医療事故はいつでも起こりうるという危機意識を常に持って業務にあ

たる。

．思い込み、ウッカリ・ミスの防止には基本事項の確認、再確認と必要ならば二重、三重のチェックを

する。

．マニュアル、きまりの不履行やあたりまえのことをきちっとしなくなったら、大事故発生の前兆と考えて

対処する。

．同僚、上司のみならず、他部門、他診療科のアドバイスやチェックに素直に耳を傾ける。

．他人がしてくれるつもり、看てくれるつもりを、あてにしてはならない。

．警報は常には鳴らない。接続は外れるもの、機器は故障するものという危機管理意識を持つ。

．マニュアルだけでなく、常に業務全体を視野において、患者最優先の医療を心がける。
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．患者とのコミュニケーションには充分配慮し、患者や家族への説明はその内容が充分理解されるよ

うに心がける。

．診療に関する記録は、明確に記載するとともに、上司、先輩・同僚のチェックを受ける。

．健康維持、研修、学習などの自己管理・自己啓発に常に留意して、体調不調時や不慣れな業務

では特に慎重に行動し、必要ならば共同作業にする。

（出所：青森県立中央病院 医療安全管理のための指針）

第 項 医療安全管理のための組織体制

〔県立中央病院〕

青森県立中央病院の医療安全管理のための組織体制は、以下の図表のとおりである。

【医療安全管理のための組織体制】

（出所：青森県立中央病院 医療安全管理のための指針）

（組織体制の説明）

医療安全推進会議 〇医療安全推進委員会で決定された内容を報告し、必要時再検討を指示する。

〇管理会議メンバーで構成され、医療安全推進移管する総括と、医療安全推進委

員会の報告を分掌事務とする。

医療安全推進委員会 〇医療安全対策を総合的に推進していくための委員会である。

〇委員長（医療安全管理責任者）、副委員長（医療安全推進官）、セーフティマネー

ジャー、臨床工学部長、薬剤部長、看護部長、他で構成される。

〇医療安全対策の立案及び評価、見直し、インシデント、アクシデント等の収集、原

因分析及び対策立案、情報共有、医療安全管理のための指針及び医療安全マニ

ュアルの策定、変更等を所掌事務とする。

〇上図のとおりいくつかの部会があり、活動している。

運営委員会 〇患者の状態が通常とは異なる場合に一定の基準に基づき、直接専門チームが介

入・治療を行いショックや心配停止などの致死性の高い急変に至ることを防ぐ院内

医医療療安安全全管管理理室室

室長（医師）

医療安全推進官（医師）

セーフティマネージャー

（専従看護師３名、専任薬剤師１名）

ME技師、HIM

医医療療安安全全推推進進委委員員会会

イインンシシデデンントトカカンンフファァレレンンスス アアククシシデデンントトカカンンフファァレレンンスス

医医薬薬品品安安全全部部会会 医医療療器器械械安安全全部部会会 転転倒倒・・転転落落予予防防部部会会 肺肺血血栓栓塞塞栓栓症症予予防防管管理理部部会会 診診断断レレポポーートト監監査査部部会会**

血血管管内内留留意意カカテテーーテテルル管管理理部部会会**

診診療療部部門門 看看護護部部門門 コ・メディカル部門 そそのの他他のの部部門門

看看護護部部医医療療安安全全推推進進委委員員会会

院院 長長

RRRRSS運運営営部部会会

医医療療事事故故対対策策委委員員会会

医医療療安安全全推推進進会会議議

院院内内医医療療事事故故調調査査委委員員会会
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救急迅速システム（ＲＲＳ）を構築しＲＲＴの活動、スタットコールに関する事項を検

討するための委員会である。

医療安全管理室 〇医療安全推進委員会において決定された方針に基づき、組織横断的に院内の医

療安全管理を担う組織部門である。

〇医療安全管理室長（兼任医師）、医療安全推進官（兼任医師）、セーフティマネー

ジャー 名（専従看護師 名、専任薬剤師 名）、臨床工学士（兼任）、診療情報

管理士（専従）で構成される。

看護部医療安全推進

委員会

〇看護部における医療安全推進に向けた委員会組織である。委員長は医療安全推

進委員会の構成メンバーとして、看護部内で発生した事例は看護部長の指示のも

と、再発防止に向けた取り組みを積極的に行うものである。

（出所：医療安全管理のための指針 青森県立中央病院）

〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院の医療安全管理のための組織体制は、下図のとおりである。

各組織体制の機能は、県立中央病院に準ずる。

院　　　長

医療事故対策委員会

医療事故調査委員会

運営室長 診療部長 看護部長

医療安全管理室

医療安全推進委員会

診療部運営室 看護部
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第 項 インシデント ・アクシデント の報告

〔県立中央病院〕

県立中央病院におけるインシデント・アクシデントの分類基準及び実績については、以下のとお

りである。

【インシデント・アクシデントの分類について（障害の影響レベル）】

レベル
傷害の

継続性

傷害の

程度
傷害の判断基準

レベル０ 仮に実施されていても、患者への影響は小さかった（処置不要）と考えられる

レベル０ 仮に実施されていた場合、患者への影響は中程度（処置が必要）と考えられる

レベル０ 仮に実施されていた場合、身体への影響は大きい（声明に影響しうる）と考えら

れる

レベル０ アンプル破損

レベル なし 患者への実害はなかった（何らかの影響を与えた可能性は否定できない）

レベル 一過性 軽度 処置や治療は行わなかった（バイタルサインの軽度変化が生じ、患者観察の強

化安全確認のための検査などの必要性が生じた）

レベル 一過性 中等度 簡単な処置や治療を要した（消毒、湿布、鎮痛剤の投与、皮膚の縫合など）

レベル 一過性 高度 濃厚な処置や治療を要した（バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、

手術、入院日数の延長、外来患者様の入院、骨折）

レベル 永続性 軽度～

中等度

永続的な傷害や後遺症が残ったが、 を害する機能障害や美容上の問題は

伴わない

レベル 永続性 軽度～

高度

永続的な傷害や後遺症が残り、 を害する機能障害や美容上の問題を伴う

レベル 死亡 死亡（原疾患の自然経過によるものを除く）

インシデントの実績比率

（ 年 月～ 年 月）

レベル 件数 構成比（％）

レベル０ ４３

レベル１ ９８１ ２６

レベル２ ５４６ １５

レベル３ ５６１ １５

レベル３ ３５ １

（出所：所管課作成資料）

過去 年間のインシデント・アクシデント件数

年度 インシデント件数 アクシデント件数

年度 ５９

年度 ５６

年度 ３５

インシデント：インシデント（ヒヤリハット）医療の過程において、エラーが発生したか、あるいは発生しかけたが、患

者に障害を及ぼすことなく、医療事故には至らなかったものを指す。

アクシデント：医療事故（アクシデント）とは、防止可能なものか、過失によるものかにかかわらず、医療に関わる場

所で、医療の過程において、不適切な医療行為が、結果として患者へ意図しない傷害を生じ、その経過が一定

程度以上の影響を与えた事象をいう。したがって、医療事故には、医療内容に問題があって起きたもの（過失に

よる医療事故：医療過誤）と医療内容に問題がないにも関わらず起きたもの（過失のない医療事故）とがある。ア

クシデントレポートの目的は、起こってしまった事故の再発を防止すること。アクシデントレポートが作成された後、

医療安全管理委員会等による調査・分析・再発防止策の策定・報告・周知という主な流れに沿って病院内で具

体的な再発防止策に繋がっていく。 
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インシデントの実績比率

（ 年 月～ 年 月）

レベル 件数 構成比（％）

レベル０ ４３

レベル１ ９８１ ２６

レベル２ ５４６ １５

レベル３ ５６１ １５

レベル３ ３５ １

（出所：所管課作成資料）

過去 年間のインシデント・アクシデント件数

年度 インシデント件数 アクシデント件数

年度 ５９

年度 ５６

年度 ３５

インシデント：インシデント（ヒヤリハット）医療の過程において、エラーが発生したか、あるいは発生しかけたが、患

者に障害を及ぼすことなく、医療事故には至らなかったものを指す。

アクシデント：医療事故（アクシデント）とは、防止可能なものか、過失によるものかにかかわらず、医療に関わる場

所で、医療の過程において、不適切な医療行為が、結果として患者へ意図しない傷害を生じ、その経過が一定

程度以上の影響を与えた事象をいう。したがって、医療事故には、医療内容に問題があって起きたもの（過失に

よる医療事故：医療過誤）と医療内容に問題がないにも関わらず起きたもの（過失のない医療事故）とがある。ア

クシデントレポートの目的は、起こってしまった事故の再発を防止すること。アクシデントレポートが作成された後、

医療安全管理委員会等による調査・分析・再発防止策の策定・報告・周知という主な流れに沿って病院内で具

体的な再発防止策に繋がっていく。 
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〔県立つくしが丘病院〕

県立つくしが丘病院におけるインシデント・アクシデントの分類基準及び実績については、以下

のとおりである。

【医療事故等の分類表】

区分
傷害の

継続性
傷害の程度 傷害の判断基準

ヒヤリ・ハッ

ト
レベル０ なし なし エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが患者
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レベル なし ない 患者への身体への実害はなかった。（何らかの影響を与

えた可能性は否定できない。）

レベル 一過性 軽度 処置や治療は必要なかった。（患者観察の強化、バイタ

ルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必

要は生じた。）

レベル 一過性 中等度 簡単な処置や治療を要した（消毒、湿布、鎮痛剤などの

投与など）
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レベル 永続的 軽度～中等度 永続的な傷害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や

美容上の問題は伴わない。

重要な医

療事故
レベル 永続的 中等度～高度 永続的な傷害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容

上の問題を伴う。

レベル 死亡 死亡（原疾患の自然経過によるものを除く。）

インシデントの実績比率

（ 年 月～ 年 月）
レベル 件数 構成比（％）

レベル０

レベル

レベル

レベル

レベル

レベル

レベル

レベル

計
 

過去 年間のインシデント・アクシデント件数
年度 インシデント件数 アクシデント件数

年度

年度

年度

 

（出所：所管課作成資料）

〔県立中央病院〕

（（意意見見 ））医医療療安安全全推推進進委委員員会会へへのの出出席席状状況況ににつついいてて

医療安全推進委員会は毎月 回開催されており、診療科部長、管理部門部長等で構成する委

員長他、委員を含めて 名からなっている。 年度の 月から 月までの出席状況について

出欠名簿を閲覧したところ、出席率は毎回 ％以上であった。しかしながら、中には 回の会議
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の出席率が ％以下の委員が 名含まれていた。 名のうち 名は出席率 ％の委員がおり、業

務の都合等で出席が出来なかったと思われるが、医療安全管理体制に対する意識を高めるため

に各委員が委員会に確実に参加できるような日時の設定や代理出席や 月以降 月までの会

議には出席する旨の通知を発行するなどの措置について見直しが必要と考える。
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第 節 治験

第 項 治験の概要

第 ．治験とは

○「くすりの候補」の開発の最終段階では、健康な人や患者さんの協力によって、人での有効性と安全性

を調べることが必要である。こうして得られた成績を国が審査して、病気の治療に必要で、かつ安全に使

っていけると承認されたものが「くすり」となる。

○人における試験を一般に「臨床試験」というが、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集

める臨床 試験は、特に「治験」と呼ばれている。

○治験は病院で行われるが、実施できる病院は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」という

規則に定められた要件を満足する病院だけが選ばれる。

その要件とは以下のとおりである。

①医療設備が充分に整っていること

②責任を持って治験を実施する医師、看護師、薬剤師等がそろっていること

③治験の内容を審査する委員会を利用できること

④緊急の場合には直ちに必要な治療、処置が行えること

（出所：厚生労働省の資料）

病院局の治験は、県立中央病院で実施されており、令和５年度の治験受託収益は 千円

であった。新規案件は ～ 件、継続案件は 件程度、合計 件程度の治験案件が行われて

いる。

第 ．治験のフロー

治験には一般的に つのステップ（相）があり、各段階で安全性・有効性を確認する。 つのステ

ップが終了した後に、薬を開発している製薬会社が結果をまとめて厚生労働省に提出し、審査を

受ける。審査の結果、承認を受けたものが薬として製造販売を許可される。

【一般的な医薬品などの場合における治験のフロー】

（出所：厚生労働省の資料）

第相：少数の健康な人を対象とし、主に薬の安全性を調べる段階。

第 相：比較的少数の患者さんを対象とし、薬の有効性・安全性を評価するとともに、

薬の投与量を確認する段階。

第 相：多数の患者さんを対象とし、有効性・安全性を最終的に確認する段階。

すでに使用されている標準的な薬や偽薬（プラセボ）との比較を行うことが

一般的である。

基礎研究

前臨床等
治治験験

第第 相相
治治験験

第第 相相

保険

適用
承認

審査
申請

治治験験

第第 相相
承認
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第 治験に係る会計処理

令和 年度においては、治験受託収益として 千円の計上があった。

第 治験受託要綱

「治験受託要綱」を作成する目的は、「医薬品の臨時試験の実施の基準に関する省令」（平成

年厚生省令第 号）及びその関連通知に基づいて、医薬品及び医薬機器の臨床試験の受託研

究の円滑な実施と適正な運用を図ることとしている。

県立中央病院では「治験受託要綱」という名称ではないが、要綱に相当する「医薬品治験に係

わる標準業務手順書（医薬品 ）」（最終改正 平成 年 月 日）を作成している。

治験受託要綱を作成している山形県立中央病院の要綱（要綱施行日 平成 年 月 日）

の内容と県立中央病院の「医薬品治験に係わる標準業務手順書（医薬品 ）」の内容を比較し

たものが以下の表である。

県立中央病院 山形県立中央病院

治験の原則

第 章 目的と適用範囲

第 章 病院長の業務

第 章 治験審査委員会

第 章 治験責任医師

第 章 治験薬の管理

第 章 治験事務局

第 章 記録の保存

①目的と基本方針

②組織等

③院長の業務

④治験責任医師の業務

⑤治験薬等管理者の業務

⑥治験事務局の業務

⑦記録の保存・その他

（監査人の所見）ほぼ同一内容の要綱となっている。

また、岩手県立病院では、治験の費用種類及び会計処理の基準について、別添として「治験費

用の種類及び会計処理の基準を定める要領」を作成して運用しているが、県立中央病院では要領

としてはまとめられていないが、書式として「臨床試験研究費ポイント算出表」、「治験薬管理費ポイ

ント算出表」、「人件費ポイント算出表」を準備し、「経費算出基準」を設定して運用している。

第 監査結果

指摘事項又は意見はない。
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第 節 内部統制

第 項 現状における病院局の内部統制制度

県は、地方自治法第 条第１項に規定する内部統制に関する方針として、青森県内部統制

基本方針を策定し、ホームページで公表している。

また、地方自治法第 条第４項の規定に基づき「令和 年度 青森県内部統制評価報告書」

を作成し、監査委員の審査を経て 年 月 日に議会へ提出し、ホームページで公表して

いる。

しかしながら、病院局の内部統制については、病院局固有の内部統制に関して規定したものが

ない。

現状行われている内部統制は、県の内部統制を準用し、財務事務等に係る自己検査として主と

して経理課において以下のように運用されている。

【病院局の財務事務等の自己検査の概要】

項目 内容

実施の方法と時期 自己検査の手引きに基づき、年 回実施

自己検査の報告 経理課長は自己検査結果を病院局長に報告する。

根拠法令 病院事業財務規程第 条に基づき、青森県財務規則第 条の規定を適

用する。

（出所：財務事務等に係る自己検査要領）

自己検査は、検査事項ごとに検査の方法が記載された「自己検査の手引」に基づいて、自己検

査チェックリストに従って検査されている。

令和 年度下期分の財務事務等の自己検査の結果は、以下の不適切な執行として報告されて

いる。

①共通自動車乗車券の所在不明

②支払漏れ 学会主催講演会参加費の私費負担

経営企画室においては、「業務の有効性及び効率性」、「法令などの遵守（コンプライアンス）」な

ど、病院経営全体として サイクルを適切に循環させる体制構築が必要等という視点で、令

和 年１２月に病院局長、運営部長に説明をしていた。今年度４月からガバナンス体制の抜本的

見直しを実行させる予定で準備していたところ、今年度就任した病院事業管理者の方針としては、

日々の病院業務を遂行していく中で、課題を把握する都度、随時ガバナンス体制を整えていく方

針となり、「中央病院運営会議」、「副部長会議」の新設をおこなった。経営企画室の認識としては、

内部統制の必要性については十分認識しており、経営レベルにおける内部統制の構築に対処し

ていく方針である旨の意見を聴取した。
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（（意意見見 ））病病院院局局固固有有のの内内部部統統制制制制度度のの確確立立ににつついいてて

現状における病院局の内部統制制度は、県の知事部局以外の内部統制制度を準用して、財務

事務等の自己検査を年 回実施している。これは内部統制制度という代物ではない。

病院局は、地方公営企業法を適用した組織体であるが、病院局として固有の内部統制度を構

築し、運用しなければならない。

病院事業の特殊性を考察しながら病院局の内部統制について以下に提案したい。

１ 病院局の特殊性と内部統制

病院局は、一般的な営利企業と違い、下記のような特性を持っている。

①事業管理者を頂点とした組織体制から生まれるトップダウン性と、医療等の現場における活動

から行われるボトムアップ性が組み合わされた組織構造である。

②職制の大きな違い（医療、看護、事務等）によるローテーション、部門間コミュニケーションの難

しさがある。

③医療行為、医薬品の取り扱いや医療保険制度（患者から直接ではなく、医療保険などから大

部分の診療報酬が支払われる）を中心とした業務の特殊性、複雑性がある。

④委員会（様々な目的を持つ横断的組織）が存在する。

⑤医療法等法令に加え医の倫理に基づくコンプライアンス意識が要請されること。

以下の「 内部統制の目的」、「 内部統制の つの構成要素」については、「地方公共団体に

ける内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（令和 年 月 改定 総務省）に記載されているも

のを病院局の視点を加味して簡潔に説明をするものとする。

内部統制の目的

①効率的で効果的な業務遂行

効率的で効果的な業務遂行とは、時間や労力、予算などのコストを最小限に抑え、目標達成

に有効な手段で業務を遂行することである。病院局の取り巻く内外環境の中で、目標達成の

ため合理的な手段をとることである。

②財務報告などの信頼性の確保

財務報告などの信頼性を確保することも内部統制の目的のひとつである。予算、決算などの

財務報告は、病院局の活動を知るための重要な情報であり、資産、負債はどれくらいあるのか

などの財務報告を正確に行うことは病院局の社会的信用を担保する重要な事項である。ま

た、非財務的な情報としての金額的に評価されない資源や社会的な取組など、組織の価値

や方針を定量的に示すものとして位置づけられている。

③業務に関連する法令などの遵守

業務に関連する法令などの遵守とは、法令や社会的規範など、業務を遂行する際のルール
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病院局は、地方公営企業法を適用した組織体であるが、病院局として固有の内部統制度を構

築し、運用しなければならない。

病院事業の特殊性を考察しながら病院局の内部統制について以下に提案したい。

１ 病院局の特殊性と内部統制

病院局は、一般的な営利企業と違い、下記のような特性を持っている。

①事業管理者を頂点とした組織体制から生まれるトップダウン性と、医療等の現場における活動

から行われるボトムアップ性が組み合わされた組織構造である。

②職制の大きな違い（医療、看護、事務等）によるローテーション、部門間コミュニケーションの難

しさがある。

③医療行為、医薬品の取り扱いや医療保険制度（患者から直接ではなく、医療保険などから大

部分の診療報酬が支払われる）を中心とした業務の特殊性、複雑性がある。

④委員会（様々な目的を持つ横断的組織）が存在する。

⑤医療法等法令に加え医の倫理に基づくコンプライアンス意識が要請されること。

以下の「 内部統制の目的」、「 内部統制の つの構成要素」については、「地方公共団体に

ける内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（令和 年 月 改定 総務省）に記載されているも

のを病院局の視点を加味して簡潔に説明をするものとする。

内部統制の目的

①効率的で効果的な業務遂行

効率的で効果的な業務遂行とは、時間や労力、予算などのコストを最小限に抑え、目標達成

に有効な手段で業務を遂行することである。病院局の取り巻く内外環境の中で、目標達成の

ため合理的な手段をとることである。

②財務報告などの信頼性の確保

財務報告などの信頼性を確保することも内部統制の目的のひとつである。予算、決算などの

財務報告は、病院局の活動を知るための重要な情報であり、資産、負債はどれくらいあるのか

などの財務報告を正確に行うことは病院局の社会的信用を担保する重要な事項である。ま

た、非財務的な情報としての金額的に評価されない資源や社会的な取組など、組織の価値

や方針を定量的に示すものとして位置づけられている。

③業務に関連する法令などの遵守

業務に関連する法令などの遵守とは、法令や社会的規範など、業務を遂行する際のルール
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やモラルを守ることで、一般的にはコンプライアンスと言われている。医療法、薬事法のみなら

ず医療における倫理、また、労働基準法、税法といった医療以外の法令についても、病院局

の組織の特性上、法令遵守の精神や規範意識を持つことは県民から信頼を得るために欠か

すことができない。病院局の内部統制において法令などの遵守は職員全員で共有し、着実に

取り組むべき目的となる。

④資産の保全

資産の保全とは、資産の取得、使用及び処分が正当な手続きや承認を経て行われることで

ある。病院局の資産を不正や盗難などから守り、適切に保全するためのセキュリティ対策は、リ

スク管理を行う上でも重要な取り組みである。

内部統制の つの構成要素

①統制環境

病院局における経営メンバーの姿勢、病院局における組織風土などを決定し、全職員の統制

意識に影響を与える内部統制の基盤のことである。

②リスクの評価と対応

リスクの評価と対応とは、組織の目標達成を妨げる事象を鑑別・評価・分析し、適切な対応を選

択するプロセスである。医療におけるリスクマネジメント（医療安全対策）、周辺業務におけるリ

スクマネジメントが含まれる。

③統制活動

統制活動とは、事業管理者の命令や指示が適切に実行されるための方針や手続きのことで

ある。権限・職責の付与、職務の分掌など幅広い方針や手続きが含まれる。例としては、事故

防止活動などのチェック体制、診療報酬授受・購買等財務活動に係る承認体制等である。

④情報と伝達

情報と伝達とは、必要な情報が識別・把握・処理され、組織内外や関係者間で正しく確実に

伝達する仕組みのことである。組織内の全員がそれぞれの職務を遂行するために必要な情

報は、タイミングよく適切な内容で識別・把握・処理され、伝達されなければならない。しかも情

報の受領者が内容を正しく理解でき、情報が必要な職員全員で共有されなければならない。

⑤モニタリング（監視活動）

モニタリングとは、内部統制が有効に機能しているか継続的に評価するプロセスのことであり、

モニタリングにより、内部統制は常に監視され、評価・是正されることになる。

⑥ （情報通信技術）への対応

への対応とは、病院局の組織目標を達成するために、あらかじめ適切な方針・手続きを

定めた基盤の基で組織内外の （情報通信技術）を使いこなすことである。

内部統制基本方針・内部統制評価報告書
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「地方公共団体にける内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（令和 年 月 改定 総務省）

では、内部統制に関する基本方針の策定・公表と内部統制評価報告書を作成・報告について言

及している。ここでは、以下に島根県病院局、徳島県病院局の「内部統制に関する基本方針」と

「内部統制評価報告書」の開示例について記載する。

【内部統制基本方針の例】

島根県病院局

病院局内部統制基本方針

１ 内部統制の目的

病院局における内部統制体制を構築するため、限られた人員体制で、適正な業務 執行を担保しつつ、効率

的かつ効果的に業務を執行していくための体制を整備し、次の取組を推進します。

（１）業務の効率的かつ効果的な遂行

業務継続性の確保や、法令等の遵守を目的とした既存の取組を基本とし、組 織としてのチェック体制を新た

に制度化することで、適正な業務執行を組織的 に担保していきます。

（２）財務報告等の信頼性の確保

予算や決算等による財務報告の信頼性を確保するため、適正な手続きによる 報告等の作成、情報の適切な

保管及び管理を進めます。

（３）業務に関わる法令等の遵守

業務に関わる法令その他の規範の遵守を徹底し、法令等に適合しない職務の 執行があった場合は、原因を

調査し、再発防止に努めます。

（４）資産の保全

県が保有する財産や行政情報は県民と共有する資産であり、有効な利活用と 適正な手続きによる取得、使

用及び処分等により、その保全に取り組みます。

２ 内部統制の対象事務

内部統制の対象事務は財務に関する事務とします。

３ 内部統制の有効性の確保

内部統制を組織的に推進し、有効に機能するよう、次のとおり取り組みます。

（１）病院局内部統制推進本部の設置

病院事業管理者を本部長、病院局長を副本部長、各病院長及び各病院事務局 長を本部員とする「病院局

内部統制推進本部」を設置し、病院事業管理者の下 で取組を進めます。

（２）内部統制の整備及び運用の実務的な責任者

病院局長を実務的な責任者とし、内部統制の整備及び運用を行います。

（３）評価報告書の作成及び公表

内部統制の整備状況及び運用状況について毎年度評価し、県民に公表します。

（４）監査委員との連携

監査委員と、内部統制に関する情報共有や意見交換等を行い、連携を図ります。

４ 病院局内部統制基本方針の位置付け

この基本方針は、知事が定める内部統制基本方針との整合性を図った上で、病院局で自主的に内部統制に

取り組むために定める方針です。

５ 内部統制に関する方針の見直し

内部統制体制の整備状況及び運用状況、評価報告書や監査委員からの意見等を踏まえ、必要に応じて柔

軟に内部統制に関する方針の見直しを行います。

令和 年 月 日

島根県病院事業管理者 山口 修平
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「地方公共団体にける内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（令和 年 月 改定 総務省）

では、内部統制に関する基本方針の策定・公表と内部統制評価報告書を作成・報告について言

及している。ここでは、以下に島根県病院局、徳島県病院局の「内部統制に関する基本方針」と

「内部統制評価報告書」の開示例について記載する。

【内部統制基本方針の例】

島根県病院局

病院局内部統制基本方針

１ 内部統制の目的

病院局における内部統制体制を構築するため、限られた人員体制で、適正な業務 執行を担保しつつ、効率

的かつ効果的に業務を執行していくための体制を整備し、次の取組を推進します。

（１）業務の効率的かつ効果的な遂行

業務継続性の確保や、法令等の遵守を目的とした既存の取組を基本とし、組 織としてのチェック体制を新た

に制度化することで、適正な業務執行を組織的 に担保していきます。

（２）財務報告等の信頼性の確保

予算や決算等による財務報告の信頼性を確保するため、適正な手続きによる 報告等の作成、情報の適切な

保管及び管理を進めます。

（３）業務に関わる法令等の遵守

業務に関わる法令その他の規範の遵守を徹底し、法令等に適合しない職務の 執行があった場合は、原因を

調査し、再発防止に努めます。

（４）資産の保全

県が保有する財産や行政情報は県民と共有する資産であり、有効な利活用と 適正な手続きによる取得、使

用及び処分等により、その保全に取り組みます。

２ 内部統制の対象事務

内部統制の対象事務は財務に関する事務とします。

３ 内部統制の有効性の確保

内部統制を組織的に推進し、有効に機能するよう、次のとおり取り組みます。

（１）病院局内部統制推進本部の設置

病院事業管理者を本部長、病院局長を副本部長、各病院長及び各病院事務局 長を本部員とする「病院局

内部統制推進本部」を設置し、病院事業管理者の下 で取組を進めます。

（２）内部統制の整備及び運用の実務的な責任者

病院局長を実務的な責任者とし、内部統制の整備及び運用を行います。

（３）評価報告書の作成及び公表

内部統制の整備状況及び運用状況について毎年度評価し、県民に公表します。

（４）監査委員との連携

監査委員と、内部統制に関する情報共有や意見交換等を行い、連携を図ります。

４ 病院局内部統制基本方針の位置付け

この基本方針は、知事が定める内部統制基本方針との整合性を図った上で、病院局で自主的に内部統制に

取り組むために定める方針です。

５ 内部統制に関する方針の見直し

内部統制体制の整備状況及び運用状況、評価報告書や監査委員からの意見等を踏まえ、必要に応じて柔

軟に内部統制に関する方針の見直しを行います。

令和 年 月 日

島根県病院事業管理者 山口 修平
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徳島県病院局

徳島県病院局内部統制に関する方針

人口減少社会において、地方公営企業の経営原則に基づき、「県民に支えられた病院として、県民医療の最

後の砦となる」との病院事業基本理念に則した事業を行うためには、限られた人員で効率的かつ効果的に業務

を遂行するとともに、職員一人一人が法令等を遵守し、資産を的確に保全するための体制を整備する必要があ

ります。

このため、内部統制制度を導入することにより、病院局が所管する事業の運営の適正性を確保し、県民の事業

に対する信頼を向上させるため、以下のとおり取り組みます。

１ 内部統制の目的及び取組項目

（１）業務の効率的かつ効果的な遂行限られた人員で最大の効果を発揮するため、円滑な事務執行体制の整備

やＩＣＴの活用等による、業務の効率的かつ効果的な遂行に取り組みます。

（２）財務報告等の信頼性の確保

日常業務に潜むリスクを把握し、常に適正な手続による予算執行を行うとともに、情報を適切に管理し、決算

書類をはじめとする財務報告の信頼性の確保に取り組みます。

（３）業務に関わる法令等の遵守

職員一人一人が、業務の遂行に係る法令等を正しく理解するとともに、組織的なチェック体制を整備し、その

遵守に着実に取り組みます。

（４）資産の保全

資産の取得や使用、処分に当たり、適正な手続による資産の保全に取り組みます。

２ 内部統制の対象事務

内部統制の対象事務は、「本局が執行する財務に関する事務」とします。

３ 内部統制の有効性確保のための取組

（１）推進体制の構築

病院事業管理者を推進責任者とする内部統制推進体制を構築し、適切な制度運用を図ります。

（２）監査委員との連携

監査委員と情報共有や意見交換等を行い、効果的な制度運用に努めます。

（３）評価の実施

内部統制の整備状況及び運用状況を評価し、県議会への報告及び県民への公表を行います。

（４）制度運用の見直し

内部統制の整備状況及び運用状況に関する評価結果や、これに対する監査委員の意見等を踏まえ、必要

に応じ、制度運用の見直しを行います。

４ 内部統制における知事部局との連携

知事部局における内部統制の取組と連携し、効果的な制度運用に努めます。

令和 年 月 日

徳島県病院事業管理者 北 畑 洋

【内部統制評価報告書の例】

島根県病院局

島根県病院事業管理者は、地方自治法第 条第 項の規定を準用した評価（試行）を行い、評価報告書を

次のとおり作成しました。

１．内部統制の整備及び運用に関する事項

島根県病院事業管理者は、島根県病院局の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、島根県病院

局においては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラ イン」（平成 年 月総務省公

表。以下「ガイドライン」という。）に基づき、「病院局内 部統制基本方針」（令和 年 月 日）を策定し、当

該方針に基づき財務に関する事務に係る内部統制体制の整備及び運用を行っております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目

的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、内部 統制の目的の達成を阻害する全てのリ

スクを防止し、又は、当該リスクの顕在化を適時に発見することができない可能性があります。
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島根県病院局における内部統制の基本的枠組み

〇対象 県立病院（中央病院、こころの医療センタ ー）、県立病院課

〇対象事務 財務に関する事務

〇体制の整備 病院事業管理者を本部長、病院局長を副本部長、各病院長、事務局長を本部員とする「内部

統制推進本部」を設置

〇業務レベルのリスク対応策の整備 過去の監査からの指摘事項等を踏まえ、業務上のリスクを抽出し、分

析・評価を行った上で、対応策を検討・整備（リスク評価シートの作成など）

内部統制を推進する取組自己点検の実施

各所属で、リスク評価シートに掲げるリスクについて自己点検を実施した結果、３所属のうち、１所属で内部

統制の不備が把握されました。自己点検により発見された不備 の件数は以下のとおりです。

整備上の不備該当なし運用上の不備 件・支払先の誤り（構成事業者が似通った支払先への誤払い）

※整備上の不備：

内部統制が存在しない、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができな

い、又は規定されている方針及び手続が適切に適用されていない等の不備

※運用上の不備：

整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結果として不適切な事項を発生させた等の

不備

２．評価手続

評価対象期間及び評価基準日

〇評価対象期間 令和 年度（令和 年 月 日〜令和 年 月 日）

〇評価基準日 令和 年 月 日

評価方法

ガイドラインに従い、下記のとおり、内部統制の対象事務である財務に関する事務に係る内部統制の評価

を実施しました。

①業務レベルの内部統制の評価

各所属による自己点検の結果を基に、当該不備の状況や改善策などの所属への聞き取り調査などを行

い、評価を実施

②重大な不備の検討

内部統制の重大な不備とは、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていな

いことにより、地方公共団体・住民に対して大きな経済的・社会的不利益を生じさせる蓋然性の高いもの若し

くは生じたものをいい、各所属からの取組状況の報告を基に、発生した不備が重大な不備に該当するかを検

討

③有効性の評価

評価基準日において、整備上の重大な不備が存在する場合又は評価対象期間において運用上の重大な

不備が存在する場合、有効に整備又は運用されていないと判断

３．評価結果

業務レベルの内部統制の評価

①整備上の不備について

整備上の不備は 件ありました。当該不備は該当する所属において、不備の認識 後、対応策を整備さ

れ、評価基準日において、不備が是正されていることを確認しています。

②運用上の不備 運用上の不備は該当がありませんでした。

重大な不備の検討

報告された不備について、対応状況をもとに事案の影響度や重要度を勘案して検討した結果、重大な不

備に該当する不備ではありませんでした。

有効性の判断

以上により、島根県病院局における財務に関する事務に係る内部統制は、評価基準日において有効に整

備され、及び評価対象期間において有効に運用されていると判断いたしました。

４．不備の是正に関する事項 記載すべき事項はありません。

令和６年９月１２日

島根県病院事業管理者 山口 修平
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島根県病院局における内部統制の基本的枠組み

〇対象 県立病院（中央病院、こころの医療センタ ー）、県立病院課

〇対象事務 財務に関する事務

〇体制の整備 病院事業管理者を本部長、病院局長を副本部長、各病院長、事務局長を本部員とする「内部

統制推進本部」を設置

〇業務レベルのリスク対応策の整備 過去の監査からの指摘事項等を踏まえ、業務上のリスクを抽出し、分

析・評価を行った上で、対応策を検討・整備（リスク評価シートの作成など）

内部統制を推進する取組自己点検の実施

各所属で、リスク評価シートに掲げるリスクについて自己点検を実施した結果、３所属のうち、１所属で内部

統制の不備が把握されました。自己点検により発見された不備 の件数は以下のとおりです。

整備上の不備該当なし運用上の不備 件・支払先の誤り（構成事業者が似通った支払先への誤払い）

※整備上の不備：

内部統制が存在しない、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすことができな

い、又は規定されている方針及び手続が適切に適用されていない等の不備

※運用上の不備：

整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結果として不適切な事項を発生させた等の

不備

２．評価手続

評価対象期間及び評価基準日

〇評価対象期間 令和 年度（令和 年 月 日〜令和 年 月 日）

〇評価基準日 令和 年 月 日

評価方法

ガイドラインに従い、下記のとおり、内部統制の対象事務である財務に関する事務に係る内部統制の評価

を実施しました。

①業務レベルの内部統制の評価

各所属による自己点検の結果を基に、当該不備の状況や改善策などの所属への聞き取り調査などを行

い、評価を実施

②重大な不備の検討

内部統制の重大な不備とは、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていな

いことにより、地方公共団体・住民に対して大きな経済的・社会的不利益を生じさせる蓋然性の高いもの若し

くは生じたものをいい、各所属からの取組状況の報告を基に、発生した不備が重大な不備に該当するかを検

討

③有効性の評価

評価基準日において、整備上の重大な不備が存在する場合又は評価対象期間において運用上の重大な

不備が存在する場合、有効に整備又は運用されていないと判断

３．評価結果

業務レベルの内部統制の評価

①整備上の不備について

整備上の不備は 件ありました。当該不備は該当する所属において、不備の認識 後、対応策を整備さ

れ、評価基準日において、不備が是正されていることを確認しています。

②運用上の不備 運用上の不備は該当がありませんでした。

重大な不備の検討

報告された不備について、対応状況をもとに事案の影響度や重要度を勘案して検討した結果、重大な不

備に該当する不備ではありませんでした。

有効性の判断

以上により、島根県病院局における財務に関する事務に係る内部統制は、評価基準日において有効に整

備され、及び評価対象期間において有効に運用されていると判断いたしました。

４．不備の是正に関する事項 記載すべき事項はありません。

令和６年９月１２日

島根県病院事業管理者 山口 修平
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徳島県病院局

令和４年度 徳島県病院局内部統制評価報告書

徳島県病院事業管理者は、地方自治法第 条第４項の規定を準用した評価を行い、報告書を次のとおり作

成しました。

１ 内部統制の整備及び運用に関する事項

徳島県病院事業管理者は、徳島県病院局の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、徳島県病院局に

おいては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表。以下

「ガイドライン」という。）に基づき、「徳島県病院局内部統制に関する方針」を策定し、当該方針に則って、「財務

に関する事務」に係る内部統制体制の整備及び運用を行っております。

内部統制は、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることによ

り、リスクを一定の水準以下に抑え、事務の適正な執行を確保するものです。

２ 評価手続

令和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）を評価対象期間とし、令和５年３月３１日を評価基準日とし

て、ガイドラインの「Ⅳ 内部統制評価報告書の作成」を踏まえ、「財務に関する事務」に係る内部統制の評価を

実施いたしました。

３ 評価結果

評価手続に則って、評価を実施した結果、「財務に関する事務」に係る内部統制は、「評価基準日において有

効に整備」及び「評価対象期間において有効に運用」されていると判断いたしました。

４ 不備の是正に関する事項

記載すべき事項はありません。

令和 年 月 日

徳島県病院事業管理者 北畑 洋

（監査人の所見）

島根県病院局の内部統制評価報告書は、試行版となっている。他の病院局においては、内部統

制の基本方針については公表しているものの、内部統制評価報告書の作成公表までに至ってい

ない病院局もある。このような状況をみると、病院局の置かれている状況によって内部統制に関す

る取り組み方が異なっているが、要は内部統制を遠くにある縁遠いものとして対応するのではなく、

前向きに取り組んでいくことが重要なのであろう。

内部統制は病院局ごとに内容が異なるものの、すでに病院局内に一部仕組みとして機能してい

るものがあるはずである。既存の内部統制を可視化し、「地方公共団体にける内部統制制度の導

入・実施ガイドライン」（令和 年 月 改定 総務省）を拠り所にしながら徐々にステップアップを

図りながらリスクに強い病院局運営を推進していくことを推奨したい。

（（意意見見 ））内内部部統統制制チチェェッッククリリスストトのの作作成成にによよるる内内部部管管理理水水準準のの向向上上ににつついいてて

現状においては重要な業務管理ポイントについて、チェック漏れや確認不足があり、これが病院

局全体や所管課において問題が解決できていない案件が見受けられる。このような業務管理ポイ
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ントについて適切に管理していくには、内部統制チェックリストを作成し、運用していることで多くの

問題点を解決することができる。

内部統制チェックリストの盛り込むべき管理項目は、様々な視点から項目を作成することになる

が、具体的な例として以下に内部統制チェックリストについて表形式で示すこととする。

【内部統制チェックリストの例示】

項目 コメント

業務の有効性及び効率性

請求保留債権（保険請求に至っていないレセプト）の内容を確認しているか。

請求保留債権（保険請求に至っていないレセプト）について発生月別に把握し

ているか。

請求保留債権（保険請求に至っていないレセプト）について経過月が古いもの

いがないか。

請求保留債権（保険請求に至っていないレセプト）について売上計上するもの

はないか。

医業未収入金（患者負担分）の滞留分について、適切に督促状の発送や電話

催促が行われているか。

医業未収入金（保険請求分）は、「前月保険請求分 前々月保険請求分 請求

保留額」となっているか。

貸倒引当金の設定対象の区分は間違いがないかどうか。

以下 省略

この内部統制チェックリストの運用により病院局全体で問題点を少なくすることは当然であるが、

この内部統制チェックリストを作成する過程において業務の見直しをすることができ、作成者にとっ

ても管理レベルの向上に役立つ。
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